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●給付金・保険金・年金などをお支払いできない場合について
●告知義務について
●保障の開始について　
●保険料のお払込方法について
●保険料払込の猶予期間と失効について
●ご契約の復活について
●解約と解約払戻金について
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、
告知および保険料の受領など募集代理店の役割も含めて、ご説明
の中でわかりにくい点がございましたら当社にお問い合わせくださ
い。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存し、ご活用く
ださい。

2019年11月作成

ご
契
約
の
し
お
り・約
款

　21
世
紀
が
ん
保
険
／
21
世
紀
が
ん
保
険

　メ
デ
ィ
カ
ル
チ
ェ
ッ
ク
プ
ラ
ス

AF商開2-2019-0004 10月29日資 784294（00）MCK.19.12.3A（新）

この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを
記載したものです。保険証券とともに大切に保存
し、ご活用ください。
また、このご契約について必ずご家族にもお知らせください。

無配当〈がん保険〔2000〕〉

ご契約のしおり・約款
やっかん



はじめに

この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したも
のです。保険証券とともに大切に保存し、ご活用ください。
また、このご契約について必ずご家族にもお知らせください。

ご契約についての重要事項、
お手続などをわかりやすくご説明しています。

「ご契約のしおり」は

ご契約についてのとりきめを、
詳しくご説明しています。

「約款」は

給付金等ご請求手続きの流れ
給付金等の支払事由に該当された場合は請求のお手続きが必要で
す。万一、給付金等の支払事由に該当された場合は、次のとおりお手
続きください。

アフラック保険金コンタクトセンターで承っています

アフラックホームページから、いつでも簡単・スピーディに
給付金・保険金請求のお手続きができます。

●こちらからアクセス ●キーワードで検索

●受付時間 9:00～17:00　●月曜日～金曜日（祝日を除く）
※月曜日は電話が込み合うことがございます。

0120-555-877 通話料無料 携帯OK

アフラック 給付金 検索アフラック 給付金 検索アフラック 給付金 検索アフラック 給付金 検索アフラック 給付金 検索アフラック 給付金 検索アフラック 給付金 検索

お客さま 担当代理店
またはアフラック

1 請求のご連絡請求のご連絡
担当代理店またはアフラックまでご担当代理店またはアフラックまでご
連絡ください。連絡ください。
※患者様に病名を告知されていない
場合など、ご心配な点はご相談く
ださい。

2 請求のご案内
請求に必要な書類をお送りします。

3 書類の準備・提出書類の準備・提出
請求書類をご準備のうえ、アフラック請求書類をご準備のうえ、アフラック
へご返送ください。へご返送ください。

4 請求書類の確認
請求書類が到着後、アフラックで内容
を確認します。

5 お支払い
給付金等をお支払いします。

6 給付金等のお受取り給付金等のお受取り

アフラック
784294（00）
19/10/31 表 3

アフラック
784294（00）
19/10/31 表 2
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主な保険用語のご説明
この冊子をお読みいただくにあたって、「主な保険用語のご説明」
をご覧ください。

「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款、特約
条項、別表があります。

約款 【 やっかん 】

約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約の内容のことをい
います。

主契約 【 しゅけいやく 】

主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料のお払込方法（経
路）など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加する
ものです。

特約 【 とくやく 】

給付金額・保険金額、保険期間などのご契約の内容を具体的に記載し
たものです。

保険証券 【 ほけんしょうけん 】

当社と保険契約を結び、ご契約上の権利（ご契約の内容の変更の請求
権など）と義務（保険料支払義務など）を持つ人のことをいいます。

契約者 【 けいやくしゃ 】

生命保険の対象として保険（保障）がつけられている人のことをいいま
す。

被保険者 【 ひほけんしゃ 】

給付金・保険金など 【 きゅうふきん・ほけんきんなど 】

被保険者が所定のお支払事由に該当したときにお支払いするお金のこと
をいいます。

給付金・保険金などを受取る人のことをいいます。
受取人【 うけとりにん 】

ご契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
保険料 【 ほけんりょう 】
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契約日における被保険者の年齢のことをいい、満年齢で計算します。
１年未満の端数については、切り捨てて計算します。なお、ご契約後
の被保険者の年齢は、年単位の契約応当日ごとに契約年齢に１歳を加
えて計算します。
（例）24歳７か月の被保険者の契約年齢は、24歳となります。

契約年齢 【 けいやくねんれい 】

ご契約の後の保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことをいい
ます。また、契約日の年ごとの応当日を「年単位の契約応当日」、半年
ごとの応当日を「半年単位の契約応当日」、月ごとの応当日を「月単位
の契約応当日」といいます。

契約応当日 【 けいやくおうとうび 】

契約年齢や保険期間などの計算の基準日を契約日といいます。
契約日 【 けいやくび 】

ご契約などに際して、ご契約者と被保険者には、過去の病歴、現在の
ご健康の状態、ご職業など、当社がおたずねすることがらについて、
ありのままを正しく告知していただく義務があります。その義務を告知
義務といいます。

告知義務 【 こくちぎむ 】

告知内容が事実と相違していた場合には、当社は「告知義務違反」とし
て、ご契約または特約を解除することがあります。

告知義務違反 【 こくちぎむいはん 】

募集代理店、保険募集人などの保険契約の締結の媒介を行うことができ
る者をいいます。

保険媒介者 【 ほけんばいかいしゃ 】

給付金・保険金などを保障する期間のことをいいます。
（例）	60歳満期の場合の保険期間は、60歳に達する年単位の契約応

当日の前日までとなります。

保険期間 【 ほけんきかん 】

保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。
（例）	60歳払済の場合の保険料払込期間は、60歳に達する年単位の

契約応当日の前日までとなります。

保険料払込期間 【 ほけんりょうはらいこみきかん 】
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毎回の保険料をお払込みいただく期間のことをいい、年払契約の場合
は年単位の契約応当日、半年払契約の場合は半年単位の契約応当日、
月払契約の場合は月単位の契約応当日の属する月の１日から末日まで
のことをいいます。

払込期月 【 はらいこみきげつ 】

第１回保険料相当額 【 だいいっかいほけんりょうそうとうがく 】

ご契約のお申込の際にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立
した場合には第１回保険料に充当されます。

将来の給付金・保険金などをお支払いするために保険料の中から積み
立てる積立金のことをいいます。

保険料積立金 【 ほけんりょうつみたてきん 】

当社がご契約上の保障を開始する時期（日）を責任開始期（日）といいま
す。

責任開始期（日） 【 せきにんかいしき（び） 】

保険料のお払込の猶予期間を過ぎても保険料のお払込がなく、ご契約
の効力が失われることをいいます。

失効 【 しっこう 】

ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のこと
をいいます。

解約払戻金 【 かいやくはらいもどしきん 】
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「21世紀がん保険」、「21世紀
がん保険　メディカルチェッ
クプラス」について

「21世紀がん保険」などのしくみ

＊	このしおりにおける「がん保険」とは、「21世紀がん保険」、
「21世紀がん保険　メディカルチェックプラス」（「健康支援特
約」を除きます。）を指します。

●	「21世紀がん保険」について
＊	「21世紀がん保険」は、「がん保険〔2000〕」（主契約）と、
つぎの(1)から(6)のすべてまたは一部の特約を組合わせた
商品の総称で、＜がん＞＜上皮内新生物＞の治療費を総合的
にカバーするがん保険です。
（1）	上皮内新生物特約＜正式名称：上皮内新生物特約
〔2000〕＞

（2）	新手術特約〔がん保険〕
（3）	がん高度先進医療特約
（4）	特定治療通院特約
（5）	緩和ケア特約
（6）	子供特約＜正式名称：子供特約〔2000〕＞

●	「21世紀がん保険　メディカルチェックプラス」について
＊	「21世紀がん保険　メディカルチェックプラス」は、「21世紀
がん保険」に「健康支援特約＜正式名称：健康支援特約〔が
ん保険〕＞」を付加した商品です。



ご
契
約
の
し
お
り
「
「
「
「
「
「
「
保
険
「な
「
の
「
「
「

―10―

＜ご契約の例：「21世紀がん保険」＞
・	がん保険〔2000〕（主契約）と上皮内新生物特約、新手術特
約〔がん保険〕、がん高度先進医療特約、特定治療通院特約
を組合わせたプラン

・	保険期間・保険料払込期間：終身

※	保障の対象は＜がん＞のみとなります。

責任開始日 満65歳に達した後に到来する
最初の年単位の契約応当日保険期間の始期

終身

診断給付金
（65歳まで倍額）

入院給付金
手術給付金
がん高度先進医療給付金（※）
通院給付金
特定治療通院給付金（※）
死亡保険金（※）

待  

期  

間

同額保障特則
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＜ご契約の例：「21世紀がん保険　メディカルチェックプラス」＞
・	がん保険〔2000〕（主契約）と上皮内新生物特約、新手術特
約〔がん保険〕、がん高度先進医療特約、特定治療通院特約、
健康支援特約（特約の型：Ⅰ	型）を組合わせたプラン

・	保険期間・保険料払込期間：終身（健康支援特約は15年）

※1:		「健康支援特約」の更新については、更新後の保険期間
満了の日の翌日において、主契約の第１被保険者の年齢
が満95歳以下である場合にお取扱いします。

※2:	保障の対象は＜がん＞のみとなります。

責任開始日 満65歳に達した後に到来する
最初の年単位の契約応当日保険期間の始期

終身

診断給付金
（65歳まで倍額）

入院給付金
手術給付金
がん高度先進医療給付金（※2）
通院給付金
特定治療通院給付金（※2）
死亡保険金（※2）

待  

期  

間

同額保障特則

健康支援金 更新※1

支
払

支
払

支
払

支
払

支
払
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ご契約のコースについて

●	ご本人コース
１．ご本人コース＜ご本人のみ＞
＊	ご本人のみを保障するコースです。主契約はご本人を第１
被保険者とする個人契約で、「本人型」の特約を付加します。

２．ご本人コース＜ご本人＋お子さま＞
＊	ご本人に加えてお子さまを保障するコースです。主契約は
ご本人を第１被保険者とする個人契約で、子供特約、「本
人型」、「子型」の特約を付加します。対象となるお子さま
は、主契約の第１被保険者と同一戸籍に記載されている満
23歳未満の子となります。

●	ご家族コース
１．ご家族コース＜ご夫婦のみ＞※
＊	ご夫婦を保障するコースです。主契約は夫を第１被保険者、
下記に該当する方を第２被保険者とする家族契約で、「本人
型」、「配偶者型」の特約を付加します。

※このコースを選択された場合、主契約部分については、ご
夫婦に加えてお子さまの保障もあります。

２．ご家族コース＜ご夫婦＋お子さま＞
＊	ご家族をまとめて保障するコースです。主契約は夫を第１
被保険者、下記に該当する方を第２被保険者とする家族契
約で、「本人型」、「配偶者型」、「子型」の特約を付加します。

第２被保険者
・第１被保険者と同一戸籍に記載されている配偶者
・第１被保険者と同一戸籍に記載されている満23歳未満の子
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ご契約の限度について

＊	ご本人、配偶者さま、お子さま、それぞれお１人につき、す
でにご契約の当社のすべてのがん保険・がん特約の１日あたり
の入院給付金の金額を通算して、６万円（ご契約の際の年齢
が満65歳以上の方については、４万５千円）がご契約の限度
となります。

＊	１日あたりの入院給付金の金額により、その他の給付金など
の金額が、所定の範囲内に制限されます。
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「がん保険」の給付金などのお支払について

お支払の対象となる給付金などの種類とそのお支払額は、ご案
内しているプランによって異なります。お申込のご契約の内容に
ついては、申込書・保険証券または「裏書のお知らせ（承認通
知書）」にてご確認ください。

＊	お支払の対象は、責任開始日以後に診断された＜がん＞＜上
皮内新生物＞となります。（死亡払戻金、健康支援金を除きま
す。）

●	主契約＋上皮内新生物特約による保障
＜診断給付金＞

お支払事由 ＜がん＞と診断されたとき
お支払額（ご本人）①65歳未満（※）のとき：

基準診断給付金額の２倍
②65歳以上のとき：
基準診断給付金額（同額保障特則が付
加されている場合には、基準診断給付
金額の２倍）

お支払限度 保険期間を通じ１回

お支払事由 ＜上皮内新生物＞と診断されたとき
お支払額（ご本人）＜がん＞と診断された場合のお支払額の１

割
お支払限度 保険期間を通じ１回

＊	＜がん＞＜上皮内新生物＞それぞれお支払いします。

※	満65歳に達した後に到来する最初の主契約の年単位の契約
応当日の前日までとなります。
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＜入院給付金＞

お支払事由 ＜がん＞＜上皮内新生物＞によって入院を
したとき

お支払額（ご本人）入院給付金日額×入院日数
お支払限度 日数は無制限

＊	お支払の対象は、＜がん＞＜上皮内新生物＞の治療を直接の
目的とする入院です。

ご注意
「入院」
・	お支払の対象となる「入院」とは、治療を目的とする入
院です。
・	外来に通院し、病院のベッドに寝て透析、点滴、手術な
どを行っても「入院」治療とはみなされません。（入院
料などのお支払があり、「入院」の規定に該当するもの
が対象となります。）

＜在宅療養給付金＞

お支払事由 入院給付金が支払われる継続20日以上の
入院の後、生存して退院したとき

お支払額（ご本人）１回の退院につき、在宅療養給付金額
お支払限度 回数は無制限

＊	退院日の翌日から30日以内に開始した入院の退院について
は、在宅療養給付金はお支払いしません。

＜通院給付金＞

お支払事由 入院給付金が支払われる継続５日以上の入
院の退院の日の翌日以後180日以内の期
間に、通院をしたとき

お支払額（ご本人）通院１日あたり、通院給付金日額
お支払限度 退院後の通院について30日（通算700日）
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＜死亡保険金＞

お支払事由 ＜がん＞を直接の原因として死亡したとき
お支払額（ご本人）死亡保険金額

＜死亡払戻金＞

お支払事由 ＜がん＞以外の原因で死亡したとき
お支払額（ご本人）死亡払戻金額

●	特約による保障
＜手術給付金＞

お支払事由 ＜がん＞＜上皮内新生物＞によって所定の
手術を受けたとき

お支払額（ご本人）特約給付金額（給付倍率の型：Ⅰ型）
お支払限度 一部の手術を除き、回数は無制限

＜がん高度先進医療給付金＞

お支払事由 ＜がん＞の診断や治療の際に所定の「先進
医療」を受けたとき

お支払額（ご本人）特約給付金額×技術料に応じた給付倍率
お支払限度 １年間に５回まで

＊	お支払額は、「先進医療」の技術料に応じた給付倍率により異
なります。（詳しくは、巻末の別表31をご覧ください。）

＊	所定の「先進医療」とは、厚生労働大臣が定める高度の医療
技術を用いた療養のことをいいます。（詳しくは、巻末の別表
29をご覧ください。）



ご
契
約
の
し
お
り
「
「
「
保
険
「の
給
付
金
な
「
の
お
支
払
に
つ
い
て

―17―

＜特定治療通院給付金＞

お支払事由 ＜がん＞の治療として、放射線治療、抗が
ん剤治療、ホルモン療法を受けることを目
的とする通院をしたとき

お支払額（ご本人）通院１日あたり、特約給付金額
お支払限度 保険期間を通じて、通算120日まで

＊	抗がん剤などを内服するための通院は、お支払いしません。
＊	通院給付金と特定治療通院給付金の両方のお支払事由に該当
する場合には、通院給付金をお支払いします。

＜在宅緩和ケア初期給付金＞

お支払事由 末期の＜がん＞（余命６か月以内）と判断
され、「在宅緩和ケア」を開始したとき

お支払額（ご本人）特約給付金額の20倍
お支払限度 保険期間を通じ１回

＊	「在宅緩和ケア」とは、末期の＜がん＞（余命６か月以内）と
判断され、＜がん＞から生じる各種の症状を緩和することを目
的として、医師の計画的な医学管理のもとで提供される在宅
医療のことをいいます。

＜在宅緩和ケア給付金＞

お支払事由 「在宅緩和ケア」を開始した日から、「在宅
緩和ケア」を継続して受けているとき

お支払額（ご本人）特約給付金額×継続日数
お支払限度 「在宅緩和ケア」を開始した日以後、最高

180日間



ご
契
約
の
し
お
り
「
「
「
保
険
「の
給
付
金
な
「
の
お
支
払
に
つ
い
て

―18―

●	受取人について
＊	給付金などの受取人は、つぎのとおりです。
＊	受取人が未成年の場合には、親権者がご請求ください。

＜給付金＞

被保険者 受取人
ご本人 お支払事由に該当したご本人
配偶者さま お支払事由に該当した配偶者さま
お子さま お支払事由に該当したお子さま

＜死亡保険金＞

被保険者 受取人
ご本人 主契約の第1被保険者の死亡保険金受取人
配偶者さま 配偶者さまの死亡保険金受取人
お子さま 主契約の第1被保険者

＜死亡払戻金＞

被保険者 受取人
ご本人 主契約の第1被保険者の死亡保険金受取人
配偶者さま 配偶者さまの死亡保険金受取人
お子さま －

●	ご家族の保障について
＜主契約、上皮内新生物特約、子供特約による保障＞
＊	ご家族（配偶者さま・お子さま）が給付金などのお支払事由
に該当した場合のお支払額は、ご本人の場合のお支払額に家
族給付割合を乗じた金額となります。

＊	お子さまについては、「死亡払戻金」の保障はありません。

＜上記以外の特約による保障＞
＊	ご家族（配偶者さま・お子さま）が給付金などのお支払事由
に該当した場合のお支払額は、申込書・保険証券に記載の特
約給付金額となります。
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●	健康支援特約による保障
＜健康支援金＞

お支払事由 主契約の第１被保険者が３年ごとの契約応
当日に生存しているとき（特約の型：Ⅰ型）

お支払額 特約給付金額
受取人 ご契約者

＊	「健康支援特約」の被保険者は主契約の第1被保険者です。
＊	健康支援金は、所定の利率による利息をつけて自動的に据え
置きます。据え置いた健康支援金は、ご契約者から請求があっ
たとき、または「健康支援特約」が消滅したとき（「健康支援
特約」が更新される場合を除きます。）に、ご契約者にお支払
いします。

＊	健康支援金のご請求は、「健康支援特約」が消滅した日（「健
康支援特約」が更新される場合を除きます。）から３年を過ぎ
ますと、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。

＊	「健康支援特約」の中途付加はお取扱いしません。

代理請求人の制度について

＊	ご本人（主契約の第１被保険者）が「がん保険」の給付金を
請求できない特別な事情がある場合には、つぎのいずれかの
方が代理請求人として給付金を請求できます。
・	ご本人と同居し、またはご本人と生計を一にしている配偶者
・	配偶者がいない場合は、ご本人と同居し、またはご本人と
生計を一にしている３親等内の親族

・	代理請求人としての要件を満たしていると当社が認めた方
＊	代理請求人からの請求にもとづき給付金をお支払いした場合
には、その後重複してその給付金の請求を受けても、お支払
いできません。

＊	「指定代理請求特約」を付加した場合には、その規定を優先
して適用します。（詳しくは「「指定代理請求特約」について」
の項をご覧ください。）
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＜がん＞＜上皮内新生物＞の定義および診断確定について

＊	「がん保険」の対象となる＜がん＞＜上皮内新生物＞とは、平
成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大
臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要　
ＩＣＤ－10（2013年版）準拠」において	「悪性新生物」、「上
皮内新生物」に分類されている疾病をいいます。（詳しくは巻
末の別表27、別表28をご覧ください。）

＊	＜がん＞＜上皮内新生物＞の診断確定は、医師によって、病
理組織学的所見（生検を含みます。）によりなされることを要
します。

「健康支援特約」の保険料の払込免除

＊	主契約の第１被保険者が所定の高度障害状態になった場合、
または不慮の事故によるケガによって180日以内に所定の身
体障害状態になった場合には、その後の「健康支援特約」の
保険料のお払込を免除します。

＊	所定の高度障害状態については巻末の別表３を、所定の身体
障害状態については巻末の別表４をご覧ください。

＊	「健康支援特約」の保険期間の満了する日まで保険料のお払
込を免除し、更新はお取扱いしません。

＊	約款に定める免責事由に該当した場合には、保険料のお払込
を免除しません。



ご
契
約
の
し
お
り
第
２
被
保
険
者
で
あ
る
子
等
の
保
障
継
続
特
則
付
の「
「
「
保
険
「に
つ
い
て

―21―

＊	新たに『第２被保険者である子等の保障継続特則』を付加
した「がん保険」にお申込みいただくことにより、すでにご
契約の「がん保険」の第２被保険者（子供特約の被保険者
を含みます。）のうち、満23歳の誕生日を迎えるお子さま
の＜がん＞＜上皮内新生物＞の保障の一部を継続できます。

＜ご契約の例＞
・	がん保険〔2000〕（主契約）に第２被保険者である子等の保
障継続特則、低解約払戻金特則（解約払戻金を0と指定する
方法）、上皮内新生物特約を付加したプラン

・	元のご契約が診断給付金、入院給付金、手術給付金、がん高
度先進医療給付金、通院給付金、特定治療通院給付金、死
亡保険金を保障するプランの場合

・	保険期間・保険料払込期間：終身

※１：	保障の対象は＜がん＞＜上皮内新生物＞となります。
※２：	保障の対象は＜がん＞のみとなります。

１．	お申込の際には、ご健康の状態などについてお知らせ（告知）
いただく必要はありません。

２．	満23歳の誕生日から保障を開始します。
３．	解約払戻金はありません。

第２被保険者である子等の保障継続特則付の
「がん保険」について

契約日（満23歳の誕生日）＝責任開始日

終身
入院給付金（※１）

死亡保険金（※２）
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ご注意
元のご契約の内容により新たなご契約で保障する給付金な
どの種類とそのお支払額が決まります。なお、元のご契
約の内容にかかわらず、新たなご契約に診断給付金、手
術給付金、がん高度先進医療給付金、通院給付金、特定
治療通院給付金、在宅緩和ケア初期給付金、在宅緩和ケ
ア給付金、死亡払戻金はありません。

●	ご契約についてのご注意
＊	第１被保険者は、元のご契約の第２被保険者（子供特約の被
保険者を含みます。）のうち、満23歳の誕生日を迎えるお子
さまとなります。

＊	元のご契約の給付金のお支払の原因となった＜がん＞の診断
確定はなかったものとみなしてお取扱いします。

＊	ご契約のコースは『ご本人コース＜ご本人のみ＞』となります。
『ご本人コース＜ご本人＋お子さま＞』、『ご家族コース』での
お申込はできません。

＊	ご契約のコースの変更はお取扱いしません。
＊	契約日および責任開始日は、満23歳の誕生日となります。第
１回保険料は、契約日の属する月の末日までにお払込みくだ
さい。

＊	該当のお子さま１人につき１契約のみのお取扱となります。
（「スーパーがん保険23」と通算します。）

新たなご契約の内容については、申込書・保険証券または「裏
書のお知らせ（承認通知書）」にてご確認ください。
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ご契約の更新

●	「がん保険」の更新について
＊	保険期間が満了した場合、保険期間満了の日の翌日に、「が
ん保険」は自動的に更新されます。

＊	保険期間が年満期の場合には、更新後の保険期間は、更新前
の保険期間と同一の年数とします。ただし、更新時における
主契約の第１被保険者または第２被保険者の年齢が60歳をこ
えるときは、保険期間を終身に変更して更新します。

＊	「がん保険」の保険料のお払込を免除している場合（払込免
除事由に該当している場合）には、「がん保険」は更新されま
せん。

●	「健康支援特約」の更新について
＊	「健康支援特約」は、保険期間満了の日の翌日に自動的に更
新されます。

＊	つぎのいずれかに該当する場合には、「健康支援特約」は更
新されません。
（1）	更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年

齢が95歳をこえるとき
（2）		「健康支援特約」の保険料のお払込を免除しているとき
（払込免除事由に該当しているとき）

＊	更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一の年数としま
す。

●	更新後のご契約と保険料について
＊	更新後の「がん保険」、「健康支援特約」には、更新日現在
の普通保険約款、特約条項が適用され、更新後の保険料は更
新日現在の被保険者の満年齢、保険料率によって計算されま
す。

＊	「がん保険」を同一の保障内容で更新する場合であっても、
更新後の「がん保険」の保険料は通常、更新前より高くなり
ます。
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＊	更新前のご契約の保険期間と更新後のご契約の保険期間は継
続したものとみなします。

＊	給付金の通算支払限度の規定を適用するときは、更新前のご
契約で既に支払われた給付金を通算します。

●	更新を希望しない場合
＊	「がん保険」、「健康支援特約」の更新を希望しない場合には、
保険期間満了の日の２か月前までにお申出ください。
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不慮の事故について

対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故をい
います。（ただし、除外する事故（※）もあります。）

急激・偶発・外来の定義

急激
傷害の原因となった事故から傷害の発生までに時間的間
隔のないことをいいます。（慢性、反復性、持続性の強い
ものは該当しません。）

偶発
傷害の原因となった事故または傷害の発生が被保険者に
とって予見できないことをいいます。（被保険者の故意に
よるものは該当しません。）

外来
傷害の原因が被保険者の身体の外部から作用することを
いいます。（身体の内部的原因によるものは該当しませ
ん。）

急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 非該当例

・	交通事故
・	不慮の転落・転倒
・	 	不慮の溺水（河川の氾濫に
よる溺死、遊泳中の溺死）

・	窒息
・	 	不慮の中毒（一酸化炭素中毒）

・	高山病
・	乗物酔い
・	 	過度の運動による骨折や捻挫
・	熱中症（日射病・熱射病）

※	除外する事故
疾病の発症等
における軽微
な外因

疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外
因により発症しまたはその症状が増悪したとき

疾病の診断・
治療上の事故

疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医
薬品等の使用および処置における事故

疾病による障
害の状態にあ
る者の窒息等

疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経
障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸
入または嚥下による気道閉塞または窒息

接触皮膚炎、
食中毒などの
原因となった
事故

①	感染性食中毒およびアレルギー性・食餌性・中
毒性の胃腸炎、大腸炎
②	外用薬もしくは薬物接触によるアレルギー、皮
膚炎など
③	洗剤、油脂、グリースまたは溶剤その他の化
学物質による皮膚炎など
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お支払いできない場合について
●	責任開始日の前日以前に＜がん＞と診断確定されていた場合
＊	被保険者が、告知前または告知の時からその被保険者の責任
開始日の前日以前に＜がん＞と診断確定されていた場合（ご
契約者およびすべての被保険者がその事実を知っているかい
ないかにかかわらずご契約は無効となり、給付金などをお支
払いしません。）

●	責任開始日の前日以前に診断確定された＜上皮内新生物＞の
場合

＊	責任開始日の前日以前に診断確定された＜上皮内新生物＞に
よる入院などについては、給付金などをお支払いしません。

●	お支払事由に該当しない場合
＊	つぎのような場合は、給付金などのお支払事由に該当しませ
ん。
（1）	＜がん＞＜上皮内新生物＞の治療を目的としない入院をし

たとき（子宮筋腫、子宮ポリープ、大腸ポリープ、皮膚の
良性腫瘍など）

（2）	薬剤の受取のみの通院をしたとき

● 告知義務違反による解除の場合

● 保険料のお払込が行われずご契約が失効した場合

● 重大事由による解除の場合

● 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
＊	この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。

● 法令等に基づく対応の場合

重大事由については、　　　　　　　　  の項を
ご覧ください。

重大事由とは…

詳しくは、　　　　　　　　　　　　　  の項を
ご覧ください。

法令等に基づく対応について
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＊	重大事由とはつぎのことをいいます。
（1）	ご契約者、被保険者または給付金などの受取人が給付金な

どを詐取する目的または第三者に詐取させる目的で事故を
起こしたとき（未遂を含みます）

（2）	給付金などの請求に関して給付金などの受取人に詐欺行為
があったとき（未遂を含みます）

（3）	他の保険契約との重複によって、給付金額などの合計額が
著しく過大であるとき

（4）	ご契約者、被保険者または保険金の受取人が、反社会的勢
力（※1）に該当すると認められるとき、またはこれらの反
社会的勢力と社会的に非難されるべき関係（※2）を有して
いると認められるとき

（5）	契約者、被保険者、保険金の受取人または口座名義人が、
日本、米国等の経済制裁または通商禁止令その他の法令等
によって、取引することを禁止または制限された者であるとき
（※3）

（6）	付加されている特約が重大事由により解除されたとき
（7）	上記のほか、当社のご契約者、被保険者または給付金など

の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難
とする上記（1）から（6）までと同等の重大な事由がある
とき

上記に定める事由が生じた後に、給付金などのお支払事由また
は保険料のお払込の免除事由が生じていたときは、当社は給付
金などのお支払または保険料のお払込の免除を行いません。（上
記（4）の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金の受取人
のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金のうち、
その受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額
を、他の受取人にお支払いします。）すでに給付金などをお支払
いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、す
でに保険料のお払込を免除していたときでもその保険料のお払
込を求めることができます。

重大事由とは…
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（※1）	暴力団、暴力団員（脱退後5年を経過しない者を含む）、
暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社
会的勢力をいいます。

（※2）	反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供
与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいま
す。また、保険契約者もしくは保険金の受取人が法人
の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしく
は実質的な関与があることもいいます。

（※3）

（1）	当社は、この保険契約における契約者、被保険者、保険金・
給付金等の受取人または口座名義人が、日本、米国等の経
済制裁または通商禁止令その他の法令等によって、取引す
ることを禁止または制限された者である場合、重大事由に
該当し、当社はご契約を解除することができます。この場合、
当社は、上記の法令等に従いこの保険契約に関する情報を
米国当局等に対し報告します。

（2）（1）の場合、保険金・給付金等、解約払戻金の支払い、保
険料等の返金は行いません。また、前項の取扱いによって、
契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人または口座
名義人に損失、損害または諸費用が発生しても、当社は一
切責任を負いません。
※	経済制裁等の詳細については、財務省または経済産業省、
および米国財務省外国資産管理局（OFAC）のホームペー
ジをご参照ください。

法令等に基づく対応について
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お支払いできる場合、またはお支払
いできない場合の具体的事例

● ご注意
＊		給付金などをお支払いできる場合、またはお支払いできない
場合をわかりやすく説明するために、代表的な事例をあげた
ものです。なお、記載以外に認められる事実関係によってお
取扱に違いが生じることがあります。

● 責任開始日の前日以前に＜がん＞と診断確定されていた場合
＜「がん保険」入院給付金＞

お支払いする場合	 解　説

責任開始日以後に診断確定
された「肺がん」により入院
した場合

被保険者が、告知前または
告知の時からその被保険者
の責任開始日の前日以前に＜
がん＞と診断確定されていた
場合、ご契約者およびすべて
の被保険者がその事実を知っ
ているかいないかにかかわら
ず、ご契約は無効となり、給
付金などはお支払いできませ
ん。

お支払いできない場合	

ご契約から１か月後（責任開
始日前の待期間中）に診断
確定された「肺がん」により
入院した場合
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● 告知義務違反による解除の場合
＜「がん保険」入院給付金＞

お支払いする場合	 解　説

ご契約の前に「慢性Ｃ型肝炎」
により通院していた事実につ
いて、告知書で正しく告知せ
ずにご契約し、ご契約から１
年後に「慢性Ｃ型肝炎」とは
全く因果関係のない「胃が
ん」で入院した場合（ただし、
ご契約は告知義務違反により
解除となります。）

ご契約の際には、そのときの
被保険者のご健康の状態に
ついて正確に告知をしていた
だく必要がありますが、故意
または重大な過失によって事
実を告知されなかったり、事
実と違うことを告知いただい
た場合には、ご契約は解除
となり、給付金などはお支払
いできません。ただし、告知
義務違反の対象となった事実
と、給付金などの請求原因
の間に、全く因果関係が認め
られない場合には、給付金な
どをお支払いします。

お支払いできない場合	

ご契約の前に「慢性Ｃ型肝炎」
により通院していた事実につ
いて、告知書で正しく告知せ
ずにご契約し、ご契約から１
年後に「慢性Ｃ型肝炎」を原
因とする「肝がん」で入院し
た場合
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お申込にあたって

生命保険募集人について

＊	生命保険募集人は、保険契約の締結の「媒介」または「代理」
を行うものです。「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込
に対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立しま
す。また、「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契
約のお申込に対して承諾をすれば保険契約は有効に成立しま
す。

＊	当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約の締結
の媒介を行う者で、告知受領権や保険契約の締結の代理権は
ありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契
約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。

＊	ご契約が成立した後にご契約の内容の変更などをする場合に
も、原則としてご契約の内容の変更などに対する当社の承諾
が必要です。
＜当社の承諾が必要なご契約の内容の変更などのお手続の例＞
・ご契約の復活
・特約の中途付加　など
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＊	生命保険は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては十
分ご検討ください。

＊	ご納得がいかない場合には、お申込者またはご契約者（以下、
「お申込者など」といいます。）は、ご契約の申込日または第
１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。）のお払込の
日のいずれか遅い日（	第１回保険料をクレジットカードでお支
払いになる場合は、ご契約の申込日またはクレジットカードの
有効性を当社が確認した日のいずれか遅い日）からその日を
含めて８日以内であれば、ご契約のお申込の撤回またはご契
約の解除（以下、「お申込の撤回など」といいます。）をする
ことができます。（※）

＊	この場合には、お払込みいただいた金額をお返しします。
＊	つぎの場合には、お申込の撤回などのお取扱ができません。
・当社が指定した医師の診査を受けた場合
・すでに契約したご契約の内容を変更する場合
※	お申込の撤回などの書面を発信した時に給付金・保険金・年
金などのお支払事由が生じている場合には、お申込の撤回な
どの効力は生じません。ただし、お申込の撤回などの書面を
発信した時に、お申込者などが給付金・保険金・年金などのお
支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。

●	ご連絡方法
＊	お申込の撤回などは、必ず郵便により上記の期間内（８日以
内の消印有効）に当社あてに発信してください。

＊	書面（ハガキ、便箋）には、お申込の撤回などの意思を明記
し、お申込者などの氏名・氏名のフリガナ・住所をご記入くだ
さい。

＜郵送先＞
〒182-8008
日本郵便株式会社	調布郵便局	私書箱第50号
アフラック	契約部	撤回担当行

クーリング・オフ制度
（お申込の撤回または解除について）
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告知と告知義務について

●	ご契約者や被保険者の告知について
＊	ご契約をお引受するかどうかを決めるための重要なことがらに
ついておたずねいたします。

●	告知義務について
＊	ご契約者や被保険者には、ご健康の状態などについて告知を
していただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保
険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、
初めからご健康の状態の良くない方や危険度の高いご職業に
従事している方などが無条件に契約しますと、保険料の負担
の公平性が保たれません。ご契約に際しては、過去の傷病歴
（傷病名、治療期間等）、＜がん＞にかかられたことの有無、
現在のご健康の状態、身体の障害状態、ご職業など「告知書」
で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確
にもれなくお知らせください（告知をしてください）。
なお、告知をしていただいた内容が不十分であった場合には、
再度告知をお願いすることがあります。

＊	医師の診査を受けてお申込いただく場合には、当社指定の医
師が被保険者の過去の傷病歴（傷病名、治療期間等）などに
ついておたずねしますので、その医師に口頭により事実をあり
のままに正確にもれなくお知らせください（告知をしてくださ
い）。口頭により告知をしていただいた内容は、医師により記
録されますので、ご確認のうえ自署欄に署名してください。

＊	効力を失ったご契約を復活する場合や、新たに被保険者が追
加される場合も告知が必要です。

●	告知受領権について
＊	告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社が指定した
医師が持ちます。生命保険募集人・募集代理店・生命保険面
接士には告知受領権がなく、生命保険募集人・募集代理店・
生命保険面接士に口頭でお話しされただけでは告知をしてい
ただいたことになりませんので、ご注意ください。
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●	傷病歴などがある方のお引受について
＊	当社では、他のご契約者との公平性を保つため、お客さまの
ご健康の状態などに応じたお引受を行っています。ご契約を
お断りする場合もありますが、傷病歴などがある方を全てお断
りするわけではありません。なお、お断りする場合には、お客
さまあてに書面または募集代理店を通じてご通知します。

●	ご契約の内容の確認について
＊	当社の社員または当社の委託を受けた者が、ご契約のお申込
の際やご契約成立後に、お申込の内容や告知内容について確
認させていただく場合があります。

告知が事実と相違する場合

●	「告知義務違反」によるご契約または特約の解除
＊	告知をしていただくことがらは、告知書に記載してあります。
もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実
を告知されなかったり、事実と違うことを告知いただいたりし
ますと、保険期間の始期から２年以内であれば、当社は「告
知義務違反」としてご契約または特約を解除することがありま
す。
・	保険期間の始期から２年を経過していても、給付金・保険
金などのお支払事由が保険期間の始期から２年以内に生じ
ていた場合などには、ご契約または特約を解除することが
あります。

・	ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金・保
険金などのお支払事由が生じていても、原則としてこれを
お支払いすることはできません。また、保険料のお払込を
免除する事由が生じていても、原則としてお払込を免除す
ることはできません。

＊	告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた
場合、または告知をしないことや事実でないことを告げること
を勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除すること
はできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかっ
たとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求め



ご
契
約
の
し
お
り
告
知
「
事
実
と
相
違
す
る
場
合

―35―

た事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないこ
とを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を
解除することができます。

＊	上記に記載したご契約または特約を解除する場合以外にも、
ご契約または特約の締結の状況などにより、給付金・保険金
などをお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医
療水準では治癒が困難な疾患や、死亡危険の極めて高い疾患
の既往症・現症などについて故意に告知をしなかった場合」な
ど、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合には、詐欺に
よるご契約の取消しの規定を適用して、給付金・保険金などを
お支払いできないことがあります。この場合、「告知義務違反」
による解除の対象となる保険期間の始期から２年を経過した後
でもご契約が取消しとなることがあります。また、すでにお払
込みいただいた保険料はお返ししません。
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保障の開始

＊	当社が、ご契約上の保障を開始する時期（日）を、責任開始
期（日）といいます。ご契約を当社がお引受することを承諾
した場合の責任開始期（日）は、つぎのとおりです。

●	個別取扱の場合
１．「がん保険」の給付金・死亡保険金について
＊	「告知および第１回保険料のお払込がともに完了した日（保
険期間の始期の属する日）※」から３か月を経過した日の
翌日を責任開始期（日）とし、その日から保障を開始します。

２．「がん保険」の死亡払戻金について
＊	「告知および第１回保険料のお払込がともに完了した時（保
険期間の始期）※」を責任開始期とし、その時から保障を
開始します。

※	第１回保険料をクレジットカードでお支払いになる場合は、告
知およびクレジットカードの有効性の当社による確認がともに
完了した時（日）となります。
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（例１）当社の承諾前にお払込があった場合

（例２）当社の承諾後にお払込があった場合

A：「がん保険」の給付金・死亡保険金
B：「がん保険」の死亡払戻金

2/15 承諾 5/15  Aの責任開始期（日）

3か月（待期間） A

B

告知およびお払込（または有効性の確認）がともに完了した時
（保険期間の始期）=Bの責任開始期

告知 承諾 3/15 6/15  Aの責任開始期（日）

3か月（待期間） A

B

お払込（または有効性の確認）が完了した時
（保険期間の始期）=Bの責任開始期
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●	団体・集団取扱の場合
１．「がん保険」の給付金・死亡保険金について
＊	告知および第１回保険料のお払込がともに完了した日（保
険期間の始期の属する日）から２か月を経過した日の翌日
を責任開始期（日）とし、その日から保障を開始します。
ただし、その日が、告知の日から３か月を経過していない場
合には、告知の日から３か月を経過した日の翌日を責任開
始期（日）とします。

２．「がん保険」の死亡払戻金について
＊	告知および第１回保険料のお払込がともに完了した時（保
険期間の始期）を責任開始期とし、その時から保障を開始
します。

（例）告知の日が1/15以前の場合

※告知の日が1/16以後の場合のAの責任開始期（日）は、
告知の日から３か月を経過した日の翌日となります。

A：「がん保険」の給付金・死亡保険金
B：「がん保険」の死亡払戻金

ご注意
「３か月（２か月）を経過した日」の応当日がない場合に
は、その月の末日を「３か月（２か月）を経過した日」とし、
その翌月１日を責任開始期（日）とします。

2/15  お払込 4/15  Aの責任開始期（日）

2か月（待期間） A

B

保険期間の始期=Bの責任開始期



ご
契
約
の
し
お
り
複
数
の
ご
契
約
の
保
険
料
を
振
替
口
座
か
ら
合
算
「
て
振
替
え
る
場
合
の
お
取
扱
／
保
険
料
の
前
納

―39―

保険料のお払込について

＊	複数のご契約の保険料を合算して振替えることがあります。
・	所定の条件（ご契約者、振替口座、振替日、当社が保険料の
収納業務を委託している会社がそれぞれ同じであること）を満
たした場合に、保険料を合算して振替えます。なお、ご契約
の形態によっては、合算して振替えない場合があります。また、
合算して振替える条件は将来変更することがあります。

・	ご契約ごとの保険料を合算して振替えますので、口座の預金
残高が振替合計額に満たない場合、すべてのご契約の保険料
が振替えられなくなり、ご契約が効力を失うことがあります。

・	ご契約ごとに保険料を振替えることができます。ご契約ごとの
振替をご希望の場合は、当社にご連絡ください。

複数のご契約の保険料を振替口座から合算して振替え
る場合のお取扱

＊	前納とは、個別契約の場合で、保険料のお払込方法（回数）
にしたがって所定の範囲で何回分かの保険料をまとめてお払
込みいただく方法です。

＊	前納をした場合には、所定の割引率または利率で保険料を割
り引きます。

＊	主契約の保険料が前納の場合には、特約の保険料も前納とな
ります。

＊	ご契約が前納途中で消滅（死亡・解約等）した場合等には、
保険料前納金の残額があれば払戻します。

＊	保険料を前納した期間は、給付金・保険金等の減額など契約
内容の変更が制限されます。

保険料の前納
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保険料払込の猶予期間と失効

＊	保険料は払込期月内にお払込みください。なお、払込期月内
のお払込がない場合でも、一定の猶予期間がありますが、お
払込がないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は猶予期間満
了の日の翌日から効力を失います。（失効）

● 保険料払込の猶予期間
１．月払のご契約の場合
＊	払込期月の翌月１日から末日まで

（例）10日が月単位の契約応当日の場合

２．年払・半年払のご契約の場合
＊	払込期月の翌月１日から翌々月の月単位の契約応当日まで

（例）４月10日が年・半年単位の契約応当日の場合

ご契約の復活

＊	効力を失ったご契約でも、失効した日から１年以内であれば、
ご契約の復活を請求できます。この場合、あらためて告知を
していただく必要があり、解約払戻金を請求した場合や、ご
健康の状態によっては、ご契約の復活はできません。

猶予期間4月分の保険料
の払込期月 失効

月単位の契約応当日

４
／
１

４
／
10

５
／
１

６
／
１

５
／
31

４
／
30

月単位の契約応当日

猶予期間保険料の払込期月 失効

年・半年単位の契約応当日

４
／
１

４
／
10

５
／
１

６
／
10

６
／
11

４
／
30
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＊	毎回お払込みいただく保険料は、毎払込期月の契約応当日か
ら次の払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当される
保険料です。

（例）月払のご契約で10日が月単位の契約応当日の場合

＊	給付金・保険金などのお支払事由または保険料払込の免除事
由が生じた場合で、未払込保険料があるときには、つぎのと
おりお取扱いします。
（1）	給付金・保険金などのお支払事由が生じた場合には、お支

払いする給付金・保険金などからその未払込保険料を差引
きます。

（2）	お支払いする給付金・保険金などが差引くべき未払込保険
料に不足する場合には、その未払込保険料をお払込みく
ださい。

（3）	保険料払込の免除事由が生じた場合には、その未払込保
険料をお払込みください。

（4）	（2）・（3）で未払込保険料のお払込がない場合には、ご
契約は猶予期間満了の日の翌日から失効します。この場
合は、給付金・保険金などのお支払および保険料払込の
免除を行いません。

お支払事由などが生じた際に、未払込保険料がある場合

４月分の保険料の払込期月
（4/1～4/30）

5月分の保険料の払込期月
（5/1～5/31）

4/10 6/105/10
４月分の保険料が
充当される期間
（4/10～5/9）

5月分の保険料が
充当される期間
（5/10～6/9）

契
約
応
当
日

契
約
応
当
日

契
約
応
当
日
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（例）月払のご契約で10日が月単位の契約応当日の場合

＊	４月分の保険料が未払込でＡの期間内に給付金・保険金など
のお支払事由が生じた場合、４月分の保険料を給付金・保険
金などから差引きます。４月分の保険料が未払込でＢの期間
内に給付金・保険金などのお支払事由が生じた場合、４月分と
５月分の保険料を給付金・保険金などから差引きます。なお、
お支払いする給付金・保険金などが差引くべき未払込保険料
に不足する場合、また、Ａ・Ｂの期間内に保険料払込の免除
事由が発生した場合には、それぞれの未払込保険料をお払込
みください。
また、４月分と５月分の保険料が未払込で、Ｂの期間経過後に
給付金・保険金などのお支払事由または保険料払込の免除事
由が生じた場合、ご契約は失効しており、給付金・保険金など
のお支払および保険料払込の免除を行いません。この場合は、
ご契約を復活できませんので、ご注意ください。

４月分の保険料の払込期月
（4/1～4/30）

5月分の保険料の払込期月
（5/1～5/31）

4/10 6/105/10
４月分の保険料が
充当される期間
（4/10～5/9）

A B

5月分の保険料が
充当される期間
（5/10～6/9）

4月分の保険料の
払込猶予期間

契
約
応
当
日

契
約
応
当
日

契
約
応
当
日
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ご契約後について

解約と解約払戻金について
●	解約について
＊	生命保険は、お客さまとご家庭にとって大切な財産となります
ので、ぜひご継続ください。

＊	主契約を解約すると、付加されている特約も同時に解約とな
ります。

＊	「健康支援特約」は、主契約と同時でなければ解約することが
できません。

●	「がん保険〔2000〕」（主契約）、「健康支援特約」の解約払戻
金について

＊	生命保険は、多数の方が保険料を出し合い、相互に保障し、
助け合う制度です。したがって、預貯金のように保険料がその
まま積み立てられるものではありません。保険料のうち、一
部は年々の給付金・保険金などのお支払に、また一部はご契
約を維持するための費用などにあてられるしくみになっていま
す。したがって、途中で解約すると、解約払戻金は全くないか、
あっても払込保険料の合計額に比べて少ない金額になります。
（解約払戻金額は、契約年齢、保険期間、経過年数などによっ
て異なります。）

＊	お申込の保険契約の解約払戻金の金額は、保険証券に例示さ
れます。

＜「がん保険〔2000〕」（主契約）に低解約払戻金特則（解約
払戻金を０と指定する方法）を付加した場合＞

＊	保険料払込期間中に解約した場合の解約払戻金はありませ
ん。

●	「がん保険」部分の特約の解約払戻金について
＊	保険料払込期間中に解約した場合の解約払戻金はありませ
ん。
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ご契約の消滅など
●	ご契約の消滅について
＜「がん保険」が『ご本人コース＜ご本人のみ＞』のご契約＞
＊	ご本人が死亡したとき、ご契約は消滅します。

＜「がん保険」が『ご家族コース』のご契約＞
＊	ご本人（主契約の第１被保険者）が死亡したとき
・	本人型の特約、「健康支援特約」は消滅します。
・	子型の特約の保険料のお払込は免除され、当初定めた保険
期間が満了するまで継続します。

・	主契約、配偶者型の特約は、そのままご継続できます。こ
の場合、主契約、配偶者型の特約については、従来どおり
の保険料のお払込の継続が必要です。

＊	配偶者が死亡したとき、配偶者が離婚などにより主契約の第１
被保険者と同一戸籍でなくなったとき
・	配偶者型の特約は消滅します。

＊	ご本人（主契約の第１被保険者）、配偶者がともに死亡したと
き
・	本人型の特約、「健康支援特約」、配偶者型の特約は消滅
します。

・	主契約、子型の特約の保険料のお払込は免除され、当初
定めた保険期間が満了するまで継続します。

＊	『ご本人コース＜ご本人のみ＞』のご契約に変更したとき
・	配偶者型、子型の特約は消滅します。

＜「がん保険」が『ご本人コース＜ご本人＋お子さま＞』のご契約＞
＊	ご本人（主契約の第１被保険者）が死亡したとき
・	主契約、本人型の特約、「健康支援特約」は消滅します。
・	子供特約、子型の特約の保険料のお払込は免除され、当
初定めた保険期間が満了するまで継続します。

●	主契約が無効とされた場合の特約のお取扱
＊	主契約の責任開始日の前日以前に＜がん＞と診断確定されて
いたことにより主契約が無効とされた場合には、特約は同時に
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消滅し、消滅時までは効力があったものとします。ただし、特
約が同時に無効とされる場合、特約が告知義務違反などによ
り解除される場合を除きます。

●	配偶者、お子さまの被保険者の資格について
＊	つぎのいずれかに該当した場合には、その時から被保険者の
資格がなくなります。
（1）	主契約の第１被保険者と同一戸籍でなくなったとき。ただ

し、主契約の第１被保険者の死亡による場合を除きます。
（2）	お子さまが満23歳になったとき

ご注意
すべてのお子さまについて被保険者の資格がなくなった場
合には、子供特約、子型の特約の解約をご請求ください。
解約のご請求がない場合は、子供特約、子型の特約はそ
のまま継続しますのでご注意ください。
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給付金等のご請求手続について

給付金等のお支払の時期について

＊	給付金等（保険金・給付金・保険料の払込免除などを含みま
す。）のお支払事由が生じた場合には、遅滞なく当社または募
集代理店にご連絡ください。ご請求に必要な書類をお送りしま
す。

＊	ご請求に必要な書類については、巻末の別表１をご覧くださ
い。

＊	給付金等のご請求のために要する費用は、受取人のご負担と
なります。

＊	給付金等のご請求があった場合、当社は、ご請求に必要な書
類が当社に到着した日（※）の翌日から５営業日以内にお支
払いします。
ただし、給付金等のお支払または保険料の払込免除をするた
めの確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。

給付金等をお支払いするための確認
等が必要な場合 お支払期限

Ａ

給付金等をお支払いするために確認
が必要な次の場合
①	給付金等のお支払事由発生の有無
の確認が必要な場合
②	給付金等の免責事由に該当する可
能性がある場合
③	告知義務違反に該当する可能性が
ある場合
④	責任開始日の前日以前に、＜がん＞
の診断確定の可能性がある場合
⑤	重大事由、詐欺または不法取得目
的に該当する可能性がある場合

ご請求に必要な書
類が当社に到着し
た日（※）の翌日
から45日以内に
お支払いします。

Ｂ

Aの確認を行うために特別な照会や確
認が必要な次の場合

ご請求に必要な書
類が当社に到着し
た日（※）の翌日
から、次に定める
お支払期限以内に
お支払いします。
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Ｂ

①	医療機関または医師に対する照会
のうち、照会先の指定する書面等
の方法に限定される照会が必要な
場合
②	弁護士法に基づく照会その他法令
に基づく照会が必要な場合
③	研究機関等の専門機関による医学
または工学等の科学技術的な特別
の調査、分析または鑑定が必要な
場合
④	ご契約者、被保険者または、給付
金受取人を被疑者として、捜査、起
訴その他の刑事手続が開始された
ことが報道等で明らかである場合に
おける、送致、起訴、判決等の刑
事手続の結果についての警察、検
察等の捜査機関または裁判所に対
する照会が必要な場合
⑤	日本国外における調査が必要な場合
⑥	災害救助法が適用された地域にお
ける調査が必要な場合

①90日

②180日

③180日

④180日

⑤180日
⑥60日

（※）	ご請求に必要な書類が当社に到着した日とは、完備された
請求書類が当社に到着した日をいいます。

＊	給付金等のお支払をするための上記ＡおよびＢの確認等に際
し、ご契約者、被保険者、給付金等の受取人が正当な理由な
くその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当
社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、
その間は給付金等のお支払をしません。

ご注意
①	お支払期限を経過して給付金等のお支払をする場合に
は、遅延利息を付けてお支払いします。
②	給付金、保険金、解約払戻金、保険料の払込免除など
のご請求は、３年を過ぎますとご請求の権利がなくなり
ますので、ご注意ください。
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「指定代理請求特約」について

●	「指定代理請求特約」のしくみ・特長
＊	被保険者が受取人となる給付金などについて、被保険者が請
求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ指定された
指定代理請求人が被保険者に代わって給付金などを請求でき
るようにする特約です。

ご注意
この特約を付加した際には、ご契約者から指定代理請求人
に対して、「指定代理請求人に指定されたこと」および「被
保険者に代わって給付金などを請求できること」をお伝え
ください。

●	代理請求の対象となる給付金など
１．被保険者が受取人となる給付金など
２．被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料の払込
免除

●	代理請求できる場合
＊	第1被保険者が受取人となる給付金などについて、あらかじめ
指定された指定代理請求人が第1被保険者に代わって給付金
などを請求できるのは、つぎの場合です。

・	第1被保険者が、事故や病気などにより、給付金などの
請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合

・	第1被保険者が、がんなどの病名の告知や余命の告知
を受けていない場合

・	その他、これらに準じる状態であると当社が認めた場合
※	ご請求に必要な書類については、巻末の別表１をご覧くだ
さい。

●	代理請求できる方
＊	あらかじめつぎの範囲内で指定された指定代理請求人（１名）
が、第1被保険者に代わって給付金などを請求できます。

(1)	第1被保険者の戸籍上の配偶者
(2)	第1被保険者の直系血族
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(3)	第1被保険者の３親等内の親族
(4)	第1被保険者と同居し、または第1被保険者と生計を
一にしている方

(5)	第1被保険者の療養看護に努め、または第1被保険者
の財産管理を行っている方

なお、（4）および（5）については、給付金などの請求
の際に、会社所定の書類等によりその事実を確認できる
場合に限り、第1被保険者に代わって給付金などを請求で
きます。
※	ご契約者は、第1被保険者の同意を得て、指定代理請求人
の指定、変更または指定の撤回をすることができます。お
手続に必要な書類については、巻末の別表１をご覧くださ
い。

●	指定代理請求人が指定されていない場合など
＊	第1被保険者が受取人となる給付金などについて、第1被保
険者が請求できない特別な事情があり、かつ、つぎに該当し
た場合は、代理請求人が第1被保険者に代わって給付金など
を請求できます。

・	指定代理請求人が指定されていない場合（指定代理請
求人の指定が撤回された場合、指定代理請求人が死亡
している場合を含みます。）

・	指定代理請求人が請求時に「代理請求できる方」の範
囲外である場合

・	指定代理請求人に給付金などを請求できない特別な事
情がある場合

＊	代理請求人はつぎの範囲内のいずれかの方となります。

・	第1被保険者と同居し、または第1被保険者と生計を一
にしている第1被保険者の戸籍上の配偶者

・	上記に該当する配偶者がいない場合には、第1被保険
者と同居し、または第1被保険者と生計を一にしている
３親等内の親族
・	代理請求人としての要件を満たしていると当社が認めた
方



ご
契
約
の
し
お
り
「
指
定
代
理
請
求
特
約
「に
つ
い
て

―50―

＊	第1被保険者のご家族の代理請求人はつぎの範囲内のいずれ
かの方となります。

・	第1被保険者
・	第1被保険者がいない場合には、支払事由に該当した
被保険者と同居または生計を一にしている当該被保険
者の戸籍上の配偶者または３親等内の親族

・	代理請求人としての要件を満たしていると当社が認めた
方

●	留意点
１．特約の付加に際して
・	「指定代理請求特約」を付加した場合には、主契約に代理
請求人による請求の規定があるときでも、それを適用しま
せん。

２．代理請求に際して
・	故意に給付金などの支払事由（保険料の払込免除事由を含
みます。）を生じさせた方または故意に給付金などの受取人
を給付金などを請求できない状態にさせた方は、指定代理
請求人および代理請求人としての取扱を受けることができ
ません。

・	給付金などの受取人が法人である場合は、代理請求は取扱
いません。

３．代理請求により給付金などを支払った後について
・	給付金などを指定代理請求人または代理請求人に支払った
場合には、その後に重複してその給付金などの請求を受け
ても、お支払いしません。

ご注意
代理請求によって給付金などを支払った後に、ご契約者ま
たは被保険者からお問合せ・お申し出を受けた場合、当社
は事実に基づいてご回答・ご説明せざるを得ないことがあ
ります。このような場合、当社は指定代理請求人または
代理請求人にご契約者または被保険者への事情説明をお
願いすることがあります。
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ご契約の内容の変更
●	ご契約のコースの変更
＊	ご契約者は、当社の承諾を得て、所定の範囲でご契約のコー
スを相互に変更できます。ただし、保険料のお払込方法（回数）
により変更が可能な時期は異なります。
　また、『ご家族コース＜ご夫婦のみ＞』をご契約の場合（※）
には、お子さまの保障を追加できます。
※	主契約部分については、お子さまの保障もあります。

＊	『ご本人コース』から『ご家族コース』への変更、『ご本人コー
ス＜ご本人のみ＞』から『ご本人コース＜ご本人＋お子さま＞』
への変更、お子さまの保障の追加の際には、新たにお申込の
方について、ご健康の状態などの告知が必要です。

●	『ご本人コース』から『ご家族コース』への変更について
＊	変更後の主契約の保険料は、契約日（または更新日）におけ
る主契約の第1被保険者の年齢にもとづいて、変更日現在の
保険料率によって計算されます。また、多くの場合、所定の
調整保険料のお払込が必要となります。

＊	保険期間が年満期の場合には、更新日に限り、『ご家族コース』
へ変更できます。

＊	女性を主契約の第１被保険者とする『ご本人コース』のご契
約については、契約日から２年を経過し、かつ、所定の条件
を満たしている場合に、『ご家族コース』へ変更できます。

●	ご契約者の変更
＊	ご契約者は、被保険者および当社の同意を得て、ご契約上の
権利および義務のすべてを第三者に承継させることができま
す。

●	死亡保険金受取人の変更
＊	ご契約者は、死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、被
保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することがで
きます。
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＊	死亡保険金受取人を変更する場合には、当社にご通知くださ
い。この場合、必要書類（巻末の別表１）を当社に提出して
ください。

＊	当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保
険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保
険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保
険金をお支払いしません。

●	遺言による死亡保険金受取人の変更
＊	ご契約者は、死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法
律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することが
できます。この場合、ご契約者が死亡された後、ご契約者の
相続人から当社にご通知ください。この場合、必要書類（巻
末の別表１）を当社に提出してください。

＊	死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受
取人変更の効力を生じません。

＊	当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保
険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保
険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保
険金をお支払いしません。

●	死亡保険金受取人が死亡された場合
＊	死亡保険金受取人が死亡された場合は、すみやかにご連絡い
ただき、新しい死亡保険金受取人に変更してください。

＊	死亡保険金受取人が死亡された時以後、死亡保険金受取人の
変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡
時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。

＊	死亡保険金受取人となった方が２人以上いる場合は、死亡保
険金の受取割合は均等とします。
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例：ご契約者・被保険者：Ａさん
死亡保険金受取人：Ｂさん

●		その他の変更事項
＊	つぎのような場合には、当社または募集代理店にご連絡くだ
さい。
・	転居、住居表示の変更などにより住所が変わったとき
・	ご契約者、被保険者、受取人などが改姓・改名したとき
・	保険証券を紛失したとき

ご注意
ご契約の内容を変更した場合には「裏書のお知らせ（承
認通知書）」を発行しますので、ご確認のうえ、保険証券
とともに大切に保存してください。

◯	Bさん（死亡保険金受取人）が死亡し、
死亡保険金受取人の変更手続きがとら
れていない間は、Bさんの死亡時の法
定相続人であるAさん、CさんとＤさん
が死亡保険金受取人となります。

その後、Aさん（ご契約者、被保険者）
が死亡した場合は、CさんとDさんが
死亡保険金受取人となります。この場
合、CさんとDさんの死亡保険金の受
取割合は均等（それぞれ5割ずつ）とな
ります。

A
（夫）

C
（子）

B
（妻）

D
（子）
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その他生命保険に関するお知らせ

・	ご契約者の差押債権者、破産管財人等（以下、「債権者等」といい
ます。）によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時
から１か月を経過した日に効力を生じます。
・	債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知
された時において、以下のすべてを満たす保険金（給付金等を
含む）の受取人はご契約を存続させることができます。
①	ご契約者でないこと
②	ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人で
あること

・	保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通
知が当社に到着した時から１か月を経過する日までの間に、以
下のすべての手続きを行う必要があります。
①	ご契約者の同意を得ること
②	解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとす
れば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対し
て支払うこと

③	上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通
知すること（当社への通知についても期間内に行うこと）

お受取人による保険契約の存続（介入権）について

保険契約

解約払戻金を得る
ため、保険契約を
解約

解約払戻金相当額
を支払い保険契約
を存続

利害対立

介入

差押債権者など
〈債権者等〉

保険金受取人など
〈介入権者〉
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●		プライバシーポリシーについて
・	当社は「個人情報の取扱いについて」と題するプライバシー
ポリシーを策定し、これにもとづいて業務を行っています。そ
の内容は、当社ホームページ〔https://www.aflac.co.jp/〕
にてご確認いただくか、当社コールセンターまでお問い合わ
せください。

※以下、本「個人情報の取扱いについて」において、「個人情報」
には個人番号（マイナンバー）および特定個人情報（以下「特
定個人情報等」といいます）を含みません。特定個人情報等
については、「特定個人情報等の取扱いについて」をご覧くだ
さい。

●		お客さまの個人情報の利用目的について
・	お客さまの個人情報の利用目的はつぎのとおりです｡ 主な商
品やサービスの内容については、当社ホームページにてご確
認ください。
（1）	各種保険契約の引受・継続・維持管理、保険金・給付金な

どの支払
（2）	当社、その関連会社・提携会社の取扱う各種商品やサー

ビスのご案内・提供・維持管理
（3）	当社業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービス

の充実
（4）	アフラック及びその関連会社における経営管理・財務管

理・リスク管理その他これに付帯する業務の遂行
（5）	外国の法令に基づき、報告・調査・照会・訴訟手続その他

これらに類する手続に応じること
（6）	その他保険業に関連・付随する業務

●		個人データの提供
・	当社は、特定の場合に個人データを第三者に提供します。
詳細については、プライバシーポリシーの「個人データの提供」
をご覧ください。

個人情報の取扱いについて
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特定個人情報等の取扱いについて
●		特定個人情報等の利用目的・利用
・	当社は、特定個人情報等を「行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律」（以下「番号法」
といいます）で限定的に定められた利用目的を超えて取得・
利用しません。

●		特定個人情報等の提供
・	当社は、	番号法で限定的に認められている場合を除き、特定
個人情報等を第三者に提供しません。
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当社は、生命保険制度が健全に運営され、給付金・保険金・
年金などのお支払が正しく確実に行われることを目的として、
「支払査定時照会制度」にもとづき、以下のとおり、当社
の保険契約などに関する所定の情報を特定の者と共同して
利用しています。

●	「支払査定時照会制度」について
当社は、（一社）生命保険協会、（一社）生命保険協会加盟
の他の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全
国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活
協同組合連合会（以下、「各生命保険会社など」といいます。）
とともに、給付金・保険金・年金などのお支払の判断または保
険契約もしくは共済契約など（以下、「保険契約など」といい
ます。）の解除、取消しもしくは無効の判断（以下、「お支払
などの判断」といいます。）の参考にすることを目的として、「支
払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社
などの保険契約などに関する以下の相互照会事項記載の情報
を共同して利用しています。
給付金・保険金・年金などのご請求があった場合や、これらに
関係する保険事故が発生したと判断される場合には、「支払査
定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部
について、（一社）生命保険協会を通じて、他の各生命保険
会社などに照会を行い、他の各生命保険会社などから情報の
提供を受け、また他の各生命保険会社などからの照会に対し、
情報を提供すること（以下、「相互照会」といいます。）があ
ります。
相互照会される情報は以下の相互照会事項に限定され、ご請
求に関係する傷病名などの情報が相互照会されることはあり
ません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社などに提
供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社などによ
るお支払などの判断の参考にするために利用されることがあり
ますが、その他の目的のために利用されることはありません。

「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険
会社などとの保険契約などに関する情報の共同利
用について
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なお、照会を受けた各生命保険会社などに相互照会事項記載
の情報が存在しなかった場合には、照会を受けた事実は消去
されます。各生命保険会社などは「支払査定時照会制度」に
より知り得た情報を他に公開しません。

〈相互照会事項について〉
・	つぎの事項が相互照会されます。ただし、ご契約の消滅後５
年を経過したご契約に関係する事項は除きます。

（1）	被保険者の氏名・生年月日・性別・住所（市・区・郡ま
でとします。）

（2）	保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象とな
る保険事故（左記の各事項は、照会を受けた日から５
年以内のものとします。）

（3）	保険種類、契約日、復活日、消滅日、ご契約者の氏名
と被保険者との続柄、給付金・保険金などの受取人の
氏名と被保険者との続柄、給付金額・保険金額など、
各特約の内容、保険料とその払込方法

※相互照会事項中、被保険者、保険事故、保険種類、契約者、
給付金・保険金、給付金額・保険金額、保険料とあるのは、
共済契約の場合にはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種
類、共済契約者、共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。

・	当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が
管理責任を負います。ご契約者、被保険者または給付金・保
険金・年金などの受取人は、所定のお手続により、相互照会
事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違してい
る場合には、訂正を申し出ることができます。また、「個人情
報の保護に関する法律」に違反して相互照会事項記載の情報
が取扱われている場合は、所定のお手続により、当該情報の
利用の停止または第三者への提供の停止を求めることができ
ます。それぞれのお手続の詳細については、当社にお問合わ
せください。

・「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名
については、（一社）生命保険協会ホームページ（http://
www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。
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「生命保険契約者保護機構」について

保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約の
際にお約束した給付金額・保険金額・年金額などが削減さ
れることがあります。

・	なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が
経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保
険契約者保護の措置がはかられることがありますが、この場合
にも、ご契約の際の給付金額・保険金額・年金額などが削減
されることがあります。

当社は、「生命保険契約者保護機構」（以下、「保護機構」
といいます。）に加入しています。保護機構の概要は、つ
ぎのとおりです。

・	保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保
護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命
保険にかかわるご契約者などのための相互援助制度として、
当該破綻保険会社にかかわる保険契約の移転などにおける資
金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約のお引受、補
償対象保険金のお支払にかかわる資金援助および保険金請求
権などの買取を行うことなどにより、ご契約者などの保護をは
かり、生命保険業に対する信頼性を維持することを目的として
います。

・	ご年齢やご健康の状態によっては、ご契約をしていた破綻保
険会社と同様の条件で新たにご契約をすることが困難になるこ
ともあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保
険契約の移転などに際して資金援助などの支援を行い、現在
ご契約の保険契約の継続をはかることにしています。

・	保険契約の移転などにおける補償対象契約は、運用実績連動
型保険契約の特定特別勘定（※１）にかかわる部分を除いた
国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率
契約（※２）を除き、責任準備金など（※３）の90％とする
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ことが、保険業法などで定められています（給付金・保険金・
年金などの90％が補償されるものではありません）。なお、
保険契約の移転などの際には、責任準備金などの削減に加え、
保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、ご契約条
件の算定基礎となる基礎率（予定利率、予定死亡率、予定
事業費率など）の変更が行われる可能性があり、これに伴い、
給付金額・保険金額・年金額などが減少することがあります。
あわせて、早期解約控除制度（保険集団を維持し、保険契約
の継続をはかるために、通常の解約控除とは別に、一定期間
特別な解約控除を行う制度）が設けられる可能性もあります。

※１：	特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保
証（最低死亡保険金保証、最低年金原資保証など）のな
い保険契約にかかわる特別勘定を指します。更生手続に
おいては、当該部分についての責任準備金を削減しない
更生計画を作成することが可能です（実際に削減しないか
否かは、個別の更生手続の中で確定することになります）。

※２：	破綻時に過去５年間で常に予定利率が基準利率（注１）を
超えていたご契約を指します（注２）。当該契約については、
責任準備金などの補償限度がつぎのとおりとなります。た
だし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率
が下限となります。

高予定利率契約の補償率
＝90％－{（過去５年間における各年の予定利率－基準利率）
の総和÷２}

※３：	責任準備金などとは、将来の給付金・保険金・年金などの
お支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立て
ている準備金などをいいます。

（注１）	基準利率は、生保各社の過去５年間の平均運用利回りを
基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることになって
います。現在の基準利率については、当社又は保護機構
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のホームページで確認できます。
（注２）	一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異

なる場合には、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独
立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか
否かを判断することになります。また、企業保険などにお
いて被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ご
とに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の
保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契
約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、
確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を
拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定
利率契約に該当するか否かを判断することになります。
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（注１）	上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社
が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出によ
る負担金だけで資金援助などの対応ができない場合に、国
会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。

（注２）	破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金な
どのお支払、保護機構が補償対象契約にかかわる保険金請
求権などを買い取ることを指します。この場合における支払
率および買取率については、責任準備金などの補償限度と
同率となります。（高予定利率契約については、※２に記載
の率となります。）

◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度などを含め、本
掲載内容は全て現在の法令にもとづいたものであり、今後、法
令の改正により変更される可能性があります。
【生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱について
のお問い合わせ先】
　生命保険契約者保護機構　TEL：03-3286-2820
　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　　　午前9時～正午、午後1時～午後5時
　ホームページアドレス　　http://www.seihohogo.jp/

［仕組みの概略図］
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税法上のお取扱について

＊	保険金の税法上のお取扱については、当社ホームページをご
覧ください。
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がん保険〔2000〕 普通保険約款 目次 

＜この保険の趣旨＞ 
第１条 保険期間の始期 
第２条 被保険者の範囲 
第３条 第２被保険者の資格の得喪 
第４条 責任開始 
第５条 がんの定義および診断確定 
第６条 給付の種類、給付金等および給付金額等の指定 
第７条 給付金等の支払 
第８条 責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合 
第９条 保険料の払込免除 
第10条 給付金等または保険料の払込免除の請求手続き 
第11条 給付金等の支払時期および支払場所 
第12条 保険契約者、給付金等の受取人の代表者 
第13条 保険料の払込 
第14条 保険料の払込方法（経路） 
第15条 保険料払込の猶予期間および保険契約の失効 
第16条 猶予期間中に保険事故が発生した場合 
第17条 保険料の前納 
第18条 保険契約の復活 
第19条 個人契約と家族契約の相互の変更 
第20条 保険料の払込方法（回数）の変更 
第21条 保険期間、保険料払込期間の変更 
第22条 保険契約者の変更 
第23条 会社への通知による死亡保険金受取人の変更 
第24条 遺言による死亡保険金受取人の変更 
第25条 死亡保険金受取人の死亡 
第26条 保険契約者の住所の変更 
第27条 詐欺による取消し 
第28条 不法取得目的による無効 
第29条 告知義務 
第30条 告知義務違反による解除 
第31条 保険契約を解除できない場合 
第32条 重大事由による解除 
第33条 解約 
第34条 給付金額等の減額 
第35条 解約払戻金 
第36条 受取人による保険契約の存続 
第37条 年齢の計算 
第38条 年齢および性別の誤りの処理 
第39条 契約者配当 
第40条 時効 
第41条 保険契約の自動更新 
第42条 管轄裁判所 
第43条 特別条件特則 
第44条 保険料一時払特則 
第45条 同額保障特則 
第46条 診断給付金複数回支払特則 
第47条 低解約払戻金特則 
第48条 給付金受取人指定特則 
第49条 法人契約特則 
第50条 個人契約特則 
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第51条 通院給付金支払拡充特則 
第52条 診断給付年金支払特則 
第53条 保険金等の請求の際の必要書類に関する特則 
第54条 上皮内新生物特約〔2000〕が付加されている場合の特則 
第55条 定期特約〔がん保険〕等を付加する場合の特則 
第56条 その他 
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がん保険〔2000〕 普通保険約款 

（2020年１月１日改定） 

＜この保険の趣旨＞ 
 この保険は、被保険者ががんと診断確定された場合に診断給付金を、
がんの治療を受けることを直接の目的として入院をした場合に入院給付
金を、所定の入院の後に生存して退院した場合に在宅療養給付金を、そ
の後がんの治療を受けることを直接の目的として通院をした場合に通院
給付金を、がんを直接の原因として死亡した場合に死亡保険金を支払い、
被保険者とご家族の経済的負担を軽減することを目的としたものです。 

第１条＜保険期間の始期＞ 
１ 会社は、つぎの時を保険期間の始期とします。 
 (1) 保険契約の申込を承諾した後に第１回保険料を受け取った場合 

第１回保険料を受け取った時 
 (2) 第１回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した

場合 
第１回保険料相当額を受け取った時（被保険者に関する告知の前に
受け取った場合には、告知の時） 

２ 前項の保険期間の始期の属する日を契約日とし、保険期間はその日
を含めて計算します。 

３ 会社が保険契約の申込を承諾したときには、次の事項を記載した保
険証券を発行します。 

 (1) 会社名 
 (2) 保険契約者の氏名または名称 
 (3) 被保険者の氏名・生年月日（本約款または特約条項にて特定され

るときは、表示しません。ただし、第２被保険者から除外する者に
ついては、氏名を表示します。） 

 (4) 保険金・給付金等の受取人の氏名または名称その他のその受取人
を特定するために必要な事項（本約款または特約条項にて特定され
るときは、表示しません。） 

 (5) 保険給付の名称（付加されている特約･特則を含みます。） 
 (6) 本約款で定める保険期間 
 (7) 保険料払込期間 
 (8) 保険金・給付金等の額（付加されている特約･特則を含みます。） 
 (9) 倍額保障満了年齢（支払対象となる給付金等に診断給付金が指定

されている場合。ただし、「同額保障特則」が付加されている場合
を除きます。） 

 (10)診断給付年金割合（「診断給付年金支払特則」が付加されている
場合） 

 (11)保険料およびその払込方法 
 (12)契約日 
 (13)契約種類（家族契約の場合には、契約種類および家族給付割合） 
 (14)保険証券を作成した年月日 
４ 保険契約の申込は、申込後に申込者が死亡し、意思能力を有しない
常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、
その効力を有するものとします。 

第２条＜被保険者の範囲＞ 
１ この保険契約の被保険者は、個人契約においては、第１被保険者の
みで、家族契約においては、第１被保険者と第２被保険者から構成さ
れます。この場合、第１被保険者および第２被保険者は、つぎの各号
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に定める者とします。（本約款を通じて「第１被保険者」と「第２被
保険者」をあわせて「被保険者」といいます。） 

 (1) 個人契約においては、保険証券上に記載された者を第１被保険者
とします。 

 (2) 家族契約においては、保険証券上に記載された者を第１被保険者
とし、つぎの①と②に該当する者を第２被保険者とします。 
① 第１被保険者と同一戸籍にその配偶者として記載されている者
（以下、第10条＜給付金等または保険料の払込免除の請求手続き
＞第３項を除き「配偶者」といいます。） 

② 第１被保険者と同一戸籍にその子として記載されている満23歳
未満の者（以下、「子」といいます。）。ただし、会社が告知書
にもとづく選択上、引き受けられないと認めた子があった場合に
は、保険契約者の同意を得て、被保険者からその子を除きます。 

２ この保険契約が家族契約の場合には、保険契約者は、この保険契約
の締結の際、家族給付割合を、会社所定の範囲内で指定してください。 

３ 前項において指定された家族給付割合は、変更することができませ
ん。 

第３条＜第２被保険者の資格の得喪＞ 
１ この保険契約の締結時に前条第１項第２号に該当している者は、こ
の保険契約の締結時から第２被保険者の資格を得るものとします。 

２ この保険契約の締結後に前条第１項第２号に該当することとなった
者は、該当した時から第２被保険者の資格を得るものとします。 

３ この保険契約の締結後につぎの各号のいずれかに該当したときは、
該当した時から当該被保険者は第２被保険者としての資格を失います。 

 (1) 第１被保険者と同一戸籍でなくなったとき。ただし、第１被保険
者の死亡による場合を除きます。 

 (2) 第２被保険者のうちの子が満23歳になったとき 

第４条＜責任開始＞ 
１ 保険期間の始期の属する日からその日を含めて３か月を経過した日
の翌日を責任開始日とし、会社は、その日から保険契約上の責任を負
います。ただし、死亡払戻金の支払および保険料の払込免除について
は、会社は、保険期間の始期から保険契約上の責任を負います。 

２ 前項の規定にかかわらず、この保険契約の締結後に第２被保険者の
資格を得た者については、つぎのとおりとします。 

 (1) この保険契約の締結後に新たに出生した子については、出生日か、
前項に定める責任開始日のいずれか遅い日を当該被保険者の責任開
始日とし、会社は、その日から保険契約上の責任を負います。ただ
し、保険料の払込免除については、会社は、出生した時か、保険期
間の始期のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。 

 (2) 前号の場合を除き、この保険契約の締結後に第２被保険者の資格
を得た者については、第２被保険者の資格を得た日からその日を含
めて３か月を経過した日の翌日か、前項に定める責任開始日のいず
れか遅い日を当該被保険者の責任開始日とし、会社は、その日から
保険契約上の責任を負います。ただし、死亡払戻金の支払および保
険料の払込免除については、会社は、第２被保険者の資格を得た時
か、保険期間の始期のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負い
ます。 

第５条＜がんの定義および診断確定＞ 
１ この保険契約において「がん」とは、別表27に定める悪性新生物を
いいます。 
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２ がんの診断確定は、日本の医師の資格を持つ者（日本の医師の資格
を持つ者と同等の日本国外の医師を含みます。以下、「医師」といい
ます。）によって、病理組織学的所見（生検を含みます。以下同じ。）
によりなされたものでなければなりません。ただし、病理組織学的検
査が行われなかった場合には、その検査が行われなかった理由および
他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときに限り、その診断
確定も認めます。 

第６条＜給付の種類、給付金等および給付金額等の指定＞ 
１ この保険契約の給付の種類は、つぎのとおりとします。 
 (1) 診断給付金 
 (2) 入院給付金 
 (3) 在宅療養給付金 
 (4) 通院給付金 
 (5) 死亡保険金 
 (6) 死亡払戻金 

（以下、「診断給付金」、「入院給付金」、「在宅療養給付金」、「通院
給付金」を総称して「給付金」と、「死亡保険金」と「死亡払戻金」
をあわせて「保険金等」といいます。また、「給付金」と「保険金等」
をあわせて「給付金等」といいます。） 

２ 保険契約者は、この保険契約の締結の際、前項第１号から第６号ま
での全部または一部のうち、会社の定める範囲でこの保険契約におい
て支払う給付金等を指定してください。この場合、死亡払戻金を指定
した保険契約者は、死亡保険金を必ず指定することを要します。 

３ 前項において診断給付金を指定した保険契約者は、この保険契約の
締結の際、倍額保障満了年齢を、会社所定の範囲内で指定してくださ
い。ただし、第45条＜同額保障特則＞の規定による同額保障特則を付
加する場合を除きます。 

４ 前２項において指定された給付金等および倍額保障満了年齢は、変
更することができません。 

５ 第７条＜給付金等の支払＞の規定にかかわらず、第２項において指
定されなかった給付金等の支払はありません。 

６ 保険契約者は、この保険契約の締結の際、第２項において指定した
給付金等により、基準診断給付金額、入院給付金日額、在宅療養給付
金額、通院給付金日額、死亡保険金額、死亡払戻金額（以下、総称し
て「給付金額等」といいます。）を、会社所定の範囲内で指定してく
ださい。ただし、第２項において死亡払戻金を指定した場合には、死
亡払戻金額は死亡保険金額以下とします。 

給付金等 給付金額等 

診断給付金 基準診断給付金額 

入院給付金 入院給付金日額 

在宅療養給付金 在宅療養給付金額 

通院給付金 通院給付金日額 

死亡保険金 死亡保険金額 

死亡払戻金 死亡払戻金額 

第７条＜給付金等の支払＞ 
１ 給付金および死亡保険金の支払は、つぎのとおりとします。 
 (1) 診断給付金 
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給付金等を支
払う場合（以
下、「支払事
由」といいま
す。） 

被保険者が、責任開始日以後の保険期間中にがんと
診断確定されたとき 

支払額 第２項に定める金額 

受取人 支払事由に該当した被保険者 

 
 (2) 入院給付金 

支払事由 被保険者が、保険期間中につぎのすべてを満たす入
院をしたとき 
①責任開始日以後に診断確定されたがんの治療を直
接の目的とする入院 

②別表21-1に定める病院または診療所における別表
22-1に定める入院 

支払額 ①第１被保険者が支払事由に該当した場合： 
「入院給付金日額（入院中に入院給付金日額の減
額があった場合には、各日現在の入院給付金日額
とします。以下、本号において同じ。）」×「入
院日数（がんの治療を直接の目的とした入院日数
とします。以下、本項において同じ。）」 

②第２被保険者が支払事由に該当した場合： 
「入院給付金日額に家族給付割合を乗じて得た金
額」×「入院日数」 

受取人 支払事由に該当した被保険者 

 
 (3) 在宅療養給付金 

支払事由 被保険者が、保険期間中につぎのすべてを満たす
入院をした後、生存して退院したとき 
①入院給付金が支払われる入院 
②上記①の入院日数が継続して20日以上の入院 

支払額 ①第１被保険者が支払事由に該当した場合： 
１回の退院につき、在宅療養給付金額（退院し
た日現在の在宅療養給付金額とします。以下、
本号において同じ。） 

②第２被保険者が支払事由に該当した場合： 
１回の退院につき、在宅療養給付金額に家族給
付割合を乗じて得た金額 

受取人 支払事由に該当した被保険者 

 
 (4) 通院給付金 

支払事由 被保険者が、保険期間中につぎのすべてに該当した
とき 
①つぎの(ｱ)および(ｲ)のすべてを満たす入院をして
いること 

(ｱ)入院給付金が支払われる入院 
(ｲ)上記(ｱ)の入院日数が継続して５日以上の入院 
②つぎの(ｱ)から(ｴ)のすべてを満たす通院をしてい
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ること 
(ｱ)上記①の入院の直接の原因となったがんの治療

を直接の目的とする通院 
(ｲ)上記①の入院の退院日の翌日以後180日以内の

期間（以下、「通院期間」といいます。）に行
われた通院 

(ｳ)別表21-1に定める病院または診療所（ただし、
患者を収容する施設を有しない診療所を含みま
す。）への通院 

(ｴ)別表23-1に定める通院 

支払額 ①第１被保険者が支払事由に該当した場合：通院１
日あたり、通院給付金日額（通院期間中に通院給
付金日額の減額があった場合には、各日現在の通
院給付金日額とします。以下、本号において同じ。） 

②第２被保険者が支払事由に該当した場合：通院１
日あたり、通院給付金日額に家族給付割合を乗じ
て得た金額 

受取人 支払事由に該当した被保険者 

 
 (5) 死亡保険金 

支払事由 被保険者が、保険期間中に、責任開始日以後に診断
確定されたがんを直接の原因として死亡したとき 

支払額 ①第１被保険者が支払事由に該当した場合： 
死亡保険金額 

②第２被保険者が支払事由に該当した場合： 
死亡保険金額に家族給付割合を乗じて得た金額 

受取人 第４項に定める受取人 

 
２ 診断給付金の支払額は、つぎのとおりとします。 

 支払額 

倍額保障満了年齢に達した後に
到来する最初の年単位の契約応
当日（倍額保障満了年齢に達した
日と年単位の契約応当日が一致
する場合は、その応当日）の前日
までに診断給付金の支払事由に該
当したとき 

①第１被保険者が支払事由に該
当した場合： 
基準診断給付金額の２倍 

②第２被保険者が支払事由に該
当した場合： 
基準診断給付金額の２倍に家
族給付割合を乗じて得た金額 

倍額保障満了年齢に達した後に
到来する最初の年単位の契約応
当日（倍額保障満了年齢に達した
日と年単位の契約応当日が一致
する場合は、その応当日）以後に
診断給付金の支払事由に該当し
たとき 

①第１被保険者が支払事由に該
当した場合： 
基準診断給付金額 

②第２被保険者が支払事由に該
当した場合： 
基準診断給付金額に家族給付
割合を乗じて得た金額 

 
３ 死亡払戻金の支払は、つぎのとおりとします。 

支払事由 第１被保険者が、保険
期間中にがん以外の原

第２被保険者のうちの
配偶者が、保険期間中
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因で死亡したとき にがん以外の原因で死
亡したとき 

支払額 死亡払戻金額 死亡払戻金額に家族給
付割合を乗じて得た金
額 

受取人 第４項に定める受取人 第４項に定める受取人 

 
４ 保険金等の受取人は、つぎのとおりとします。 
 (1) 第１被保険者が支払事由に該当した場合については、第１被保険

者の死亡保険金受取人とします。 
 (2) 第２被保険者のうちの配偶者が支払事由に該当した場合について

は、第２被保険者のうちの配偶者の死亡保険金受取人とします。 
  （以下、「第１被保険者の死亡保険金受取人」と「第２被保険者の

うちの配偶者の死亡保険金受取人」をあわせて「死亡保険金受取人」
といいます。） 

 (3) 第２被保険者のうちの子が支払事由に該当した場合については、
第１被保険者を死亡保険金の受取人とします。ただし、第１被保険
者が死亡した時以後の第２被保険者のうちの子の死亡保険金の受取
人は、死亡保険金の支払事由に該当した子の死亡時の法定相続人と
します。これにより死亡保険金の受取人となった者が２人以上いる
場合には、その受取割合は均等とします。 

５ 給付金が支払われる前に支払事由に該当した被保険者が死亡したと
きは、つぎのとおりとします。 

 (1) 第１被保険者が死亡した場合 
第１被保険者の死亡保険金受取人が第１被保険者の死亡時の法定相
続人である場合は、会社は、未払の給付金を、第１被保険者の死亡
保険金受取人に支払います。ただし、第１被保険者の死亡保険金受
取人が２人以上である場合を除きます。 

 (2) 第２被保険者のうちの配偶者が死亡した場合 
第２被保険者のうちの配偶者の死亡保険金受取人が第２被保険者の
死亡時の法定相続人である場合は、会社は、未払の給付金を、第２
被保険者のうちの配偶者の死亡保険金受取人に支払います。ただし、
第２被保険者のうちの配偶者の死亡保険金受取人が２人以上である
場合を除きます。 

 (3) 第２被保険者のうちの子が死亡した場合 
会社は、未払の給付金を、第１被保険者に支払います。ただし、第
１被保険者がすでに死亡している場合を除きます。 

６ 同一の被保険者について、診断給付金の支払は、保険期間を通じ１
回のみとします。 

７ 同一の被保険者が、がん以外の事由によって入院をし、その入院中
にがんと診断確定された場合には、がんの治療を開始したと会社が認
めた日から、がんの治療を直接の目的とする入院を開始したものとみ
なして取り扱います。 

８ 同一の被保険者が、転入院または再入院をした場合で、その転入院
または再入院につき、前入院から継続して入院していたとみなすべき
事情があると会社が認めたときには、前入院から継続していたものと
みなして取り扱います。 

９ 被保険者が、入院給付金の支払事由に該当する入院をし、その入院
中につぎの各号のいずれかの事由が発生したときは、その事由が生じ
た時を含んで継続している当該被保険者の入院は、この保険契約の有
効中の入院とみなして取り扱います。 

 (1) 保険期間が満了したとき 
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 (2) 第３条＜第２被保険者の資格の得喪＞第３項の規定により、第２
被保険者としての資格を失ったとき 

10 同一の被保険者が、入院給付金の支払事由に該当した入院の退院日
の翌日からその日を含めて30日以内に入院を開始した場合には、第１
項の規定にかかわらず、その入院の退院については、在宅療養給付金
は支払いません。 

11 被保険者が、第１項第３号に定める入院をし、その入院中につぎの
各号のいずれかの事由が発生したときは、その事由が生じた時を含ん
で継続している入院のその退院については、この保険契約の有効中の
退院とみなして取り扱います。 

 (1) 保険期間が満了したとき 
 (2) 第３条＜第２被保険者の資格の得喪＞第３項の規定により、第２

被保険者としての資格を失ったとき 
12 同一の被保険者が、同一の日に２回以上通院をした場合には、通院
給付金は重複して支払いません 

13 同一の被保険者が、入院給付金が支払われる日に通院給付金の支払
事由に該当する通院をした場合には、第１項の規定にかかわらず、通
院給付金は支払いません。 

14 同一の被保険者が、通院期間中に入院給付金が支払われる入院をす
ることにより、新たに通院期間が定められる場合には、第１項第４号
の規定にかかわらず、すでに定められた通院期間は、その入院を開始
した日の前日に終了したものとします。 

15 被保険者が、つぎの各号のいずれかの事由が生じた時を含んで継続
している通院期間中に通院したときは、その当該被保険者の通院を、
この保険契約の有効中の通院とみなして取り扱います。 

 (1) 保険期間が満了したとき 
 (2) 第３条＜第２被保険者の資格の得喪＞第３項の規定により、第２

被保険者としての資格を失ったとき 
16 同一の被保険者についての通院給付金を支払う日数の限度は、つぎ
のとおりとします。 

 (1) １回の退院のその通院については、30日をもって限度とします。 
 (2) 保険期間を通じ、通院給付金を支払う日数を通算して700日をもっ

て限度とします。 
17 被保険者が、責任開始日以後の保険期間中に死亡し、その後にがん
を直接の原因として死亡した事実が確認された場合には、その死亡日
にがんと診断確定されたものとみなして死亡保険金を支払います。こ
の場合、会社は、診断給付金を支払いません。また、すでに死亡払戻
金を支払っていたときは、死亡保険金の支払額から死亡払戻金の支払
額を差し引いた金額を支払います。 

第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合＞ 
１ 被保険者が、告知前または告知の時から当該被保険者の責任開始日
の前日以前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者および
被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、会社は、保険契約を無
効（復活の際は復活の取扱を無効）とします。 

２ 前項の場合、つぎのとおり取り扱います。 
 (1) この保険契約の締結の際の無効の場合 

この保険契約の締結の際の告知前に、被保険者ががんと診断確定さ
れていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれかが知ってい
た場合には、会社は、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
その他の場合には、会社は、すでに払い込まれた保険料を保険契約
者に払い戻します。 

 (2) この保険契約の復活の際の無効の場合 
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  ① この保険契約の復活の際の告知前に、被保険者ががんと診断確
定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれかが知
っていた場合には、会社は、復活の際に払い込まれた金額および
復活以後に払い込まれた保険料は払い戻しません。その他の場合
には、会社は、復活の際に払い込まれた金額および復活以後に払
い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。 

  ② この保険契約は、復活前の状態で第15条＜保険料払込の猶予期
間および保険契約の失効＞第２項に定める解約払戻金の請求があ
ったものとして取り扱います。 

３ 本条の適用のある場合には、第９条＜保険料の払込免除＞、第30条
＜告知義務違反による解除＞および第32条＜重大事由による解除＞の
規定は適用しません。 

第９条＜保険料の払込免除＞ 
１ この保険契約が家族契約の場合で、保険期間の始期以後の保険料払
込期間中につぎの各号のすべてに該当したときには、この保険契約は
当初定めた保険期間の満了する日まで有効に継続し、会社は、次の払
込期月（払込期月の初日から契約応当日の前日までに該当したときは、
その払込期月）以後の保険料の払込を免除します。 

 (1) 第１被保険者および第２被保険者のうちの配偶者のいずれもが死
亡していること 

 (2) 第２被保険者のうちの子が生存していること 
２ 前項の規定により保険料の払込を免除した場合には、契約内容の変
更に関する規定は適用しません。 

第10条＜給付金等または保険料の払込免除の請求手続き＞ 
１ 給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、
保険契約者または給付金等の受取人は、遅滞なく会社に通知してくだ
さい。 

２ 支払事由の生じた給付金等の受取人は、遅滞なく必要書類（別表１）
を会社に提出して、給付金等を請求してください。 

３ 前項の規定にかかわらず、当該被保険者が給付金の受取人である場
合で、当該被保険者が給付金を請求できない特別な事情があると会社
が認めたときには、つぎの各号に定めるいずれかの者が、必要書類（別
表１）および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、会社の承
諾を得て、給付金の受取人の代理人（以下、「代理請求人」といいま
す。）として給付金の請求をすることができます。 

 (1) 当該被保険者と同居し、または当該被保険者と生計を一にしてい
る当該被保険者の配偶者 

 (2) 配偶者がいない場合には、当該被保険者と同居し、または当該被
保険者と生計を一にしている３親等内の親族 

 (3) 代理請求人としての要件を満たしていると会社が認めた者 
４ 前項の規定により会社が給付金を代理請求人に支払った場合には、
その後重複してその給付金の請求を受けても、会社は、これを支払い
ません。 

５ 保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、遅滞なく
必要書類（別表１）を会社に提出して、保険料の払込の免除を請求し
てください。 

第11条＜給付金等の支払時期および支払場所＞ 
１ 給付金等（特約の給付金等を含みます。以下、本条において同じ。）
は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して５
営業日以内に会社の本店で支払います。 
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２ 給付金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合におい
て、保険契約の締結時から給付金等の請求時までに会社に提出された
書類だけでは確認できないときには、それぞれ当該各号に定める事項
の確認（会社の指定した医師による診断を含みます。）を行います。
この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金等を支払うべき期限
は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して45
日を経過する日とします。 

 (1) 給付金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 
被保険者の死亡または給付金等の支払事由である所定の状態に該当
する事実の有無 

 (2) 給付金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 
給付金等の支払事由が発生した原因 

 (3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合 
告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違反に至った原
因 

 (4) 責任開始日の前日以前に、がんの診断確定の可能性がある場合 
被保険者が、責任開始日の前日以前にがんと診断確定されたことの
有無 

 (5) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する
可能性がある場合 
前４号に定める事項、第32条＜重大事由による解除＞第１項第５号
に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金
等の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金等の請求の意図に
関する保険契約の締結時から給付金等の請求時までにおける事実 

３ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照
会や調査が不可欠な場合には、前２項にかかわらず、給付金等を支払
うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から
起算して、当該各号に定める日数（各号のうち複数に該当する場合に
は、それぞれに定める日数のうち最も多い日数）を経過する日としま
す。 

 (1) 前項第１号から第５号までに定める事項についての医療機関また
は医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定
される照会  90日 

 (2) 前項第２号から第５号までに定める事項についての弁護士法（昭
和24年法律第205号）にもとづく照会その他の法令にもとづく照会  
180日 

 (3) 前項第１号、第２号、第４号および第５号に定める事項について
の研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特
別の調査、分析または鑑定  180日 

 (4) 前項第１号、第２号および第５号に定める事項に関し、保険契約
者、被保険者または給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴
その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合
における、前項第１号、第２号および第５号に定める事項に関する、
送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜
査機関または裁判所に対する照会  180日 

 (5) 前項第１号から第５号までに定める事項についての日本国外にお
ける調査  180日 

 (6) 前項第１号から第５号までに定める事項についての災害救助法（昭
和22年法律第118号）が適用された地域における調査  60日 

４ 前２項の確認をする場合、会社は給付金等を請求した者（代表者）
に通知します。 

５ 第２項および第３項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、
被保険者または給付金等の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、
またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診
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断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、これにより当該事
項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等を
支払いません。 

６ 第１項から前項までの規定は、保険料の払込免除についても準用し
ます。 

第12条＜保険契約者、給付金等の受取人の代表者＞ 
１ 保険契約について、保険契約者または同一の被保険者についての給
付金等の受取人が２人以上あるときは、各代表者を１人定めてくださ
い。この場合、その代表者は、それぞれ他の保険契約者または給付金
等の受取人を代理するものとします。 

２ 前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明のときは、会社
が保険契約者または同一の被保険者の給付金等の受取人の１人に対し
てした行為は、他の者に対しても効力を生じます。 

３ 保険契約者が２人以上ある場合には、その責任は連帯とします。 

第13条＜保険料の払込＞ 
１ 第２回以後の保険料は、その払込期間中、毎回第14条＜保険料の払
込方法（経路）＞第１項に定める払込方法（経路）にしたがい、つぎ
の期間（本約款を通じて「払込期月」といいます。）内に払い込んで
ください。 

 (1) 月払契約の場合 
月単位の契約応当日（契約応当日のない月については、その月の末
日を契約応当日とします。以下同じ。）の属する月の初日から末日ま
で 

 (2) 半年払契約または年払契約の場合 
半年単位または年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで 

２ 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日
までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった
場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者（保険金等
を支払うときは、保険金等とともにその保険金等の受取人）に払い戻
します。 

３ 第１項の契約応当日以後、保険契約が消滅した場合または保険料の
払込を要しなくなった場合、その払込期月に対応するものとして払い
込まれた保険料（保険料の払込の免除事由に該当した後に、払い込ま
れたものとして取り扱われる保険料を除きます。）については、つぎ
のとおり取り扱います。 

 (1) 第１項第１号の契約の場合、保険料は払い戻しません。 
 (2) 第１項第２号の契約の場合、会社は、会社の定めるところにより

未経過期間（１か月未満の端数は切り捨てます。）に対応した保険
料相当額を保険契約者（保険金等を支払うときは、保険金等ととも
にその保険金等の受取人）に支払います。 

４ 前項の規定は、第１回保険料について準用します。 
５ 前３項の場合、支払う金額の支払時期および支払場所については、
第11条＜給付金等の支払時期および支払場所＞の規定を準用します。 

６ 第１項の保険料が払い込まれないまま第１項の契約応当日以後、末
日までに給付金等の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込保険
料を支払うべき給付金等から差し引きます。ただし、給付金等が差し
引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者はその未払込保
険料を払い込んでください。 

７ 第１項の保険料が払い込まれないまま第１項の契約応当日以後、末
日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は未
払込保険料を払い込んでください。 
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８ 前２項の場合、未払込保険料の払込については、第16条＜猶予期間
中に保険事故が発生した場合＞第２項から第４項までの規定を準用し
ます。 

第14条＜保険料の払込方法（経路）＞ 
１ 保険契約者は、会社の定める範囲で、つぎの各号のいずれかの保険
料の払込方法（経路）を選択することができます。ただし、月払契約
については、会社の定める保険料の払込方法（経路）に限ります。 

 (1) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む
方法 

 (2) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法 
 (3) 所属団体または集団を通じ払い込む方法（所属団体または集団と

会社との間に団体取扱契約〔がん保険〕、準団体取扱契約〔がん保
険〕、集団取扱契約〔がん保険〕または特別集団取扱契約〔がん保
険〕が締結されている場合に限ります。） 

 (4) 会社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法 
 (5) 会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードに

より払い込む方法 
２ 保険契約者は、会社の定める範囲で、前項各号の保険料の払込方法
（経路）を変更することができます。 

３ 保険料の払込方法（経路）が第１項第２号または第３号である保険
契約において、その保険契約が会社の取扱条件に該当しなくなったと
きは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法（経路）を
他の払込方法（経路）に変更してください。この場合、保険契約者が
保険料の払込方法（経路）の変更を行うまでの間の保険料については、
会社または会社の指定した場所に払い込んでください。 

第15条＜保険料払込の猶予期間および保険契約の失効＞ 
１ 第２回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があ
ります。 

 (1) 月払契約の場合 
払込期月の翌月初日から末日まで 

 (2) 半年払契約または年払契約の場合 
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで（払込期
月の契約応当日が２月、６月、11月の各末日の場合には、それぞれ
４月、８月、１月の各末日まで） 

２ 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期
間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は、
解約払戻金があるときは、これを請求することができます。 

第16条＜猶予期間中に保険事故が発生した場合＞ 
１ 猶予期間中に給付金等の支払事由が発生した場合には、会社は、未
払込保険料を給付金等から差し引きます。 

２ 前項の場合、給付金等が差し引くべき未払込保険料に不足するとき
は、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を
払い込んでください。 

３ 猶予期間中に保険料の払込の免除事由が発生した場合には、保険契
約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んで
ください。 

４ 前２項の未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予
期間満了の日の翌日から効力を失い、会社は、給付金等の支払および
保険料の払込免除を行いません。 
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第17条＜保険料の前納＞ 
１ 保険契約者は、払込方法（回数）にしたがって、つぎのとおり将来
の保険料を前納することができます。 

 (1) 月払契約の場合 
当月分以後の６か月分または12か月分の保険料を前納することがで
きます。この場合、会社所定の割引率で保険料を割り引きます。 

 (2) 半年払契約または年払契約の場合 
  ① 将来の保険料を前納することができます。この場合には、会社

の定める利率で割り引きます。 
  ② 前①の規定により割り引かれた前納保険料は、会社の定める利

率の利息をつけて積み立てておき、半年単位または年単位の契約
応当日ごとに保険料の払込に充当します。 

２ 会社は、保険料払込期間中に保険契約が消滅したときまたは保険料
の払込を要しなくなったときに、前納保険料の残額がある場合は、こ
れを保険契約者に払い戻します。ただし、保険金等を支払うときは、
保険金等とともにその保険金等の受取人に払い戻します。 

第18条＜保険契約の復活＞ 
１ 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて１年
以内に必要書類（別表１）を会社に提出し、会社の承諾を得て、復活
時までの延滞保険料を、会社の指定した日までに会社の指定した方法
で払い込むことにより、保険契約を復活することができます。ただし、
保険契約者が解約払戻金を請求した後は、保険契約を復活することは
できません。 

２ 会社が、本条の復活を承諾したときは、延滞保険料を受け取った時
か、復活の際の被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から、会
社は、死亡払戻金の支払および保険料の払込免除について保険契約上
の責任を負い、その時の属する日を復活日とします。この場合、責任
開始日はつぎのとおりとし、会社は、その日から、給付金および死亡
保険金の支払について保険契約上の責任を負います。 

 (1) 復活日が保険期間の始期の属する日からその日を含めて３か月以
内の場合 
第４条＜責任開始＞に定める責任開始日 

 (2) 復活日が保険期間の始期の属する日からその日を含めて３か月を
こえている場合 
復活日 

３ 前項の規定にかかわらず、保険料払込の猶予期間の満了する日まで
に第３条＜第２被保険者の資格の得喪＞第２項の規定により、第２被
保険者の資格を得た者の責任開始日は、第４条＜責任開始＞第２項に
定める責任開始日か、復活日のいずれか遅い日とし、会社は、その日
から、給付金および死亡保険金の支払について保険契約上の責任を負
います。 

４ 第２項の規定にかかわらず、保険契約が効力を失った日からその日
を含めて復活日の前日までの間に第１被保険者との関係が第２条＜被
保険者の範囲＞第１項第２号に該当することとなった者は、第４条＜
責任開始＞第２項の規定を準用します。この場合、第４条＜責任開始
＞第２項中、「出生日」、「出生した時」、「第２被保険者の資格を
得た日」および「第２被保険者の資格を得た時」とあるのを「復活日」
と読み替えます。 

５ 保険契約の復活に際しては、保険証券は発行しません。 

第19条＜個人契約と家族契約の相互の変更＞ 
１ 保険契約者は、当該被保険者の同意および会社の承諾を得て、会社
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の定める範囲で個人契約と家族契約の相互の変更を行うことができま
す。 

２ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合に
は、本条の変更は取り扱いません。 

 (1) この保険契約が個人契約の場合で、この保険契約の保険期間と保
険料払込期間が異なるとき 

 (2) この保険契約が家族契約の場合で、第１被保険者が死亡している
とき 

 (3) この保険契約に第43条＜特別条件特則＞の規定による特別条件特
則が付加されているとき 

３ 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）
を会社に提出してください。 

４ 会社が、本条の変更を承諾したときは、つぎのとおり取り扱います。 
 (1) 本条の変更は、つぎの時から効力を生じます。 
  ① 個人契約から家族契約への変更の場合 
   会社所定の金額を受け取った時（第２被保険者となる者に関する

告知の前に受け取った場合には、告知の時） 
  ② 家族契約から個人契約への変更の場合 
   会社が承諾した時 
 (2) 変更後の保険契約の第１被保険者は、変更前の保険契約の第１被

保険者と同一とします。 
 (3) 本条の変更の際の変更日は、会社の定めるところとします。 
 (4) 本条による変更後は、契約日における第１被保険者の年齢にもと

づいて、会社の定めた方法で計算した保険料に改めます。この場合、
変更日現在の保険料率を適用します。 

 (5) 個人契約から家族契約への変更の場合、新たに第２被保険者とな
る者については、第３条＜第２被保険者の資格の得喪＞、第４条＜
責任開始＞、第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定され
ていた場合＞、第18条＜保険契約の復活＞および第31条＜保険契約
を解除できない場合＞の規定を準用します。この場合、第３条＜第
２被保険者の資格の得喪＞、第４条＜責任開始＞第２項および第８
条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合＞第２
項第１号中、「この保険契約の締結」とあるのを「個人契約から家
族契約への変更」と、第４条＜責任開始＞第１項、第18条＜保険契
約の復活＞第２項および第31条＜保険契約を解除できない場合＞第
５号中、「保険期間の始期の属する日」とあるのを「個人契約から
家族契約への変更の効力が生じた時の属する日」と、第４条＜責任
開始＞第１項および第９条＜保険料の払込免除＞第１項中、「保険
期間の始期」とあるのを「個人契約から家族契約への変更の効力が
生じた時」と読み替えます。 

第20条＜保険料の払込方法（回数）の変更＞ 
１ 保険契約者は、会社の定める範囲で、年払、半年払または月払の保
険料の払込方法（回数）を相互に変更することができます。 

２ 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）
を会社に提出してください。 

第21条＜保険期間、保険料払込期間の変更＞ 
１ 保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の定める範囲で、保険契約
の保険期間、保険料払込期間を変更することができます。 

２ 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）
を会社に提出してください。 

３ 会社が、本条の変更を承諾したときは、会社の定めた方法で計算し
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た金額を授受し、その後の保険料を更正します。 
４ 本条の変更は、会社が承諾した時から効力を生じます。 

第22条＜保険契約者の変更＞ 
１ 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の権
利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。 

２ 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、必要書類（別表１）
を会社に提出してください。 

第23条＜会社への通知による死亡保険金受取人の変更＞ 
１ 保険契約者は、保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の
同意を得た上で、会社に対する通知により死亡保険金受取人を変更す
ることができます。 

２ 前項の通知をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してく
ださい。この場合、会社は、保険証券またはそれに代わる書面に表示
します。 

３ 第１項の通知が会社に到達する前に、変更前の死亡保険金受取人に、
保険金等を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人
から、保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。 

４ 給付金の受取人は、第48条＜給付金受取人指定特則＞および第49条
＜法人契約特則＞を除き、本約款で定められた受取人以外の者に変更
することはできません。 

第24条＜遺言による死亡保険金受取人の変更＞ 
１ 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金等の支払事由が発生する
までは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更すること
ができます。 

２ 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、そ
の効力を生じません。 

３ 前２項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、
保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗する
ことができません。 

４ 前項の通知をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してく
ださい。この場合、会社は保険証券またはそれに代わる書面に表示し
ます。 

第25条＜死亡保険金受取人の死亡＞ 
１ 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法
定相続人を死亡保険金受取人とします。 

２ 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、
この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受
取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険
金受取人とします。 

３ 前２項の規定により死亡保険金受取人となった者が２人以上いる場
合、その受取割合は均等とします。 

第26条＜保険契約者の住所の変更＞ 
１ 保険契約者が、住所を変更したときは、ただちに会社に通知してく
ださい。 

２ 前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場
合、会社が知った最終の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達
したものとみなします。 
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第27条＜詐欺による取消し＞ 
  保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約の締結、復活また
は個人契約から家族契約への変更が行われたときは、会社は保険契約
を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は
払い戻しません。 

第28条＜不法取得目的による無効＞ 
  保険契約者が給付金等（保険料の払込免除を含みます。また、この
保険契約に付加されている特約の保険金、給付金、保険料の払込免除
を含み、その名称の如何を問いません。以下、本条において同じ。）
を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的
をもって保険契約の締結、復活または個人契約から家族契約への変更
が行われたときは、会社は、保険契約を無効とし、すでに払い込まれ
た保険料は払い戻しません。 

第29条＜告知義務＞ 
  保険契約の締結、復活または個人契約から家族契約への変更の際、
支払事由の可能性に関する重要な事項のうち告知書で質問した事項に
ついて、保険契約者または被保険者は、その告知書によって告知して
ください。ただし、会社指定の医師の質問により告知を求めたときは、
その医師に対して口頭で告知してください。 

第30条＜告知義務違反による解除＞ 
１ 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前
条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかっ
たかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って
保険契約を解除することができます。 

２ 会社は、給付金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じ
た後でも保険契約を解除し、つぎの取扱をすることができます。 

 (1) 給付金等の支払または保険料の払込免除を行いません。 
 (2) 会社は、すでに給付金等を支払っているとき、または保険料の払

込免除を行っているときでも、その返還を請求し、または払込を免
除した保険料の払込がなかったものとして取り扱うことができます。 

３ 前項の規定にかかわらず、給付金等の支払事由または保険料の払込
の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを
保険契約者、被保険者または給付金等の受取人が証明したときは、給
付金等の支払または保険料の払込免除を行います。 

４ 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によ
って行います。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不
明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場
合には、会社は、第１被保険者または解除の原因となった被保険者の
給付金等の受取人に解除の通知をします。 

５ 本条の規定により保険契約が解除された場合には、会社は、解約払
戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。 

第31条＜保険契約を解除できない場合＞ 
１ 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除を
することができません。 

 (1) 会社が、保険契約の締結、復活または個人契約から家族契約への
変更の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のた
め知らなかったとき 

 (2) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第29条＜告知義務＞
の告知をすることを妨げたとき 
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 (3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第29条の告知
をしないことを勧めたときまたは事実でないことを告げることを勧
めたとき 

 (4) 会社が、保険契約締結の後、解除の原因となる事実を知り、その
事実を知った日からその日を含めて１か月が経過したとき 

 (5) 保険契約が保険期間の始期の属する日（復活が行われた場合は最
後の復活日。以下、本号において同じ。）からその日を含めて２年
をこえて有効に継続しているとき。ただし、保険期間の始期の属す
る日からその日を含めて２年以内に給付金等の支払事由または保険
料の払込の免除事由が生じた場合（責任開始日より前に原因が生じ
ていたことにより、給付金等の支払または保険料の払込の免除が行
われない場合を含みます。）を除きます。 

２ 前項第２号および第３号の場合には、各号に規定する保険媒介者の
行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第29条の規
定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかま
たは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。 

第32条＜重大事由による解除＞ 
１ 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、こ
の保険契約を将来に向かって解除することができます。 

 (1) 保険契約者または死亡保険金受取人が、死亡払戻金（他の保険契
約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いま
せん。）を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致（未
遂を含みます。）をした場合 

 (2) 保険契約者、被保険者または給付金等の受取人がこの保険契約の
給付金等（高度障害保険金および保険料の払込免除を含みます。以
下、本条において同じ。）を詐取する目的または他人に詐取させる
目的で事故招致（未遂を含みます。）をした場合 

 (3) この保険契約の保険金等（給付金等を含みます。以下、本条にお
いて同じ。）の請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為（未遂を
含みます。）があった場合 

 (4) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の
合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもた
らされる恐れがある場合 

 (5) 保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、つぎのいずれ
かに該当する場合 

  ① 暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過し
ない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他
の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当す
ると認められること 

  ② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する
などの関与をしていると認められること 

  ③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること 
  ④ 保険契約者または保険金等の受取人が法人の場合、反社会的勢

力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に
関与していると認められること 

  ⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有してい
ると認められること 

 (6) 保険契約者、被保険者、保険金等の受取人または口座名義人が、
日本、米国等の経済制裁または通商禁止令その他の法令等によって、
取引することを禁止または制限された者に該当する場合 

 (7) この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大
事由によって解除され、または保険契約者、被保険者もしくは保険
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金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済
契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、
被保険者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険
契約を継続することを期待しえない第１号から第６号までに掲げる
事由と同等の事由がある場合 

２ 保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、
会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。
この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた
支払事由による保険金等（前項第５号のみに該当した場合で、前項第
５号①から⑤までに該当したのが保険金等の受取人のみであり、その
保険金等の受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等
のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下、本
項において同じ。）を支払わず、また、前項各号に定める事由の発生
時以後に生じた免除事由による保険料の払込免除を行いません。もし、
すでに保険金等を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保
険料の払込免除をしていたときは、払込を免除した保険料の払込がな
かったものとして取り扱います。 

３ 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によ
って行います。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不
明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場
合には、会社は、被保険者または保険金等の受取人に解除の通知をし
ます。 

４ 本条の規定により保険契約が解除された場合には、会社は、解約払
戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。ただし、他のい
かなる規定にかかわらず、第１項第６号の規定により保険契約が解除
された場合には、会社は、解約払戻金その他一切の金員を支払いませ
ん。 

５ 前項の規定にかかわらず、第１項第５号の規定によって保険契約を
解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対して第２項の規定を適
用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険
金等に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約
払戻金を保険契約者に支払います。 

第33条＜解約＞ 
１ 保険契約者は、将来に向って保険契約を解約し、解約払戻金を請求
することができます。 

２ 保険契約者が、本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会
社に提出してください。 

第34条＜給付金額等の減額＞ 
１ 保険契約者は、会社の定める範囲で、将来に向って基準診断給付金
額および入院給付金日額を同じ割合で減額することができます。この
場合、在宅療養給付金額、通院給付金日額、死亡保険金額および死亡
払戻金額の全部または一部が会社の定める限度をこえたときは、その
給付金額等を会社の定める限度まで減額します。 

２ 保険契約者は、将来に向って在宅療養給付金額、通院給付金日額、
死亡保険金額および死亡払戻金額の全部または一部を減額することが
できます。ただし、会社は、減額後の給付金額等が会社の定める限度
を下まわる減額は取り扱いません。 

３ 保険契約者が、本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会
社に提出してください。 

４ 本条の規定により給付金額等を減額した場合には、減額分は解約さ
れたものとして取り扱い、前条の規定を準用します。 
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第35条＜解約払戻金＞ 
１ 解約払戻金は、経過年月数（保険料払込期間中の保険契約において、
経過年月数が払込年月数を超える場合は、払込年月数）により計算し
ます。ただし、保険料の払込が免除されている場合には、解約払戻金
はありません。 

２ 解約払戻金の支払時期および支払場所については、第11条＜給付金
等の支払時期および支払場所＞の規定を準用します。 

第36条＜受取人による保険契約の存続＞ 
１ 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者（以下、
「債権者等」といいます。）による保険契約の解約は、解約の通知が
会社に到達した時から１か月を経過した日に効力を生じます。 

２ 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号の
すべてを満たす給付金等（特約の給付金等を含みます。以下、本条に
おいて同じ。）の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が
経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効
力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額（健康支援金が
債権者等に支払われたときは、その金額を差し引きます。）を債権者
等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその
効力を生じません。 

 (1) 保険契約者でないこと 
 (2) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であるこ

と 
３ 前項の通知をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してく
ださい。 

４ 第１項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生
じまたは第２項の規定により効力が生じなくなるまでに、給付金等の
支払事由が生じ、この保険契約が消滅する場合で、会社が給付金等を
支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第２項本文の金額
を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者
等に支払った金額を差し引いた残額を、給付金等の受取人に支払いま
す。 

５ 第１項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生
じまたは第２項の規定により効力が生じなくなるまでに、この保険契
約の特約の健康支援金の支払事由が生じ、会社が健康支援金を支払う
べきときは、つぎのとおり取り扱います。 

 (1) 健康支援金の金額が第２項本文の金額以上のとき 
会社は、第２項本文の金額の限度で、健康支援金を債権者等に支払
います。この場合、第１項の解約は効力を生じません。なお、債権
者等への支払の後に残額がある場合は、会社はその残額を健康支援
金の受取人に支払います。 

 (2) 健康支援金の金額が第２項本文の金額に足りないとき 
会社は、健康支援金を債権者等に支払います。この場合、第１項の
解約の通知が会社に到達した時から１か月を経過した日に解約の効
力を生じるものとし、会社は、第２項本文の金額を限度に解約払戻
金（同時に支払われる払戻金を含みます。）を債権者等に支払います。
なお、債権者等への支払後に残額がある場合は、会社はその残額を
保険契約者に支払います。 

第37条＜年齢の計算＞ 
１ 被保険者の年齢は、戸籍上に記載された出生年月日を基準として満
年齢で計算し、１年未満の端数は切り捨てます。 

２ 保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の年齢に、年単位の契約
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応当日ごとに１歳を加えて計算します。 
３ 保険料は、契約日における第１被保険者の年齢で計算します。 

第38条＜年齢および性別の誤りの処理＞ 
１ 保険契約申込書に記載された第１被保険者の年齢に誤りがあった場
合には、つぎのとおりとします。 

 (1) 契約時における実際の年齢が、会社の定めた保険料表の範囲外で
あったときは、会社は保険契約を取り消すことができるものとし、
会社が保険契約を取り消した場合は、すでに払い込まれた保険料を
保険契約者に払い戻します。ただし、第１被保険者の実際の年齢が
契約時の保険料表の最低年齢に達していない場合で、誤りが発見さ
れたときすでにその年齢以上に達していたときには、最低年齢に達
した日に契約が締結されたものとみなし、すでに払い込まれた保険
料はその契約の保険料に充当します。 

 (2) 契約時における実際の年齢が、会社の定めた保険料表の範囲内で
あったときは、実際の年齢にもとづいて保険料を改めます。 

２ 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合に
は、実際の性別にもとづく契約年齢の保険料に改めることがあります。 

３ 第１項第２号および前項の規定により保険料を改める場合には、つ
ぎのとおりとします。 

 (1) すでに払い込まれた保険料に超過分がある場合には、会社は、そ
の差額を保険契約者に払い戻します。 

 (2) すでに払い込まれた保険料に不足分がある場合には、保険契約者
は、その差額を会社の指定した日までに会社の指定した方法で払い
込むことを要します。ただし、給付金等の支払事由が発生した後に
誤りが発見された場合は、会社は、その差額を支払うべき給付金等
から差し引きます。 

第39条＜契約者配当＞ 
  この保険契約に対しては、契約者配当はありません。 

第40条＜時効＞ 
  給付金等の支払、解約払戻金の支払もしくは保険料の払込免除を請
求する権利または第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定さ
れていた場合＞の規定にもとづく既払込保険料の払戻を請求する権利
は、これらを行使することができる時から３年間行使しない場合は消
滅します。 

第41条＜保険契約の自動更新＞ 
１ この保険契約の保険期間が満了する場合で、あらかじめ保険契約者
から別段の申出がないときには、保険契約者がその満了の日の２か月
前までに保険契約を更新しない旨を会社に通知しない限り、保険契約
（保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。）
は、保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されるものとし、この日
を更新日とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合に
は、保険契約は更新されないものとします。 

 (1) 更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における第１被保険
者の年齢が会社の定める範囲をこえるとき 

 (2) 第９条＜保険料の払込免除＞の規定により、保険料の払込が免除
されているとき 

 (3) 保険期間が歳満期で定めてあるとき。ただし、保険期間と保険料
払込期間が同一の場合を除きます。 
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 (4) 更新前の保険契約に、第44条＜保険料一時払特則＞の規定による
保険料一時払特則が付加されているとき 

 (5) この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っ
ていないとき 

３ 更新後の保険契約の保険期間（更新前の保険契約の保険期間が歳満
期で定めてある場合には、更新後の保険契約の保険期間および保険料
払込期間）は、つぎのとおりとします。 

 (1) 更新前の保険契約の保険期間が年満期で定めてある場合 
更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同
一の年数とします。ただし、前項第１号に該当する場合には、会社
の定める範囲で保険期間を短縮して保険契約を更新します。 

 (2) 更新前の保険契約の保険期間が歳満期で定めてある場合 
更新後の保険契約の保険期間は、会社所定の範囲で定めるものとし
ます。また、更新後の保険契約の保険料払込期間は、更新後の保険
契約の保険期間を限度とし、会社所定の範囲で定めるものとします。 

４ 前項第１号のほか、この保険契約は、会社の定める範囲で、保険期
間を変更して更新することがあります。 

５ 更新後の保険契約の保険料は、更新日における第１被保険者の年齢
によって計算します。この場合には、第37条＜年齢の計算＞および第
38条＜年齢および性別の誤りの処理＞の規定を準用します。 

６ 更新する保険契約の第１回保険料は、更新日の属する月の末日まで
に払い込むことを要します。この場合には、第13条＜保険料の払込＞、
第15条＜保険料払込の猶予期間および保険契約の失効＞および第16条
＜猶予期間中に保険事故が発生した場合＞の規定を準用します。 

７ 前項の保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれなかったときは、
保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の
保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。 

８ 第４条＜責任開始＞、第７条＜給付金等の支払＞、第８条＜責任開
始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合＞、第30条＜告知義
務違反による解除＞、第31条＜保険契約を解除できない場合＞、第43
条＜特別条件特則＞、第46条＜診断給付金複数回支払特則＞および第
52条＜診断給付年金支払特則＞の規定の適用に際しては、更新前の保
険契約の保険期間と更新後の保険契約の保険期間とは継続されたもの
として取り扱います。 

９ 更新後の保険契約には、更新日現在の普通保険約款および保険料率
が適用されます。 

10 更新後の保険契約の給付金額等は、更新前の保険契約の給付金額等
と同額とします。 

11 保険契約が更新された場合は、第35条＜解約払戻金＞第１項を「解
約払戻金は、更新（更新が２回以上行われた場合は最後の更新）後の
経過年月数（保険料払込期間中の保険契約において、経過年月数が払
込年月数を超える場合は、払込年月数）により計算します。ただし、
保険料の払込が免除されている場合には、解約払戻金はありません。」
と読み替えます。 

12 本条の規定により保険契約を更新した場合には、保険証券は発行せ
ず、旧保険証券と更新通知書をもって新保険証券に代えます。 

13 第２項第５号の規定によりこの保険契約が更新されず、かつ、第２
項第１号から第４号までのいずれの規定にも該当しないときは、保険
契約者から特に申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定める
この保険契約と同種類の保険契約を更新時に締結します。この場合、
第８項の規定を準用し、この保険契約の保険期間と更新時に締結する
他の保険契約の保険期間とは継続されたものとして取り扱います。 



― 88 ―

主
契
約

が
が
が
がが
が
が
が
が
がが
が
が
が
が
が
が

第42条＜管轄裁判所＞ 
１ この保険契約における給付金等の請求に関する訴訟については、会
社の本店の所在地または給付金等の受取人（給付金等の受取人が２人
以上いるときは、その代表者とします。）の住所地を管轄する日本国
内にある地方裁判所（本庁とします。）のみをもって、合意による管
轄裁判所とします。 

２ この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟につい
ては、前項の規定を準用します。 

第43条＜特別条件特則＞ 
１ 本特則は、この保険契約の締結または復活の際に、つぎのいずれか
の方法でこの保険契約に付加して締結します。ただし、この保険契約
が家族契約の場合には、本特則の付加は取り扱いません。 

 (1) 特定部位不担保法 
 (2) 給付金削減支払法 
２ 前項第１号に定める特定部位不担保法で本特則を付加した場合には、
つぎのとおりとします。 

 別表25に定める特定部位のうち、会社が指定した特定部位に生じたが
ん（特定部位に生じたがんが特定部位以外の部位に転移したものを含
みます。）により給付金の支払事由が生じたときは、第７条＜給付金
等の支払＞第１項の規定にかかわらず、会社は、給付金を支払いませ
ん。 

３ 第１項第２号に定める給付金削減支払法で本特則を付加した場合に
は、つぎのとおりとします。 

 (1) 契約日からその日を含めて会社の定める給付金削減期間を経過す
る日（以下、「給付金削減期間満了日」といいます。）までに各給
付金の支払事由が生じたとき（入院給付金については、入院給付金
の支払事由に該当する入院を開始したときとします。以下、本号に
おいて同じ。）は、第７条＜給付金等の支払＞第１項の規定にかか
わらず、会社は、第７条＜給付金等の支払＞第１項に定める各給付
金の支払額に、つぎの表に定める乗率（各給付金の支払事由が生じ
たときの属する保険年度および給付金削減期間によるものとします。
この場合、保険年度は、契約日からその直後に到来する年単位の契
約応当日の前日までを第１保険年度とし、以後、年単位の契約応当
日ごとに１年を加えて計算するものとします。）を乗じて得た金額
を支払います。 

給 付 金
削 減 期
間 

第１保険
年度 

第２保険
年度 

第３保険
年度 

第４保険
年度 

第５保険
年度 

１年 0.50 － － － － 

２年 0.30 0.60 － － － 

３年 0.25 0.50 0.75 － － 

４年 0.20 0.40 0.60 0.80 － 

５年 0.15 0.30 0.45 0.60 0.80 

 
 (2) 本特則は、給付金削減期間満了日の翌日から効力を失います。 
４ 本特則のみの解約はできません。 

第44条＜保険料一時払特則＞ 
１ 本特則は、この保険契約の締結の際に、保険契約者が会社に申し出
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て、会社が承諾することにより、この保険契約に付加して締結します。 
２ 前項の規定により本特則を付加した場合には、つぎのとおりとしま

す。 
 (1) 保険料の払込方法（回数）は一時払とします。 
 (2) 第９条＜保険料の払込免除＞、第13条＜保険料の払込＞、第14条

＜保険料の払込方法（経路）＞、第15条＜保険料払込の猶予期間お
よび保険契約の失効＞、第16条＜猶予期間中に保険事故が発生した
場合＞、第17条＜保険料の前納＞、第19条＜個人契約と家族契約の
相互の変更＞および第21条＜保険期間、保険料払込期間の変更＞の
規定は適用しません。 

 (3) 第１条＜保険期間の始期＞第１項第１号中、「第１回保険料」と
あるのを「一時払保険料」と読み替えます。 

 (4) 第１条＜保険期間の始期＞第１項第２号中、「第１回保険料相当
額」とあるのを「一時払保険料相当額」と読み替えます。 

第45条＜同額保障特則＞ 
１ 本特則は、この保険契約の締結の際に、保険契約者が会社に申し出
て、会社が承諾することにより、この保険契約に付加して締結します。
ただし、第６条＜給付の種類、給付金等および給付金額等の指定＞第
２項において診断給付金が指定されていない場合には、本特則の付加
は取り扱いません。 

２ 前項の規定により本特則を付加した場合には、第７条＜給付金等の
支払＞第２項を、つぎのとおり読み替えます。 

２ 診断給付金の支払額は、つぎのとおりとします。 
(1) 第１被保険者が支払事由に該当した場合 
基準診断給付金額の２倍 

(2) 第２被保険者が支払事由に該当した場合 
基準診断給付金額の２倍に家族給付割合を乗じて得た金額 

３ 本特則のみの解約はできません。 

第46条＜診断給付金複数回支払特則＞ 
（記載省略） 

第47条＜低解約払戻金特則＞ 
１ 本特則は、この保険契約の締結の際に、保険契約者がつぎのいずれ
かの方法を会社に申し出て、会社が承諾することにより、この保険契
約に付加して締結します。ただし、この保険契約の保険期間が年満期
で定めてある場合には、第１号に定める低解約払戻金割合を指定する
方法は取り扱いません。 

 (1) 低解約払戻金割合を指定する方法 
 (2) 解約払戻金を０と指定する方法 
２ 前項第１号に定める低解約払戻金割合を指定する方法で本特則を付
加した場合には、つぎのとおりとします。 

 (1) 保険契約者は、低解約払戻金割合（１よりも小さい割合とします。）
を、会社所定の範囲内で指定してください。 

 (2) 保険料払込期間中の保険契約の解約払戻金は、第35条＜解約払戻
金＞第１項の規定にかかわらず、第35条＜解約払戻金＞第１項の規
定により計算した解約払戻金に、前号において指定された低解約払
戻金割合を乗じて計算します。 

 (3) 第１号において指定された低解約払戻金割合は、変更することが
できません。 

３ 第１項第２号に定める解約払戻金を０と指定する方法で本特則を付
加した場合には、第35条＜解約払戻金＞第１項の規定にかかわらず、
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つぎのとおりとします。 
 (1) 保険料払込期間中の保険契約の解約払戻金はありません。 
 (2) 保険料払込期間満了後の保険契約の解約払戻金の金額は、第６条

＜給付の種類、給付金等および給付金額等の指定＞第２項において
指定されている給付金の種類に応じて、つぎに定める金額を合算し
た金額とします。ただし、保険料払込期間満了後であっても、保険
料払込期間満了の日までの保険料が払い込まれていないときは、保
険料払込期間中の保険契約として取り扱います。 

  ① 第６条＜給付の種類、給付金等および給付金額等の指定＞第２
項において診断給付金が指定されている場合 

   (ｱ) この保険契約に同額保障特則が付加されていない場合 
    倍額保障満了年齢に達した後に到来する最初の年単位の契約応

当日（倍額保障満了年齢に達した日と年単位の契約応当日が一
致する場合は、その応当日。以下、本項において同じ。）の前
日までに解約したとき：基準診断給付金額の20％と同額 

    倍額保障満了年齢に達した後に到来する最初の年単位の契約応
当日以後に解約したとき：基準診断給付金額の10％と同額 

   (ｲ) この保険契約に同額保障特則が付加されている場合 
    基準診断給付金額の20％と同額 
  ② 第６条＜給付の種類、給付金等および給付金額等の指定＞第２

項において入院給付金が指定されている場合 
   入院給付金日額の10倍と同額 
４ 本特則のみの解約はできません。 

第48条＜給付金受取人指定特則＞ 
１ 本特則は、この保険契約の締結の際または締結後に、保険契約者が
会社に申し出て、会社が承諾することにより、この保険契約に付加し
て締結します。ただし、この保険契約に第49条＜法人契約特則＞の規
定による法人契約特則が付加されている場合には、本特則の付加は取
り扱いません。 

２ 本特則を付加した場合には、保険契約者は、給付金の支払事由が発
生するまでは、当該被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知に
より、つぎの各号の給付金の受取人を指定または変更することができ
ます。ただし、変更後の給付金の受取人が当該被保険者の場合は、当
該被保険者の同意は要しません。 

 (1) 第１被保険者が支払事由に該当した場合の給付金の受取人 
 (2) 第２被保険者が支払事由に該当した場合の給付金の受取人 
３ 前項の通知をするときは、必要書類（別表１）を会社に提出してく
ださい。この場合、会社は、保険証券またはそれに代わる書面に表示
します。 

４ 第２項の通知が会社に到達する前に変更前の給付金の受取人に給付
金を支払ったときは、その支払後に変更後の給付金の受取人から給付
金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。 

５ 第２項のほか、本特則を付加した場合には、第７条＜給付金等の支
払＞第５項の規定は適用しません。 

６ 第２項の規定にかかわらず、遺言により給付金の受取人を指定また
は変更することはできません。 

７ 本特則による、給付金の受取人については、第25条＜死亡保険金受
取人の死亡＞の規定を準用します。この際、第25条＜死亡保険金受取
人の死亡＞中、「死亡保険金受取人」とあるのを「給付金の受取人」
に読み替えます。 

第49条＜法人契約特則＞ 
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１ 本特則は、この保険契約の締結の際または締結後に、保険契約者が
会社に申し出て、会社が承諾することにより、この保険契約に付加し
て締結します。ただし、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死
亡保険金受取人の場合に限ります。ただし、この保険契約に第48条＜
給付金受取人指定特則＞の規定による給付金受取人指定特則が付加さ
れている場合には、本特則の付加は取り扱いません。 

２ 前項の規定により本特則を付加した場合には、つぎのとおりとしま
す。 

 (1) 第７条＜給付金等の支払＞第１項の規定にかかわらず、保険契約
者を給付金の受取人とします。 

 (2) 第７条＜給付金等の支払＞第４項第３号の規定にかかわらず、保
険契約者を「第２被保険者のうちの子が支払事由に該当した場合の
死亡保険金の受取人」とします。 

 (3) 第７条＜給付金等の支払＞第５項第３号の規定は適用しません。 
 (4) 保険契約者の変更が行われ、変更後の保険契約者が法人でない場

合には、本特則は保険契約者の変更と同時に効力を失うものとしま
す。 

 (5) 第６条＜給付の種類、給付金等および給付金額等の指定＞第２項
において死亡保険金および死亡払戻金が指定されていない場合には、
第１項を「本特則は、この保険契約の締結の際または締結後に、保
険契約者が会社に申し出て、会社が承諾することにより、この保険
契約に付加して締結します。ただし、保険契約者が法人の場合に限
ります。」と読み替えます。 

第50条＜個人契約特則＞ 
１ 本特則は、この保険契約の締結の際に、保険契約者が会社に申し出
て、会社が承諾することにより、この保険契約に付加して締結します。 

２ 前項の規定により本特則を付加した場合には、つぎのとおりとしま
す。 

 (1) この保険契約は、個人契約とします。 
 (2) 第19条＜個人契約と家族契約の相互の変更＞の規定にかかわらず、

個人契約と家族契約の相互の変更は取り扱いません。 

第51条＜通院給付金支払拡充特則＞ 
１ 本特則は、この保険契約の締結の際に、保険契約者が会社に申し出
て、会社が承諾することにより、この保険契約に付加して締結します。
ただし、この保険契約が家族契約の場合には、本特則の付加は取り扱
いません。 

２ 前項の規定により本特則を付加した場合には、つぎのとおりとしま
す。 

 (1) 第７条＜給付金等の支払＞第１項第４号の通院給付金の支払事由
の②(ｲ)中、「上記①の入院の退院日の翌日以後180日以内の期間」
とあるのを「上記①の入院の退院日の翌日以後365日以内の期間」と
読み替えます。 

 (2) 第７条＜給付金等の支払＞第16項を、つぎのとおり読み替えます。 

16 同一の被保険者についての通院給付金を支払う日数の限度は、
つぎのとおりとします。 
(1) １回の退院のその通院については、60日をもって限度とし
ます。 

(2) 保険期間を通じ、通院給付金を支払う日数を通算して700
日をもって限度とします。 

 (3) 第19条＜個人契約と家族契約の相互の変更＞の規定にかかわらず、
個人契約と家族契約の相互の変更は取り扱いません。 
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 (4) 本特則のみの解約はできません。 

第52条＜診断給付年金支払特則＞ 
１ 本特則は、この保険契約の締結の際に、保険契約者が会社に申し出
て、会社が承諾することにより、この保険契約に付加して締結します。 

２ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合に
は、本特則の付加は取り扱いません。 

 (1) この保険契約が家族契約のとき 
 (2) 第６条＜給付の種類、給付金等および給付金額等の指定＞第２項

において診断給付金が指定されていないとき 
 (3) この保険契約に第45条＜同額保障特則＞の規定による同額保障特

則が付加されていないとき 
 (4) この保険契約に第46条＜診断給付金複数回支払特則＞の規定によ

る診断給付金複数回支払特則が付加されているとき 
３ 第１項の規定により本特則を付加した場合には、つぎのとおりとし
ます。 

 (1) 第６条＜給付の種類、給付金等および給付金額等の指定＞第２項
において診断給付金が指定された際に、診断給付年金があわせて指
定されたものとします。 

 (2) 第６条＜給付の種類、給付金等および給付金額等の指定＞第１項
の規定にかかわらず、本約款を通じて「診断給付金」、「診断給付
年金」、「入院給付金」、「在宅療養給付金」、「通院給付金」を
総称して「給付金」と、「死亡保険金」と「死亡払戻金」をあわせ
て「保険金等」といいます。また、「給付金」と「保険金等」をあ
わせて「給付金等」といいます。 

 (3) 保険契約者は、この保険契約の締結の際、診断給付年金割合を、
会社の定める範囲内で指定してください。 

 (4) 前号において指定された診断給付年金割合は、変更することがで
きません。 

 (5) 診断給付年金の支払は、つぎのとおりとします。 
  ① 第１回の診断給付年金 

支払事由 第１被保険者が、保険期間中につぎのすべてに該当
したとき 
(ｱ)責任開始日以後にがんと診断確定され、診断給

付金が支払われていること（第５条＜がんの定
義および診断確定＞の規定により医師によって
がんと診断確定された日を「診断確定日」とい
います。以下同じ。） 

(ｲ)診断確定日からその日を含めて１年を経過した
日の翌日に生存していること 

支払額 基準診断給付金額（診断確定日からその日を含めて
１年を経過した日の翌日現在の基準診断給付金額
とします。）×診断給付年金割合 

受取人 第１被保険者 

 
  ② 第２回の診断給付年金 

支払事由 第１被保険者が、保険期間中につぎのすべてに該当
したとき 
(ｱ)診断給付金が支払われていること 
(ｲ)診断確定日からその日を含めて２年を経過した

日の翌日に生存していること 



― 93 ―

主
契
約

が
が
が
がが
が
が
が
が
がが
が
が
が
が
が
が

支払額 基準診断給付金額（診断確定日からその日を含めて
２年を経過した日の翌日現在の基準診断給付金額
とします。）×診断給付年金割合 

受取人 第１被保険者 

 
  ③ 第３回の診断給付年金 

支払事由 第１被保険者が、保険期間中につぎのすべてに該当
したとき 
(ｱ)診断給付金が支払われていること 
(ｲ)診断確定日からその日を含めて３年を経過した

日の翌日に生存していること 

支払額 基準診断給付金額（診断確定日からその日を含めて
３年を経過した日の翌日現在の基準診断給付金額
とします。）×診断給付年金割合 

受取人 第１被保険者 

 
  ④ 第４回の診断給付年金 

支払事由 第１被保険者が、保険期間中につぎのすべてに該
当したとき 
(ｱ)診断給付金が支払われていること 
(ｲ)診断確定日からその日を含めて４年を経過した

日の翌日に生存していること 

支払額 基準診断給付金額（診断確定日からその日を含め
て４年を経過した日の翌日現在の基準診断給付金
額とします。）×診断給付年金割合 

受取人 第１被保険者 

 
 (6) 前号の規定にかかわらず、入院給付金が支払われることとなった

入院を開始した日が、診断確定日より前である場合には、入院給付
金の支払を開始した日を診断確定日とみなして前号①から④の規定
を適用します。この場合、入院を開始した日が保険期間の始期以後
の責任開始日前であり、診断確定日が責任開始日以後の場合には、
第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合＞
の規定は適用しません。 

 (7) 第１回から第４回の診断給付年金の支払限度は、保険期間を通じ
それぞれ１回とします。 

 (8) 診断給付金が支払われた場合で、第４回の診断給付年金が支払わ
れる前に保険期間が満了したときには、診断給付年金の支払につい
ては保険期間は満了していないものとみなして第５号の規定を適用
します。 

 (9) 第19条＜個人契約と家族契約の相互の変更＞の規定にかかわらず、
個人契約と家族契約の相互の変更は取り扱いません。 

 (10)第43条＜特別条件特則＞第２項および第３項第１号ならびに第49
条＜法人契約特則＞第２項第１号中、「第７条＜給付金等の支払＞
第１項」とあるのを「第７条＜給付金等の支払＞第１項および第52
条＜診断給付年金支払特則＞第３項第５号」と読み替えます。 

 (11)本特則のみの解約はできません。 

第53条＜保険金等の請求の際の必要書類に関する特則＞ 
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  官公署、会社、工場、組合等の団体（団体の代表者を含みます。以
下、「団体」といいます。）を保険契約者および死亡保険金受取人と
し、その団体から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とする保険
契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金等の全部
またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔
慰金等（以下、「死亡退職金等」といいます。）として死亡退職金等
の受給者に支払うときは、保険金等の請求の際、第１号または第２号
のいずれかの書類および第３号の書類の提出も必要とします。ただし、
これらの者が２人以上であるときは、そのうち１人からの提出で足り
るものとします。 

 (1) 死亡退職金等の受給者の請求内容確認書 
 (2) 死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書

類 
 (3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類 

第54条＜上皮内新生物特約〔2000〕が付加されている場合の特則＞ 
  この保険契約に上皮内新生物特約〔2000〕が付加されている場合に
は、つぎのとおりとします。 

 (1) 同一の被保険者が、上皮内新生物特約〔2000〕の特約入院給付金
が支払われる日に通院給付金の支払事由に該当する通院をした場合
には、第７条＜給付金等の支払＞第１項の規定にかかわらず、通院
給付金は支払いません。 

 (2) 第７条＜給付金等の支払＞第16項を、つぎのとおり読み替えます。 

16 同一の被保険者についての通院給付金を支払う日数の限度は、
つぎのとおりとします。 

 (1) １回の退院のその通院については、30日をもって限度とし
ます。 

 (2) 保険期間を通じ、通院給付金および上皮内新生物特約〔2000〕
の特約通院給付金を支払う日数を通算して700日をもって限度
とします。 

 (3) 前号の規定にかかわらず、この保険契約に第51条＜通院給付金支
払拡充特則＞の規定による通院給付金支払拡充特則が付加されてい
る場合には、第７条＜給付金等の支払＞第16項を、つぎのとおり読
み替えます。 

16 同一の被保険者についての通院給付金を支払う日数の限度は、
つぎのとおりとします。 

 (1) １回の退院のその通院については、60日をもって限度とし
ます。 

 (2) 保険期間を通じ、通院給付金および上皮内新生物特約〔2000〕
の特約通院給付金を支払う日数を通算して700日をもって限度
とします。 

第55条＜定期特約〔がん保険〕等を付加する場合の特則＞ 
  この保険契約に特約の被保険者の型が本人型または配偶者型の定期
特約〔がん保険〕、終身特約〔がん保険〕、災害死亡割増特約〔がん
保険〕、重大疾病治療特約、新災害特約〔がん保険〕および傷害特約
〔がん保険〕の全部または一部（新災害特約〔がん保険〕および傷害
特約〔がん保険〕については、災害死亡保険金が指定されている場合
に限ります。以下、本条において「定期特約〔がん保険〕等」といい
ます。）を付加する場合で、第６条＜給付の種類、給付金等および給
付金額等の指定＞第２項において死亡保険金および死亡払戻金を指定
しないことによりこの保険契約の死亡保険金受取人の指定がないとき
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には、つぎのとおりとします。 
 (1) 特約の被保険者の型が本人型の定期特約〔がん保険〕等を付加す

る場合 
保険契約者は、定期特約〔がん保険〕等を付加する際に、第１被保
険者の死亡保険金受取人を指定してください。 

 (2) 特約の被保険者の型が配偶者型の定期特約〔がん保険〕等を付加
する場合 
保険契約者は、定期特約〔がん保険〕等を付加する際に、第２被保
険者のうちの配偶者の死亡保険金受取人を指定してください。 

 (3) 前２号の指定をする際は、当該被保険者の同意を要します。 

第56条＜その他＞ 
  この約款で使用している用語の意義は下記の通りです。 
 (1) 治療を直接の目的とする入院 

「治療を直接の目的とする入院」とは、治療のための入院をいい、
例えば、美容上の処置、治療処置を伴わない検査、リハビリテーシ
ョンなどのための入院は該当しません。 

 (2) がんの治療を直接の目的とする入院 
「がんの治療を直接の目的とする入院」には、厚生労働大臣の定め
る施設基準（平成30年3月5日厚生労働省告示第44号）に適合してい
るものとして都道府県知事に届出が行われた緩和ケア病棟（緩和ケ
ア病棟と同等の施設を含みます。）における入院を含みます。 

 (3) 治療を直接の目的とする通院 
「治療を直接の目的とする通院」には、治療処置を伴わない薬剤・
治療材料の購入、受取のみの通院は該当しません。 
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上皮内新生物特約〔2000〕 

（2018年４月２日制定） 

＜この特約の趣旨＞ 
この特約は、がん保険〔2000〕に付加することによって、この特約の

被保険者が上皮内新生物と診断確定された場合に特約診断給付金を、上
皮内新生物の治療を受けることを直接の目的として入院をした場合に特
約入院給付金を、所定の入院の後に生存して退院した場合に特約在宅療
養給付金を、その後上皮内新生物の治療を受けることを直接の目的とし
て通院をした場合に特約通院給付金を支払うことを主な内容とするもの
です。 

第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞ 
１ この特約は、保険契約者と会社との間でがん保険〔2000〕（以下、
「主契約」といいます。）を締結する際に、保険契約者が会社に申し
出て、会社が承諾することにより、会社の定める範囲で主契約に付加
して締結します。 

２ この特約の保険期間の始期は、会社がこの特約の第１回保険料（第
１回保険料相当額を含みます。）を受け取った時か、この特約の被保
険者に関する告知の時のいずれか遅い時とします。 

３ この特約の契約日は、主契約の契約日と同一とします。 

第２条＜特約の被保険者の型および被保険者の範囲＞ 
  保険契約者は、この特約の締結の際、つぎのいずれかのこの特約の
被保険者の型を指定してください。ただし、配偶者型を指定する場合
は、主契約が家族契約であることを要します。また、子型を指定する
場合は、主契約が家族契約であるかまたは主契約に子供特約〔2000〕
が付加されていることを要します。 

被保険者の型 この特約の被保険者の範囲 

(1)本人型 主契約の第１被保険者 

(2)配偶者型 主契約の第１被保険者と同一戸籍にその配偶者と
して記載されている者（主契約の第１被保険者の死
亡時に、主契約の第１被保険者と同一戸籍にその配
偶者として記載されていた者で、この特約の締結時
まで新たに婚姻をしていない者を含みます。） 

(3)子型 主契約の第１被保険者と同一戸籍にその子として記
載されている満23歳未満の者（主契約の第１被保険
者の死亡時に、主契約の第１被保険者と同一戸籍に
その子として記載されていた者で、この特約の締結
時まで婚姻をしていない満23歳未満の者を含みま
す。以下、「子」といいます。）ただし、会社が告
知書にもとづく選択上、引き受けられないと認めた
子があった場合には、保険契約者の同意を得て、こ
の特約の被保険者からその子を除きます。 

第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞ 
１ この特約の被保険者の型が配偶者型の場合で、この特約の締結後、
この特約の被保険者が主契約の第１被保険者と同一戸籍でなくなった
ときには、その時からこの特約の被保険者としての資格を失います。
ただし、主契約の第１被保険者の死亡による場合を除きます。 



― 97 ―

特
約

上
上
上
上
上
上
上
がが
が
が
が
が
が

２ この特約の被保険者の型が子型の場合、つぎの各号のとおりとしま
す。 

 (1) この特約の締結時に前条第３号に該当している者は、この特約の
締結時からこの特約の被保険者の資格を得るものとします。 

 (2) この特約の締結後に前条第３号に該当することになった者がある
場合には、保険契約者は、必要書類（別表１）を会社に提出してく
ださい。会社が承諾した場合には、必要書類を提出した時からこの
特約の被保険者の資格を得るものとします。 

 (3) この特約の締結後に新たに出生した子については、前号の規定に
かかわらず、出生日から自動的にこの特約の被保険者の資格を得る
ものとします。 

 (4) この特約の締結後につぎのいずれかに該当したときは、該当した
時から当該被保険者はこの特約の被保険者としての資格を失います。 

  ① 主契約の第１被保険者と同一戸籍でなくなったとき。ただし、
主契約の第１被保険者の死亡による場合を除きます。 

  ② 満23歳になったとき 

第４条＜特約の責任開始＞ 
１ この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて３か月を
経過した日の翌日をこの特約の責任開始日（以下、「責任開始日」と
いいます。）とし、会社は、その日からこの特約上の責任を負います。
ただし、この特約の保険料の払込免除については、会社は、この特約
の保険期間の始期からこの特約上の責任を負います。 

２ 前項の規定にかかわらず、この特約の締結後にこの特約の被保険者
の資格を得た者については、つぎのとおりとします。 

 (1) この特約の締結後に新たに出生した子については、出生日か、前
項に定める責任開始日のいずれか遅い日を当該被保険者の責任開始
日とし、会社は、その日からこの特約上の責任を負います。ただし、
この特約の保険料の払込免除については、会社は、出生した時か、
この特約の保険期間の始期のいずれか遅い時からこの特約上の責任
を負います。 

 (2) 前号の場合を除き、この特約の締結後にこの特約の被保険者の資
格を得た者については、この特約の被保険者の資格を得た日からそ
の日を含めて３か月を経過した日の翌日か、前項に定める責任開始
日のいずれか遅い日を当該被保険者の責任開始日とし、会社は、そ
の日からこの特約上の責任を負います。ただし、この特約の保険料
の払込免除については、会社は、この特約の被保険者の資格を得た
時か、この特約の保険期間の始期のいずれか遅い時からこの特約上
の責任を負います。 

第５条＜特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込＞ 
１ この特約の保険期間は、会社所定の範囲で定めます。 
２ この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間および主契約の
保険料払込期間を限度とし、会社所定の範囲で定めます。 

３ この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとし、
主契約の保険料が前納のときは、この特約の保険料も前納とします。 

４ 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない
場合には、この特約は、その未払込保険料の払込期月に属する契約応
当日から将来に向って解約されたものとします。 

５ 年払契約または半年払契約において、この特約が消滅した場合また
はこの特約の保険料の払込を要しなくなった場合、その払込期月に対
応するものとして払い込まれたこの特約の保険料（保険料の払込免除
事由に該当した後に、払い込まれたものとして取り扱われる保険料を
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除きます。）については、会社は、会社の定めるところにより未経過
期間（１か月未満の端数は切り捨てます。）に対応した保険料相当額
を保険契約者（保険金等を支払うときは、保険金等とともにその保険
金等の受取人）に支払います。ただし、月払契約の場合は支払いませ
ん。 

６ 前項の場合、支払う金額の支払時期および支払場所については、主
契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の保険金等の
支払時期および支払場所の規定を準用します。 

第６条＜上皮内新生物の定義および診断確定＞ 
１ この特約において「上皮内新生物」とは、別表28に定める上皮内新
生物をいいます。 

２ 上皮内新生物の診断確定は、日本の医師の資格を持つ者（日本の医
師の資格を持つ者と同等の日本国外の医師を含みます。）によって、
病理組織学的所見（生検を含みます。）によりなされたものでなけれ
ばなりません。 

第７条＜特約の給付の種類、特約給付金、診断給付割合の指定＞ 
１ この特約の給付の種類は、つぎのとおりとします。 
 (1) 特約診断給付金 
 (2) 特約入院給付金 
 (3) 特約在宅療養給付金 
 (4) 特約通院給付金 
  （以下、「特約診断給付金」、「特約入院給付金」、「特約在宅療

養給付金」、「特約通院給付金」を総称して「特約給付金」といい
ます。） 

２ この特約において支払う特約給付金は、主契約において指定された
給付金により、つぎのとおり指定されるものとします。 

 (1) 主契約において診断給付金が指定されている場合 
  特約診断給付金 
 (2) 主契約において入院給付金が指定されている場合 
  特約入院給付金 
 (3) 主契約において在宅療養給付金が指定されている場合 
  特約在宅療養給付金 
 (4) 主契約において通院給付金が指定されている場合 
  特約通院給付金 
３ 第８条＜特約給付金の支払＞の規定にかかわらず、前項において指
定されなかった特約給付金の支払はありません。 

４ 保険契約者は、この特約の締結の際、診断給付割合を、会社所定の
範囲内で指定してください。 

５ 前項において指定された診断給付割合は、変更することができませ
ん。 

第８条＜特約給付金の支払＞ 
１ 特約給付金の支払は、つぎのとおりとします。 
 (1) 特約診断給付金 

特約給付金を支払
う場合（以下、「支
払事由」といいま
す。） 

この特約の被保険者が、責任開始日以後のこの
特約の保険期間中に上皮内新生物と診断確定さ
れたとき 

支払額 第２項に定める金額 

受取人 支払事由に該当したこの特約の被保険者 
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 (2) 特約入院給付金 

支払事由 この特約の被保険者が、この特約の保険期間中につ
ぎのすべてを満たす入院をしたとき 
①責任開始日以後に診断確定された上皮内新生物
の治療を直接の目的とする入院 

②別表21-1に定める病院または診療所における別表
22-1に定める入院 

支払額 ①この特約の被保険者の型が本人型の場合： 
「主契約の入院給付金日額（入院中に主契約の入
院給付金日額の減額があった場合には、各日現在
の主契約の入院給付金日額とします。以下、本号
において同じ。）」×「入院日数（上皮内新生物
の治療を直接の目的とした入院日数とします。以
下、本項において同じ。）」 

②この特約の被保険者の型が配偶者型または子型の
場合： 
「主契約の入院給付金日額に主契約の家族給付
割合を乗じて得た金額」×「入院日数」 

受取人 支払事由に該当したこの特約の被保険者 

 
 (3) 特約在宅療養給付金 

支払事由 この特約の被保険者が、この特約の保険期間中につ
ぎのすべてを満たす入院をした後、生存して退院し
たとき 
①特約入院給付金が支払われる入院 
②上記①の入院日数が継続して20日以上の入院 

支払額 ①この特約の被保険者の型が本人型の場合： 
１回の退院につき、主契約の在宅療養給付金額
（退院した日現在の主契約の在宅療養給付金額
とします。以下、本号において同じ。） 

②この特約の被保険者の型が配偶者型または子型の
場合： 
１回の退院につき、主契約の在宅療養給付金額に
主契約の家族給付割合を乗じて得た金額 

受取人 支払事由に該当したこの特約の被保険者 

 
 (4) 特約通院給付金 

支払事由 この特約の被保険者が、この特約の保険期間中につ
ぎのすべてに該当したとき 
①つぎの(ｱ)および(ｲ)のすべてを満たす入院をして
いること 

(ｱ)特約入院給付金が支払われる入院 
(ｲ)上記(ｱ)の入院日数が継続して５日以上の入院 
②つぎの(ｱ)から(ｴ)のすべてを満たす通院をしてい
ること 

(ｱ)上記①の入院の直接の原因となった上皮内新生
物の治療を直接の目的とする通院 

(ｲ)上記①の入院の退院日の翌日以後180日以内の
期間（以下、「特約通院期間」といいます。）
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に行われた通院 
(ｳ)別表21-1に定める病院または診療所（ただし、

患者を収容する施設を有しない診療所を含みま
す。）への通院 

(ｴ)別表23-1に定める通院 

支払額 ①この特約の被保険者の型が本人型の場合： 
通院１日あたり、主契約の通院給付金日額（特約
通院期間中に主契約の通院給付金日額の減額が
あった場合には、各日現在の主契約の通院給付金
日額とします。以下、本号において同じ。） 

②この特約の被保険者の型が配偶者型または子型の
場合： 
通院１日あたり、主契約の通院給付金日額に主契
約の家族給付割合を乗じて得た金額 

受取人 支払事由に該当したこの特約の被保険者 

 
２ 特約診断給付金の支払額は、つぎのとおりとします。 

 支払額 

主契約の倍額保障満了年齢に達
した後に到来する最初の主契約の
年単位の契約応当日（主契約の倍
額保障満了年齢に達した日と主
契約の年単位の契約応当日が一
致する場合は、その応当日）の前
日までに特約診断給付金の支払
事由に該当したとき 

①この特約の被保険者の型が本
人型の場合： 
主契約の基準診断給付金額の
２倍に診断給付割合を乗じて得
た金額 

②この特約の被保険者の型が配
偶者型または子型の場合： 
「主契約の基準診断給付金額の
２倍に診断給付割合を乗じて得
た金額」に主契約の家族給付割
合を乗じて得た金額 

主契約の倍額保障満了年齢に達
した後に到来する最初の主契約の
年単位の契約応当日（主契約の倍
額保障満了年齢に達した日と主
契約の年単位の契約応当日が一
致する場合は、その応当日）以後
に特約診断給付金の支払事由に
該当したとき 

①この特約の被保険者の型が本
人型の場合： 
主契約の基準診断給付金額に
診断給付割合を乗じて得た金
額 

②この特約の被保険者の型が配
偶者型または子型の場合： 
「主契約の基準診断給付金額
に診断給付割合を乗じて得た金
額」に主契約の家族給付割合を
乗じて得た金額 

 
３ 特約給付金が支払われる前に支払事由に該当したこの特約の被保険
者が死亡したときは、つぎのとおりとします。 

 (1) この特約の被保険者の型が本人型の場合 
  主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人がこの特約の被保険者の

死亡時の法定相続人である場合は、会社は、未払の特約給付金を、
主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人に支払います。ただし、
主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人が２人以上である場合を
除きます。 

 (2) この特約の被保険者の型が配偶者型の場合 
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  主契約の第２被保険者のうちの配偶者の死亡保険金受取人がこの特
約の被保険者の死亡時の法定相続人である場合は、会社は、未払の
特約給付金を、主契約の第２被保険者のうちの配偶者の死亡保険金
受取人に支払います。ただし、主契約の第２被保険者のうちの配偶
者の死亡保険金受取人が２人以上である場合を除きます。 

 (3) この特約の被保険者の型が子型の場合 
  会社は、未払の特約給付金を、主契約の第１被保険者に支払います。

ただし、主契約の第１被保険者がすでに死亡している場合を除きま
す。 

４ この特約の同一の被保険者について、特約診断給付金の支払は、こ
の特約の保険期間を通じ１回のみとします。 

５ この特約の同一の被保険者が、上皮内新生物以外の事由によって入
院をし、その入院中に上皮内新生物と診断確定された場合には、上皮
内新生物の治療を開始したと会社が認めた日から、上皮内新生物の治
療を直接の目的とする入院を開始したものとみなして取り扱います。 

６ この特約の同一の被保険者が、転入院または再入院をした場合で、
その転入院または再入院につき、前入院から継続して入院していたと
みなすべき事情があると会社が認めたときには、前入院から継続して
いたものとみなして取り扱います。 

７ この特約の同一の被保険者が、主契約の入院給付金が支払われる日
に特約入院給付金の支払事由に該当する入院をした場合には、第１項
の規定にかかわらず、特約入院給付金は支払いません。 

８ この特約の被保険者が、特約入院給付金の支払事由に該当する入院
をし、その入院中につぎの各号のいずれかの事由が発生したときは、
その事由が生じた時を含んで継続している当該被保険者の入院は、こ
の特約の有効中の入院とみなして取り扱います。 

 (1) この特約の保険期間が満了したとき 
 (2) 第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞第１項または第２項第４

号の規定により、この特約の被保険者としての資格を失ったとき 
 (3) 第18条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて

いたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞第１項第１号
の規定により、この特約が消滅したとき 

９ この特約の同一の被保険者が、特約入院給付金の支払事由に該当し
た入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に入院を開始した
場合には、第１項の規定にかかわらず、その入院の退院については、
特約在宅療養給付金は支払いません。 

10 この特約の同一の被保険者が、第１項第３号に定める入院をした後、
生存して退院した場合でも、その入院の退院につき主契約の在宅療養
給付金が支払われるときは、その入院の退院については、第１項の規
定にかかわらず、特約在宅療養給付金は支払いません。 

11 この特約の被保険者が、第１項第３号に定める入院をし、その入院
中につぎの各号のいずれかの事由が発生したときは、その事由が生じ
た時を含んで継続している入院のその退院については、この特約の有
効中の退院とみなして取り扱います。 

 (1) この特約の保険期間が満了したとき 
 (2) 第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞第１項または第２項第４

号の規定により、この特約の被保険者としての資格を失ったとき 
 (3) 第18条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて

いたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞第１項第１号
の規定により、この特約が消滅したとき 

12 この特約の同一の被保険者が、つぎの各号のいずれかに該当した場
合には、特約通院給付金は重複して支払いません。 

 (1) 同一の日に２回以上通院をしたとき 
 (2) ２以上の事由の治療を目的とした１回の通院をしたとき 
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13 この特約の同一の被保険者が、つぎの各号のいずれかに該当する日
に特約通院給付金の支払事由に該当する通院をした場合には、第１項
の規定にかかわらず、特約通院給付金は支払いません。 

 (1) 特約入院給付金が支払われる日 
 (2) 主契約の入院給付金が支払われる日 
 (3) 主契約の通院給付金が支払われる日 
14 この特約の同一の被保険者が、特約通院期間中に特約入院給付金が
支払われる入院をすることにより、新たに特約通院期間が定められる
場合には、第１項第４号の規定にかかわらず、すでに定められた特約
通院期間は、その入院を開始した日の前日に終了したものとします。 

15 この特約の被保険者が、つぎの各号のいずれかの事由が生じた時を
含んで継続している特約通院期間中に通院したときは、その当該被保
険者の通院を、この特約の有効中の通院とみなして取り扱います。 

 (1) この特約の保険期間が満了したとき 
 (2) 第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞第１項または第２項第４

号の規定により、この特約の被保険者としての資格を失ったとき 
 (3) 第18条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて

いたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞第１項第１号
の規定により、この特約が消滅したとき 

16 この特約の同一の被保険者についての特約通院給付金を支払う日数
の限度は、つぎのとおりとします。 

 (1) １回の退院のその通院については、30日をもって限度とします。 
 (2) この特約の保険期間を通じ、特約通院給付金および主契約の通院

給付金を支払う日数を通算して700日をもって限度とします。 
17 特約給付金の受取人は第29条＜主契約に給付金受取人指定特則が付
加されている場合の特則＞、第30条＜主契約に法人契約特則が付加さ
れている場合の特則＞および第31条＜主契約に子供特約〔2000〕が付
加されている場合で、特約の被保険者の型が子型のときの特則＞第９
号を除き、支払事由に該当したこの特約の被保険者以外の者に変更す
ることはできません。 

第９条＜特約の保険料の払込免除＞ 
１ この特約の被保険者の型が子型の場合で、この特約の保険期間の始
期以後のこの特約の保険料払込期間中につぎの各号のすべてに該当し
たときには、この特約は当初定めたこの特約の保険期間の満了する日
まで有効に継続し、会社は、次の払込期月（払込期月の初日から契約
応当日の前日までに該当したときは、その払込期月）以後のこの特約
の保険料の払込を免除します。 

 (1) 主契約の第１被保険者が死亡していること 
 (2) 子が生存していること 
２ 前項の規定によりこの特約の保険料の払込を免除した場合には、つ
ぎのとおりとします。 

 (1) この特約の契約内容の変更に関する規定は適用しません。 
 (2) 払込を免除したこの特約の保険料は、払込期月の契約応当日ごと

に払込があったものとして取り扱います。 

第10条＜特約給付金または保険料の払込免除の請求、支払時期お
よび支払場所＞ 
  この特約の特約給付金または保険料の払込免除の請求、支払時期お
よび支払場所については、主約款の規定を準用します。 

第11条＜特約の失効＞ 
  主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
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この場合には、保険契約者は、この特約の解約払戻金があるときは、
これを請求することができます。 

第12条＜特約の復活＞ 
１ 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約につい
ても同時に復活の請求があったものとします。 

２ 会社が、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したと
きは、この特約の延滞保険料を受け取った時か、この特約の復活の際
のこの特約の被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から、会社
は、この特約の保険料の払込免除についてこの特約上の責任を負い、
その時の属する日をこの特約の復活日とします。この場合、責任開始
日はつぎのとおりとし、会社は、その日から、特約給付金の支払につ
いてこの特約上の責任を負います。 

 (1) この特約の復活日がこの特約の保険期間の始期の属する日からそ
の日を含めて３か月以内の場合 

  第４条＜特約の責任開始＞に定める責任開始日 
 (2) この特約の復活日がこの特約の保険期間の始期の属する日からそ

の日を含めて３か月をこえている場合 
  この特約の復活日 
３ 前項のほか、主約款の復活に関する規定を準用してこの特約の復活
を取り扱います。 

第13条＜特約の保険期間、保険料払込期間の変更＞ 
１ 保険契約者は、主契約の保険期間の変更、主契約の保険料払込期間
の変更の際、会社の承諾を得て、会社の定める範囲でこの特約の保険
期間、この特約の保険料払込期間を変更することができます。 

２ 主契約の保険期間が短縮され、この特約の保険期間が主契約の保険
期間をこえるときは、会社の定める範囲で、この特約の保険期間を短
縮するものとし、また、この特約の保険料払込期間をあわせて短縮す
ることがあります。 

３ 主契約の保険料払込期間が短縮され、この特約の保険料払込期間が
主契約の保険料払込期間をこえるときは、会社の定める範囲で、この
特約の保険料払込期間を短縮するものとし、また、この特約の保険期
間をあわせて短縮することがあります。 

４ 前３項の場合、会社は、主約款の保険期間の変更の規定、主約款の
保険料払込期間の変更の規定を準用して、この特約の保険期間の変更、
この特約の保険料払込期間の変更を取り扱います。 

第14条＜告知義務および告知義務違反による解除＞ 
  この特約の締結、復活または被保険者資格の申込に際し、この特約
の被保険者に関する告知義務、告知義務違反による解除およびこの特
約を解除できない場合については、主約款の告知義務、告知義務違反
による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。
この場合、主約款中「保険契約者」とあるのを「保険契約者または主
契約の第１被保険者」と読み替えます。 

第15条＜重大事由による解除＞ 
  この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由によ
る解除の規定を準用します。 

第16条＜特約の解約＞ 
１ 保険契約者は、将来に向ってこの特約を解約し、この特約の解約払
戻金を請求することができます。 
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２ 保険契約者が、本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会
社に提出してください。 

第17条＜特約の消滅＞ 
１ この特約の被保険者の型が本人型の場合、つぎの各号のいずれかに
該当したときは、この特約も同時に消滅します。 

 (1) この特約の被保険者が死亡したとき 
 (2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 
２ この特約の被保険者の型が配偶者型の場合、つぎの各号のいずれか
に該当したときは、この特約も同時に消滅します。 

 (1) この特約の被保険者が死亡したとき 
 (2) 第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞第１項の規定に該当した

とき 
 (3) 主契約が家族契約から個人契約に変更されたとき 
 (4) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 
３ この特約の被保険者の型が子型の場合、つぎの各号のいずれかに該
当したときは、この特約も同時に消滅します。 

 (1) 主契約に付加されている子供特約〔2000〕が解約その他の事由に
よって消滅したとき。ただし、主契約が個人契約から家族契約に変
更されたことにより子供特約〔2000〕が消滅した場合を除きます。 

 (2) 主契約が家族契約から個人契約に変更されたとき。ただし、変更
後の主契約に子供特約〔2000〕が付加されている場合を除きます。 

 (3) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。ただし、第９
条＜特約の保険料の払込免除＞の規定により、この特約の保険料の
払込が免除される場合を除きます。 

４ 前３項の規定によりこの特約が消滅した場合には、会社は、この特
約の解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。ただ
し、第１項第１号または第２項第１号の場合を除きます。 

５ この特約の被保険者の型が子型の場合、この特約のすべての被保険
者が第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞第２項第４号の規定に該
当したときは、保険契約者は、この特約の解約を請求することができ
ます。請求がないときは、この特約は継続しているものとします。 

第18条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて
いたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞ 
１ 主約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されてい
た場合＞の規定により主契約が無効とされた場合には、つぎのとおり
とします。 

 (1) この特約は同時に消滅し、消滅時までは効力があったものとしま
す。この場合、会社は、この特約の解約払戻金があるときは、これ
を保険契約者に支払います。 

 (2) 前号の規定にかかわらず、主契約が無効とされた時がこの特約の
責任開始日の前日以前の場合には、会社は、この特約を無効とし、
すでに払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払い戻します。 

 (3) 第９条＜特約の保険料の払込免除＞の規定は適用しません。 
２ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合に
は、本条の規定は適用しません。 

 (1) 告知義務違反による解除または重大事由による解除の規定により
この特約が解除されるとき 

 (2) 主約款の詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効の規定
の準用によりこの特約が取消しまたは無効とされるとき 

第19条＜特約の解約払戻金＞ 
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１ この特約の解約払戻金は、経過年月数（保険料払込期間中の保険契
約において、経過年月数が払込年月数を超える場合は、払込年月数）
により計算します。 

２ この特約の被保険者の型が子型の場合で、この特約の保険期間とこ
の特約の保険料払込期間が同一のときには、前項の規定にかかわらず、
この特約の解約払戻金はありません。 

第20条＜特約の契約者配当＞ 
  この特約に対しては、契約者配当はありません。 

第21条＜特約の更新＞ 
１ 主契約およびこの特約の保険期間が満了し主契約が更新された場合
またはこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の
日の前にある場合で、あらかじめ保険契約者から別段の申出がないと
きには、保険契約者がこの特約の保険期間満了の日の２か月前までに
この特約を更新しない旨を会社に通知しない限り、この特約（この特
約の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限りま
す。）は、この特約の保険期間満了の日の翌日に更新されるものとし、
この日を更新日とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合に
は、この特約は更新されないものとします。 

 (1) 更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日におけるこの特約の
被保険者の年齢（この特約の被保険者の型が子型の場合は、主契約
の第１被保険者の年齢とします。）が会社の定める範囲をこえると
き 

 (2) 更新後のこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間
満了の日をこえるとき 

 (3) 第９条＜特約の保険料の払込免除＞の規定により、この特約の保
険料の払込が免除されているとき 

 (4) この特約の保険期間が歳満期で定めてあるとき。ただし、この特
約の保険期間とこの特約の保険料払込期間が同一の場合を除きます。 

 (5) 主契約に保険料一時払特則が付加されているとき 
 (6) この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていない

とき 
３ 更新後のこの特約の保険期間（更新前のこの特約の保険期間が歳満
期で定めてある場合には、更新後のこの特約の保険期間およびこの特
約の保険料払込期間）は、つぎのとおりとします。 

 (1) 更新前のこの特約の保険期間が年満期で定めてある場合 
  更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同

一の年数とします。ただし、前項第１号または第２号に該当する場
合には、会社の定める範囲でこの特約の保険期間を短縮してこの特
約を更新します。 

 (2) 更新前のこの特約の保険期間が歳満期で定めてある場合 
  更新後のこの特約の保険期間は、会社所定の範囲で定めるものとし

ます。また、更新後のこの特約の保険料払込期間は、更新後のこの
特約の保険期間を限度とし、会社所定の範囲で定めるものとします。 

４ 前項第１号のほか、この特約は、会社の定める範囲で、この特約の
保険期間を変更して更新することがあります。 

５ 更新後のこの特約の保険料は、更新日におけるこの特約の被保険者
の年齢（この特約の被保険者の型が子型の場合は、主契約の第１被保
険者の年齢とします。）によって計算します。 

６ 更新するこの特約の第１回保険料は、更新日の属する月を払込期月
とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合に
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は、主約款の保険料の払込、保険料払込の猶予期間および保険契約の
失効、ならびに猶予期間中に保険事故が発生した場合の規定を準用し
ます。 

７ 前項の保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれなかったときは、
この特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前のこの特約の
保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。 

８ 第４条＜特約の責任開始＞、第８条＜特約給付金の支払＞、第14条
＜告知義務および告知義務違反による解除＞および第24条＜特別条件
特則＞の規定の適用に際しては、更新前のこの特約の保険期間と更新
後のこの特約の保険期間とは継続されたものとして取り扱います。 

９ 更新後のこの特約には、更新日現在の特約条項および保険料率が適
用されます。 

10 この特約が更新された場合は、第19条＜特約の解約払戻金＞第１項
を「この特約の解約払戻金は、更新（更新が２回以上行われた場合は
最後の更新）後の経過年月数（保険料払込期間中の保険契約において、
経過年月数が払込年月数を超える場合は、払込年月数）により計算し
ます。」と読み替えます。 

11 本条の規定によりこの特約を更新した場合には、保険証券は発行せ
ず、旧保険証券と更新通知書をもって新保険証券に代えます。 

12 第２項第６号の規定によりこの特約が更新されず、かつ、第２項第
１号から第５号のいずれの規定にも該当しないときは、保険契約者か
ら特に申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定めるこの特約
と同種類の特約を更新時に締結します。この場合、第８項の規定を準
用し、この特約の保険期間と更新時に締結する他の特約の保険期間と
は継続されたものとして取り扱います。 

第22条＜管轄裁判所＞ 
  特約給付金またはこの特約の保険料の払込免除の請求に関する訴訟
については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。 

第23条＜主約款の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないもの
を除き、主約款の規定を準用します。 

第24条＜特別条件特則＞ 
１ 本特則は、この特約の締結または復活の際に、つぎのいずれかの方
法でこの特約に付加して締結します。ただし、この特約の被保険者の
型が本人型の場合に限ります。 

 (1) 特定部位不担保法 
 (2) 給付金削減支払法 
２ 前項第１号に定める特定部位不担保法で本特則を付加した場合には、
つぎのとおりとします。 

 別表25に定める特定部位のうち、会社が指定した特定部位に生じた上
皮内新生物により特約給付金の支払事由が生じたときは、第８条＜特
約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、会社は、特約給付金を
支払いません。 

３ 第１項第２号に定める給付金削減支払法で本特則を付加した場合に
は、つぎのとおりとします。 

 (1) この特約の契約日からその日を含めて会社の定める給付金削減期
間を経過する日（以下、「給付金削減期間満了日」といいます。）
までに各特約給付金の支払事由が生じたとき（特約入院給付金につ
いては、特約入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したとき
とします。以下、本号において同じ。）は、第８条＜特約給付金の
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支払＞第１項の規定にかかわらず、会社は、第８条＜特約給付金の
支払＞第１項に定める各特約給付金の支払額に、つぎの表に定める
乗率（各特約給付金の支払事由が生じたときの属する保険年度およ
び給付金削減期間によるものとします。この場合、保険年度は、こ
の特約の契約日からその直後に到来するこの特約の年単位の契約応
当日の前日までを第１保険年度とし、以後、この特約の年単位の契
約応当日ごとに１年を加えて計算するものとします。）を乗じて得
た金額を支払います。 

給 付 金
削 減 期
間 

第１保険
年度 

第２保険
年度 

第３保険
年度 

第４保険
年度 

第５保険
年度 

１年 0.50 － － － － 

２年 0.30 0.60 － － － 

３年 0.25 0.50 0.75 － － 

４年 0.20 0.40 0.60 0.80 － 

５年 0.15 0.30 0.45 0.60 0.80 

 
 (2) 本特則は、給付金削減期間満了日の翌日から効力を失います。 
４ 本特則のみの解約はできません。 

第25条＜中途付加する場合の特則＞ 
１ 第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞第１項の規定にかかわ
らず、主契約の締結後、保険契約者は被保険者の同意および会社の承
諾を得て、会社の定める範囲でこの特約を主契約に付加して締結する
ことができます。この場合、つぎのとおりとします。 

 (1) 保険契約者は、この特約の第１回保険料（第１回保険料相当額を
含みます。以下同じ。）を充当する期間の初日（以下、第１条＜特
約の締結および保険期間の始期＞第３項の規定にかかわらず、「こ
の特約の契約日」といいます。）を、会社の定める範囲内で、つぎ
のとおり定めるものとします。 

  ① 月払契約の場合 
   主契約の月単位の契約応当日（契約応当日のない月については、

その月の末日を契約応当日とします。本特約条項を通じて同じ。） 
  ② 半年払契約の場合 
   主契約の半年単位の契約応当日 
  ③ 年払契約の場合 
   主契約の年単位の契約応当日 
 (2) この特約の第１回保険料は、主契約の払込期月中に主契約の払込

方法（経路）にしたがい、主契約の保険料と同時に払い込んでくだ
さい。 

 (3) この特約の第１回保険料の払込については、同時に払い込む主契
約の保険料と同じ猶予期間があります。 

 (4) 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この特約の中途付
加はなかったものとします。この場合、猶予期間中に保険事故が発
生しても主約款の規定は準用しません。 

２ この特約を主契約に付加した場合には、つぎのとおりとします。 
 (1) 第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞第２項の規定にかか

わらず、会社は、この特約の第１回保険料を受け取った時か前項に
定めるこの特約の契約日（保険料口座振替特約または保険料クレジ
ットカード支払特約により変更された内容を含みます。）のいずれ
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か早い時をこの特約の保険期間の始期とします。 
 (2) 前号に定めるこの特約の保険期間の始期の属する日からこの特約

の契約日の前日までの間にこの特約の保険料の払込の免除事由が生
じたときは、前項第１号の規定（保険料口座振替特約または保険料
クレジットカード支払特約により変更された内容を含みます。）に
かかわらず、この特約の保険期間の始期の属する日の直前の主契約
の月単位の契約応当日をこの特約の契約日とし、この特約の保険期
間およびこの特約の保険料払込期間は、その日を基準として再計算
し、この特約の保険料に過不足があれば精算します。この場合、こ
の特約の保険期間の始期の変更はありません。 

 (3) この特約の保険料は、つぎのとおりとします。 
  ① 主契約の保険期間が終身で定めてあるとき 
   この特約の契約日におけるこの特約の被保険者の満年齢（この特

約の被保険者の型が子型の場合は、主契約の第１被保険者の満年
齢とします。）により計算します。 

  ② 主契約の保険期間が終身以外で定めてあるとき 
   この特約の契約日直前の主契約の年単位の契約応当日（この特約

の契約日と主契約の年単位の契約応当日が一致する場合はその応
当日）におけるこの特約の被保険者の満年齢（この特約の被保険
者の型が子型の場合は、主契約の第１被保険者の満年齢とします。）
により計算します。 

 (4) 前号②の場合、この特約の第１回保険料については、会社の定め
た方法で計算した金額の払込を要することがあります。 

 (5) 第19条＜特約の解約払戻金＞第１項を、つぎのとおり読み替えま
す。 

１ この特約の解約払戻金は、経過年月数（保険料払込期間中の
保険契約において、経過年月数が払込年月数を超える場合は、
払込年月数）により計算します。ただし、主契約の保険期間が
終身以外で定めてあるときは、この特約の契約日と主契約の年
単位の契約応当日が一致する場合を除き、この特約の契約日直
前の主契約の年単位の契約応当日からこの特約の契約日までの
月数を加算して計算します。 

 (6) 前条第１項第２号に定める給付金削減支払法で特別条件特則を付
加した場合で、主契約の保険期間が終身以外で定めてあるときには、
前条第３項第１号中、「この場合、保険年度は、この特約の契約日
からその直後に到来するこの特約の年単位の契約応当日の前日まで
を第１保険年度とし、以後、この特約の年単位の契約応当日ごとに
１年を加えて計算するものとします。」とあるのを「この場合、保
険年度は、この特約の契約日からその直後に到来する主契約の年単
位の契約応当日の前日までを第１保険年度とし、以後、主契約の年
単位の契約応当日ごとに１年を加えて計算するものとします。」と
読み替えます。 

 (7) 保険証券は発行せず、保険契約者に書面をもって通知します。 

第26条＜低解約払戻金特則＞ 
１ 本特則は、この特約の締結の際に、保険契約者がつぎのいずれかの
方法を会社に申し出て、会社が承諾することにより、この特約に付加
して締結します。ただし、この特約の保険期間が年満期で定めてある
場合には、第１号に定める低解約払戻金割合を指定する方法は取り扱
いません。また、この特約の被保険者の型が子型の場合で、この特約
の保険期間とこの特約の保険料払込期間が同一のときには、本特則の
付加は取り扱いません。 

 (1) 低解約払戻金割合を指定する方法 
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 (2) 解約払戻金を０と指定する方法 
２ 前項第１号に定める低解約払戻金割合を指定する方法で本特則を付
加した場合には、つぎのとおりとします。 

 (1) 保険契約者は、低解約払戻金割合（１よりも小さい割合とします。）
を、会社所定の範囲内で指定してください。 

 (2) この特約の保険料払込期間中のこの特約の解約払戻金は、第19条
＜特約の解約払戻金＞第１項の規定にかかわらず、第19条＜特約の
解約払戻金＞第１項の規定により計算した解約払戻金に、前号にお
いて指定された低解約払戻金割合を乗じて計算します。 

 (3) 第１号において指定された低解約払戻金割合は、変更することが
できません。 

３ 第１項第２号に定める解約払戻金を０と指定する方法で本特則を付
加した場合には、第19条＜特約の解約払戻金＞第１項の規定にかかわ
らず、この特約の解約払戻金はありません。 

４ 本特則のみの解約はできません。 

第27条＜主契約に保険料一時払特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に保険料一時払特則が付加されている場合には、この特約の
保険料の払込方法（回数）は一時払とします。 

第28条＜主契約に同額保障特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に同額保障特則が付加されている場合には、第８条＜特約給
付金の支払＞第２項を、つぎのとおり読み替えます。 

２ 特約診断給付金の支払額は、つぎのとおりとします。 
 (1) この特約の被保険者の型が本人型の場合 

主契約の基準診断給付金額の２倍に診断給付割合を乗じて得
た金額 

 (2) この特約の被保険者の型が配偶者型または子型の場合 
「主契約の基準診断給付金額の２倍に診断給付割合を乗じて
得た金額」に主契約の家族給付割合を乗じて得た金額 

第29条＜主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合の
特則＞ 
  主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合には、つぎの
とおりとします。 

 (1) 第８条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、特約給
付金の受取人はつぎのとおりとします。 

  ① この特約の被保険者の型が本人型の場合 
   主契約の第１被保険者が支払事由に該当した場合の給付金の受取

人 
  ② この特約の被保険者の型が配偶者型または子型の場合 
   主契約の第２被保険者が支払事由に該当した場合の給付金の受取

人 
 (2) 第８条＜特約給付金の支払＞第３項の規定は適用しません。 

第30条＜主契約に法人契約特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に法人契約特則が付加されている場合には、つぎのとおりと
します。 

 (1) 第８条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、保険契
約者を特約給付金の受取人とします。 

 (2) 第８条＜特約給付金の支払＞第３項第３号の規定は適用しません。 
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第31条＜主契約に子供特約〔2000〕が付加されている場合で、特
約の被保険者の型が子型のときの特則＞ 
  主契約に子供特約〔2000〕が付加されている場合で、この特約の被
保険者の型が子型のときには、つぎのとおりとします。 

 (1) 第８条＜特約給付金の支払＞第１項および第２項ならびに第28条
＜主契約に同額保障特則が付加されている場合の特則＞中、「主契
約の家族給付割合」とあるのを「子供特約〔2000〕の家族給付割合」
と読み替えます。 

 (2) 第８条＜特約給付金の支払＞第７項および第13項第２号中、「主
契約の入院給付金」とあるのを「子供特約〔2000〕の特約入院給付
金」と読み替えます。 

 (3) 第８条＜特約給付金の支払＞第10項中、「主契約の在宅療養給付
金」とあるのを「子供特約〔2000〕の特約在宅療養給付金」と読み
替えます。 

 (4) 第８条＜特約給付金の支払＞第13項第３号および第16項第２号中、
「主契約の通院給付金」とあるのを「子供特約〔2000〕の特約通院
給付金」と読み替えます。 

 (5) 主契約が個人契約で、かつ、主契約に上皮内新生物特約〔個人・
家族用〕が付加されていた場合には、第17条＜特約の消滅＞第３項
第１号の規定にかかわらず、主契約が個人契約から家族契約に変更
されたことにより子供特約〔2000〕が消滅したときに、この特約も
同時に消滅します。この場合、会社は、この特約の解約払戻金があ
るときは、これを保険契約者に支払います。 

 (6) 第18条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて
いたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞第１項中、「主
約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた
場合＞の規定により主契約が無効とされた場合」とあるのを「主約
款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場
合＞の規定により主契約が無効とされた場合（子供特約〔2000〕の
特約条項の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて
いた場合＞の規定により子供特約〔2000〕が無効とされた場合を含
みます。）」と読み替えます。なお、第８条＜特約給付金の支払＞
第８項第３号、第11項第３号および第15項第３号については、本号
の規定を準用します。 

 (7) 第18条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて
いたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞第１項第２号
中、「主契約が無効とされた時」とあるのを「主契約が無効とされ
た時（子供特約〔2000〕が無効とされた時を含みます。）」と読み
替えます。 

 (8) 第21条＜特約の更新＞第２項に定めるほか、更新後の主契約に子
供特約〔2000〕が付加されていないときは、この特約は更新されな
いものとします。 

 (9) 第29条＜主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合の
特則＞を、つぎのとおり読み替えます。 

第29条＜子供特約〔2000〕に特約給付金受取人指定特則が
付加されている場合の特則＞ 
  子供特約〔2000〕に特約給付金受取人指定特則が付加されて
いる場合には、つぎのとおりとします。 

 (1) 第８条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、
子供特約〔2000〕の特約給付金の受取人をこの特約の特約給
付金の受取人とします。 

 (2) 第８条＜特約給付金の支払＞第３項第３号の規定は適用し
ません。 
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第32条＜主契約に通院給付金支払拡充特則が付加されている場合
の特則＞ 
  主契約に通院給付金支払拡充特則が付加されている場合には、つぎ
のとおりとします。 

 (1) 第８条＜特約給付金の支払＞第１項第４号の特約通院給付金の支
払事由の②(ｲ)中、「上記①の入院の退院日の翌日以後180日以内の
期間」とあるのを「上記①の入院の退院日の翌日以後365日以内の期
間」と読み替えます。 

 (2) 第８条＜特約給付金の支払＞第16項を、つぎのとおり読み替えま
す。 

16 この特約の同一の被保険者についての特約通院給付金を支払
う日数の限度は、つぎのとおりとします。 

 (1) １回の退院のその通院については、60日をもって限度とし
ます。 

 (2) この特約の保険期間を通じ、特約通院給付金および主契約
の通院給付金を支払う日数を通算して700日をもって限度とし
ます。 

第33条＜その他＞ 
  この特約で使用している用語の意義は下記の通りです。 
 (1) 治療を直接の目的とする入院 
  「治療を直接の目的とする入院」とは、治療のための入院をいい、

例えば、美容上の処置、治療処置を伴わない検査、リハビリテーシ
ョンなどのための入院は該当しません。 

 (2) 治療を直接の目的とする通院 
  「治療を直接の目的とする通院」には、治療処置を伴わない薬剤・

治療材料の購入、受取のみの通院は該当しません。 
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新手術特約〔がん保険〕 

（2018年４月２日制定） 

＜この特約の趣旨＞ 
この特約は、主契約に付加することによって、この特約の被保険者が

がんまたは上皮内新生物の治療を目的として所定の手術を受けた場合に、
手術の種類に応じて手術給付金を支払うことを主な内容とするものです。 

第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞ 
１ この特約は、保険契約者と会社との間で主たる保険契約（以下、「主
契約」といいます。）を締結する際に、保険契約者が会社に申し出て、
会社が承諾することにより、会社の定める範囲で主契約に付加して締
結します。 

２ この特約の保険期間の始期は、会社がこの特約の第１回保険料（第
１回保険料相当額を含みます。）を受け取った時か、この特約の被保
険者に関する告知の時のいずれか遅い時とします。 

３ この特約の契約日は、主契約の契約日と同一とします。 

第２条＜特約の被保険者の型および被保険者の範囲＞ 
  保険契約者は、この特約の締結の際、つぎのいずれかのこの特約の
被保険者の型を指定してください。ただし、配偶者型を指定する場合
は、主契約が家族契約であることを要します。また、子型を指定する
場合は、主契約が家族契約であるかまたは主契約に子供特約が付加さ
れていることを要します。 

被保険者の型 この特約の被保険者の範囲 

(1)本人型 主契約の第１被保険者 

(2)配偶者型 主契約の第１被保険者と同一戸籍にその配偶者と
して記載されている者（主契約の第１被保険者の死
亡時に、主契約の第１被保険者と同一戸籍にその配
偶者として記載されていた者で、この特約の締結時
まで新たに婚姻をしていない者を含みます。） 

(3)子型 主契約の第１被保険者と同一戸籍にその子として記
載されている満23歳未満の者（主契約の第１被保険
者の死亡時に、主契約の第１被保険者と同一戸籍に
その子として記載されていた者で、この特約の締結
時まで婚姻をしていない満23歳未満の者を含みま
す。以下、「子」といいます。）ただし、会社が告
知書にもとづく選択上、引き受けられないと認めた
子があった場合には、保険契約者の同意を得て、こ
の特約の被保険者からその子を除きます。 

第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞ 
１ この特約の被保険者の型が配偶者型の場合で、この特約の締結後、
この特約の被保険者が主契約の第１被保険者と同一戸籍でなくなった
ときには、その時からこの特約の被保険者としての資格を失います。
ただし、主契約の第１被保険者の死亡による場合を除きます。 

２ この特約の被保険者の型が子型の場合、つぎの各号のとおりとしま
す。 

 (1) この特約の締結時に前条第３号に該当している者は、この特約の
締結時からこの特約の被保険者の資格を得るものとします。 
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 (2) この特約の締結後に前条第３号に該当することになった者がある
場合には、保険契約者は、必要書類（別表１）を会社に提出してく
ださい。会社が承諾した場合には、必要書類を提出した時からこの
特約の被保険者の資格を得るものとします。 

 (3) この特約の締結後に新たに出生した子については、前号の規定に
かかわらず、出生日から自動的にこの特約の被保険者の資格を得る
ものとします。 

 (4) この特約の締結後につぎのいずれかに該当したときは、該当した
時から当該被保険者はこの特約の被保険者としての資格を失います。 

  ① 主契約の第１被保険者と同一戸籍でなくなったとき。ただし、
主契約の第１被保険者の死亡による場合を除きます。 

  ② 満23歳になったとき 

第４条＜特約の責任開始＞ 
１ この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて３か月を
経過した日の翌日をこの特約の責任開始日（以下、「責任開始日」と
いいます。）とし、会社は、その日からこの特約上の責任を負います。
ただし、この特約の保険料の払込免除については、会社は、この特約
の保険期間の始期からこの特約上の責任を負います。 

２ 前項の規定にかかわらず、この特約の締結後にこの特約の被保険者
の資格を得た者については、つぎのとおりとします。 

 (1) この特約の締結後に新たに出生した子については、出生日か、前
項に定める責任開始日のいずれか遅い日を当該被保険者の責任開始
日とし、会社は、その日からこの特約上の責任を負います。ただし、
この特約の保険料の払込免除については、会社は、出生した時か、
この特約の保険期間の始期のいずれか遅い時からこの特約上の責任
を負います。 

 (2) 前号の場合を除き、この特約の締結後にこの特約の被保険者の資
格を得た者については、この特約の被保険者の資格を得た日からそ
の日を含めて３か月を経過した日の翌日か、前項に定める責任開始
日のいずれか遅い日を当該被保険者の責任開始日とし、会社は、そ
の日からこの特約上の責任を負います。ただし、この特約の保険料
の払込免除については、会社は、この特約の被保険者の資格を得た
時か、この特約の保険期間の始期のいずれか遅い時からこの特約上
の責任を負います。 

第５条＜特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込＞ 
１ この特約の保険期間は、会社所定の範囲で定めます。 
２ この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間および主契約の
保険料払込期間を限度とし、会社所定の範囲で定めます。 

３ この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとし、
主契約の保険料が前納のときは、この特約の保険料も前納とします。
なお、月払契約で前納する場合、この特約の保険料については、会社
所定の割引率で割り引きます。 

４ 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない
場合には、この特約は、その未払込保険料の払込期月に属する契約応
当日から将来に向って解約されたものとします。 

５ 年払契約または半年払契約において、この特約が消滅した場合また
はこの特約の保険料の払込を要しなくなった場合、その払込期月に対
応するものとして払い込まれたこの特約の保険料（保険料の払込免除
事由に該当した後に、払い込まれたものとして取り扱われる保険料を
除きます。）については、会社は、会社の定めるところにより未経過
期間（１か月未満の端数は切り捨てます。）に対応した保険料相当額
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を保険契約者（保険金等を支払うときは、保険金等とともにその保険
金等の受取人）に支払います。ただし、月払契約の場合は支払いませ
ん。 

６ 前項の場合、支払う金額の支払時期および支払場所については、主
契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の保険金等の
支払時期および支払場所の規定を準用します。 

第６条＜がん、上皮内新生物の定義および診断確定＞ 
１ この特約において「がん」とは、別表27に定める悪性新生物をいい
ます。 

２ この特約において「上皮内新生物」とは、別表28に定める上皮内新
生物をいいます。 

３ がんまたは上皮内新生物の診断確定は、日本の医師の資格を持つ者
（日本の医師の資格を持つ者と同等の日本国外の医師を含みます。）
によって、病理組織学的所見（生検を含みます。以下同じ。）により
なされたものでなければなりません。ただし、病理組織学的検査が行
われなかった場合には、その検査が行われなかった理由および他の所
見による診断確定の根拠が明らかであるときに限り、その診断確定も
認めます。 

第７条＜給付倍率の型の指定＞ 
１ 保険契約者は、この特約の締結の際、会社の定めるところにより給
付倍率の型を指定してください。 

２ 前項において指定された給付倍率の型は、変更することができませ
ん。 

第８条＜特約給付金の支払＞ 
１ 手術給付金（以下、「特約給付金」といいます。）の支払は、つぎ
のとおりとします。 

特約給付金を
支払う場合（以
下、「支払事
由」といいま
す。） 

この特約の被保険者が、責任開始日以後のこの特約
の保険期間中につぎのすべてを満たす手術を受けた
とき 
①責任開始日以後に診断確定されたがんまたは上皮
内新生物を直接の原因とする手術 

②治療を直接の目的とする手術 
③別表21-1に定める病院または診療所における手術 
④別表26-1に定めるいずれかの手術 

支払額 特約給付金額×別表26-1に定める給付倍率 

受取人 支払事由に該当したこの特約の被保険者 

 
２ 特約給付金が支払われる前に支払事由に該当したこの特約の被保険
者が死亡したときは、つぎのとおりとします。 

 (1) この特約の被保険者の型が本人型の場合 
  主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人がこの特約の被保険者の

死亡時の法定相続人である場合は、会社は、未払の特約給付金を、
主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人に支払います。ただし、
主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人が２人以上である場合を
除きます。 

 (2) この特約の被保険者の型が配偶者型の場合 
  主契約の第２被保険者のうちの配偶者の死亡保険金受取人がこの特

約の被保険者の死亡時の法定相続人である場合は、会社は、未払の
特約給付金を、主契約の第２被保険者のうちの配偶者の死亡保険金
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受取人に支払います。ただし、主契約の第２被保険者のうちの配偶
者の死亡保険金受取人が２人以上である場合を除きます。 

 (3) この特約の被保険者の型が子型の場合 
  会社は、未払の特約給付金を、主契約の第１被保険者に支払います。

ただし、主契約の第１被保険者がすでに死亡している場合を除きま
す。 

３ この特約の同一の被保険者が、時期を同じくして手術を２種類以上
受けた場合には、第１項の規定にかかわらず、会社は、別表26-1に定
める給付倍率の最も高いいずれか１種類の手術についてのみ特約給付
金を支払います。 

４ 特約給付金の受取人は第30条＜主契約に給付金受取人指定特則が付
加されている場合の特則＞、第31条＜主契約に法人契約特則が付加さ
れている場合の特則＞、第32条＜主契約に子供特約が付加されている
場合で、特約の被保険者の型が子型のときの特則＞第５号および第33
条＜新がん保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞第５号を除き、
支払事由に該当したこの特約の被保険者以外の者に変更することはで
きません。 

第９条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合＞ 
１ この特約の被保険者が、告知前または告知の時から当該被保険者の
責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合には、保険契
約者、主契約の第１被保険者およびこの特約の被保険者のその事実の
知、不知にかかわらず、会社は、この特約を無効（この特約の復活の
際は復活の取扱を無効）とします。 

２ 前項の場合、会社は、主約款の第８条＜責任開始日の前日以前にが
んと診断確定されていた場合＞の規定を準用します。 

第10条＜特約の保険料の払込免除＞ 
１ この特約の被保険者の型が子型の場合で、この特約の保険期間の始
期以後のこの特約の保険料払込期間中につぎの各号のすべてに該当し
たときには、この特約は当初定めたこの特約の保険期間の満了する日
まで有効に継続し、会社は、次の払込期月（払込期月の初日から契約
応当日の前日までに該当したときは、その払込期月）以後のこの特約
の保険料の払込を免除します。 

 (1) 主契約の第１被保険者が死亡していること 
 (2) 子が生存していること 
２ 前項の規定によりこの特約の保険料の払込を免除した場合には、つ
ぎのとおりとします。 

 (1) この特約の契約内容の変更に関する規定は適用しません。 
 (2) 払込を免除したこの特約の保険料は、払込期月の契約応当日ごと

に払込があったものとして取り扱います。 

第11条＜特約給付金または保険料の払込免除の請求、支払時期お
よび支払場所＞ 
  この特約の特約給付金または保険料の払込免除の請求、支払時期お
よび支払場所については、主約款の規定を準用します。 

第12条＜特約の失効＞ 
  主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
この場合には、保険契約者は、この特約の解約払戻金があるときは、
これを請求することができます。 

第13条＜特約の復活＞ 
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１ 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約につい
ても同時に復活の請求があったものとします。 

２ 会社が、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したと
きは、この特約の延滞保険料を受け取った時か、この特約の復活の際
のこの特約の被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から、会社
は、この特約の保険料の払込免除についてこの特約上の責任を負い、
その時の属する日をこの特約の復活日とします。この場合、責任開始
日はつぎのとおりとし、会社は、その日から、特約給付金の支払につ
いてこの特約上の責任を負います。 

 (1) この特約の復活日がこの特約の保険期間の始期の属する日からそ
の日を含めて３か月以内の場合 

  第４条＜特約の責任開始＞に定める責任開始日 
 (2) この特約の復活日がこの特約の保険期間の始期の属する日からそ

の日を含めて３か月をこえている場合 
  この特約の復活日 
３ 前項のほか、主約款の復活に関する規定を準用してこの特約の復活
を取り扱います。 

第14条＜特約の保険期間、保険料払込期間の変更＞ 
１ 保険契約者は、主契約の保険期間の変更、主契約の保険料払込期間
の変更の際、会社の承諾を得て、会社の定める範囲でこの特約の保険
期間、この特約の保険料払込期間を変更することができます。 

２ 主契約の保険期間が短縮され、この特約の保険期間が主契約の保険
期間をこえるときは、会社の定める範囲で、この特約の保険期間を短
縮するものとし、また、この特約の保険料払込期間をあわせて短縮す
ることがあります。 

３ 主契約の保険料払込期間が短縮され、この特約の保険料払込期間が
主契約の保険料払込期間をこえるときは、会社の定める範囲で、この
特約の保険料払込期間を短縮するものとし、また、この特約の保険期
間をあわせて短縮することがあります。 

４ 前３項の場合、会社は、主約款の保険期間の変更の規定、主約款の
保険料払込期間の変更の規定を準用して、この特約の保険期間の変更、
この特約の保険料払込期間の変更を取り扱います。 

第15条＜告知義務および告知義務違反による解除＞ 
  この特約の締結、復活または被保険者資格の申込に際し、この特約
の被保険者に関する告知義務、告知義務違反による解除およびこの特
約を解除できない場合については、主約款の告知義務、告知義務違反
による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用します。
この場合、主約款中「保険契約者」とあるのを「保険契約者または主
契約の第１被保険者」と読み替えます。 

第16条＜重大事由による解除＞ 
  この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由によ
る解除の規定を準用します。 

第17条＜特約の解約＞ 
１ 保険契約者は、将来に向ってこの特約を解約し、この特約の解約払
戻金を請求することができます。 

２ 保険契約者が、本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会
社に提出してください。 

第18条＜特約給付金額の減額＞ 
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１ 保険契約者は、将来に向って特約給付金額を減額することができま
す。ただし、会社は、減額後の特約給付金額が会社の定める限度を下
まわる減額は取り扱いません。 

２ 主契約の入院給付金日額の減額が行われた場合で、特約給付金額が
会社の定める限度をこえたときには、特約給付金額を会社の定める限
度まで減額します。 

３ 保険契約者が、第１項の請求をするときは、必要書類（別表１）を
会社に提出してください。 

４ 本条の規定により特約給付金額を減額した場合には、減額分は解約
されたものとして取り扱い、前条の規定を準用します。 

第19条＜特約の消滅＞ 
１ この特約の被保険者の型が本人型の場合、つぎの各号のいずれかに
該当したときは、この特約も同時に消滅します。 

 (1) この特約の被保険者が死亡したとき 
 (2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 
２ この特約の被保険者の型が配偶者型の場合、つぎの各号のいずれか
に該当したときは、この特約も同時に消滅します。 

 (1) この特約の被保険者が死亡したとき 
 (2) 第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞第１項の規定に該当した

とき 
 (3) 主契約が家族契約から個人契約に変更されたとき 
 (4) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 
３ この特約の被保険者の型が子型の場合、つぎの各号のいずれかに該
当したときは、この特約も同時に消滅します。 

 (1) 主契約に付加されている子供特約が解約その他の事由によって消
滅したとき。ただし、主契約が個人契約から家族契約に変更された
ことにより子供特約が消滅した場合を除きます。 

 (2) 主契約が家族契約から個人契約に変更されたとき。ただし、変更
後の主契約に子供特約が付加されている場合を除きます。 

 (3) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。ただし、第10
条＜特約の保険料の払込免除＞の規定により、この特約の保険料の
払込が免除される場合を除きます。 

４ 前３項の規定によりこの特約が消滅した場合には、会社は、この特
約の解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。ただ
し、第１項第１号または第２項第１号の場合を除きます。 

５ この特約の被保険者の型が子型の場合、この特約のすべての被保険
者が第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞第２項第４号の規定に該
当したときは、保険契約者は、この特約の解約を請求することができ
ます。請求がないときは、この特約は継続しているものとします。 

第20条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて
いたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞ 
１ 主約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されてい
た場合＞の規定により主契約が無効とされた場合には、つぎのとおり
とします。 

 (1) この特約は同時に消滅し、消滅時までは効力があったものとしま
す。この場合、会社は、この特約の解約払戻金があるときは、これ
を保険契約者に支払います。 

 (2) 前号の規定にかかわらず、主契約が無効とされた時がこの特約の
責任開始日の前日以前の場合には、会社は、この特約を無効とし、
すでに払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払い戻します。 

 (3) 第10条＜特約の保険料の払込免除＞の規定は適用しません。 
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２ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合に
は、本条の規定は適用しません。 

 (1) 第９条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合
＞の規定によりこの特約が無効とされるとき 

 (2) 告知義務違反による解除または重大事由による解除の規定により
この特約が解除されるとき 

 (3) 主約款の詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効の規定
の準用によりこの特約が取消しまたは無効とされるとき 

第21条＜特約の解約払戻金＞ 
１ この特約の解約払戻金は、経過年月数（保険料払込期間中の保険契
約において、経過年月数が払込年月数を超える場合は、払込年月数）
により計算します。 

２ この特約の被保険者の型が子型の場合で、この特約の保険期間とこ
の特約の保険料払込期間が同一のときには、前項の規定にかかわらず、
この特約の解約払戻金はありません。 

第22条＜特約の契約者配当＞ 
  この特約に対しては、契約者配当はありません。 

第23条＜特約の更新＞ 
１ 主契約およびこの特約の保険期間が満了し主契約が更新された場合
またはこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の
日の前にある場合で、あらかじめ保険契約者から別段の申出がないと
きには、保険契約者がこの特約の保険期間満了の日の２か月前までに
この特約を更新しない旨を会社に通知しない限り、この特約（この特
約の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限りま
す。）は、この特約の保険期間満了の日の翌日に更新されるものとし、
この日を更新日とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合に
は、この特約は更新されないものとします。 

 (1) 更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日におけるこの特約の
被保険者の年齢（この特約の被保険者の型が子型の場合は、主契約
の第１被保険者の年齢とします。）が会社の定める範囲をこえると
き 

 (2) 更新後のこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間
満了の日をこえるとき 

 (3) 第10条＜特約の保険料の払込免除＞の規定により、この特約の保
険料の払込が免除されているとき 

 (4) この特約の保険期間が歳満期で定めてあるとき。ただし、この特
約の保険期間とこの特約の保険料払込期間が同一の場合を除きます。 

 (5) 主契約に保険料一時払特則が付加されているとき 
 (6) この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていない

とき 
３ 更新後のこの特約の保険期間（更新前のこの特約の保険期間が歳満
期で定めてある場合には、更新後のこの特約の保険期間およびこの特
約の保険料払込期間）は、つぎのとおりとします。 

 (1) 更新前のこの特約の保険期間が年満期で定めてある場合 
  更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同

一の年数とします。ただし、前項第１号または第２号に該当する場
合には、会社の定める範囲でこの特約の保険期間を短縮してこの特
約を更新します。 

 (2) 更新前のこの特約の保険期間が歳満期で定めてある場合 
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  更新後のこの特約の保険期間は、会社所定の範囲で定めるものとし
ます。また、更新後のこの特約の保険料払込期間は、更新後のこの
特約の保険期間を限度とし、会社所定の範囲で定めるものとします。 

４ 前項第１号のほか、この特約は、会社の定める範囲で、この特約の
保険期間を変更して更新することがあります。 

５ 更新後のこの特約の保険料は、更新日におけるこの特約の被保険者
の年齢（この特約の被保険者の型が子型の場合は、主契約の第１被保
険者の年齢とします。）によって計算します。 

６ 更新するこの特約の第１回保険料は、更新日の属する月を払込期月
とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合に
は、主約款の保険料の払込、保険料払込の猶予期間および保険契約の
失効、ならびに猶予期間中に保険事故が発生した場合の規定を準用し
ます。 

７ 前項の保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれなかったときは、
この特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前のこの特約の
保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。 

８ 第４条＜特約の責任開始＞、第８条＜特約給付金の支払＞、第９条
＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合＞、第15条
＜告知義務および告知義務違反による解除＞および第26条＜特別条件
特則＞の規定の適用に際しては、更新前のこの特約の保険期間と更新
後のこの特約の保険期間とは継続されたものとして取り扱います。 

９ 更新後のこの特約には、更新日現在の特約条項および保険料率が適
用されます。 

10 更新後の特約給付金額は、更新前の特約給付金額と同額とします。 
11 この特約が更新された場合は、第21条＜特約の解約払戻金＞第１項
を「この特約の解約払戻金は、更新（更新が２回以上行われた場合は
最後の更新）後の経過年月数（保険料払込期間中の保険契約において、
経過年月数が払込年月数を超える場合は、払込年月数）により計算し
ます。」と読み替えます。 

12 本条の規定によりこの特約を更新した場合には、保険証券は発行せ
ず、旧保険証券と更新通知書をもって新保険証券に代えます。 

13 第２項第６号の規定によりこの特約が更新されず、かつ、第２項第
１号から第５号までのいずれの規定にも該当しないときは、保険契約
者から特に申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定めるこの
特約と同種類の特約を更新時に締結します。この場合、第８項の規定
を準用し、この特約の保険期間と更新時に締結する他の特約の保険期
間とは継続されたものとして取り扱います。 

第24条＜管轄裁判所＞ 
  特約給付金またはこの特約の保険料の払込免除の請求に関する訴訟
については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。 

第25条＜主約款の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないもの
を除き、主約款の規定を準用します。 

第26条＜特別条件特則＞ 
１ 本特則は、この特約の締結または復活の際に、つぎのいずれかの方
法でこの特約に付加して締結します。ただし、この特約の被保険者の
型が本人型の場合に限ります。 

 (1) 特定部位不担保法 
 (2) 給付金削減支払法 
２ 前項第１号に定める特定部位不担保法で本特則を付加した場合には、
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つぎのとおりとします。 
 (1) 別表25に定める特定部位のうち、会社が指定した特定部位に生じ

たがん（特定部位に生じたがんが特定部位以外の部位に転移したも
のを含みます。）により特約給付金の支払事由が生じたときは、第
８条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、会社は、特
約給付金を支払いません。 

 (2) 別表25に定める特定部位のうち、会社が指定した特定部位に生じ
た上皮内新生物により特約給付金の支払事由が生じたときは、第８
条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、会社は、特約
給付金を支払いません。 

３ 第１項第２号に定める給付金削減支払法で本特則を付加した場合に
は、つぎのとおりとします。 

 (1) この特約の契約日からその日を含めて会社の定める給付金削減期
間を経過する日（以下、「給付金削減期間満了日」といいます。）
までに特約給付金の支払事由が生じたときは、第８条＜特約給付金
の支払＞第１項の規定にかかわらず、会社は、第８条＜特約給付金
の支払＞第１項に定める特約給付金の支払額に、つぎの表に定める
乗率（特約給付金の支払事由が生じたときの属する保険年度および
給付金削減期間によるものとします。この場合、保険年度は、この
特約の契約日からその直後に到来するこの特約の年単位の契約応当
日の前日までを第１保険年度とし、以後、この特約の年単位の契約
応当日ごとに１年を加えて計算するものとします。）を乗じて得た
金額を支払います。 

給付金
削減期
間 

第１保険
年度 

第２保険
年度 

第３保険
年度 

第４保険
年度 

第５保険
年度 

１年 0.50 － － － － 

２年 0.30 0.60 － － － 

３年 0.25 0.50 0.75 － － 

４年 0.20 0.40 0.60 0.80 － 

５年 0.15 0.30 0.45 0.60 0.80 

 
 (2) 本特則は、給付金削減期間満了日の翌日から効力を失います。 
４ 前２項のほか、本特則を付加した場合には、つぎのとおりとします。 
 (1) 第２項の規定にかかわらず、会社は、第２項第１号または第２号

のいずれか一方のみを適用する特定部位不担保法を取り扱うことが
できます。 

 (2) 本特則のみの解約はできません。 

第27条＜中途付加する場合の特則＞ 
１ 第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞第１項の規定にかかわ
らず、主契約の締結後、保険契約者は被保険者の同意および会社の承
諾を得て、会社の定める範囲でこの特約を主契約に付加して締結する
ことができます。この場合、つぎのとおりとします。 

 (1) 保険契約者は、この特約の第１回保険料（第１回保険料相当額を
含みます。以下同じ。）を充当する期間の初日（以下、第１条＜特
約の締結および保険期間の始期＞第３項の規定にかかわらず、「こ
の特約の契約日」といいます。）を、会社の定める範囲内で、つぎ
のとおり定めるものとします。 

  ① 月払契約の場合 
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   主契約の月単位の契約応当日（契約応当日のない月については、
その月の末日を契約応当日とします。本特約条項を通じて同じ。） 

  ② 半年払契約の場合 
   主契約の半年単位の契約応当日 
  ③ 年払契約の場合 
   主契約の年単位の契約応当日 
 (2) この特約の第１回保険料は、主契約の払込期月中に主契約の払込

方法（経路）にしたがい、主契約の保険料と同時に払い込んでくだ
さい。 

 (3) この特約の第１回保険料の払込については、同時に払い込む主契
約の保険料と同じ猶予期間があります。 

 (4) 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この特約の中途付
加はなかったものとします。この場合、猶予期間中に保険事故が発
生しても主約款の規定は準用しません。 

２ この特約を主契約に付加した場合には、つぎのとおりとします。 
 (1) 第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞第２項の規定にかか

わらず、会社は、この特約の第１回保険料を受け取った時か前項に
定めるこの特約の契約日（保険料口座振替特約または保険料クレジ
ットカード支払特約により変更された内容を含みます。）のいずれ
か早い時をこの特約の保険期間の始期とします。 

 (2) 前号に定めるこの特約の保険期間の始期の属する日からこの特約
の契約日の前日までの間にこの特約の保険料の払込の免除事由が生
じたときは、前項第１号の規定（保険料口座振替特約または保険料
クレジットカード支払特約により変更された内容を含みます。）に
かかわらず、この特約の保険期間の始期の属する日の直前の主契約
の月単位の契約応当日をこの特約の契約日とし、この特約の保険期
間およびこの特約の保険料払込期間は、その日を基準として再計算
し、この特約の保険料に過不足があれば精算します。この場合、こ
の特約の保険期間の始期の変更はありません。 

 (3) この特約の保険料は、つぎのとおりとします。 
  ① 主契約の保険期間が終身で定めてあるとき 
   この特約の契約日におけるこの特約の被保険者の満年齢（この特

約の被保険者の型が子型の場合は、主契約の第１被保険者の満年
齢とします。）により計算します。 

  ② 主契約の保険期間が終身以外で定めてあるとき 
   この特約の契約日直前の主契約の年単位の契約応当日（この特約

の契約日と主契約の年単位の契約応当日が一致する場合はその応
当日）におけるこの特約の被保険者の満年齢（この特約の被保険
者の型が子型の場合は、主契約の第１被保険者の満年齢とします。）
により計算します。 

 (4) 前号②の場合、この特約の第１回保険料については、会社の定め
た方法で計算した金額の払込を要することがあります。 

 (5) 第21条＜特約の解約払戻金＞第１項を、つぎのとおり読み替えま
す。 

１ この特約の解約払戻金は、経過年月数（保険料払込期間中の
保険契約において、経過年月数が払込年月数を超える場合は、
払込年月数）により計算します。ただし、主契約の保険期間が
終身以外で定めてあるときは、この特約の契約日と主契約の年
単位の契約応当日が一致する場合を除き、この特約の契約日直
前の主契約の年単位の契約応当日からこの特約の契約日までの
月数を加算して計算します。 

 (6) 前条第１項第２号に定める給付金削減支払法で特別条件特則を付
加した場合で、主契約の保険期間が終身以外で定めてあるときには、
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前条第３項第１号中、「この場合、保険年度は、この特約の契約日
からその直後に到来するこの特約の年単位の契約応当日の前日まで
を第１保険年度とし、以後、この特約の年単位の契約応当日ごとに
１年を加えて計算するものとします。」とあるのを「この場合、保
険年度は、この特約の契約日からその直後に到来する主契約の年単
位の契約応当日の前日までを第１保険年度とし、以後、主契約の年
単位の契約応当日ごとに１年を加えて計算するものとします。」と
読み替えます。 

 (7) 保険証券は発行せず、保険契約者に書面をもって通知します。 

第28条＜低解約払戻金特則＞ 
１ 本特則は、この特約の締結の際に、保険契約者がつぎのいずれかの
方法を会社に申し出て、会社が承諾することにより、この特約に付加
して締結します。ただし、この特約の保険期間が年満期で定めてある
場合には、第１号に定める低解約払戻金割合を指定する方法は取り扱
いません。また、この特約の被保険者の型が子型の場合で、この特約
の保険期間とこの特約の保険料払込期間が同一のときには、本特則の
付加は取り扱いません。 

 (1) 低解約払戻金割合を指定する方法 
 (2) 解約払戻金を０と指定する方法 
２ 前項第１号に定める低解約払戻金割合を指定する方法で本特則を付
加した場合には、つぎのとおりとします。 

 (1) 保険契約者は、低解約払戻金割合（１よりも小さい割合とします。）
を、会社所定の範囲内で指定してください。 

 (2) この特約の保険料払込期間中のこの特約の解約払戻金は、第21条
＜特約の解約払戻金＞第１項の規定にかかわらず、第21条＜特約の
解約払戻金＞第１項の規定により計算した解約払戻金に、前号にお
いて指定された低解約払戻金割合を乗じて計算します。 

 (3) 第１号において指定された低解約払戻金割合は、変更することが
できません。 

３ 第１項第２号に定める解約払戻金を０と指定する方法で本特則を付
加した場合には、第21条＜特約の解約払戻金＞第１項の規定にかかわ
らず、この特約の解約払戻金はありません。 

４ 本特則のみの解約はできません。 

第29条＜主契約に保険料一時払特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に保険料一時払特則が付加されている場合には、この特約の
保険料の払込方法（回数）は一時払とします。 

第30条＜主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合の
特則＞ 
  主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合には、つぎの
とおりとします。 

 (1) 第８条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、特約給
付金の受取人はつぎのとおりとします。 

  ① この特約の被保険者の型が本人型の場合 
   主契約の第１被保険者が支払事由に該当した場合の給付金の受取

人 
  ② この特約の被保険者の型が配偶者型または子型の場合 
   主契約の第２被保険者が支払事由に該当した場合の給付金の受取

人 
 (2) 第８条＜特約給付金の支払＞第２項の規定は適用しません。 
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第31条＜主契約に法人契約特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に法人契約特則が付加されている場合には、つぎのとおりと
します。 

 (1) 第８条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、保険契
約者を特約給付金の受取人とします。 

 (2) 第８条＜特約給付金の支払＞第２項第３号の規定は適用しません。 

第32条＜主契約に子供特約が付加されている場合で、特約の被保
険者の型が子型のときの特則＞ 
  主契約に子供特約が付加されている場合で、この特約の被保険者の
型が子型のときには、つぎのとおりとします。 

 (1) 主契約が個人契約で、かつ、主契約に新手術特約〔個人・家族用〕
が付加されていた場合には、第19条＜特約の消滅＞第３項第１号の
規定にかかわらず、主契約が個人契約から家族契約に変更されたこ
とにより子供特約が消滅したときに、この特約も同時に消滅します。
この場合、会社は、この特約の解約払戻金があるときは、これを保
険契約者に支払います。 

 (2) 第20条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて
いたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞第１項中、「主
約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた
場合＞の規定により主契約が無効とされた場合」とあるのを「主約
款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場
合＞の規定により主契約が無効とされた場合（子供特約の特約条項
の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合
＞の規定により子供特約が無効とされた場合を含みます。）」と読
み替えます。 

 (3) 第20条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて
いたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞第１項第２号
中、「主契約が無効とされた時」とあるのを「主契約が無効とされ
た時（子供特約が無効とされた時を含みます。）」と読み替えます。 

 (4) 第23条＜特約の更新＞第２項に定めるほか、更新後の主契約に子
供特約が付加されていないときは、この特約は更新されないものと
します。 

 (5) 第30条＜主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合の
特則＞を、つぎのとおり読み替えます。 

第30条＜子供特約に特約給付金受取人指定特則が付加されている
場合の特則＞ 
  子供特約に特約給付金受取人指定特則が付加されている場合
には、つぎのとおりとします。 

 (1) 第８条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、
子供特約の特約給付金の受取人をこの特約の特約給付金の受
取人とします。 

 (2) 第８条＜特約給付金の支払＞第２項第３号の規定は適用し
ません。 

第33条＜新がん保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞ 
（記載省略） 

第34条＜その他＞ 
  この特約で使用している「治療を直接の目的とする手術」には、診
断・検査（生検・腹腔鏡検査など）のための手術などは該当しません。 
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＜附則＞ 
１．本特約において、「新がん保険」、「がん定期保険」とは、Ａ型、
Ｂ型、ＢⅡ型、Ｃ型、Ｄ型、Ｅ型、Ｆ型およびＧ型を総称したものを
いいます。 

２．本特約において、「子供特約」とは、Ａ型、Ｂ型、ＢⅡ型、Ｃ型、
Ｄ型、Ｅ型、Ｆ型、Ｇ型および子供特約〔2000〕を総称したものをい
います。 

３．平成2年7月1日以前に締結された「新がん保険」、「がん定期保険」、
「子供特約」は、Ａ型とみなします。 
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がん高度先進医療特約 

（2018年４月２日制定） 

＜この特約の趣旨＞ 
この特約は、主契約に付加することによって、この特約の被保険者

ががんの診断または治療を目的として所定の高度先進医療を受けた場
合に、がん高度先進医療給付金を支払うことを主な内容とするもので
す。 

第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞ 
１ この特約は、保険契約者と会社との間で主たる保険契約（以下、
「主契約」といいます。）を締結する際に、保険契約者が会社に申
し出て、会社が承諾することにより、会社の定める範囲で主契約に
付加して締結します。 

２ この特約の保険期間の始期は、会社がこの特約の第１回保険料（第
１回保険料相当額を含みます。）を受け取った時か、この特約の被
保険者に関する告知の時のいずれか遅い時とします。 

３ この特約の契約日は、主契約の契約日と同一とします。 

第２条＜特約の被保険者の型および被保険者の範囲＞ 
  保険契約者は、この特約の締結の際、つぎのいずれかのこの特約
の被保険者の型を指定してください。ただし、配偶者型を指定する
場合は、主契約が家族契約であることを要します。また、子型を指
定する場合は、主契約が家族契約であるかまたは主契約に子供特約
が付加されていることを要します。 

被保険者の型 この特約の被保険者の範囲 
(1)本人型 主契約の第１被保険者 
(2)配偶者型 主契約の第１被保険者と同一戸籍にその配

偶者として記載されている者（主契約の第
１被保険者の死亡時に、主契約の第１被保
険者と同一戸籍にその配偶者として記載さ
れていた者で、この特約の締結時まで新た
に婚姻をしていない者を含みます。） 

(3)子型 主契約の第１被保険者と同一戸籍にその子
として記載されている満23歳未満の者（主
契約の第１被保険者の死亡時に、主契約の
第１被保険者と同一戸籍にその子として記
載されていた者で、この特約の締結時まで
婚姻をしていない満23歳未満の者を含みま
す。以下、「子」といいます。）ただし、
会社が告知書にもとづく選択上、引き受け
られないと認めた子があった場合には、保
険契約者の同意を得て、この特約の被保険
者からその子を除きます。 

第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞ 
１ この特約の被保険者の型が配偶者型の場合で、この特約の締結後、
この特約の被保険者が主契約の第１被保険者と同一戸籍でなくなっ
たときには、その時からこの特約の被保険者としての資格を失いま
す。ただし、主契約の第１被保険者の死亡による場合を除きます。 

２ この特約の被保険者の型が子型の場合、つぎの各号のとおりとし
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ます。 
(1) この特約の締結時に前条第３号に該当している者は、この特約
の締結時からこの特約の被保険者の資格を得るものとします。 

(2) この特約の締結後に前条第３号に該当することになった者があ
る場合には、保険契約者は、必要書類（別表１）を会社に提出し
てください。会社が承諾した場合には、必要書類を提出した時か
らこの特約の被保険者の資格を得るものとします。 

(3) この特約の締結後に新たに出生した子については、前号の規定
にかかわらず、出生日から自動的にこの特約の被保険者の資格を
得るものとします。 

(4) この特約の締結後につぎのいずれかに該当したときは、該当し
た時から当該被保険者はこの特約の被保険者としての資格を失い
ます。 
① 主契約の第１被保険者と同一戸籍でなくなったとき。ただし、
主契約の第１被保険者の死亡による場合を除きます。 

② 満23歳になったとき 

第４条＜特約の責任開始＞ 
１ この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて３か月
を経過した日の翌日をこの特約の責任開始日（以下、「責任開始日」
といいます。）とし、会社は、その日からこの特約上の責任を負い
ます。ただし、この特約の保険料の払込免除については、会社は、
この特約の保険期間の始期からこの特約上の責任を負います。 

２ 前項の規定にかかわらず、この特約の締結後にこの特約の被保険
者の資格を得た者については、つぎのとおりとします。 
(1) この特約の締結後に新たに出生した子については、出生日か、
前項に定める責任開始日のいずれか遅い日を当該被保険者の責任
開始日とし、会社は、その日からこの特約上の責任を負います。
ただし、この特約の保険料の払込免除については、会社は、出生
した時か、この特約の保険期間の始期のいずれか遅い時からこの
特約上の責任を負います。 

(2) 前号の場合を除き、この特約の締結後にこの特約の被保険者の
資格を得た者については、この特約の被保険者の資格を得た日か
らその日を含めて３か月を経過した日の翌日か、前項に定める責
任開始日のいずれか遅い日を当該被保険者の責任開始日とし、会
社は、その日からこの特約上の責任を負います。ただし、この特
約の保険料の払込免除については、会社は、この特約の被保険者
の資格を得た時か、この特約の保険期間の始期のいずれか遅い時
からこの特約上の責任を負います。 

第５条＜特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込＞ 
１ この特約の保険期間およびこの特約の保険料払込期間は、主契約
の保険期間および保険料払込期間と同一とします。 

２ この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとし、
主契約の保険料が前納のときは、この特約の保険料も前納とします。
なお、月払契約で前納する場合、この特約の保険料については、会
社所定の割引率で割り引きます。 

３ 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれな
い場合には、この特約は、その未払込保険料の払込期月に属する契
約応当日から将来に向って解約されたものとします。 
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第６条＜がんの定義および診断確定＞ 
１ この特約において「がん」とは、別表27に定める悪性新生物をい
います。 

２ がんの診断確定は、日本の医師の資格を持つ者（日本の医師の資
格を持つ者と同等の日本国外の医師を含みます。）によって、病理
組織学的所見（生検を含みます。以下同じ。）によりなされたもの
でなければなりません。ただし、病理組織学的検査が行われなかっ
た場合には、その検査が行われなかった理由および他の所見による
診断確定の根拠が明らかであるときに限り、その診断確定も認めま
す。 

第７条＜特約給付金の支払＞ 
１ がん高度先進医療給付金（以下、「特約給付金」といいます。）
の支払は、つぎのとおりとします。 
特約給付金を支払う
場合（以下、「支払事
由」といいます。） 

この特約の被保険者が、責任開始日以後
のこの特約の保険期間中につぎのすべて
を満たす療養を受けたとき 
①責任開始日以後に診断確定されたがん
を直接の原因とする療養 

②別表29に定める高度先進医療による療
養 

③別表30に定める法律にもとづく保険医
療機関で受けた療養（当該療養ごとに
厚生労働大臣が定める施設基準に適合
する保険医療機関で行われるものに限
ります。） 

支払額 特約給付金額×別表31に定める給付倍率 
受取人 支払事由に該当したこの特約の被保険者 

 
２ 特約給付金が支払われる前に支払事由に該当したこの特約の被保
険者が死亡したときは、つぎのとおりとします。 
(1) この特約の被保険者の型が本人型の場合 
主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人がこの特約の被保険者
の死亡時の法定相続人である場合は、会社は、未払の特約給付金
を、主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人に支払います。た
だし、主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人が２人以上であ
る場合を除きます。 

(2) この特約の被保険者の型が配偶者型の場合 
主契約の第２被保険者のうちの配偶者の死亡保険金受取人がこの
特約の被保険者の死亡時の法定相続人である場合は、会社は、未
払の特約給付金を、主契約の第２被保険者のうちの配偶者の死亡
保険金受取人に支払います。ただし、主契約の第２被保険者のう
ちの配偶者の死亡保険金受取人が２人以上である場合を除きます。 

(3) この特約の被保険者の型が子型の場合 
会社は、未払の特約給付金を、主契約の第１被保険者に支払いま
す。ただし、主契約の第１被保険者がすでに死亡している場合を
除きます。 

３ この特約の同一の被保険者が、同一の日に特約給付金の支払事由
に該当する療養を２回以上受けた場合には、第１項の規定にかかわ
らず、会社は、別表31に定める給付倍率の最も高いいずれか１種類
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の療養についてのみ特約給付金を支払います。 
４ この特約の同一の被保険者についての特約給付金の支払は、各保
険年度あたり５回をもって限度とします。この場合、保険年度は、
この特約の契約日からその直後に到来するこの特約の年単位の契約
応当日の前日までを第１保険年度とし、以後、この特約の年単位の
契約応当日ごとに１年を加えて計算するものとします。 

５ 特約給付金の受取人は第30条＜主契約に給付金受取人指定特則
が付加されている場合の特則＞、第31条＜主契約に法人契約特則が
付加されている場合の特則＞、第32条＜主契約に子供特約が付加さ
れている場合で、特約の被保険者の型が子型のときの特則＞第４号
および第33条＜新がん保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞
第５号を除き、支払事由に該当したこの特約の被保険者以外の者に
変更することはできません。 

第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合＞ 
１ この特約の被保険者が、告知前または告知の時から当該被保険者
の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合には、保
険契約者、主契約の第１被保険者およびこの特約の被保険者のその
事実の知、不知にかかわらず、会社は、この特約を無効（この特約
の復活の際は復活の取扱を無効）とします。 

２ 前項の場合、会社は、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」
といいます。）の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定
されていた場合＞の規定を準用します。 

第９条＜特約の保険料の払込免除＞ 
１ この特約の被保険者の型が子型の場合で、この特約の保険期間の
始期以後のこの特約の保険料払込期間中につぎの各号のすべてに該
当したときには、この特約は当初定めたこの特約の保険期間の満了
する日まで有効に継続し、会社は、次の払込期月（払込期月の初日
から契約応当日の前日までに該当したときは、その払込期月）以後
のこの特約の保険料の払込を免除します。 
(1) 主契約の第１被保険者が死亡していること 
(2) 子が生存していること 

２ 前項の規定によりこの特約の保険料の払込を免除した場合には、
つぎのとおりとします。 
(1) この特約の契約内容の変更に関する規定は適用しません。 
(2) 払込を免除したこの特約の保険料は、払込期月の契約応当日ご
とに払込があったものとして取り扱います。 

第10条＜特約給付金または保険料の払込免除の請求、支払時期お
よび支払場所＞ 
  この特約の特約給付金または保険料の払込免除の請求、支払時期
および支払場所については、主約款の規定を準用します。 

第11条＜特約の失効＞ 
  主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
この場合には、保険契約者は、この特約の解約払戻金があるときは、
これを請求することができます。 

第12条＜特約の復活＞ 
１ 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約につ
いても同時に復活の請求があったものとします。 
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２ 会社が、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾した
ときは、この特約の延滞保険料を受け取った時か、この特約の復活
の際のこの特約の被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から、
会社は、この特約の保険料の払込免除についてこの特約上の責任を
負い、その時の属する日をこの特約の復活日とします。この場合、
責任開始日はつぎのとおりとし、会社は、その日から、特約給付金
の支払についてこの特約上の責任を負います。 
(1) この特約の復活日がこの特約の保険期間の始期の属する日から
その日を含めて３か月以内の場合 
第４条＜特約の責任開始＞に定める責任開始日 

(2) この特約の復活日がこの特約の保険期間の始期の属する日から
その日を含めて３か月をこえている場合 
この特約の復活日 

３ 前項のほか、主約款の復活に関する規定を準用してこの特約の復
活を取り扱います。 

第13条＜特約の保険期間、保険料払込期間の変更＞ 
１ 主契約の保険期間が変更された場合には、この特約の保険期間は、
変更後の主契約の保険期間と同一の保険期間に変更されるものとし
ます。 

２ 主契約の保険料払込期間が変更された場合には、この特約の保険
料払込期間は、変更後の主契約の保険料払込期間と同一の保険料払
込期間に変更されるものとします。 

３ 前２項の場合、会社は、主約款の保険期間の変更の規定、主約款
の保険料払込期間の変更の規定を準用して、この特約の保険期間の
変更、この特約の保険料払込期間の変更を取り扱います。 

第14条＜告知義務および告知義務違反による解除＞ 
 この特約の締結、復活または被保険者資格の申込に際し、この特
約の被保険者に関する告知義務、告知義務違反による解除およびこ
の特約を解除できない場合については、主約款の告知義務、告知義
務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用
します。この場合、主約款中「保険契約者」とあるのを「保険契約
者または主契約の第１被保険者」と読み替えます。 

第15条＜重大事由による解除＞ 
  この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由に
よる解除の規定を準用します。 

第16条＜特約の解約＞ 
１ 保険契約者は、将来に向ってこの特約を解約し、この特約の解約
払戻金を請求することができます。 

２ 保険契約者が、本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を
会社に提出してください。 

第17条＜特約給付金額の減額＞ 
１ 保険契約者は、将来に向って特約給付金額を減額することができ
ます。ただし、会社は、減額後の特約給付金額が会社の定める限度
を下まわる減額は取り扱いません。 

２ 主契約の入院給付金日額の減額が行われた場合で、特約給付金額
が会社の定める限度をこえたときには、特約給付金額を会社の定め
る限度まで減額します。 
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３ 保険契約者が、第１項の請求をするときは、必要書類（別表１）
を会社に提出してください。 

４ 本条の規定により特約給付金額を減額した場合には、減額分は解
約されたものとして取り扱い、前条の規定を準用します。 

第18条＜特約の消滅＞ 
１ この特約の被保険者の型が本人型の場合、つぎの各号のいずれか
に該当したときは、この特約も同時に消滅します。 
(1) この特約の被保険者が死亡したとき 
(2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 

２ この特約の被保険者の型が配偶者型の場合、つぎの各号のいずれ
かに該当したときは、この特約も同時に消滅します。 
(1) この特約の被保険者が死亡したとき 
(2) 第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞第１項の規定に該当し
たとき 

(3) 主契約が家族契約から個人契約に変更されたとき 
(4) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 

３ この特約の被保険者の型が子型の場合、つぎの各号のいずれかに
該当したときは、この特約も同時に消滅します。 
(1) 主契約に付加されている子供特約が解約その他の事由によって
消滅したとき。ただし、主契約が個人契約から家族契約に変更さ
れたことにより子供特約が消滅した場合を除きます。 

(2) 主契約が家族契約から個人契約に変更されたとき。ただし、変
更後の主契約に子供特約が付加されている場合を除きます。 

(3) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。ただし、第
９条＜特約の保険料の払込免除＞の規定により、この特約の保険
料の払込が免除される場合を除きます。 

４ 前３項の規定によりこの特約が消滅した場合には、会社は、この
特約の解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。
ただし、第１項第１号または第２項第１号の場合を除きます。 

５ この特約の被保険者の型が子型の場合、この特約のすべての被保
険者が第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞第２項第４号の規定
に該当したときは、保険契約者は、この特約の解約を請求すること
ができます。請求がないときは、この特約は継続しているものとし
ます。 

第19条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて
いたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞ 
１ 主約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて
いた場合＞の規定により主契約が無効とされた場合には、つぎのと
おりとします。 
(1) この特約は同時に消滅し、消滅時までは効力があったものとし
ます。この場合、会社は、この特約の解約払戻金があるときは、
これを保険契約者に支払います。 

(2) 前号の規定にかかわらず、主契約が無効とされた時がこの特約
の責任開始日の前日以前の場合には、会社は、この特約を無効と
し、すでに払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払い戻
します。 

(3) 第９条＜特約の保険料の払込免除＞の規定は適用しません。 
２ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合
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には、本条の規定は適用しません。 
(1) この特約の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定さ
れていた場合＞の規定によりこの特約が無効とされるとき 

(2) 告知義務違反による解除または重大事由による解除の規定によ
りこの特約が解除されるとき 

(3) 主約款の詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効の規
定の準用によりこの特約が取消しまたは無効とされるとき 

第20条＜特約の解約払戻金＞ 
１ この特約の保険期間とこの特約の保険料払込期間が同一の場合、
この特約の解約払戻金はありません。 

２ この特約の保険期間とこの特約の保険料払込期間が異なる場合、
この特約の解約払戻金は、経過年月数（保険料払込期間中の保険契
約において、経過年月数が払込年月数を超える場合は、払込年月数）
により計算します。 

第21条＜特約の契約者配当＞ 
  この特約に対しては、契約者配当はありません。 

第22条＜特約の更新＞ 
１ 主契約が更新されたときには、この特約も同時に更新されるもの
とします。 

２ 本条の規定によりこの特約が更新される場合には、主約款の自動
更新の規定または申出による更新の規定を準用します。 

第23条＜法令等の改正に伴うがん高度先進医療給付金の支払事由
の変更＞ 
１ 会社は、健康保険法またはその他関連する法令等（以下、「法令
等」といいます。）が改正された場合で、特に必要と認めたときに
は、主務官庁の認可を得て、将来に向かって、がん高度先進医療給
付金の支払事由を法令等の改正内容に応じて変更することがありま
す。 

２ 本条の規定によりがん高度先進医療給付金の支払事由を変更する
場合には、認可にあたって会社の定める日（以下、「支払事由変更
日」といいます。）の２か月前までに保険契約者にその旨を通知し
ます。 

３ 前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日の２週間前ま
でにつぎの各号のいずれかの方法を指定してください。 
(1) がん高度先進医療給付金の支払事由の変更を承諾する方法 
(2) 支払事由変更日の前日にこの特約を解約する方法 

４ 前項の指定がないまま、支払事由変更日が到来したときは、保険
契約者により前項第１号の方法が指定されたものとみなします。 

第24条＜管轄裁判所＞ 
  特約給付金またはこの特約の保険料の払込免除の請求に関する訴
訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。 

第25条＜主約款の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないも
のを除き、主約款の規定を準用します。 

第26条＜中途付加する場合の特則＞ 
１ 第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞第１項の規定にかか
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わらず、主契約の締結後、保険契約者は被保険者の同意および会社
の承諾を得て、会社の定める範囲でこの特約を主契約に付加して締
結することができます。この場合、つぎのとおりとします。 
(1) 保険契約者は、この特約の第１回保険料（第１回保険料相当額
を含みます。以下同じ。）を充当する期間の初日（以下、第１条
＜特約の締結および保険期間の始期＞第３項の規定にかかわらず、
「この特約の契約日」といいます。）を、会社の定める範囲内で、
つぎのとおり定めるものとします。 
①  月払契約の場合 
主契約の月単位の契約応当日（契約応当日のない月については、
その月の末日を契約応当日とします。本特約条項を通じて同じ。） 

②  半年払契約の場合 
主契約の半年単位の契約応当日 

③  年払契約の場合 
主契約の年単位の契約応当日 

(2) この特約の第１回保険料は、主契約の払込期月中に主契約の払
込方法（経路）にしたがい、主契約の保険料と同時に払い込んで
ください。 

(3) この特約の第１回保険料の払込については、同時に払い込む主
契約の保険料と同じ猶予期間があります。 

(4) 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この特約の中途
付加はなかったものとします。この場合、猶予期間中に保険事故
が発生しても主約款の規定は準用しません。 

２ この特約を主契約に付加した場合には、つぎのとおりとします。 
(1) 第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞第２項の規定にか
かわらず、会社は、この特約の第１回保険料を受け取った時か前
項に定めるこの特約の契約日（保険料口座振替特約または保険料
クレジットカード支払特約により変更された内容を含みます。）
のいずれか早い時をこの特約の保険期間の始期とします。 

(2) 第５条＜特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込
＞第１項の規定にかかわらず、この特約の保険期間は、この特約
の契約日から主契約の保険期間の満了する日までとし、この特約
の保険料払込期間は、この特約の契約日から主契約の保険料払込
期間の満了する日までとします。 

(3) 第１号に定めるこの特約の保険期間の始期の属する日からこの
特約の契約日の前日までの間にこの特約の保険料の払込の免除事
由が生じたときは、前項第１号の規定（保険料口座振替特約また
は保険料クレジットカード支払特約により変更された内容を含み
ます。）にかかわらず、この特約の保険期間の始期の属する日の
直前の主契約の月単位の契約応当日をこの特約の契約日とし、こ
の特約の保険期間およびこの特約の保険料払込期間は、その日を
基準として再計算し、この特約の保険料に過不足があれば精算し
ます。この場合、この特約の保険期間の始期の変更はありません。 

(4) この特約の保険料は、つぎのとおりとします。 
①  主契約の保険期間が終身で定めてあるとき 
この特約の契約日におけるこの特約の被保険者の満年齢（この
特約の被保険者の型が子型の場合は、主契約の第１被保険者の
満年齢とします。）により計算します。 

②  主契約の保険期間が終身以外で定めてあるとき 
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この特約の契約日直前の主契約の年単位の契約応当日（この特
約の契約日と主契約の年単位の契約応当日が一致する場合はそ
の応当日）におけるこの特約の被保険者の満年齢（この特約の
被保険者の型が子型の場合は、主契約の第１被保険者の満年齢
とします。）により計算します。 

(5) 前号②の場合、この特約の第１回保険料については、会社の定
めた方法で計算した金額の払込を要することがあります。 

(6) 主契約の保険期間が終身以外で定めてある場合には、第７条＜
特約給付金の支払＞第４項中、「この場合、保険年度は、この特
約の契約日からその直後に到来するこの特約の年単位の契約応当
日の前日までを第１保険年度とし、以後、この特約の年単位の契
約応当日ごとに１年を加えて計算するものとします。」とあるの
を「この場合、保険年度は、この特約の契約日からその直後に到
来する主契約の年単位の契約応当日の前日までを第１保険年度と
し、以後、主契約の年単位の契約応当日ごとに１年を加えて計算
するものとします。」と読み替えます。 

(7) 第13条＜特約の保険期間、保険料払込期間の変更＞第１項およ
び第２項を、つぎのとおり読み替えます。 
１ 主契約の保険期間が変更された場合には、この特約の保険
期間も変更されるものとし、変更後のこの特約の保険期間は、
この特約の契約日から変更後の主契約の保険期間の満了する
日までとします。 

２ 主契約の保険料払込期間が変更された場合には、この特約
の保険料払込期間も変更されるものとし、変更後のこの特約
の保険料払込期間は、この特約の契約日から変更後の主契約
の保険料払込期間の満了する日までとします。 

(8) 第20条＜特約の解約払戻金＞第２項を、つぎのとおり読み替え
ます。 
２ この特約の保険期間とこの特約の保険料払込期間が異なる
場合、この特約の解約払戻金は、経過年月数(保険料払込期
間中の保険契約において、経過年月数が払込年月数を超える
場合は、払込年月数)により計算します。ただし、主契約の
保険期間が終身以外で定めてあるときは、この特約の契約日
と主契約の年単位の契約応当日が一致する場合を除き、この
特約の契約日直前の主契約の年単位の契約応当日からこの特
約の契約日までの月数を加算して計算します。 

(9) 年払契約または半年払契約において、この特約が消滅した場合
または保険料の払込を要しなくなった場合、その払込期月に対応
するものとして払い込まれた保険料（保険料の払込免除事由に該
当した後に、払い込まれたものとして取り扱われる保険料を除き
ます。）については、会社は、会社の定めるところにより未経過
期間（１か月未満の端数は切り捨てます。）に対応した保険料相
当額を保険契約者（保険金を支払うときは、保険金とともに保険
金の受取人）に支払います。ただし、月払契約の場合は支払いま
せん。 

(10)前号の場合、支払う金額の支払時期および支払場所については、
主約款の規定を準用します。 

(11)保険証券は発行せず、保険契約者に書面をもって通知します。 

第27条＜低解約払戻金特則＞ 
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１ 本特則は、この特約の締結の際に、保険契約者がつぎのいずれか
の方法を会社に申し出て、会社が承諾することにより、この特約に
付加して締結します。ただし、この特約の保険期間とこの特約の保
険料払込期間が同一の場合には、本特則の付加は取り扱いません。 
(1) 低解約払戻金割合を指定する方法 
(2) 解約払戻金を０と指定する方法 

２ 前項第１号に定める低解約払戻金割合を指定する方法で本特則を
付加した場合には、つぎのとおりとします。 
(1) 保険契約者は、低解約払戻金割合（１よりも小さい割合としま
す。）を、会社所定の範囲内で指定してください。 

(2) この特約の保険料払込期間中のこの特約の解約払戻金は、第20
条＜特約の解約払戻金＞第２項の規定にかかわらず、第20条＜特
約の解約払戻金＞第２項の規定により計算した解約払戻金に、前
号において指定された低解約払戻金割合を乗じて計算します。 

(3) 第１号において指定された低解約払戻金割合は、変更すること
ができません。 

３ 第１項第２号に定める解約払戻金を０と指定する方法で本特則を
付加した場合には、第20条＜特約の解約払戻金＞第２項の規定にか
かわらず、この特約の解約払戻金はありません。 

４ 本特則のみの解約はできません。 

第28条＜主契約に特別条件特則が付加されている場合の特則＞ 
１ 主契約に特別条件特則が付加されている場合で、この特約の被保
険者の型が本人型のときには、つぎのとおりとします。 
(1) 主契約の特別条件特則が特定部位不担保法の場合 
この特約に特定部位不担保法の特別条件特則が付加されるものと
し、その特定部位は、主契約の特定部位と同一とします。 

(2) 主契約の特別条件特則が給付金削減支払法の場合 
この特約に給付金削減支払法の特別条件特則が付加されるものと
し、その給付金削減期間は、主契約の給付金削減期間と同一とし
ます。 

２ 本条の規定によりこの特約に特別条件特則を付加した場合には、
主約款の特別条件特則の規定を準用します。 

第29条＜主契約に保険料一時払特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に保険料一時払特則が付加されている場合には、この特約
の保険料の払込方法（回数）は一時払とします。 

第30条＜主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合の
特則＞ 
  主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合には、つぎ
のとおりとします。 
(1) 第７条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、特約
給付金の受取人はつぎのとおりとします。 
①  この特約の被保険者の型が本人型の場合 
主契約の第１被保険者が支払事由に該当した場合の給付金の受
取人 

②  この特約の被保険者の型が配偶者型または子型の場合 
主契約の第２被保険者が支払事由に該当した場合の給付金の受
取人 

(2) 第７条＜特約給付金の支払＞第２項の規定は適用しません。 
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第31条＜主契約に法人契約特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に法人契約特則が付加されている場合には、つぎのとおり
とします。 
(1) 第７条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、保険
契約者を特約給付金の受取人とします。 

(2) 第７条＜特約給付金の支払＞第２項第３号の規定は適用しませ
ん。 

第32条＜主契約に子供特約が付加されている場合で、特約の被保
険者の型が子型のときの特則＞ 
  主契約に子供特約が付加されている場合で、この特約の被保険者
の型が子型のときには、つぎのとおりとします。 
(1) 第19条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定され
ていたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞第１項中、
「主約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定され
ていた場合＞の規定により主契約が無効とされた場合」とあるの
を「主約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定さ
れていた場合＞の規定により主契約が無効とされた場合（子供特
約の特約条項の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定
されていた場合＞の規定により子供特約が無効とされた場合を含
みます。）」と読み替えます。 

(2) 第19条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定され
ていたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞第１項第
２号中、「主契約が無効とされた時」とあるのを「主契約が無効
とされた時（子供特約が無効とされた時を含みます。）」と読み
替えます。 

(3) 第22条＜特約の更新＞第１項の規定にかかわらず、更新後の主
契約に子供特約が付加されていないときは、この特約は更新され
ないものとします。 

(4) 第30条＜主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合
の特則＞を、つぎのとおり読み替えます。 
第30条＜子供特約に特約給付金受取人指定特則が付加されてい
る場合の特則＞ 
  子供特約に特約給付金受取人指定特則が付加されている場
合には、つぎのとおりとします。 
(1) 第７条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、
子供特約の特約給付金の受取人をこの特約の特約給付金の
受取人とします。 

(2) 第７条＜特約給付金の支払＞第２項第３号の規定は適用
しません。 

第33条＜新がん保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞ 
（記載省略） 

第34条＜その他＞ 
  この特約で使用している「療養」とは、診察、薬剤または治療材
料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。 

＜附則＞ 
１．本特約において、「新がん保険」、「がん定期保険」とは、Ａ型、
Ｂ型、ＢⅡ型、Ｃ型、Ｄ型、Ｅ型、Ｆ型およびＧ型を総称したもの



― 136 ―

特
約

が
が
高
度
先
進
医
療
上
が

 

をいいます。 
２．本特約において、「子供特約」とは、Ａ型、Ｂ型、ＢⅡ型、Ｃ型、
Ｄ型、Ｅ型、Ｆ型、Ｇ型および子供特約〔2000〕を総称したものを
いいます。 

３．平成２年７月１日以前に締結された「新がん保険」、「がん定期
保険」、「子供特約」は、Ａ型とみなします。 
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特定治療通院特約 

（2018年４月２日制定） 

＜この特約の趣旨＞ 
この特約は、主契約に付加することによって、この特約の被保険

者ががんの特定の治療を目的として所定の通院をした場合に、入院
の有無にかかわらず、特定治療通院給付金を支払うことを主な内容
とするものです。 

第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞ 
１ この特約は、保険契約者と会社との間で主たる保険契約（以下、
「主契約」といいます。）を締結する際に、保険契約者が会社に申
し出て、会社が承諾することにより、会社の定める範囲で主契約に
付加して締結します。 

２ この特約の保険期間の始期は、会社がこの特約の第１回保険料（第
１回保険料相当額を含みます。）を受け取った時か、この特約の被
保険者に関する告知の時のいずれか遅い時とします。 

３ この特約の契約日は、主契約の契約日と同一とします。 

第２条＜特約の被保険者の型および被保険者の範囲＞ 
  保険契約者は、この特約の締結の際、つぎのいずれかのこの特約
の被保険者の型を指定してください。ただし、配偶者型を指定する
場合は、主契約が家族契約であることを要します。また、子型を指
定する場合は、主契約が家族契約であるかまたは主契約に子供特約
が付加されていることを要します。 

被保険者の型 この特約の被保険者の範囲 
(1)本人型 主契約の第１被保険者 
(2)配偶者型 主契約の第１被保険者と同一戸籍にその配

偶者として記載されている者（主契約の第
１被保険者の死亡時に、主契約の第１被保
険者と同一戸籍にその配偶者として記載さ
れていた者で、この特約の締結時まで新た
に婚姻をしていない者を含みます。） 

(3)子型 主契約の第１被保険者と同一戸籍にその子
として記載されている満23歳未満の者（主
契約の第１被保険者の死亡時に、主契約の
第１被保険者と同一戸籍にその子として記
載されていた者で、この特約の締結時まで
婚姻をしていない満23歳未満の者を含みま
す。以下、「子」といいます。）ただし、
会社が告知書にもとづく選択上、引き受け
られないと認めた子があった場合には、保
険契約者の同意を得て、この特約の被保険
者からその子を除きます。 

第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞ 
１ この特約の被保険者の型が配偶者型の場合で、この特約の締結後、
この特約の被保険者が主契約の第１被保険者と同一戸籍でなくなっ
たときには、その時からこの特約の被保険者としての資格を失いま
す。ただし、主契約の第１被保険者の死亡による場合を除きます。 

２ この特約の被保険者の型が子型の場合、つぎの各号のとおりとし
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ます。 
(1) この特約の締結時に前条第３号に該当している者は、この特約
の締結時からこの特約の被保険者の資格を得るものとします。 

(2) この特約の締結後に前条第３号に該当することになった者があ
る場合には、保険契約者は、必要書類（別表１）を会社に提出し
てください。会社が承諾した場合には、必要書類を提出した時か
らこの特約の被保険者の資格を得るものとします。 

(3) この特約の締結後に新たに出生した子については、前号の規定
にかかわらず、出生日から自動的にこの特約の被保険者の資格を
得るものとします。 

(4) この特約の締結後につぎのいずれかに該当したときは、該当し
た時から当該被保険者はこの特約の被保険者としての資格を失い
ます。 
①  主契約の第１被保険者と同一戸籍でなくなったとき。ただし、
主契約の第１被保険者の死亡による場合を除きます。 

②  満23歳になったとき 

第４条＜特約の責任開始＞ 
１ この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて３か月
を経過した日の翌日をこの特約の責任開始日（以下、「責任開始日」
といいます。）とし、会社は、その日からこの特約上の責任を負い
ます。ただし、この特約の保険料の払込免除については、会社は、
この特約の保険期間の始期からこの特約上の責任を負います。 

２ 前項の規定にかかわらず、この特約の締結後にこの特約の被保険
者の資格を得た者については、つぎのとおりとします。 
(1) この特約の締結後に新たに出生した子については、出生日か、
前項に定める責任開始日のいずれか遅い日を当該被保険者の責任
開始日とし、会社は、その日からこの特約上の責任を負います。
ただし、この特約の保険料の払込免除については、会社は、出生
した時か、この特約の保険期間の始期のいずれか遅い時からこの
特約上の責任を負います。 

(2) 前号の場合を除き、この特約の締結後にこの特約の被保険者の
資格を得た者については、この特約の被保険者の資格を得た日か
らその日を含めて３か月を経過した日の翌日か、前項に定める責
任開始日のいずれか遅い日を当該被保険者の責任開始日とし、会
社は、その日からこの特約上の責任を負います。ただし、この特
約の保険料の払込免除については、会社は、この特約の被保険者
の資格を得た時か、この特約の保険期間の始期のいずれか遅い時
からこの特約上の責任を負います。 

第５条＜特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込＞ 
１ この特約の保険期間およびこの特約の保険料払込期間は、主契約
の保険期間および保険料払込期間と同一とします。 

２ この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとし、
主契約の保険料が前納のときは、この特約の保険料も前納とします。
なお、月払契約で前納する場合、この特約の保険料については、会
社所定の割引率で割り引きます。 

３ 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれな
い場合には、この特約は、その未払込保険料の払込期月に属する契
約応当日から将来に向って解約されたものとします。 
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第６条＜がんの定義および診断確定＞ 
１ この特約において「がん」とは、別表27に定める悪性新生物をい
います。 

２ がんの診断確定は、日本の医師の資格を持つ者（日本の医師の資
格を持つ者と同等の日本国外の医師を含みます。）によって、病理
組織学的所見（生検を含みます。以下同じ。）によりなされたもの
でなければなりません。ただし、病理組織学的検査が行われなかっ
た場合には、その検査が行われなかった理由および他の所見による
診断確定の根拠が明らかであるときに限り、その診断確定も認めま
す。 

第７条＜特約給付金の支払＞ 
１ 特定治療通院給付金（以下、「特約給付金」といいます。）の支
払は、つぎのとおりとします。 
特約給付金を支払う
場合（以下、「支払事
由」といいます。） 

この特約の被保険者が、責任開始日以後の
この特約の保険期間中につぎのすべてを満
たす通院をしたとき 
①責任開始日以後に診断確定されたがん
の治療を直接の目的とする通院 

②つぎのいずれかの治療を直接の目的とす
る通院 
(ｱ)放射線療法 
(ｲ)化学療法（ただし、経口投与による

ものを除きます。） 
③別表21-1に定める病院または診療所（た
だし、患者を収容する施設を有しない診
療所を含みます。）への通院 

④別表23-1に定める通院 
支払額 通院１日あたり、特約給付金額 
受取人 支払事由に該当したこの特約の被保険者 

 
２ 特約給付金が支払われる前に支払事由に該当したこの特約の被保
険者が死亡したときは、つぎのとおりとします。 
(1) この特約の被保険者の型が本人型の場合 
主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人がこの特約の被保険者
の死亡時の法定相続人である場合は、会社は、未払の特約給付金
を、主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人に支払います。た
だし、主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人が２人以上であ
る場合を除きます。 

(2) この特約の被保険者の型が配偶者型の場合 
主契約の第２被保険者のうちの配偶者の死亡保険金受取人がこの
特約の被保険者の死亡時の法定相続人である場合は、会社は、未
払の特約給付金を、主契約の第２被保険者のうちの配偶者の死亡
保険金受取人に支払います。ただし、主契約の第２被保険者のう
ちの配偶者の死亡保険金受取人が２人以上である場合を除きます。 

(3) この特約の被保険者の型が子型の場合 
会社は、未払の特約給付金を、主契約の第１被保険者に支払いま
す。ただし、主契約の第１被保険者がすでに死亡している場合を
除きます。 

３ この特約の同一の被保険者が、つぎの各号のいずれかに該当した
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場合には、特約給付金は重複して支払いません。 
(1) 同一の日に２回以上通院をしたとき 
(2) ２以上の事由の治療を目的とした１回の通院をしたとき 

４ この特約の同一の被保険者が、つぎの各号のいずれかに該当する
日に特約給付金の支払事由に該当する通院をした場合には、第１項
の規定にかかわらず、特約給付金は支払いません。 
(1) 主契約の入院給付金が支払われる日 
(2) 主契約の通院給付金が支払われる日 

５ この特約の同一の被保険者についての特約給付金の通算支払限度
は、この特約の保険期間を通じ、支払日数（特約給付金を支払う日
数。以下同じ。）を通算して120日とします。 

６ 特約給付金の受取人は第29条＜主契約に給付金受取人指定特則
が付加されている場合の特則＞、第30条＜主契約に法人契約特則が
付加されている場合の特則＞、第31条＜主契約に子供特約が付加さ
れている場合で、特約の被保険者の型が子型のときの特則＞第６号
および第32条＜新がん保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞
第５号を除き、支払事由に該当したこの特約の被保険者以外の者に
変更することはできません。 

第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合＞ 
１ この特約の被保険者が、告知前または告知の時から当該被保険者
の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合には、保
険契約者、主契約の第１被保険者およびこの特約の被保険者のその
事実の知、不知にかかわらず、会社は、この特約を無効（この特約
の復活の際は復活の取扱を無効）とします。 

２ 前項の場合、会社は、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」
といいます。）の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定
されていた場合＞の規定を準用します。 

第９条＜特約の保険料の払込免除＞ 
１ この特約の被保険者の型が子型の場合で、この特約の保険期間の
始期以後のこの特約の保険料払込期間中につぎの各号のすべてに該
当したときには、この特約は当初定めたこの特約の保険期間の満了
する日まで有効に継続し、会社は、次の払込期月（払込期月の初日
から契約応当日の前日までに該当したときは、その払込期月）以後
のこの特約の保険料の払込を免除します。 
(1) 主契約の第１被保険者が死亡していること 
(2) 子が生存していること 

２ 前項の規定によりこの特約の保険料の払込を免除した場合には、
つぎのとおりとします。 
(1) この特約の契約内容の変更に関する規定は適用しません。 
(2) 払込を免除したこの特約の保険料は、払込期月の契約応当日ご
とに払込があったものとして取り扱います。 

第10条＜特約給付金または保険料の払込免除の請求、支払時期お
よび支払場所＞ 
  この特約の特約給付金または保険料の払込免除の請求、支払時期
および支払場所については、主約款の規定を準用します。 

第11条＜特約の失効＞ 
  主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
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この場合には、保険契約者は、この特約の解約払戻金があるときは、
これを請求することができます。 

第12条＜特約の復活＞ 
１ 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約につ
いても同時に復活の請求があったものとします。 

２ 会社が、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾した
ときは、この特約の延滞保険料を受け取った時か、この特約の復活
の際のこの特約の被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から、
会社は、この特約の保険料の払込免除についてこの特約上の責任を
負い、その時の属する日をこの特約の復活日とします。この場合、
責任開始日はつぎのとおりとし、会社は、その日から、特約給付金
の支払についてこの特約上の責任を負います。 
(1) この特約の復活日がこの特約の保険期間の始期の属する日から
その日を含めて３か月以内の場合 
第４条＜特約の責任開始＞に定める責任開始日 

(2) この特約の復活日がこの特約の保険期間の始期の属する日から
その日を含めて３か月をこえている場合 
この特約の復活日 

３ 前項のほか、主約款の復活に関する規定を準用してこの特約の復
活を取り扱います。 

第13条＜特約の保険期間、保険料払込期間の変更＞ 
１ 主契約の保険期間が変更された場合には、この特約の保険期間は、
変更後の主契約の保険期間と同一の保険期間に変更されるものとし
ます。 

２ 主契約の保険料払込期間が変更された場合には、この特約の保険
料払込期間は、変更後の主契約の保険料払込期間と同一の保険料払
込期間に変更されるものとします。 

３ 前２項の場合、会社は、主約款の保険期間の変更の規定、主約款
の保険料払込期間の変更の規定を準用して、この特約の保険期間の
変更、この特約の保険料払込期間の変更を取り扱います。 

第14条＜告知義務および告知義務違反による解除＞ 
 この特約の締結、復活または被保険者資格の申込に際し、この特
約の被保険者に関する告知義務、告知義務違反による解除およびこ
の特約を解除できない場合については、主約款の告知義務、告知義
務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用
します。この場合、主約款中「保険契約者」とあるのを「保険契約
者または主契約の第１被保険者」と読み替えます。 

第15条＜重大事由による解除＞ 
  この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由に
よる解除の規定を準用します。 

第16条＜特約の解約＞ 
１ 保険契約者は、将来に向ってこの特約を解約し、この特約の解約
払戻金を請求することができます。 

２ 保険契約者が、本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を
会社に提出してください。 

第17条＜特約給付金額の減額＞ 
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１ 保険契約者は、将来に向って特約給付金額を減額することができ
ます。ただし、会社は、減額後の特約給付金額が会社の定める限度
を下まわる減額は取り扱いません。 

２ 主契約の入院給付金日額の減額が行われた場合で、特約給付金額
が会社の定める限度をこえたときには、特約給付金額を会社の定め
る限度まで減額します。 

３ 保険契約者が、第１項の請求をするときは、必要書類（別表１）
を会社に提出してください。 

４ 本条の規定により特約給付金額を減額した場合には、減額分は解
約されたものとして取り扱い、前条の規定を準用します。 

第18条＜特約の消滅＞ 
１ この特約の被保険者の型が本人型の場合、つぎの各号のいずれか
に該当したときは、この特約も同時に消滅します。 
(1) この特約の被保険者が死亡したとき 
(2) 特約給付金の支払日数が、第７条＜特約給付金の支払＞第５項
に定める通算支払限度に達したとき 

(3) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 
２ この特約の被保険者の型が配偶者型の場合、つぎの各号のいずれ
かに該当したときは、この特約も同時に消滅します。 
(1) この特約の被保険者が死亡したとき 
(2) 特約給付金の支払日数が、第７条＜特約給付金の支払＞第５項
に定める通算支払限度に達したとき 

(3) 第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞第１項の規定に該当し
たとき 

(4) 主契約が家族契約から個人契約に変更されたとき 
(5) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 

３ この特約の被保険者の型が子型の場合、つぎの各号のいずれかに
該当したときは、この特約も同時に消滅します。 
(1) 主契約に付加されている子供特約が解約その他の事由によって
消滅したとき。ただし、主契約が個人契約から家族契約に変更さ
れたことにより子供特約が消滅した場合を除きます。 

(2) 主契約が家族契約から個人契約に変更されたとき。ただし、変
更後の主契約に子供特約が付加されている場合を除きます。 

(3) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。ただし、第
９条＜特約の保険料の払込免除＞の規定により、この特約の保険
料の払込が免除される場合を除きます。 

４ 前３項の規定によりこの特約が消滅した場合には、会社は、この
特約の解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。
ただし、第１項第１号もしくは第２号または第２項第１号もしくは
第２号の場合を除きます。 

５ この特約の被保険者の型が子型の場合、この特約のすべての被保
険者が第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞第２項第４号の規定
に該当したときは、保険契約者は、この特約の解約を請求すること
ができます。請求がないときは、この特約は継続しているものとし
ます。 

第19条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて
いたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞ 
１ 主約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて
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いた場合＞の規定により主契約が無効とされた場合には、つぎのと
おりとします。 
(1) この特約は同時に消滅し、消滅時までは効力があったものとし
ます。この場合、会社は、この特約の解約払戻金があるときは、
これを保険契約者に支払います。 

(2) 前号の規定にかかわらず、主契約が無効とされた時がこの特約
の責任開始日の前日以前の場合には、会社は、この特約を無効と
し、すでに払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払い戻
します。 

(3) 第９条＜特約の保険料の払込免除＞の規定は適用しません。 
２ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合
には、本条の規定は適用しません。 
(1) この特約の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定さ
れていた場合＞の規定によりこの特約が無効とされるとき 

(2) 告知義務違反による解除または重大事由による解除の規定によ
りこの特約が解除されるとき 

(3) 主約款の詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効の規
定の準用によりこの特約が取消しまたは無効とされるとき 

第20条＜特約の解約払戻金＞ 
１ この特約の解約払戻金は、経過年月数（保険料払込期間中の保険
契約において、経過年月数が払込年月数を超える場合は、払込年月
数）により計算します。 

２ この特約の被保険者の型が子型の場合で、この特約の保険期間と
この特約の保険料払込期間が同一のときには、前項の規定にかかわ
らず、この特約の解約払戻金はありません。 

第21条＜特約の契約者配当＞ 
  この特約に対しては、契約者配当はありません。 

第22条＜特約の更新＞ 
１ 主契約が更新されたときには、この特約も同時に更新されるもの
とします。 

２ 本条の規定によりこの特約が更新される場合には、主約款の自動
更新の規定または申出による更新の規定を準用します。 

第23条＜管轄裁判所＞ 
  特約給付金またはこの特約の保険料の払込免除の請求に関する訴
訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。 

第24条＜主約款の準用＞ 
この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないも

のを除き、主約款の規定を準用します。 

第25条＜中途付加する場合の特則＞ 
１ 第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞第１項の規定にかか
わらず、主契約の締結後、保険契約者は被保険者の同意および会社
の承諾を得て、会社の定める範囲でこの特約を主契約に付加して締
結することができます。この場合、つぎのとおりとします。 
(1) 保険契約者は、この特約の第１回保険料（第１回保険料相当額
を含みます。以下同じ。）を充当する期間の初日（以下、第１条
＜特約の締結および保険期間の始期＞第３項の規定にかかわらず、
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「この特約の契約日」といいます。）を、会社の定める範囲内で、
つぎのとおり定めるものとします。 
① 月払契約の場合 
主契約の月単位の契約応当日（契約応当日のない月については、
その月の末日を契約応当日とします。本特約条項を通じて同じ。） 

②  半年払契約の場合 
主契約の半年単位の契約応当日 

③  年払契約の場合 
主契約の年単位の契約応当日 

(2) この特約の第１回保険料は、主契約の払込期月中に主契約の払
込方法（経路）にしたがい、主契約の保険料と同時に払い込んで
ください。 

(3) この特約の第１回保険料の払込については、同時に払い込む主
契約の保険料と同じ猶予期間があります。 

(4) 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この特約の中途
付加はなかったものとします。この場合、猶予期間中に保険事故
が発生しても主約款の規定は準用しません。 

２ この特約を主契約に付加した場合には、つぎのとおりとします。 
(1) 第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞第２項の規定にか
かわらず、会社は、この特約の第１回保険料を受け取った時か前
項に定めるこの特約の契約日（保険料口座振替特約または保険料
クレジットカード支払特約により変更された内容を含みます。）
のいずれか早い時をこの特約の保険期間の始期とします。 

(2) 第５条＜特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込
＞第１項の規定にかかわらず、この特約の保険期間は、この特約
の契約日から主契約の保険期間の満了する日までとし、この特約
の保険料払込期間は、この特約の契約日から主契約の保険料払込
期間の満了する日までとします。 

(3) 第１号に定めるこの特約の保険期間の始期の属する日からこの
特約の契約日の前日までの間にこの特約の保険料の払込の免除事
由が生じたときは、前項第１号の規定（保険料口座振替特約また
は保険料クレジットカード支払特約により変更された内容を含み
ます。）にかかわらず、この特約の保険期間の始期の属する日の
直前の主契約の月単位の契約応当日をこの特約の契約日とし、こ
の特約の保険期間およびこの特約の保険料払込期間は、その日を
基準として再計算し、この特約の保険料に過不足があれば精算し
ます。この場合、この特約の保険期間の始期の変更はありません。 

(4) この特約の保険料は、つぎのとおりとします。 
①  主契約の保険期間が終身で定めてあるとき 
この特約の契約日におけるこの特約の被保険者の満年齢（この
特約の被保険者の型が子型の場合は、主契約の第１被保険者の
満年齢とします。）により計算します。 

②  主契約の保険期間が終身以外で定めてあるとき 
この特約の契約日直前の主契約の年単位の契約応当日（この特
約の契約日と主契約の年単位の契約応当日が一致する場合はそ
の応当日）におけるこの特約の被保険者の満年齢（この特約の
被保険者の型が子型の場合は、主契約の第１被保険者の満年齢
とします。）により計算します。 

(5) 前号②の場合、この特約の第１回保険料については、会社の定
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めた方法で計算した金額の払込を要することがあります。 
(6) 第13条＜特約の保険期間、保険料払込期間の変更＞第１項およ
び第２項を、つぎのとおり読み替えます。 
１ 主契約の保険期間が変更された場合には、この特約の保険
期間も変更されるものとし、変更後のこの特約の保険期間は、
この特約の契約日から変更後の主契約の保険期間の満了する
日までとします。 

２ 主契約の保険料払込期間が変更された場合には、この特約
の保険料払込期間も変更されるものとし、変更後のこの特約
の保険料払込期間は、この特約の契約日から変更後の主契約
の保険料払込期間の満了する日までとします。 

(7) 第20条＜特約の解約払戻金＞第１項を、つぎのとおり読み替え
ます。 
１ この特約の解約払戻金は、経過年月数（保険料払込期間中
の保険契約において、経過年月数が払込年月数を超える場合
は、払込年月数）により計算します。ただし、主契約の保険
期間が終身以外で定めてあるときは、この特約の契約日と主
契約の年単位の契約応当日が一致する場合を除き、この特約
の契約日直前の主契約の年単位の契約応当日からこの特約の
契約日までの月数を加算して計算します。 

(8) 年払契約または半年払契約において、この特約が消滅した場合
または保険料の払込を要しなくなった場合、その払込期月に対応
するものとして払い込まれた保険料（保険料の払込免除事由に該
当した後に、払い込まれたものとして取り扱われる保険料を除き
ます。）については、会社は、会社の定めるところにより未経過
期間（１か月未満の端数は切り捨てます。）に対応した保険料相
当額を保険契約者（保険金を支払うときは、保険金とともに保険
金の受取人）に支払います。ただし、月払契約の場合は支払いま
せん。 

(9) 前号の場合、支払う金額の支払時期および支払場所については、
主約款の規定を準用します。 

(10)保険証券は発行せず、保険契約者に書面をもって通知します。 

第26条＜低解約払戻金特則＞ 
１ 本特則は、この特約の締結の際に、保険契約者がつぎのいずれか
の方法を会社に申し出て、会社が承諾することにより、この特約に
付加して締結します。ただし、この特約の保険期間が年満期で定め
てある場合には、第１号に定める低解約払戻金割合を指定する方法
は取り扱いません。また、この特約の被保険者の型が子型の場合で、
この特約の保険期間とこの特約の保険料払込期間が同一のときには、
本特則の付加は取り扱いません。 
(1) 低解約払戻金割合を指定する方法 
(2) 解約払戻金を０と指定する方法 

２ 前項第１号に定める低解約払戻金割合を指定する方法で本特則を
付加した場合には、つぎのとおりとします。 
(1) 保険契約者は、低解約払戻金割合（１よりも小さい割合としま
す。）を、会社所定の範囲内で指定してください。 

(2) この特約の保険料払込期間中のこの特約の解約払戻金は、第20
条＜特約の解約払戻金＞第１項の規定にかかわらず、第20条＜特
約の解約払戻金＞第１項の規定により計算した解約払戻金に、前
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号において指定された低解約払戻金割合を乗じて計算します。 
(3) 第１号において指定された低解約払戻金割合は、変更すること
ができません。 

３ 第１項第２号に定める解約払戻金を０と指定する方法で本特則を
付加した場合には、第20条＜特約の解約払戻金＞第１項の規定にか
かわらず、この特約の解約払戻金はありません。 

４ 本特則のみの解約はできません。 

第27条＜主契約に特別条件特則が付加されている場合の特則＞ 
１ 主契約に特別条件特則が付加されている場合で、この特約の被保
険者の型が本人型のときには、つぎのとおりとします。 
(1) 主契約の特別条件特則が特定部位不担保法の場合 
この特約に特定部位不担保法の特別条件特則が付加されるものと
し、その特定部位は、主契約の特定部位と同一とします。 

(2) 主契約の特別条件特則が給付金削減支払法の場合 
この特約に給付金削減支払法の特別条件特則が付加されるものと
し、その給付金削減期間は、主契約の給付金削減期間と同一とし
ます。 

２ 本条の規定によりこの特約に特別条件特則を付加した場合には、
主約款の特別条件特則の規定を準用します。 

第28条＜主契約に保険料一時払特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に保険料一時払特則が付加されている場合には、この特約
の保険料の払込方法（回数）は一時払とします。 

第29条＜主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合の
特則＞ 
  主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合には、つぎ
のとおりとします。 
(1) 第７条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、特約
給付金の受取人はつぎのとおりとします。 
① この特約の被保険者の型が本人型の場合 
主契約の第１被保険者が支払事由に該当した場合の給付金の受
取人 

②  この特約の被保険者の型が配偶者型または子型の場合 
主契約の第２被保険者が支払事由に該当した場合の給付金の受
取人 

(2) 第７条＜特約給付金の支払＞第２項の規定は適用しません。 

第30条＜主契約に法人契約特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に法人契約特則が付加されている場合には、つぎのとおり
とします。 
(1) 第７条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、保険
契約者を特約給付金の受取人とします。 

(2) 第７条＜特約給付金の支払＞第２項第３号の規定は適用しませ
ん。 

第31条＜主契約に子供特約が付加されている場合で、特約の被保
険者の型が子型のときの特則＞ 
  主契約に子供特約が付加されている場合で、この特約の被保険者
の型が子型のときには、つぎのとおりとします。 
(1) 第７条＜特約給付金の支払＞第４項第１号中、「主契約の入院
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給付金」とあるのを「子供特約の入院給付金（特約入院給付金を
含みます。）」と読み替えます。 

(2) 第７条＜特約給付金の支払＞第４項第２号中、「主契約の通院
給付金」とあるのを「子供特約の通院給付金（特約通院給付金を
含みます。）」と読み替えます。 

(3) 第19条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定され
ていたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞第１項中、
「主約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定され
ていた場合＞の規定により主契約が無効とされた場合」とあるの
を「主約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定さ
れていた場合＞の規定により主契約が無効とされた場合（子供特
約の特約条項の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定
されていた場合＞の規定により子供特約が無効とされた場合を含
みます。）」と読み替えます。 

(4) 第19条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定され
ていたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞第１項第
２号中、「主契約が無効とされた時」とあるのを「主契約が無効
とされた時（子供特約が無効とされた時を含みます。）」と読み
替えます。 

(5) 第22条＜特約の更新＞第１項の規定にかかわらず、更新後の主
契約に子供特約が付加されていないときは、この特約は更新され
ないものとします。 

(6) 第29条＜主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合
の特則＞を、つぎのとおり読み替えます。 
第29条＜子供特約に特約給付金受取人指定特則が付加されてい
る場合の特則＞ 

子供特約に特約給付金受取人指定特則が付加されている場
合には、つぎのとおりとします。 
(1) 第７条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、
子供特約の特約給付金の受取人をこの特約の特約給付金の
受取人とします。 

(2) 第７条＜特約給付金の支払＞第２項第３号の規定は適用
しません。 

第32条＜新がん保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞ 
（記載省略） 

第33条＜その他＞ 
  この特約で使用している用語の意義は下記の通りです。 
(1) 治療を直接の目的とする通院 
「治療を直接の目的とする通院」には、治療処置を伴わない薬剤・
治療材料の購入、受取のみの通院は該当しません。 

(2) 放射線療法 
「放射線療法」とは、がんに放射線を照射することにより、これ
を破壊することを目的とした治療法をいいます。 

(3) 化学療法 
「化学療法」とは、がんを適応症として厚生労働大臣が承認する
薬剤または治験薬剤（厚生労働大臣の承認を得るために、日本の
医療機関で実施される臨床試験（治験）で使用されている薬剤候
補）を投与することにより、がんを破壊またはこれの発育・増殖
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を抑制することを目的とした治療法をいいます。（ホルモン療法
を含みます。） 

＜附則＞ 
１．本特約において、「新がん保険」、「がん定期保険」とは、Ａ型、
Ｂ型、ＢⅡ型、Ｃ型、Ｄ型、Ｅ型、Ｆ型およびＧ型を総称したもの
をいいます。 

２．本特約において、「子供特約」とは、Ａ型、Ｂ型、ＢⅡ型、Ｃ型、
Ｄ型、Ｅ型、Ｆ型、Ｇ型および子供特約〔2000〕を総称したものを
いいます。 

３．平成2年7月1日以前に締結された「新がん保険」、「がん定期保
険」、「子供特約」は、Ａ型とみなします。 
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緩和ケア特約 

（2018年４月２日制定） 

＜この特約の趣旨＞ 
この特約は、主契約に付加することによって、この特約の被保険

者ががんを直接の原因として余命６か月以内と判断され在宅緩和ケ
アを受けた場合に、在宅緩和ケア初期給付金および在宅緩和ケア給
付金を支払うことを主な内容とするものです。 

第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞ 
１ この特約は、保険契約者と会社との間で主たる保険契約（以下、
「主契約」といいます。）を締結する際に、保険契約者が会社に申
し出て、会社が承諾することにより、会社の定める範囲で主契約に
付加して締結します。 

２ この特約の保険期間の始期は、会社がこの特約の第１回保険料（第
１回保険料相当額を含みます。）を受け取った時か、この特約の被
保険者に関する告知の時のいずれか遅い時とします。 

３ この特約の契約日は、主契約の契約日と同一とします。 

第２条＜特約の被保険者の型および被保険者の範囲＞ 
  保険契約者は、この特約の締結の際、つぎのいずれかのこの特約
の被保険者の型を指定してください。ただし、配偶者型を指定する
場合は、主契約が家族契約であることを要します。また、子型を指
定する場合は、主契約が家族契約であるかまたは主契約に子供特約
が付加されていることを要します。 

被保険者の型 この特約の被保険者の範囲 
(1)本人型 主契約の第１被保険者 
(2)配偶者型 主契約の第１被保険者と同一戸籍にその配

偶者として記載されている者（主契約の第
１被保険者の死亡時に、主契約の第１被保
険者と同一戸籍にその配偶者として記載さ
れていた者で、この特約の締結時まで新た
に婚姻をしていない者を含みます。） 

(3)子型 主契約の第１被保険者と同一戸籍にその子
として記載されている満23歳未満の者（主
契約の第１被保険者の死亡時に、主契約の
第１被保険者と同一戸籍にその子として記
載されていた者で、この特約の締結時まで
婚姻をしていない満23歳未満の者を含みま
す。以下、「子」といいます。）ただし、
会社が告知書にもとづく選択上、引き受け
られないと認めた子があった場合には、保
険契約者の同意を得て、この特約の被保険
者からその子を除きます。 

第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞ 
１ この特約の被保険者の型が配偶者型の場合で、この特約の締結後、
この特約の被保険者が主契約の第１被保険者と同一戸籍でなくなっ
たときには、その時からこの特約の被保険者としての資格を失いま
す。ただし、主契約の第１被保険者の死亡による場合を除きます。 

２ この特約の被保険者の型が子型の場合、つぎの各号のとおりとし
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ます。 
(1) この特約の締結時に前条第３号に該当している者は、この特約
の締結時からこの特約の被保険者の資格を得るものとします。 

(2) この特約の締結後に前条第３号に該当することになった者があ
る場合には、保険契約者は、必要書類（別表１）を会社に提出し
てください。会社が承諾した場合には、必要書類を提出した時か
らこの特約の被保険者の資格を得るものとします。 

(3) この特約の締結後に新たに出生した子については、前号の規定
にかかわらず、出生日から自動的にこの特約の被保険者の資格を
得るものとします。 

(4) この特約の締結後につぎのいずれかに該当したときは、該当し
た時から当該被保険者はこの特約の被保険者としての資格を失い
ます。 
①  主契約の第１被保険者と同一戸籍でなくなったとき。ただし、
主契約の第１被保険者の死亡による場合を除きます。 

②  満23歳になったとき 

第４条＜特約の責任開始＞ 
１ この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて３か月
を経過した日の翌日をこの特約の責任開始日（以下、「責任開始日」
といいます。）とし、会社は、その日からこの特約上の責任を負い
ます。ただし、この特約の保険料の払込免除については、会社は、
この特約の保険期間の始期からこの特約上の責任を負います。 

２ 前項の規定にかかわらず、この特約の締結後にこの特約の被保険
者の資格を得た者については、つぎのとおりとします。 
(1) この特約の締結後に新たに出生した子については、出生日か、
前項に定める責任開始日のいずれか遅い日を当該被保険者の責任
開始日とし、会社は、その日からこの特約上の責任を負います。
ただし、この特約の保険料の払込免除については、会社は、出生
した時か、この特約の保険期間の始期のいずれか遅い時からこの
特約上の責任を負います。 

(2) 前号の場合を除き、この特約の締結後にこの特約の被保険者の
資格を得た者については、この特約の被保険者の資格を得た日か
らその日を含めて３か月を経過した日の翌日か、前項に定める責
任開始日のいずれか遅い日を当該被保険者の責任開始日とし、会
社は、その日からこの特約上の責任を負います。ただし、この特
約の保険料の払込免除については、会社は、この特約の被保険者
の資格を得た時か、この特約の保険期間の始期のいずれか遅い時
からこの特約上の責任を負います。 

第５条＜特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込＞ 
１ この特約の保険期間およびこの特約の保険料払込期間は、主契約
の保険期間および保険料払込期間と同一とします。 

２ この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとし、
主契約の保険料が前納のときは、この特約の保険料も前納とします。
なお、月払契約で前納する場合、この特約の保険料については、会
社所定の割引率で割り引きます。 

３ 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれな
い場合には、この特約は、その未払込保険料の払込期月に属する契
約応当日から将来に向って解約されたものとします。 
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第６条＜がんの定義および診断確定＞ 
１ この特約において「がん」とは、別表27に定める悪性新生物をい
います。 

２ がんの診断確定は、日本の医師の資格を持つ者（日本の医師の資
格を持つ者と同等の日本国外の医師を含みます。以下、「医師」と
いいます。）によって、病理組織学的所見（生検を含みます。以下
同じ。）によりなされたものでなければなりません。ただし、病理
組織学的検査が行われなかった場合には、その検査が行われなかっ
た理由および他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときに
限り、その診断確定も認めます。 

第７条＜在宅緩和ケアの定義＞ 
  この特約において「在宅緩和ケア」とは、つぎのすべてに該当す
るものをいいます。 
(1) 余命６か月以内と判断されるがんに罹患している者に対して、
がんから生じる各種の症状を緩和することを目的として提供され
る医療 

(2) 医師の計画的な医学管理のもとで、在宅において総合的に提供
される医療 

第８条＜特約給付金の支払＞ 
１ 在宅緩和ケア初期給付金、在宅緩和ケア給付金（以下、総称して
「特約給付金」といいます。）の支払は、つぎのとおりとします。 
(1) 在宅緩和ケア初期給付金 

特約給付金を支払
う場合（以下、「支
払事由」といいま
す。） 

この特約の被保険者が、責任開始日以後
のこの特約の保険期間中につぎのすべて
に該当したとき 
①責任開始日以後に診断確定されたがん
を直接の原因として、余命６か月以内
と判断されていること 

②初めて在宅緩和ケアを開始したこと（以
下、その開始した日を「在宅緩和ケア
開始日」といいます。） 

支払額 特約給付金額（在宅緩和ケア開始日現在
の特約給付金額とします。）の20倍 

受取人 支払事由に該当したこの特約の被保険者 
 
(2) 在宅緩和ケア給付金 

支払事由 この特約の被保険者が、責任開始日以後の
この特約の保険期間中につぎのすべてに該
当したとき 
①在宅緩和ケア初期給付金が支払われてい
ること 

②在宅緩和ケアを継続して受けていること 
支払額 「特約給付金額（特約給付金額の減額があ

った場合には、各日現在の特約給付金額と
します。）」×「在宅緩和ケア継続日数（在
宅緩和ケア開始日からその日を含めて180
日以内の在宅緩和ケアを継続して受けてい
る日数をいいます。）」 
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受取人 支払事由に該当したこの特約の被保険者 
 
２ 特約給付金が支払われる前に支払事由に該当したこの特約の被保
険者が死亡したときは、つぎのとおりとします。 
(1) この特約の被保険者の型が本人型の場合 
主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人がこの特約の被保険者
の死亡時の法定相続人である場合は、会社は、未払の特約給付金
を、主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人に支払います。た
だし、主契約の第１被保険者の死亡保険金受取人が２人以上であ
る場合を除きます。 

(2) この特約の被保険者の型が配偶者型の場合 
主契約の第２被保険者のうちの配偶者の死亡保険金受取人がこの
特約の被保険者の死亡時の法定相続人である場合は、会社は、未
払の特約給付金を、主契約の第２被保険者のうちの配偶者の死亡
保険金受取人に支払います。ただし、主契約の第２被保険者のう
ちの配偶者の死亡保険金受取人が２人以上である場合を除きます。 

(3) この特約の被保険者の型が子型の場合 
会社は、未払の特約給付金を、主契約の第１被保険者に支払いま
す。ただし、主契約の第１被保険者がすでに死亡している場合を
除きます。 

３ この特約の同一の被保険者について、在宅緩和ケア初期給付金の
支払は、この特約の保険期間を通じ１回のみとします。 

４ この特約の同一の被保険者が、在宅緩和ケア開始日からその日を
含めて180日以内に入院をした場合は、つぎのとおりとします。 
(1) その入院が主契約の入院給付金の支払事由に該当する入院の場
合で、その入院の退院の後に在宅緩和ケアを受けているときには、
その入院中も在宅緩和ケアを継続して受けていたものとみなして
取り扱います。 

(2) 前号の規定にかかわらず、主契約の入院給付金が支払われる日
については、在宅緩和ケア給付金は支払いません。 

(3) その入院が主契約の入院給付金の支払事由に該当しない入院の
場合で、その入院中も継続して在宅緩和ケアと同等の医療を受け
ているときには、第７条＜在宅緩和ケアの定義＞の規定にかかわ
らず、在宅緩和ケアを継続して受けているものとみなして取り扱
います。 

５ 在宅緩和ケア開始日からその日を含めて180日以内につぎの各号
のいずれかの事由が発生したときは、その事由が生じた時を含んで
継続している当該被保険者が受けている在宅緩和ケアは、この特約
の有効中の在宅緩和ケアとみなして取り扱います。 
(1) この特約の保険期間が満了したとき 
(2) 第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞第１項または第２項第
４号の規定により、この特約の被保険者としての資格を失ったと
き 

(3) 第20条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定され
ていたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞第１項第
１号の規定により、この特約が消滅したとき 

６ 特約給付金の受取人は第30条＜主契約に給付金受取人指定特則
が付加されている場合の特則＞、第31条＜主契約に法人契約特則が
付加されている場合の特則＞、第32条＜主契約に子供特約が付加さ
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れている場合で、特約の被保険者の型が子型のときの特則＞第５号
および第33条＜新がん保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞
第５号を除き、支払事由に該当したこの特約の被保険者以外の者に
変更することはできません。 

第９条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合＞ 
１ この特約の被保険者が、告知前または告知の時から当該被保険者
の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合には、保
険契約者、主契約の第１被保険者およびこの特約の被保険者のその
事実の知、不知にかかわらず、会社は、この特約を無効（この特約
の復活の際は復活の取扱を無効）とします。 

２ 前項の場合、会社は、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」
といいます。）の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定
されていた場合＞の規定を準用します。 

第10条＜特約の保険料の払込免除＞ 
１ この特約の被保険者の型が子型の場合で、この特約の保険期間の
始期以後のこの特約の保険料払込期間中につぎの各号のすべてに該
当したときには、この特約は当初定めたこの特約の保険期間の満了
する日まで有効に継続し、会社は、次の払込期月（払込期月の初日
から契約応当日の前日までに該当したときは、その払込期月）以後
のこの特約の保険料の払込を免除します。 
(1) 主契約の第１被保険者が死亡していること 
(2) 子が生存していること 

２ 前項の規定によりこの特約の保険料の払込を免除した場合には、
つぎのとおりとします。 
(1) この特約の契約内容の変更に関する規定は適用しません。 
(2) 払込を免除したこの特約の保険料は、払込期月の契約応当日ご
とに払込があったものとして取り扱います。 

第11条＜特約給付金または保険料の払込免除の請求、支払時期お
よび支払場所＞ 
  この特約の特約給付金または保険料の払込免除の請求、支払時期
および支払場所については、主約款の規定を準用します。 

第12条＜特約の失効＞ 
  主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
この場合には、保険契約者は、この特約の解約払戻金があるときは、
これを請求することができます。 

第13条＜特約の復活＞ 
１ 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約につ
いても同時に復活の請求があったものとします。 

２ 会社が、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾した
ときは、この特約の延滞保険料を受け取った時か、この特約の復活
の際のこの特約の被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から、
会社は、この特約の保険料の払込免除についてこの特約上の責任を
負い、その時の属する日をこの特約の復活日とします。この場合、
責任開始日はつぎのとおりとし、会社は、その日から、特約給付金
の支払についてこの特約上の責任を負います。 
(1) この特約の復活日がこの特約の保険期間の始期の属する日から
その日を含めて３か月以内の場合 
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第４条＜特約の責任開始＞に定める責任開始日 
(2) この特約の復活日がこの特約の保険期間の始期の属する日から
その日を含めて３か月をこえている場合 
この特約の復活日 

３ 前項のほか、主約款の復活に関する規定を準用してこの特約の復
活を取り扱います。 

第14条＜特約の保険期間、保険料払込期間の変更＞ 
１ 主契約の保険期間が変更された場合には、この特約の保険期間は、
変更後の主契約の保険期間と同一の保険期間に変更されるものとし
ます。 

２ 主契約の保険料払込期間が変更された場合には、この特約の保険
料払込期間は、変更後の主契約の保険料払込期間と同一の保険料払
込期間に変更されるものとします。 

３ 前２項の場合、会社は、主約款の保険期間の変更の規定、主約款
の保険料払込期間の変更の規定を準用して、この特約の保険期間の
変更、この特約の保険料払込期間の変更を取り扱います。 

第15条＜告知義務および告知義務違反による解除＞ 
 この特約の締結、復活または被保険者資格の申込に際し、この特
約の被保険者に関する告知義務、告知義務違反による解除およびこ
の特約を解除できない場合については、主約款の告知義務、告知義
務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用
します。この場合、主約款中「保険契約者」とあるのを「保険契約
者または主契約の第１被保険者」と読み替えます。 

第16条＜重大事由による解除＞ 
  この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由に
よる解除の規定を準用します。 

第17条＜特約の解約＞ 
１ 保険契約者は、将来に向ってこの特約を解約し、この特約の解約
払戻金を請求することができます。 

２ 保険契約者が、本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を
会社に提出してください。 

第18条＜特約給付金額の減額＞ 
１ 保険契約者は、将来に向って特約給付金額を減額することができ
ます。ただし、会社は、減額後の特約給付金額が会社の定める限度
を下まわる減額は取り扱いません。 

２ 主契約の入院給付金日額の減額が行われた場合で、特約給付金額
が会社の定める限度をこえたときには、特約給付金額を会社の定め
る限度まで減額します。 

３ 保険契約者が、第１項の請求をするときは、必要書類（別表１）
を会社に提出してください。 

４ 本条の規定により特約給付金額を減額した場合には、減額分は解
約されたものとして取り扱い、前条の規定を準用します。 

第19条＜特約の消滅＞ 
１ この特約の被保険者の型が本人型の場合、つぎの各号のいずれか
に該当したときは、この特約も同時に消滅します。 
(1) この特約の被保険者が死亡したとき 
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(2) 在宅緩和ケア開始日からその日を含めて180日を経過した日の
翌日に達したとき 

(3) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 
２ この特約の被保険者の型が配偶者型の場合、つぎの各号のいずれ
かに該当したときは、この特約も同時に消滅します。 
(1) この特約の被保険者が死亡したとき 
(2) 在宅緩和ケア開始日からその日を含めて180日を経過した日の
翌日に達したとき 

(3) 第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞第１項の規定に該当し
たとき 

(4) 主契約が家族契約から個人契約に変更されたとき 
(5) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 

３ この特約の被保険者の型が子型の場合、つぎの各号のいずれかに
該当したときは、この特約も同時に消滅します。 
(1) 主契約に付加されている子供特約が解約その他の事由によって
消滅したとき。ただし、主契約が個人契約から家族契約に変更さ
れたことにより子供特約が消滅した場合を除きます。 

(2) 主契約が家族契約から個人契約に変更されたとき。ただし、変
更後の主契約に子供特約が付加されている場合を除きます。 

(3) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。ただし、第
10条＜特約の保険料の払込免除＞の規定により、この特約の保険
料の払込が免除される場合を除きます。 

４ 前３項の規定によりこの特約が消滅した場合には、会社は、この
特約の解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。
ただし、第１項第１号もしくは第２号または第２項第１号もしくは
第２号の場合を除きます。 

５ この特約の被保険者の型が子型の場合、この特約のすべての被保
険者が第３条＜特約の被保険者の資格の得喪＞第２項第４号の規定
に該当したときは、保険契約者は、この特約の解約を請求すること
ができます。請求がないときは、この特約は継続しているものとし
ます。 

第20条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて
いたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞ 
１ 主約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて
いた場合＞の規定により主契約が無効とされた場合には、つぎのと
おりとします。 
(1) この特約は同時に消滅し、消滅時までは効力があったものとし
ます。この場合、会社は、この特約の解約払戻金があるときは、
これを保険契約者に支払います。 

(2) 前号の規定にかかわらず、主契約が無効とされた時がこの特約
の責任開始日の前日以前の場合には、会社は、この特約を無効と
し、すでに払い込まれたこの特約の保険料を保険契約者に払い戻
します。 

(3) 第10条＜特約の保険料の払込免除＞の規定は適用しません。 
２ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合
には、本条の規定は適用しません。 
(1) 第９条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場
合＞の規定によりこの特約が無効とされるとき 

(2) 告知義務違反による解除または重大事由による解除の規定によ
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りこの特約が解除されるとき 
(3) 主約款の詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効の規
定の準用によりこの特約が取消しまたは無効とされるとき 

第21条＜特約の解約払戻金＞ 
１ この特約の解約払戻金は、経過年月数（保険料払込期間中の保険
契約において、経過年月数が払込年月数を超える場合は、払込年月
数）により計算します。 

２ この特約の被保険者の型が子型の場合で、この特約の保険期間と
この特約の保険料払込期間が同一のときには、前項の規定にかかわ
らず、この特約の解約払戻金はありません。 

第22条＜特約の契約者配当＞ 
  この特約に対しては、契約者配当はありません。 

第23条＜特約の更新＞ 
１ 主契約が更新されたときには、この特約も同時に更新されるもの
とします。 

２ 本条の規定によりこの特約が更新される場合には、主約款の自動
更新の規定または申出による更新の規定を準用します。 

第24条＜管轄裁判所＞ 
  特約給付金またはこの特約の保険料の払込免除の請求に関する訴
訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。 

第25条＜主約款の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないも
のを除き、主約款の規定を準用します。 

第26条＜中途付加する場合の特則＞ 
１ 第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞第１項の規定にかか
わらず、主契約の締結後、保険契約者は被保険者の同意および会社
の承諾を得て、会社の定める範囲でこの特約を主契約に付加して締
結することができます。この場合、つぎのとおりとします。 
(1) 保険契約者は、この特約の第１回保険料（第１回保険料相当額
を含みます。以下同じ。）を充当する期間の初日（以下、第１条
＜特約の締結および保険期間の始期＞第３項の規定にかかわらず、
「この特約の契約日」といいます。）を、会社の定める範囲内で、
つぎのとおり定めるものとします。 
①  月払契約の場合 
主契約の月単位の契約応当日（契約応当日のない月については、
その月の末日を契約応当日とします。本特約条項を通じて同じ。） 

②  半年払契約の場合 
主契約の半年単位の契約応当日 

③  年払契約の場合 
主契約の年単位の契約応当日 

(2) この特約の第１回保険料は、主契約の払込期月中に主契約の払
込方法（経路）にしたがい、主契約の保険料と同時に払い込んで
ください。 

(3) この特約の第１回保険料の払込については、同時に払い込む主
契約の保険料と同じ猶予期間があります。 

(4) 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この特約の中途
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付加はなかったものとします。この場合、猶予期間中に保険事故
が発生しても主約款の規定は準用しません。 

２ この特約を主契約に付加した場合には、つぎのとおりとします。 
(1) 第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞第２項の規定にか
かわらず、会社は、この特約の第１回保険料を受け取った時か前
項に定めるこの特約の契約日（保険料口座振替特約または保険料
クレジットカード支払特約により変更された内容を含みます。）
のいずれか早い時をこの特約の保険期間の始期とします。 

(2) 第５条＜特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込
＞第１項の規定にかかわらず、この特約の保険期間は、この特約
の契約日から主契約の保険期間の満了する日までとし、この特約
の保険料払込期間は、この特約の契約日から主契約の保険料払込
期間の満了する日までとします。 

(3) 第１号に定めるこの特約の保険期間の始期の属する日からこの
特約の契約日の前日までの間にこの特約の保険料の払込の免除事
由が生じたときは、前項第１号の規定（保険料口座振替特約また
は保険料クレジットカード支払特約により変更された内容を含み
ます。）にかかわらず、この特約の保険期間の始期の属する日の
直前の主契約の月単位の契約応当日をこの特約の契約日とし、こ
の特約の保険期間およびこの特約の保険料払込期間は、その日を
基準として再計算し、この特約の保険料に過不足があれば精算し
ます。この場合、この特約の保険期間の始期の変更はありません。 

(4) この特約の保険料は、つぎのとおりとします。 
①  主契約の保険期間が終身で定めてあるとき 
この特約の契約日におけるこの特約の被保険者の満年齢（この
特約の被保険者の型が子型の場合は、主契約の第１被保険者の
満年齢とします。）により計算します。 

②  主契約の保険期間が終身以外で定めてあるとき 
この特約の契約日直前の主契約の年単位の契約応当日（この特
約の契約日と主契約の年単位の契約応当日が一致する場合はそ
の応当日）におけるこの特約の被保険者の満年齢（この特約の
被保険者の型が子型の場合は、主契約の第１被保険者の満年齢
とします。）により計算します。 

(5) 前号②の場合、この特約の第１回保険料については、会社の定
めた方法で計算した金額の払込を要することがあります。 

(6) 第14条＜特約の保険期間、保険料払込期間の変更＞第１項およ
び第２項を、つぎのとおり読み替えます。 
１ 主契約の保険期間が変更された場合には、この特約の保険
期間も変更されるものとし、変更後のこの特約の保険期間は、
この特約の契約日から変更後の主契約の保険期間の満了する
日までとします。 

２ 主契約の保険料払込期間が変更された場合には、この特約
の保険料払込期間も変更されるものとし、変更後のこの特約
の保険料払込期間は、この特約の契約日から変更後の主契約
の保険料払込期間の満了する日までとします。 

(7) 第21条＜特約の解約払戻金＞第１項を、つぎのとおり読み替え
ます。 
１ この特約の解約払戻金は、経過年月数（保険料払込期間中
の保険契約において、経過年月数が払込年月数を超える場合
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は、払込年月数）により計算します。ただし、主契約の保険
期間が終身以外で定めてあるときは、この特約の契約日と主
契約の年単位の契約応当日が一致する場合を除き、この特約
の契約日直前の主契約の年単位の契約応当日からこの特約の
契約日までの月数を加算して計算します。 

(8) 年払契約または半年払契約において、この特約が消滅した場合
または保険料の払込を要しなくなった場合、その払込期月に対応
するものとして払い込まれた保険料（保険料の払込免除事由に該
当した後に、払い込まれたものとして取り扱われる保険料を除き
ます。）については、会社は、会社の定めるところにより未経過
期間（１か月未満の端数は切り捨てます。）に対応した保険料相
当額を保険契約者（保険金を支払うときは、保険金とともに保険
金の受取人）に支払います。ただし、月払契約の場合は支払いま
せん。 

(9) 前号の場合、支払う金額の支払時期および支払場所については、
主約款の規定を準用します。 

(10)保険証券は発行せず、保険契約者に書面をもって通知します。 

第27条＜低解約払戻金特則＞ 
１ 本特則は、この特約の締結の際に、保険契約者がつぎのいずれか
の方法を会社に申し出て、会社が承諾することにより、この特約に
付加して締結します。ただし、この特約の保険期間が年満期で定め
てある場合には、第１号に定める低解約払戻金割合を指定する方法
は取り扱いません。また、この特約の被保険者の型が子型の場合で、
この特約の保険期間とこの特約の保険料払込期間が同一のときには、
本特則の付加は取り扱いません。 
(1) 低解約払戻金割合を指定する方法 
(2) 解約払戻金を０と指定する方法 

２ 前項第１号に定める低解約払戻金割合を指定する方法で本特則を
付加した場合には、つぎのとおりとします。 
(1) 保険契約者は、低解約払戻金割合（１よりも小さい割合としま
す。）を、会社所定の範囲内で指定してください。 

(2) この特約の保険料払込期間中のこの特約の解約払戻金は、第21
条＜特約の解約払戻金＞第１項の規定にかかわらず、第21条＜特
約の解約払戻金＞第１項の規定により計算した解約払戻金に、前
号において指定された低解約払戻金割合を乗じて計算します。 

(3) 第１号において指定された低解約払戻金割合は、変更すること
ができません。 

３ 第１項第２号に定める解約払戻金を０と指定する方法で本特則を
付加した場合には、第21条＜特約の解約払戻金＞第１項の規定にか
かわらず、この特約の解約払戻金はありません。 

４ 本特則のみの解約はできません。 

第28条＜主契約に特別条件特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に特別条件特則が付加されている場合で、この特約の被保
険者の型が本人型のときには、つぎのとおりとします。 
(1) 主契約の特別条件特則が特定部位不担保法の場合 
①  この特約に特定部位不担保法の特別条件特則が付加されるも
のとし、その特定部位は、主契約の特定部位と同一とします。 

② 主約款の特別条件特則の特定部位不担保法に関する規定を準
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用します。 
(2) 主契約の特別条件特則が給付金削減支払法の場合 
①  この特約に給付金削減支払法の特別条件特則が付加されるも
のとし、その給付金削減期間は、主契約の給付金削減期間と同
一とします。 

②  主約款の特別条件特則の給付金削減支払法に関する規定を準
用します。この場合、主約款の特別条件特則に関する規定中、
「入院給付金については、入院給付金の支払事由に該当する入
院を開始したときとします。」とあるのを「在宅緩和ケア給付
金については、初めて在宅緩和ケアを開始したときとします。」
と読み替えます。 

第29条＜主契約に保険料一時払特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に保険料一時払特則が付加されている場合には、この特約
の保険料の払込方法（回数）は一時払とします。 

第30条＜主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合の
特則＞ 
  主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合には、つぎ
のとおりとします。 
(1) 第８条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、特約
給付金の受取人はつぎのとおりとします。 
①  この特約の被保険者の型が本人型の場合 
主契約の第１被保険者が支払事由に該当した場合の給付金の受
取人 

② この特約の被保険者の型が配偶者型または子型の場合 
主契約の第２被保険者が支払事由に該当した場合の給付金の受
取人 

(2) 第８条＜特約給付金の支払＞第２項の規定は適用しません。 

第31条＜主契約に法人契約特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に法人契約特則が付加されている場合には、つぎのとおり
とします。 
(1) 第８条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、保険
契約者を特約給付金の受取人とします。 

(2) 第８条＜特約給付金の支払＞第２項第３号の規定は適用しませ
ん。 

第32条＜主契約に子供特約が付加されている場合で、特約の被保
険者の型が子型のときの特則＞ 
  主契約に子供特約が付加されている場合で、この特約の被保険者
の型が子型のときには、つぎのとおりとします。 
(1) 第８条＜特約給付金の支払＞第４項中、「主契約の入院給付金」
とあるのを「子供特約の入院給付金（特約入院給付金を含みま
す。）」と読み替えます。 

(2) 第20条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定され
ていたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞第１項中、
「主約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定され
ていた場合＞の規定により主契約が無効とされた場合」とあるの
を「主約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定さ
れていた場合＞の規定により主契約が無効とされた場合（子供特
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約の特約条項の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定
されていた場合＞の規定により子供特約が無効とされた場合を含
みます。）」と読み替えます。なお、第８条＜特約給付金の支払
＞第５項第３号については、本号の規定を準用します。 

(3) 第20条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定され
ていたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞第１項第
２号中、「主契約が無効とされた時」とあるのを「主契約が無効
とされた時（子供特約が無効とされた時を含みます。）」と読み
替えます。 

(4) 第23条＜特約の更新＞第１項の規定にかかわらず、更新後の主
契約に子供特約が付加されていないときは、この特約は更新され
ないものとします。 

(5) 第30条＜主契約に給付金受取人指定特則が付加されている場合
の特則＞を、つぎのとおり読み替えます。 
第30条＜子供特約に特約給付金受取人指定特則が付加されてい
る場合の特則＞ 
  子供特約に特約給付金受取人指定特則が付加されている場
合には、つぎのとおりとします。 
(1) 第８条＜特約給付金の支払＞第１項の規定にかかわらず、
子供特約の特約給付金の受取人をこの特約の特約給付金の
受取人とします。 

(2) 第８条＜特約給付金の支払＞第２項第３号の規定は適用
しません。 

第33条＜新がん保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞ 
（記載省略） 
 

＜附則＞ 
１．本特約において、「新がん保険」、「がん定期保険」とは、Ａ型、
Ｂ型、ＢⅡ型、Ｃ型、Ｄ型、Ｅ型、Ｆ型およびＧ型を総称したもの
をいいます。 

２．本特約において、「子供特約」とは、Ａ型、Ｂ型、ＢⅡ型、Ｃ型、
Ｄ型、Ｅ型、Ｆ型、Ｇ型および子供特約〔2000〕を総称したものを
いいます。 

３．平成2年7月1日以前に締結された「新がん保険」、「がん定期保
険」、「子供特約」は、Ａ型とみなします。 
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子供特約〔2000〕 

（2020年１月１日改定） 
 

＜この特約の趣旨＞ 
  この特約は、がん保険〔2000〕に付加することによって、主
契約の被保険者の子ががんと診断確定された場合に特約診断給
付金を、がんの治療を受けることを直接の目的として入院をし
た場合に特約入院給付金を、所定の入院の後に生存して退院し
た場合に特約在宅療養給付金を、その後がんの治療を受けるこ
とを直接の目的として通院をした場合に特約通院給付金を、が
んを直接の原因として死亡した場合に特約死亡保険金を支払う
ことを主な内容とするものです。 

第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞ 
１ この特約は、保険契約者と会社との間でがん保険〔2000〕（以
下、「主契約」といいます。）を締結する際に、保険契約者が
会社に申し出て、会社が承諾することにより、会社の定める範
囲で主契約に付加して締結します。ただし、主契約が個人契約
であることを要します。 

２ この特約の保険期間の始期は、会社がこの特約の第１回保険
料（第１回保険料相当額を含みます。）を受け取った時か、こ
の特約の被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時とします。 

３ この特約の契約日は、主契約の契約日と同一とします。 

第２条＜特約の被保険者の範囲および資格の得喪＞ 
１ この特約の被保険者は、主契約の被保険者と同一戸籍にその
子として記載されている満23歳未満の者（以下、「子」といい
ます。）とします。ただし、会社が告知書にもとづく選択上、
引き受けられないと認めた子があった場合には、保険契約者の
同意を得て、この特約の被保険者からその子を除きます。 

２ この特約の締結時に前項に該当している者は、この特約の締
結時からこの特約の被保険者の資格を得るものとします。 

３ この特約の締結後に第１項に該当することになった者は、該
当した時からこの特約の被保険者の資格を得るものとします。 

４ この特約の締結後につぎの各号のいずれかに該当したときは、
該当した時から当該被保険者はこの特約の被保険者としての資
格を失います。 
(1) 主契約の被保険者と同一戸籍でなくなったとき。ただし、
主契約の被保険者の死亡による場合を除きます。 

(2) 満23歳になったとき 

第３条＜特約の責任開始＞ 
１ この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて３
か月を経過した日の翌日をこの特約の責任開始日（以下、「責
任開始日」といいます。）とし、会社は、その日からこの特約
上の責任を負います。ただし、この特約の保険料の払込免除に
ついては、会社は、この特約の保険期間の始期からこの特約上
の責任を負います。 

２ 前項の規定にかかわらず、この特約の締結後にこの特約の被
保険者の資格を得た者については、つぎのとおりとします。 
(1) この特約の締結後に新たに出生した子については、出生日
か、前項に定める責任開始日のいずれか遅い日を当該被保険
者の責任開始日とし、会社は、その日からこの特約上の責任
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を負います。ただし、この特約の保険料の払込免除について
は、会社は、出生した時か、この特約の保険期間の始期のい
ずれか遅い時からこの特約上の責任を負います。 

(2) 前号の場合を除き、この特約の締結後にこの特約の被保険
者の資格を得た者については、この特約の被保険者の資格を
得た日からその日を含めて３か月を経過した日の翌日か、前
項に定める責任開始日のいずれか遅い日を当該被保険者の責
任開始日とし、会社は、その日からこの特約上の責任を負い
ます。ただし、この特約の保険料の払込免除については、会
社は、この特約の被保険者の資格を得た時か、この特約の保
険期間の始期のいずれか遅い時からこの特約上の責任を負い
ます。 

第４条＜特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込＞ 
１ この特約の保険期間およびこの特約の保険料払込期間は、主
契約の保険期間および保険料払込期間と同一とします。 

２ この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むもの
とし、主契約の保険料が前納のときは、この特約の保険料も前
納とします。 

３ 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込ま
れない場合には、この特約は、その未払込保険料の払込期月に
属する契約応当日から将来に向って解約されたものとします。 

第５条＜がんの定義および診断確定＞ 
１ この特約において「がん」とは、別表27に定める悪性新生物
をいいます。 

２ がんの診断確定は、日本の医師の資格を持つ者（日本の医師
の資格を持つ者と同等の日本国外の医師を含みます。以下、「医
師」といいます。）によって、病理組織学的所見（生検を含み
ます。以下同じ。）によりなされたものでなければなりません。
ただし、病理組織学的検査が行われなかった場合には、その検
査が行われなかった理由および他の所見による診断確定の根拠
が明らかであるときに限り、その診断確定も認めます。 

第６条＜特約の給付の種類、特約給付金等、家族給付割合の指定＞ 
１ この特約の給付の種類は、つぎのとおりとします。 
(1) 特約診断給付金 
(2) 特約入院給付金 
(3) 特約在宅療養給付金 
(4) 特約通院給付金 
(5) 特約死亡保険金 
（以下、「特約診断給付金」、「特約入院給付金」、「特約
在宅療養給付金」、「特約通院給付金」を総称して「特約給
付金」と、「特約給付金」と「特約死亡保険金」をあわせて
「特約給付金等」といいます。） 

２ この特約において支払う特約給付金等は、主契約において指
定された給付金等により、つぎのとおり指定されるものとしま
す。 
(1) 主契約において診断給付金が指定されている場合 

特約診断給付金 
(2) 主契約において入院給付金が指定されている場合 

特約入院給付金 
(3) 主契約において在宅療養給付金が指定されている場合 
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特約在宅療養給付金 
(4) 主契約において通院給付金が指定されている場合 

特約通院給付金 
(5) 主契約において死亡保険金が指定されている場合 

特約死亡保険金 
３ 第７条＜特約給付金等の支払＞の規定にかかわらず、前項に
おいて指定されなかった特約給付金等の支払はありません。 

４ 保険契約者は、この特約の締結の際、家族給付割合を、会社
所定の範囲内で指定してください。 

５ 前項において指定された家族給付割合は、変更することがで
きません。 

第７条＜特約給付金等の支払＞ 
１ 特約給付金等の支払は、つぎのとおりとします。 
(1) 特約診断給付金 
特約給付金等を
支払う場合（以
下、「支払事由」
といいます。） 

この特約の被保険者が、責任開始日以後の
この特約の保険期間中にがんと診断確定さ
れたとき 

支払額 主契約の基準診断給付金額の２倍に家族給
付割合を乗じて得た金額 

受取人 支払事由に該当したこの特約の被保険者 
 
(2) 特約入院給付金 
支払事由 この特約の被保険者が、この特約の保険期

間中につぎのすべてを満たす入院をしたと
き 
①責任開始日以後に診断確定されたがんの
治療を直接の目的とする入院 

②別表21-1に定める病院または診療所にお
ける別表22-1に定める入院 

支払額 「主契約の入院給付金日額（入院中に主契
約の入院給付金日額の減額があった場合に
は、各日現在の主契約の入院給付金日額と
します。）に家族給付割合を乗じて得た金
額」×「入院日数（がんの治療を直接の目
的とした入院日数とします。以下、本項に
おいて同じ。）」 

受取人 支払事由に該当したこの特約の被保険者 
 
(3) 特約在宅療養給付金 
支払事由 この特約の被保険者が、この特約の保険期

間中につぎのすべてを満たす入院をした後、
生存して退院したとき 
①特約入院給付金が支払われる入院 
②上記①の入院日数が継続して20日以上の

入院 
支払額 １回の退院につき、主契約の在宅療養給付

金額（退院した日現在の主契約の在宅療養
給付金額とします。）に家族給付割合を乗
じて得た金額 
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受取人 支払事由に該当したこの特約の被保険者 
 
(4) 特約通院給付金 
支払事由 この特約の被保険者が、この特約の保険期

間中につぎのすべてに該当したとき 
①つぎの(ｱ)および(ｲ)のすべてを満たす入
院をしていること 
(ｱ)特約入院給付金が支払われる入院 
(ｲ)上記(ｱ)の入院日数が継続して５日以
上の入院 

②つぎの(ｱ)から(ｴ)のすべてを満たす通院
をしていること 
(ｱ)上記①の入院の直接の原因となったが
んの治療を直接の目的とする通院 

(ｲ)上記①の入院の退院日の翌日以後180
日以内の期間（以下、「通院期間」と
いいます。）に行われた通院 

(ｳ)別表21-1に定める病院または診療所
（ただし、患者を収容する施設を有し
ない診療所を含みます。）への通院 

(ｴ)別表23-1に定める通院 
支払額 通院１日あたり、主契約の通院給付金日額

（通院期間中に主契約の通院給付金日額の
減額があった場合には、各日現在の主契約
の通院給付金日額とします。）に家族給付
割合を乗じて得た金額 

受取人 支払事由に該当したこの特約の被保険者 
 
(5) 特約死亡保険金 
支払事由 この特約の被保険者が、この特約の保険期

間中に、責任開始日以後に診断確定された
がんを直接の原因として死亡したとき 

支払額 主契約の死亡保険金額に家族給付割合を乗
じて得た金額 

受取人 主契約の被保険者 
 
２ 主契約の被保険者が死亡した時以後の特約死亡保険金の受取
人は、特約死亡保険金の支払事由に該当したこの特約の被保険
者の死亡時の法定相続人とします。これにより特約死亡保険金
の受取人となった者が２人以上いる場合には、その受取割合は
均等とします。 

３ 特約給付金が支払われる前に支払事由に該当したこの特約の
被保険者が死亡したときは、会社は、未払の特約給付金を、主
契約の被保険者に支払います。ただし、主契約の被保険者がす
でに死亡している場合を除きます。 

４ この特約の同一の被保険者について、特約診断給付金の支払
は、この特約の保険期間を通じ１回のみとします。 

５ この特約の同一の被保険者が、がん以外の事由によって入院
をし、その入院中にがんと診断確定された場合には、がんの治
療を開始したと会社が認めた日から、がんの治療を直接の目的
とする入院を開始したものとみなして取り扱います。 
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６ この特約の同一の被保険者が、転入院または再入院をした場
合で、その転入院または再入院につき、前入院から継続して入
院していたとみなすべき事情があると会社が認めたときには、
前入院から継続していたものとみなして取り扱います。 

７ この特約の被保険者が、特約入院給付金の支払事由に該当す
る入院をし、その入院中につぎの各号のいずれかの事由が発生
したときは、その事由が生じた時を含んで継続している当該被
保険者の入院は、この特約の有効中の入院とみなして取り扱い
ます。 
(1) この特約の保険期間が満了したとき 
(2) 第２条＜特約の被保険者の範囲および資格の得喪＞第４項
の規定により、この特約の被保険者としての資格を失ったと
き 

(3) 第18条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定
されていたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞
第１項第１号の規定により、この特約が消滅したとき 

８ この特約の同一の被保険者が、特約入院給付金の支払事由に
該当した入院の退院日の翌日からその日を含めて30日以内に入
院を開始した場合には、第１項の規定にかかわらず、その入院
の退院については、特約在宅療養給付金は支払いません。 

９ この特約の被保険者が、第１項第３号に定める入院をし、そ
の入院中につぎの各号のいずれかの事由が発生したときは、そ
の事由が生じた時を含んで継続している入院のその退院につい
ては、この特約の有効中の退院とみなして取り扱います。 
(1) この特約の保険期間が満了したとき 
(2) 第２条＜特約の被保険者の範囲および資格の得喪＞第４項
の規定により、この特約の被保険者としての資格を失ったと
き 

(3) 第18条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定
されていたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞
第１項第１号の規定により、この特約が消滅したとき 

10 この特約の同一の被保険者が、同一の日に２回以上通院をし
た場合には、特約通院給付金は重複して支払いません。 

11 この特約の同一の被保険者が、特約入院給付金が支払われる
日に特約通院給付金の支払事由に該当する通院をした場合には、
第１項の規定にかかわらず、特約通院給付金は支払いません。 

12 この特約の同一の被保険者が、通院期間中に特約入院給付金
が支払われる入院をすることにより、新たに通院期間が定めら
れる場合には、第１項第４号の規定にかかわらず、すでに定め
られた通院期間は、その入院を開始した日の前日に終了したも
のとします。 

13 この特約の被保険者が、つぎの各号のいずれかの事由が生じ
た時を含んで継続している通院期間中に通院したときは、その
当該被保険者の通院を、この特約の有効中の通院とみなして取
り扱います。 
(1) この特約の保険期間が満了したとき 
(2) 第２条＜特約の被保険者の範囲および資格の得喪＞第４項
の規定により、この特約の被保険者としての資格を失ったと
き 

(3) 第18条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定
されていたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞
第１項第１号の規定により、この特約が消滅したとき 



― 166 ―

特
約

子
子
上
がが
が
が
が
が
が

 

14 この特約の同一の被保険者についての特約通院給付金を支払
う日数の限度は、つぎのとおりとします。 
(1) １回の退院のその通院については、30日をもって限度とし
ます。 

(2) この特約の保険期間を通じ、特約通院給付金を支払う日数
を通算して700日をもって限度とします。 

15 この特約の被保険者が、責任開始日以後のこの特約の保険期
間中に死亡し、その後にがんを直接の原因として死亡した事実
が確認された場合には、その死亡日にがんと診断確定されたも
のとみなして特約死亡保険金を支払います。この場合、会社は、
特約診断給付金を支払いません。 

16 特約給付金の受取人は第25条＜特約給付金受取人指定特則＞
および第29条＜主契約に法人契約特則が付加されている場合の
特則＞を除き、支払事由に該当したこの特約の被保険者以外の
者に変更することはできません。 

17 特約死亡保険金の受取人は第25条＜特約給付金受取人指定特
則＞および第29条＜主契約に法人契約特則が付加されている場
合の特則＞を除き、主契約の被保険者以外の者に変更すること
はできません。 

第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合＞ 
１ この特約の被保険者が、告知前または告知の時から当該被保
険者の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていた場合
には、保険契約者、主契約の被保険者およびこの特約の被保険
者のその事実の知、不知にかかわらず、会社は、この特約を無
効（この特約の復活の際は復活の取扱を無効）とします。 

２ 前項の場合、つぎのとおり取り扱います。 
(1) この特約の締結の際の無効の場合 

この特約の締結の際の告知前に、この特約の被保険者ががん
と診断確定されていた事実を、保険契約者または主契約の被
保険者のいずれかが知っていた場合には、会社は、すでに払
い込まれたこの特約の保険料は払い戻しません。その他の場
合には、会社は、すでに払い込まれたこの特約の保険料を保
険契約者に払い戻します。 

(2) この特約の復活の際の無効の場合 
① この特約の復活の際の告知前に、この特約の被保険者が
がんと診断確定されていた事実を、保険契約者または主契
約の被保険者のいずれかが知っていた場合には、会社は、
この特約の復活の際に払い込まれた金額およびこの特約の
復活以後に払い込まれたこの特約の保険料は払い戻しませ
ん。その他の場合には、会社は、この特約の復活の際に払
い込まれた金額および復活以後に払い込まれたこの特約の
保険料を保険契約者に払い戻します。 

② この特約は、この特約の復活前の状態で第11条＜特約の
失効＞に定めるこの特約の解約払戻金の請求があったもの
として取り扱います。 

３ 本条の適用のある場合には、第14条＜告知義務および告知義
務違反による解除＞および第15条＜重大事由による解除＞の規
定は適用しません。 

第９条＜特約の保険料の払込免除＞ 
１ この特約の保険期間の始期以後のこの特約の保険料払込期間
中につぎの各号のすべてに該当したときには、この特約は当初
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定めたこの特約の保険期間の満了する日まで有効に継続し、会
社は、次の払込期月（払込期月の初日から契約応当日の前日ま
でに該当したときは、その払込期月）以後のこの特約の保険料
の払込を免除します。 
(1) 主契約の被保険者が死亡していること 
(2) この特約の被保険者の資格を有する者が生存していること 

２ 前項の規定によりこの特約の保険料の払込を免除した場合に
は、つぎのとおりとします。 
(1) 払込を免除したこの特約の保険料は、払込期月の契約応当
日ごとに払込があったものとして取り扱います。 

(2) 主契約の被保険者が死亡した時以後の特約死亡保険金の受
取人は、特約死亡保険金の支払事由に該当したこの特約の被
保険者の死亡時の法定相続人とします。 

(3) 前号の規定により特約死亡保険金の受取人となった者が２
人以上いる場合には、その受取割合は均等とします。 

第10条＜特約給付金等または特約の保険料の払込免除の請求、支払時期
および支払場所＞ 
  この特約の特約給付金等または保険料の払込免除の請求、支
払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款（以
下、「主約款」といいます。）の規定を準用します。 

第11条＜特約の失効＞ 
  主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失い
ます。この場合には、保険契約者は、この特約の解約払戻金が
あるときは、これを請求することができます。 

第12条＜特約の復活＞ 
１ 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約
についても同時に復活の請求があったものとします。 

２ 会社が、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾
したときは、この特約の延滞保険料を受け取った時か、この特
約の復活の際のこの特約の被保険者に関する告知の時のいずれ
か遅い時から、会社は、この特約の保険料の払込免除について
この特約上の責任を負い、その時の属する日をこの特約の復活
日とします。この場合、責任開始日はつぎのとおりとし、会社
は、その日から、特約給付金等の支払についてこの特約上の責
任を負います。 
(1) この特約の復活日がこの特約の保険期間の始期の属する日
からその日を含めて３か月以内の場合 
第３条＜特約の責任開始＞に定める責任開始日 

(2) この特約の復活日がこの特約の保険期間の始期の属する日
からその日を含めて３か月をこえている場合 
この特約の復活日 

３ 前項のほか、主約款の復活に関する規定を準用してこの特約
の復活を取り扱います。 

第13条＜特約の保険期間、保険料払込期間の変更＞ 
１ 主契約の保険期間が変更された場合には、この特約の保険期
間は、変更後の主契約の保険期間と同一の保険期間に変更され
るものとします。 

２ 主契約の保険料払込期間が変更された場合には、この特約の
保険料払込期間は、変更後の主契約の保険料払込期間と同一の
保険料払込期間に変更されるものとします。 
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３ 前２項の場合、会社は、主約款の保険期間の変更の規定、主
約款の保険料払込期間の変更の規定を準用して、この特約の保
険期間の変更、この特約の保険料払込期間の変更を取り扱いま
す。 

第14条＜告知義務および告知義務違反による解除＞ 
  この特約の締結または復活に際し、この特約の被保険者に関
する告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除
できない場合については、主約款の告知義務、告知義務違反に
よる解除および保険契約を解除できない場合の規定を準用しま
す。この場合、主約款中「保険契約者」とあるのを「保険契約
者または主契約の被保険者」と読み替えます。 

第15条＜重大事由による解除＞ 
  この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事
由による解除の規定を準用します。 

第16条＜特約の解約＞ 
１ 保険契約者は、将来に向ってこの特約を解約し、この特約の
解約払戻金を請求することができます。 

２ 保険契約者が、本条の請求をするときは、必要書類（別表１）
を会社に提出してください。 

第17条＜特約の消滅＞ 
１ つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約も同時に
消滅します。 
(1) 主契約が個人契約から家族契約に変更されたとき 
(2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。ただし、
第９条＜特約の保険料の払込免除＞の規定により、この特約
の保険料の払込が免除される場合を除きます。 

２ 前項の規定によりこの特約が消滅した場合には、会社は、こ
の特約の解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払い
ます。 

３ この特約のすべての被保険者が第２条＜特約の被保険者の範
囲および資格の得喪＞第４項の規定に該当したときは、保険契
約者は、この特約の解約を請求することができます。請求がな
いときは、この特約は継続しているものとします。 

第18条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されていたこ
とにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞ 
１ 主約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定さ
れていた場合＞の規定により主契約が無効とされた場合には、
つぎのとおりとします。 
(1) この特約は同時に消滅し、消滅時までは効力があったもの
とします。この場合、会社は、この特約の解約払戻金がある
ときは、これを保険契約者に支払います。 

(2) 前号の規定にかかわらず、主契約が無効とされた時がこの
特約の責任開始日の前日以前の場合には、会社は、この特約
を無効とし、すでに払い込まれたこの特約の保険料を保険契
約者に払い戻します。 

(3) 第９条＜特約の保険料の払込免除＞の規定は適用しません。 
２ 前項の規定にかかわらず、この特約の第８条＜責任開始日の
前日以前にがんと診断確定されていた場合＞の規定によりこの
特約が無効とされる場合、または第14条＜告知義務および告知
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義務違反による解除＞もしくは第15条＜重大事由による解除＞
の規定によりこの特約が解除される場合には、本条の規定は適
用しません。 

第19条＜特約の解約払戻金＞ 
１ この特約の保険期間とこの特約の保険料払込期間が同一の場
合、この特約の解約払戻金はありません。 

２ この特約の保険期間とこの特約の保険料払込期間が異なる場
合、この特約の解約払戻金は、経過年月数（保険料払込期間中
の保険契約において、経過年月数が払込年月数を超える場合は、
払込年月数）により計算します。 

第20条＜特約の契約者配当＞ 
  この特約に対しては、契約者配当はありません。 

第21条＜特約の更新＞ 
１ 主契約が更新されたときには、この特約も同時に更新される
ものとします。 

２ 本条の規定によりこの特約が更新される場合には、主約款の
自動更新の規定または申出による更新の規定を準用します。 

第22条＜管轄裁判所＞ 
  特約給付金等またはこの特約の保険料の払込免除の請求に関
する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。 

第23条＜主約款の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されな
いものを除き、主約款の規定を準用します。 

第24条＜中途付加する場合の特則＞ 
１ 第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞第１項の規定に
かかわらず、主契約の締結後、保険契約者は被保険者の同意お
よび会社の承諾を得て、会社の定める範囲でこの特約を主契約
に付加して締結することができます。この場合、つぎのとおり
とします。 
(1) 保険契約者は、この特約の第１回保険料（第１回保険料相
当額を含みます。以下同じ。）を充当する期間の初日（以下、
第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞第３項の規定に
かかわらず、「この特約の契約日」といいます。）を、会社
の定める範囲内で、つぎのとおり定めるものとします。 
① 月払契約の場合 

主契約の月単位の契約応当日（契約応当日のない月につい
ては、その月の末日を契約応当日とします。本特約条項を
通じて同じ。） 

② 半年払契約の場合 
主契約の半年単位の契約応当日 

③ 年払契約の場合 
主契約の年単位の契約応当日 

(2) この特約の第１回保険料は、主契約の払込期月中に主契約
の払込方法（経路）にしたがい、主契約の保険料と同時に払
い込んでください。 

(3) この特約の第１回保険料の払込については、同時に払い込
む主契約の保険料と同じ猶予期間があります。 

(4) 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この特約の
中途付加はなかったものとします。この場合、猶予期間中に
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保険事故が発生しても主約款の規定は準用しません。 
２ この特約を主契約に付加した場合には、つぎのとおりとしま
す。 
(1) 第１条＜特約の締結および保険期間の始期＞第２項の規定
にかかわらず、会社は、この特約の第１回保険料を受け取っ
た時か前項に定めるこの特約の契約日（保険料口座振替特約
または保険料クレジットカード支払特約により変更された内
容を含みます。）のいずれか早い時をこの特約の保険期間の
始期とします。 

(2) 第４条＜特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の
払込＞第１項の規定にかかわらず、この特約の保険期間は、
この特約の契約日から主契約の保険期間の満了する日までと
し、この特約の保険料払込期間は、この特約の契約日から主
契約の保険料払込期間の満了する日までとします。 

(3) 第１号に定めるこの特約の保険期間の始期の属する日から
この特約の契約日の前日までの間にこの特約の保険料の払込
の免除事由が生じたときは、前項第１号の規定（保険料口座
振替特約または保険料クレジットカード支払特約により変更
された内容を含みます。）にかかわらず、この特約の保険期
間の始期の属する日の直前の主契約の月単位の契約応当日を
この特約の契約日とし、この特約の保険期間およびこの特約
の保険料払込期間は、その日を基準として再計算し、この特
約の保険料に過不足があれば精算します。この場合、この特
約の保険期間の始期の変更はありません。 

(4) この特約の保険料は、つぎのとおりとします。 
① 主契約の保険期間が終身で定めてあるとき 

この特約の契約日における主契約の被保険者の満年齢によ
り計算します。 

② 主契約の保険期間が終身以外で定めてあるとき 
この特約の契約日直前の主契約の年単位の契約応当日（こ
の特約の契約日と主契約の年単位の契約応当日が一致する
場合はその応当日）における主契約の被保険者の満年齢に
より計算します。 

(5) 前号②の場合、この特約の第１回保険料については、会社
の定めた方法で計算した金額の払込を要することがあります。 

(6) 第13条＜特約の保険期間、保険料払込期間の変更＞第１項
および第２項を、つぎのとおり読み替えます。 
１ 主契約の保険期間が変更された場合には、この特約の保
険期間も変更されるものとし、変更後のこの特約の保険期
間は、この特約の契約日から変更後の主契約の保険期間の
満了する日までとします。 

２ 主契約の保険料払込期間が変更された場合には、この特
約の保険料払込期間も変更されるものとし、変更後のこの
特約の保険料払込期間は、この特約の契約日から変更後の
主契約の保険料払込期間の満了する日までとします。 

(7) 第19条＜特約の解約払戻金＞第２項を、つぎのとおり読み
替えます。 
２ この特約の保険期間とこの特約の保険料払込期間が異な
る場合、この特約の解約払戻金は、経過年月数（保険料払
込期間中の保険契約において、経過年月数が払込年月数を
超える場合は、払込年月数）により計算します。ただし、
主契約の保険期間が終身以外で定めてあるときは、この特
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約の契約日と主契約の年単位の契約応当日が一致する場合
を除き、この特約の契約日直前の主契約の年単位の契約応
当日からこの特約の契約日までの月数を加算して計算しま
す。 

(8) 年払契約または半年払契約において、この特約が消滅した
場合または保険料の払込を要しなくなった場合、その払込期
月に対応するものとして払い込まれた保険料（保険料の払込
免除事由に該当した後に、払い込まれたものとして取り扱わ
れる保険料を除きます。）については、会社は、会社の定め
るところにより未経過期間（１か月未満の端数は切り捨てま
す。）に対応した保険料相当額を保険契約者（保険金を支払
うときは、保険金とともに保険金の受取人）に支払います。
ただし、月払契約の場合は支払いません。 

(9) 前号の場合、支払う金額の支払時期および支払場所につい
ては、主約款の規定を準用します。 

(10)保険証券は発行せず、保険契約者に書面をもって通知しま
す。 

第25条＜特約給付金受取人指定特則＞ 
１ 本特則は、この特約の締結の際または締結後に、保険契約者
が会社に申し出て、会社が承諾することにより、この特約に付
加して締結します。ただし、主契約に法人契約特則が付加され
ている場合には、本特則の付加は取り扱いません。 

２ 前項の規定により本特則を付加した場合には、つぎのとおり
とします。 
(1) 保険契約者は、第７条＜特約給付金等の支払＞第１項の規
定にかかわらず、特約給付金の受取人を指定することができ
ます。 

(2) 第７条＜特約給付金等の支払＞第３項の規定は適用しませ
ん。 

(3) 保険契約者は、第１号において指定された特約給付金の受
取人を変更することができます。この場合、主約款の死亡保
険金受取人の変更の規定を準用します。 

(4) 特約給付金の受取人の変更が行われ、変更後の特約給付金
の受取人が支払事由に該当したこの特約の被保険者の場合に
は、本特則は特約給付金の受取人の変更と同時に効力を失う
ものとします。 

(5) 本特則の付加は、保険証券に裏書を受けてからでなければ、
会社に対抗することができません。 

第26条＜主契約に保険料一時払特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に保険料一時払特則が付加されている場合には、この
特約の保険料の払込方法（回数）は一時払とします。 

第27条＜主契約に診断給付金複数回支払特則が付加されている場合の特則
＞ 
  主契約に診断給付金複数回支払特則が付加されている場合で、
この特約の同一の被保険者が、すでに特約診断給付金が支払わ
れた後に新たながん（「責任開始日以後のこの特約の保険期間
中にすでに診断確定を受けているがん」が転移して生じたがん
を除きます。以下、本条において同じ。）の診断確定を受けた
ときには、第７条＜特約給付金等の支払＞第４項の規定にかか
わらず、会社は、特約診断給付金を支払います。ただし、最終
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の特約診断給付金の支払事由に該当した日からその日を含めて
２年以内に新たながんの診断確定を受けた場合には、会社は、
特約診断給付金を支払いません。 

第28条＜主契約に低解約払戻金特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に低解約払戻金特則が付加されている場合で、この特
約の保険期間とこの特約の保険料払込期間が異なるときには、
つぎのとおりとします。 
(1) 主契約の低解約払戻金特則が低解約払戻金割合を指定する
方法の場合 
この特約の保険料払込期間中のこの特約の解約払戻金は、第
19条＜特約の解約払戻金＞第２項の規定にかかわらず、第19
条＜特約の解約払戻金＞第２項の規定により計算したこの特
約の解約払戻金に、主約款において指定された低解約払戻金
割合を乗じて計算します。 

(2) 主契約の低解約払戻金特則が解約払戻金を０と指定する方
法の場合 
第19条＜特約の解約払戻金＞第２項の規定にかかわらず、こ
の特約の保険料払込期間中のこの特約の解約払戻金はありま
せん。 

第29条＜主契約に法人契約特則が付加されている場合の特則＞ 
  主契約に法人契約特則が付加されている場合には、つぎのと
おりとします。 
(1) 第７条＜特約給付金等の支払＞第１項の規定にかかわらず、
保険契約者を特約給付金等の受取人とします。 

(2) 第７条＜特約給付金等の支払＞第２項および第３項の規定
は適用しません。 

第30条＜主契約に上皮内新生物特約〔2000〕が付加されている場合の特
則＞ 
  主契約に特約の被保険者の型が子型の上皮内新生物特約
〔2000〕が付加されている場合には、つぎのとおりとします。 
(1) この特約の同一の被保険者が、上皮内新生物特約〔2000〕
の特約入院給付金が支払われる日に特約通院給付金の支払事
由に該当する通院をした場合には、第７条＜特約給付金等の
支払＞第１項の規定にかかわらず、特約通院給付金は支払い
ません。 

(2) 第７条＜特約給付金等の支払＞第14項を、つぎのとおり読
み替えます。 
14 この特約の同一の被保険者についての特約通院給付金を
支払う日数の限度は、つぎのとおりとします。 
(1) １回の退院のその通院については、30日をもって限度
とします。 

(2) この特約の保険期間を通じ、特約通院給付金および上
皮内新生物特約〔2000〕の特約通院給付金を支払う日数
を通算して700日をもって限度とします。 

第31条＜その他＞ 
  この特約で使用している用語の意義は下記の通りです。 
(1) 治療を直接の目的とする入院 

「治療を直接の目的とする入院」とは、治療のための入院を
いい、例えば、美容上の処置、治療処置を伴わない検査、リ
ハビリテーションなどのための入院は該当しません。 
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(2) がんの治療を直接の目的とする入院 
「がんの治療を直接の目的とする入院」には、厚生労働大臣
の定める施設基準（平成30年3月5日厚生労働省告示第44号）
に適合しているものとして都道府県知事に届出が行われた緩
和ケア病棟（緩和ケア病棟と同等の施設を含みます。）にお
ける入院を含みます。 

(3) 治療を直接の目的とする通院 
「治療を直接の目的とする通院」には、治療処置を伴わない
薬剤・治療材料の購入、受取のみの通院は該当しません。 
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健康支援特約〔がん保険〕 

（2018年４月２日制定） 

＜この特約の趣旨＞ 
この特約は、主契約に付加することによって、この特約の被保険者が、

所定の期間を経過した時に生存していた場合、またはこの特約の保険期
間が満了した時に生存していた場合に、健康支援金を支払うことを主な
内容とするものです。 

第１条＜特約の締結および責任開始期＞ 
１ この特約は、保険契約者と会社との間で主たる保険契約（以下、「主
契約」といいます。）を締結する際に、保険契約者が会社に申し出て、
会社が承諾することにより、会社の定める範囲で主契約に付加して締
結します。 

２ この特約の責任開始期（以下、「責任開始期」といいます。）は、
会社がこの特約の第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。）
を受け取った時か、この特約の被保険者に関する告知の時のいずれか
遅い時とします。 

３ この特約の契約日は、主契約の契約日と同一とします。 

第２条＜特約の被保険者＞ 
 この特約の被保険者は、主契約の被保険者と同一とします。 

第３条＜特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込＞ 
１ この特約の保険期間は、会社所定の範囲で定めます。 
２ この特約の保険料払込期間は、この特約の保険期間と同一とします。 
３ この特約の保険料は、主契約の保険料と同時に払い込むものとし、
主契約の保険料が前納のときは、この特約の保険料も前納とします。 

４ 前項の規定によりこの特約の保険料を前納した後、この特約の保険
料払込期間中にこの特約の保険料の払込を要しなくなり、かつ前納保
険料の残額がある場合は、これを保険契約者（保険金等を支払うとき
は、保険金等とともにその保険金等の受取人）に払い戻します。 

５ 年払契約または半年払契約において、この特約が消滅した場合また
はこの特約の保険料の払込を要しなくなった場合、その払込期月に対
応するものとして払い込まれたこの特約の保険料（保険料の払込免除
事由に該当した後に、払い込まれたものとして取り扱われる保険料を
除きます。）については、会社は、会社の定めるところにより未経過
期間（１か月未満の端数は切り捨てます。）に対応した保険料相当額
を保険契約者（保険金等を支払うときは、保険金等とともにその保険
金等の受取人）に支払います。ただし、月払契約の場合は支払いませ
ん。 

６ 前２項の場合、支払う金額の支払時期および支払場所については、
主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の保険金等
の支払時期および支払場所の規定を準用します。 

第４条＜特約の型の指定＞ 
１ 保険契約者は、この特約の締結の際、会社の定める範囲で特約の型
を指定してください。 

２ 前項において指定された特約の型は、変更することができません。 

第５条＜不慮の事故および不慮の事故による傷害の定義＞ 
１ この特約において「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事
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故をいい、「不慮の事故による傷害」とは、急激かつ偶発的な外来の
事故による傷害をいいます。 

２ 前項において「急激」、「偶発」および「外来」とは、つぎの各号
に定めるものをいいます。 

 (1) 急激 
傷害の原因となった事故から傷害の発生までに時間的間隔のないこ
とをいい、慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。 

 (2) 偶発 
傷害の原因となった事故または傷害の発生がこの特約の被保険者に
とって予見できないことをいい、この特約の被保険者の故意にもと
づくものは該当しません。 

 (3) 外来 
傷害の原因がこの特約の被保険者の身体の外部から作用することを
いい、身体の内部的原因によるものは該当しません。 

３ 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまた
はその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な
外来の事故とみなしません。 

４ この特約に定める不慮の事故による傷害については、前３項のほか、
つぎの各号に定めるところによります。 

 (1) 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸
収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状を含みます。 

 (2) この特約の被保険者に施された医療行為による傷害は除きます。
ただし、第１項に定める不慮の事故による傷害の治療のための医療
行為による傷害はこの限りではありません。 

 (3) 疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の
食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息は除
きます。 

 (4) 感染性食中毒およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大
腸炎は除きます。 

 (5) 外用薬もしくは薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは除きま
す。 

 (6) 洗剤、油脂、グリースまたは溶剤その他の化学物質による皮膚炎
などは除きます。 

 (7) 日射病・熱射病などの過度の高温中の気象条件によるもの、高山
病などの気圧の変化によるもの、乗り物酔いおよび飢餓・渇は除き
ます。 

 (8) 過度な努力や激しい運動中の過度の肉体行使、騒音暴露および振
動は除きます。 

第６条＜特約給付金の支払＞ 
１ 健康支援金（以下、「特約給付金」といいます。）の支払は、特約
の型により、つぎのとおりとします。 

 (1) 特約の型：Ⅰ型 

特約給付金を支払

う場合（以下、「支

払事由」といいま

す。） 

この特約の被保険者が、この特約の保険期間中の

つぎのいずれかの時に生存しているとき 

①この特約の契約日の後に到来するこの特約の契

約日の３年ごとの応当日の前日が終了した時 

②この特約の保険期間が満了した時 

支払額 特約給付金額 

受取人 保険契約者 
 
(2) 特約の型：Ⅱ型 
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支払事由 この特約の被保険者が、この特約の保険期間中の

つぎのいずれかの時に生存しているとき 

①この特約の契約日の後に到来するこの特約の契

約日の５年ごとの応当日の前日が終了した時 

②この特約の保険期間が満了した時 

支払額 特約給付金額 

受取人 保険契約者 
 
２ 特約給付金の受取人は、保険契約者以外の者に変更することはでき
ません。 

第７条＜特約給付金の自動据置＞ 
１ 特約給付金は、支払事由が生じたときから、会社所定の利率により
計算した利息をつけて自動的に据え置きます。 

２ 前項の規定により据え置いた特約給付金は、保険契約者から請求が
あったときまたはこの特約が消滅したとき（この特約が更新される場
合を除きます。）に、保険契約者に支払います。 

第８条＜特約の保険料の払込免除＞ 
１ この特約の被保険者が、つぎの各号のいずれかに該当した場合には、
この特約は当初定めたこの特約の保険期間の満了する日まで有効に継
続し、会社は、次の払込期月（払込期月の初日から契約応当日の前日
までに該当したときは、その払込期月）以後のこの特約の保険料の払
込を免除します。 

 (1) この特約の被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病を原因
として、この特約の保険料払込期間中に別表３に定める高度障害状
態（以下、「高度障害状態」といいます。）に該当したとき。この
場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以
後の傷害または疾病（責任開始期前にすでに生じていた障害状態の
原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限
ります。）を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に
該当したときを含みます。 

 (2) この特約の被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故を
直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日以内の
この特約の保険料払込期間中に別表４に定める身体障害の状態（以
下、「身体障害状態」といいます。）に該当したとき。この場合、
責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の不
慮の事故を直接の原因とする障害状態が新たに加わって身体障害状
態に該当したときを含みます。 

 (3) 第１号の規定にかかわらず、被保険者が、責任開始期前の疾病を
原因として高度障害状態に該当した場合はつぎのとおりとします。 

  ① 保険契約の締結または復活の際、会社が、告知等により知って
いたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その
承諾した範囲内で保険料の払込を免除します。ただし、事実の一
部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社
が正確に知ることができなかった場合を除きます。 

  ② その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を
受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受け
たことがない場合には、保険料の払込を免除します。ただし、そ
の疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識また
は自覚していた場合を除きます。 

２ 前項の規定によりこの特約の保険料の払込を免除した場合には、払
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込を免除したこの特約の保険料は、払込期月の契約応当日ごとに払込
があったものとして取り扱います。 

３ 保険料払込の猶予期間中にこの特約の保険料の払込の免除事由が発
生した場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未
払込保険料を払い込んでください。 

４ 前項の未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期
間満了の日の翌日から効力を失い、会社は、この特約の保険料の払込
免除を行いません。 

第９条＜特約の保険料の払込を免除しない場合＞ 
１ 前条第１項第１号の規定にかかわらず、この特約の被保険者が、つ
ぎの各号のいずれかにより高度障害状態に該当した場合には、会社は、
この特約の保険料の払込を免除しません。ただし、第４号にあっては、
その原因による高度障害状態に該当するこの特約の被保険者の数の増
加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたと
きは、会社は、この特約の保険料の払込を免除することがあります。 

 (1) 保険契約者またはこの特約の被保険者の故意 
 (2) この特約の被保険者の自殺行為 
 (3) この特約の被保険者の犯罪行為 
 (4) 戦争その他の変乱 
２ 前条第１項第２号の規定にかかわらず、この特約の被保険者が、つ
ぎの各号のいずれかにより身体障害状態に該当した場合には、会社は、
この特約の保険料の払込を免除しません。ただし、第７号または第８
号にあっては、その原因による身体障害状態に該当するこの特約の被
保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと
会社が認めたときは、会社は、この特約の保険料の払込を免除するこ
とがあります。 

 (1) 保険契約者またはこの特約の被保険者の故意または重大な過失 
 (2) この特約の被保険者の犯罪行為 
 (3) この特約の被保険者の精神障害を原因とする事故 
 (4) この特約の被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 
 (5) この特約の被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転し

ている間に生じた事故 
 (6) この特約の被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相

当する運転をしている間に生じた事故 
 (7) 地震、噴火または津波 
 (8) 戦争その他の変乱 

第10条＜特約給付金または保険料の払込免除の請求、支払時期お
よび支払場所＞ 
１ 特約給付金を請求するときは、保険契約者は、必要書類（別表１）
を会社に提出してください。 

２ 前項の規定により特約給付金の請求を受けた場合には、会社は、据
え置いているすべての特約給付金の請求があったものとして取り扱い
ます。 

３ この特約の保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、
遅滞なく会社に通知してください。 

４ この特約の保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、
遅滞なく必要書類（別表１）を会社に提出して、この特約の保険料の
払込の免除を請求してください。 

５ この特約の特約給付金または保険料の払込免除の請求、支払時期お
よび支払場所については、主約款の給付金等の支払時期および支払場
所についての規定を準用します。 
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第11条＜特約の失効＞ 
  主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
この場合には、保険契約者は、この特約の解約払戻金があるときは、
これを請求することができます。 

第12条＜特約の復活＞ 
１ 主契約の復活請求の際、別段の申出がないときは、この特約につい
ても同時に復活の請求があったものとします。 

２ 会社が、前項の規定により請求されたこの特約の復活を承諾したと
きは、この特約の未払込保険料を受け取った時か、この特約の復活の
際のこの特約の被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から、会
社は、この特約上の責任を負います。 

３ 保険契約者が解約払戻金を請求した後は、この特約を復活すること
はできません。 

４ 前２項のほか、主約款の復活に関する規定を準用してこの特約の復
活を取り扱います。 

第13条＜告知義務および告知義務違反による解除＞ 
この特約の告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解

除できない場合については、つぎに定めるほか、主約款の告知義務、
告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合の規定を
準用します。 

 (1) 会社は、この特約の保険料の払込の免除事由が生じた後でもこの
特約を解除し、つぎの取扱をすることができます。 

  ① この特約の保険料の払込免除を行いません。 
  ② 会社は、この特約の保険料の払込免除を行っているときでも、

払込を免除したこの特約の保険料の払込がなかったものとして取
り扱うことができます。 

 (2) 前号の規定にかかわらず、この特約の保険料の払込の免除事由の
発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者
または被保険者が証明したときは、この特約の保険料の払込免除を
行います。 

 (3) 本条の規定によりこの特約が解除された場合には、会社は、この
特約の解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。 

 (4) この特約の責任開始期の属する日（復活が行なわれた場合は最後
の復活日。以下、本号において同じ。）からその日を含めて２年を
こえてこの特約が有効に継続していても、この特約の責任開始期の
属する日からその日を含めて２年以内に、この特約の保険料の払込
の免除事由が生じた場合には、会社はこの特約を解除することがで
きます。 

第14条＜重大事由による解除＞ 
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由によ

る解除の規定を準用します。 

第15条＜特約の解約等＞ 
１ 主契約が解約される場合を除き、この特約の解約は取り扱いません。 
２ 特約給付金額の減額は取り扱いません。ただし、主契約の入院給付
金日額の減額が行われた場合で、特約給付金額が会社の定める限度を
こえたときには、特約給付金額を会社の定める限度まで減額します。
この場合、減額分については解約されたものとして第18条の規定を適
用します。 
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第16条＜特約の消滅＞ 
１ つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約も同時に消滅し
ます。 

 (1) この特約の被保険者が死亡したとき 
 (2) 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 
２ 前項第２号の規定によりこの特約が消滅した場合には、会社は、こ
の特約の解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払います。 

第17条＜主契約の責任開始日の前日以前にがんと診断確定されて
いたことにより、主契約が無効とされた場合の取扱＞ 
１ 主約款の第８条＜責任開始日の前日以前にがんと診断確定されてい
た場合＞の規定により主契約が無効とされた場合には、この特約は同
時に消滅し、消滅時までは効力があったものとします。この場合、会
社は、この特約の解約払戻金があるときは、これを保険契約者に支払
います。 

２ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合に
は、本条の規定は適用しません。 

 (1) 告知義務違反による解除または重大事由による解除の規定により
この特約が解除されるとき 

 (2) 主約款の詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効の規定
の準用によりこの特約が取消しまたは無効とされるとき 

第18条＜特約の解約払戻金＞ 
１ この特約の解約払戻金は、経過年月数（保険料払込期間中の保険契
約において、経過年月数が払込年月数を超える場合は、払込年月数）
により計算します。 

２ この特約の解約払戻金の支払時期および支払場所については、主約
款の給付金等の支払時期および支払場所についての規定を準用します。 

第19条＜特約の契約者配当＞ 
この特約に対しては、契約者配当はありません。 

第20条＜特約の時効＞ 
特約給付金もしくはこの特約の解約払戻金の支払またはこの特約の

保険料払込免除を請求する権利は、この特約が消滅した時（この特約
が更新される場合を除きます。）から３年間請求がない場合は消滅し
ます。 

第21条＜特約の更新＞ 
１ 主契約およびこの特約の保険期間が満了し主契約が更新された場合
またはこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の
日の前にある場合で、あらかじめ保険契約者から別段の申出がないと
きには、保険契約者がこの特約の保険期間満了の日の２か月前までに
この特約を更新しない旨を会社に通知しない限り、この特約（この特
約の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限りま
す。）は、この特約の保険期間満了の日の翌日に更新されるものとし、
この日を更新日とします。 

２ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合に
は、この特約は更新されないものとします。 

 (1) 更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日におけるこの特約の
被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえるとき 

 (2) 更新後のこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間
満了の日をこえるとき 
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 (3) 第８条＜特約の保険料の払込免除＞の規定により、この特約の保
険料の払込が免除されているとき 

 (4) この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていない
とき 

３ 更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同
一の年数とします。 

４ 更新後のこの特約の保険料は、更新日におけるこの特約の被保険者
の年齢によって計算します。 

５ この特約の更新日の属する月が主契約の払込期月と合致する場合、
更新するこの特約の第１回保険料は、更新日の属する月を払込期月と
する主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合には、
主約款の保険料の払込、保険料払込の猶予期間および保険契約の失効、
ならびに猶予期間中に保険事故が発生した場合の規定を準用します。 

６ 前項の保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれなかったときは、
この特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前のこの特約の
保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。 

７ この特約の更新日の属する月が主契約の払込期月と合致しない場合、
会社の定めた方法で計算した更新するこの特約の第１回保険料を、会
社の定める方法で払い込むことを要します。この場合、更新するこの
特約の第１回保険料が会社の指定した日までに払い込まれなかったと
きは、この特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前のこの
特約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。 

８ 第13条＜告知義務および告知義務違反による解除＞の規定の適用に
際しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期
間とは継続されたものとして取り扱います。 

９ 更新後のこの特約には、更新日現在の特約条項および保険料率が適
用されます。 

10 更新後の特約給付金額は、更新前の特約給付金額と同額とします。 
11 この特約が更新された場合は、第18条＜特約の解約払戻金＞を「こ
の特約の解約払戻金は、更新（更新が２回以上行われた場合は最後の
更新）後の経過年月数（保険料払込期間中の保険契約において、経過
年月数が払込年月数を超える場合は、払込年月数）により計算します。」
と読み替えます。 

12 本条の規定によりこの特約を更新した場合には、保険証券は発行せ
ず、旧保険証券と更新通知書をもって新保険証券に代えます。 

13 第２項第４号の規定によりこの特約が更新されず、かつ、第２項第
１号から第３号のいずれの規定にも該当しないときは、保険契約者か
ら特に申出がない限り、更新の取扱に準じて、会社の定めるこの特約
と同種類の特約を更新時に締結します。この場合、第８項の規定を準
用し、この特約の保険期間と更新時に締結する他の特約の保険期間と
は継続されたものとして取り扱います。 

第22条＜管轄裁判所＞ 
特約給付金またはこの特約の保険料の払込免除の請求に関する訴訟

については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。 

第23条＜主約款の準用＞ 
この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないもの

を除き、主約款の規定を準用します。 

第24条＜がん保険〔2000〕に付加する場合の特則＞ 
この特約をがん保険〔2000〕に付加した場合には、つぎのとおりと

します。 



― 181 ―

特
約

健
康
支
援
上
がが
が
が
が
が
が

(1) 第２条＜特約の被保険者＞中、「主契約の被保険者」とあるの
を「主契約の第１被保険者」と読み替えます。 

(2) 第７条＜特約給付金の自動据置＞第２項の規定にかかわらず、
保険契約者がこの特約の被保険者であり、かつ、主契約の第１被
保険者の死亡保険金受取人が指定されている場合で、この特約の
被保険者が死亡したことによりこの特約が消滅したときには、会
社は、据え置いている特約給付金を、主契約の第１被保険者の死
亡保険金受取人に支払います。ただし、主契約の第１被保険者の
死亡保険金受取人が２人以上である場合を除きます。 

第25条＜がん保険〔無解約払戻金型〕に付加する場合の特則＞ 
（記載省略） 

第26条＜がん保険〔終身・無解約払戻金型Ｂ〕に付加する場合の
特則＞ 
（記載省略） 
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第２被保険者である子等の保障継続特則 

（2018年４月２日制定） 

第１条＜選択を受けることなく、新たながん保険〔2000〕を
締結できる契約＞ 
１ 保険契約者と会社との間ですでに締結されているがん保
険〔2000〕契約（子供特約〔2000〕が付加されている場合
は子供特約〔2000〕を含みます。以下、本特則において「元
契約」といいます。）の家族契約の第２被保険者のうち第
１被保険者と同一戸籍にその子として記載されている満23
歳未満の者（子供特約〔2000〕が付加されている場合は子
供特約〔2000〕の被保険者を含みます。以下、本特則にお
いて「子」といいます。）が満23歳に達する日の４か月前
から満23歳に達する日の前日までの間に、元契約の保険契
約者よりがん保険〔2000〕の締結をしたい旨の申出があっ
た場合には、元契約の保険契約者または当該子は、当該子
について被保険者としての選択を受けることなく、当該子
を第１被保険者とする新たながん保険〔2000〕契約（以下、
本特則において「新契約」といいます。）を締結すること
ができます。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該子が満23歳に達する日の
前日までに前項の申出をすることができない特別な事情が
あると会社が認めたときには、当該子が満23歳に達する日
からその日を含めて３か月を経過する日までの間に前項の
申出をすることができます。 

３ 前２項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該
当する場合には、本特則の取扱は行いません。 
(1) 元契約の給付金額等が、会社の定める限度を下まわる
場合 

(2) 当該子が満23歳に達する日の前日までに、元契約にお
いて当該子の責任開始日が到来していない場合 

(3) 当該子が満23歳に達する日の前日までに、元契約にお
いて当該子が被保険者の資格を喪失した場合 

(4) 当該子が満23歳に達する日の前日までに、元契約が効
力を失った場合 

４ 本特則（「従たる被保険者である子等の保障継続特則」
を含みます。）の取扱は、被保険者１名当たり１契約とし
ます。 

第２条＜新契約の取扱＞ 
  新契約の取扱は、つぎのとおりとします。 
(1) 新契約は、個人契約とします。 
(2) 新契約において支払う給付金等は、新契約の普通保険
約款（以下、本特則において「新約款」といいます。）
第６条＜給付の種類、給付金等および給付金額等の指定
＞第２項の規定にかかわらず、元契約において「支払う
給付金等」として指定されていた給付金等により、つぎ
のとおり指定されるものとします。この場合、元契約に
おいて「支払う給付金等」として診断給付金、通院給付
金、死亡払戻金が指定されていた場合でも、新契約にお
いては、診断給付金、通院給付金、死亡払戻金は指定さ
れないものとします。 
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① 元契約において入院給付金が指定されていた場合 
入院給付金 

② 元契約において在宅療養給付金が指定されていた場合 
在宅療養給付金 

③ 元契約において死亡保険金が指定されていた場合 
死亡保険金 

(3) 新契約の給付金額等は、新約款第６条＜給付の種類、
給付金等および給付金額等の指定＞第６項の規定にかか
わらず、前号の規定により新契約において支払う給付金
等として指定された給付金等により、つぎのとおり指定
されるものとします。 
給付金等 新契約の給付金額等 
入院給付金 入院給付金日額： 

「元契約の入院給付金日額に元契約の家
族給付割合を乗じて得た金額」または
「１万円」のうち、いずれか小さい方
の金額 

在宅療養給
付金 

在宅療養給付金額： 
「元契約の在宅療養給付金額に元契約の
家族給付割合を乗じて得た金額」また
は「15万円」のうち、いずれか小さい
方の金額 

死亡保険金 死亡保険金額： 
「元契約の死亡保険金額に元契約の家族
給付割合を乗じて得た金額」または「10
万円」のうち、いずれか小さい方の金
額 

(4) 新約款第19条＜個人契約と家族契約の相互の変更＞の
規定にかかわらず、個人契約から家族契約への変更は取
り扱いません。 

(5) 新契約においては、子供特約〔2000〕を付加すること
ができません。 

(6) 新契約の第１被保険者が、元契約において支払事由に
該当し、給付金が支払われていた場合、新契約において
は、その支払の原因となったがんの診断確定はなかった
ものとみなして取り扱います。ただし、新契約の復活の
承諾の判断をする場合を除きます。 

第３条＜新契約の保険期間の始期＞ 
  新契約の保険期間の始期は、新約款第１条＜保険期間の
始期＞第１項の規定にかかわらず、第１被保険者が満23歳
に達した時とします。 

第４条＜新契約の責任開始＞ 
  新契約においては、新約款第４条＜責任開始＞第１項の
規定にかかわらず、第１被保険者が満23歳に達する日を責
任開始日とし、会社は、その日から保険契約上の責任を負
います。 

第５条＜新契約の第１回保険料の払込＞ 
１ 新契約の第１回保険料は、契約日の属する月の末日まで
に払い込むことを要します。 

２ 前項の保険料が契約日の属する月の末日までに払い込ま
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れなかったときは、新契約の締結はなかったものとして取
り扱います。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第１条＜選択を受けること
なく、新たながん保険〔2000〕を締結できる契約＞第２項
に定める申出により新契約が締結されたときには、契約日
からその日を含めて３か月を経過する日の属する月の末日
までに新契約の第１回保険料および第２回以後の保険料の
うち払込を行う日の属する払込期月までの保険料を払い込
むことができます。この場合、払込を行う日の属する払込
期月までの保険料をまとめて払い込むことを要します。 

４ 前項の保険料が契約日からその日を含めて３か月を経過
する日の属する月の末日までに払い込まれなかったときは、
新契約の締結はなかったものとして取り扱います。 

第６条＜元契約の有効中の入院とみなされる入院の取扱＞ 
  第２被保険者としての資格を失った時を含んで継続し、
元契約の普通保険約款第７条＜給付金等の支払＞の規定に
より元契約の有効中の入院とみなされる当該子の入院につ
いては、会社は、新契約にもとづく入院給付金の支払は行
いません。 

第７条＜元契約と新契約の保険期間を継続されたものとみなす取扱＞ 
  新約款第７条＜給付金等の支払＞、第８条＜責任開始日
の前日以前にがんと診断確定されていた場合＞、第30条＜
告知義務違反による解除＞および第31条＜保険契約を解除
できない場合＞の規定の適用に際しては、元契約の保険期
間と、新契約の保険期間とは継続されたものとして取り扱
います。 

第８条＜元契約に上皮内新生物特約〔2000〕が付加されていた場合の
特則＞ 
  元契約に、特約の被保険者の型が子型の上皮内新生物特
約〔2000〕が付加されていた場合には、新契約の締結の際
に、当該子を被保険者とする特約の被保険者の型が本人型
の上皮内新生物特約〔2000〕を、新契約に付加して締結す
るものとします。この場合、つぎのとおりとします。 
(1) 当該子については、新契約に付加する上皮内新生物特
約〔2000〕の被保険者としての選択は行いません。 

(2) 新契約に付加する上皮内新生物特約〔2000〕について
は、第４条＜新契約の責任開始＞、第６条＜元契約の有
効中の入院とみなされる入院の取扱＞および第７条＜元
契約と新契約の保険期間を継続されたものとみなす取扱
＞の規定を準用します。 
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指定代理請求特約 
 

（2018年４月２日制定） 

＜この特約の趣旨＞ 
この特約は、給付金等の受取人である被保険者が給付金等を請求できな

い所定の事情がある場合等に、あらかじめ指定された指定代理請求人が被
保険者に代わって請求を行うことを可能とすることを主な内容とするもの
です。 

第１条＜特約の締結＞ 
１ この特約は、保険契約者と会社との間で主たる保険契約（以下、「主
契約」といいます。）を締結する際または締結した後に、主契約の被保
険者（以下、「被保険者」といいます。）の同意を得たうえで、保険契
約者が会社に申し出て、会社が承諾することにより、主契約に付加して
締結します。 

２ 主契約を締結した後にこの特約を付加する場合には、会社がこの特約
の付加を承諾した日をこの特約の付加日とします。 

第２条＜特約の対象となる給付金等＞ 
  この特約の対象となる給付金等（以下、「給付金等」といいます。）
は、主契約および主契約に付加されている特約（以下、「付加特約」と
いいます。）の給付のうち、つぎのとおりとします。 

 (1) 被保険者と受取人が同一人である給付金（保険金、一時金、年金、
祝金、支援金を含み、名称の如何を問いません。以下同じ。） 

 (2) 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除 

第３条＜指定代理請求人の指定＞ 
保険契約者は、被保険者の同意を得て、あらかじめつぎの各号の範囲

内で１人の者（以下、「指定代理請求人」といいます。）を指定してく
ださい。 

 (1) つぎの範囲内の者 
① 被保険者の戸籍上の配偶者 
② 被保険者の直系血族 
③ 被保険者の３親等内の親族 

(2) 前号のほか、つぎの範囲内のものを指定できます。ただし、第４条
第１項による請求の際には、必要書類（別表１）によりその事実が確
認でき、かつ、第４条第１項各号に定める特別な事情があると会社が
認めることを要します。 
① 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている者 
② 被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行って 
いる者 

第４条＜指定代理請求人または代理請求人による給付金等の請求＞ 
１ 給付金等の受取人（保険料の払込免除の場合は保険契約者。以下同じ。）
が給付金等を請求できないつぎの各号に定める特別な事情があるときは、
指定代理請求人が、必要書類（別表１）を提出して、給付金等の受取人
の代理人として給付金等の請求をすることができます。 

 (1) 給付金等の請求を行う意思表示が困難であると会社が認めた場合 
 (2) 傷病名の告知を受けない蓋然性が高いと会社が認める傷病名につい

て告知を受けていない場合または余命の告知を受けていない場合 
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 (3) その他前２号に準じる状態（給付金等の受取人が死亡した場合を除
きます。）であると会社が認めた場合 

２ 前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において第３条＜指
定代理請求人の指定＞に定める範囲内であることを要します。 

３ 給付金等の受取人に給付金等を請求できない特別な事情があり、指定
代理請求人が請求時に第３条＜指定代理請求人の指定＞に定める範囲
外である場合もしくは指定されていない場合（第５条＜指定代理請求人
の変更および指定の撤回＞の規定により指定代理請求人が撤回された場
合および指定代理請求人が死亡している場合を含みます。）または指定
代理請求人に給付金等を請求できない特別な事情がある場合は、つぎの
各号に定めるいずれかの者（以下、「代理請求人」といいます。）が、
必要書類（別表１）を提出して、会社の承諾を得て、給付金等の受取人
の代理人として給付金等の請求をすることができます。 

 (1) 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者
の戸籍上の配偶者 

 (2) 前号に該当する配偶者がいない場合には、被保険者と同居し、また
は被保険者と生計を一にしている３親等内の親族 

 (3) 代理請求人としての要件を満たしていると会社が認めた者 
４ 本条の規定により会社が給付金等を指定代理請求人または代理請求人
に支払った場合には、その後重複してその給付金等の請求を受けても、
会社は、これを支払いません。 

５ 主約款および付加特約の特約条項の身体診査、病歴確認等の規定に定
めるほか、会社は、事実の確認に際し、指定代理請求人または代理請求
人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意
を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで、
給付金の支払または保険料の払込免除を行いません。会社が指定した医
師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。 

６ 本条の規定にかかわらず、故意に給付金等の支払事由（保険料の払込
免除事由を含みます。）を生じさせた者または故意に給付金等の受取人
を給付金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人および代
理請求人としての取扱を受けることができません。 

第５条＜指定代理請求人の変更および指定の撤回＞ 
１ 保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更するこ
とができます。ただし、変更後の指定代理請求人は第３条＜指定代理請
求人の指定＞に定める範囲内で指定することを要します。 

２ 保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人の指定を撤回
することができます。 

３ 保険契約者が、前２項の変更または撤回を請求するときは、必要書類
（別表１）を会社に提出してください。 

４ 第１項の変更または第２項の撤回は、保険証券に裏書を受けてからで
なければ、会社に対抗することができません。 

第６条＜告知義務違反による解除および重大事由による解除の通
知＞ 
  主契約または付加特約の告知義務違反による解除および重大事由によ
る解除については、主約款および特約条項の告知義務違反による解除に
関する規定および重大事由による解除に関する規定に定めるほか、正当
な理由によって、保険契約者、被保険者または給付金等の受取人のいず
れにも通知できない場合には、指定代理請求人または代理請求人に解除
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の通知をします。 

第７条＜特約の解約＞ 
１ 保険契約者は、将来に向ってこの特約を解約することができます。 
２ 保険契約者が、本条の請求をするときは、必要書類（別表１）を会社
に提出してください。 

第８条＜特約の消滅＞ 
１ 主契約が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。 
２ この特約の消滅前に支払事由に該当した給付金等については、第４条
＜指定代理請求人または代理請求人による給付金等の請求＞の規定を適
用します。 

第９条＜主約款、特約条項の代理請求に関する規定の不適用＞ 
  この特約を付加した場合には、主約款または付加特約の特約条項に指
定代理請求人または代理請求人による請求に関する規定があるときでも、
当該規定を適用しません。また、その規定によって指定代理請求人が指
定されていた場合には、その指定代理請求人の指定はこの特約を付加し
たときに撤回されるものとします。 

第10条＜主約款の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。 

第11条＜主契約ががん保険の場合の取扱＞ 
１ この特約をがん保険［昭和49年10月制定］、新がん保険、がん定期保
険またはがん保険〔2000〕に付加した場合には、つぎのとおりとします。 

 (1) 第１条＜特約の締結＞第１項中、「主契約の被保険者」とあるのを
「主契約の主たる被保険者または第１被保険者」と読み替えます。 

 (2) 主たる被保険者または第１被保険者以外の被保険者（以下、「主た
る被保険者等の家族」といいます。）については、指定代理請求人の
指定はできません。 

 (3) 支払事由に該当した被保険者が主たる被保険者等の家族の場合で、
給付金等の受取人が第４条＜指定代理請求人または代理請求人による
給付金等の請求＞第１項に定める状態に該当したときには、同条第３
項の規定をつぎのとおり読み替えて適用します。 

３ つぎの各号に定めるいずれかの者（以下、「代理請求人」とい
います。）が、必要書類（別表１）を提出して、給付金等の受取
人の代理人として給付金等の請求をすることができます。 

 (1) 主たる被保険者または第１被保険者 
 (2) 主たる被保険者または第１被保険者がいない場合には、支払

事由に該当した被保険者と同居または生計を一にしている当該
被保険者の戸籍上の配偶者または３親等内の親族 

 (3) 代理請求人としての要件を満たしていると会社が認めた者 

２ この特約を新がん保険、がん定期保険、がん保険〔2000〕、がん保険
〔無解約払戻金型〕、がん保険〔終身・無解約払戻金型Ａ〕またはがん
保険〔終身・無解約払戻金型Ｂ〕に付加した場合で、主約款の責任開始
日の前日以前にがんと診断確定されていた場合の規定により主契約が無
効とされたときには、この特約は同時に消滅し、消滅時までは効力があ
ったものとします。 

３ この特約をがん保険［昭和49年10月制定］に付加した場合で、その後
主契約の主たる被保険者の変更が行われたときには、新たに主たる被保
険者になった者については指定代理請求人による請求に関する規定は適
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用せず、第１項の規定を適用します。 

第12条＜主契約が新医療保険、疾病入院保険の場合の取扱＞ 
（記載省略） 

第13条＜主契約が５年ごと利差配当付こども保険、こども保険
〔2009〕の場合の取扱＞ 
（記載省略） 

第14条＜主契約に総合介護保障移行特約などが付加されている場
合の取扱＞ 
（記載省略） 

＜附則＞ 
１．本特約において、「新がん保険」、「がん定期保険」とは、Ａ型、Ｂ
型、ＢⅡ型、Ｃ型、Ｄ型、Ｅ型、Ｆ型およびＧ型を総称したものをいい
ます。 

２．本特約において、「子供特約」とは、Ａ型、Ｂ型、ＢⅡ型、Ｃ型、Ｄ
型、Ｅ型、Ｆ型、Ｇ型および子供特約〔2000〕を総称したものをいいま
す。 

３．平成２年７月１日以前に締結された「新がん保険」、「がん定期保険」、
「子供特約」は、Ａ型とみなします。 
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団体取扱特約〔がん保険〕 
 

（2018年４月２日制定） 

第１条＜特約の適用範囲＞ 
１ この特約は、会社と「団体取扱契約〔がん保険〕」を締結した官公署、
会社、組合、工場その他の団体（以下、「団体」といいます。）に所属
し、団体から定期的に給与（役員報酬を含みます。以下同じ。）の支払
を受ける者を保険契約者とする保険契約で、保険契約者の数が20名以上
いる場合に、団体を通じて会社にこの特約の適用を申し出た保険契約に
適用します。 

２ つぎの場合には、前項の規定を準用して、各保険契約にこの特約を適
用します。 

 (1) 団体または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員を被
保険者（第２被保険者、従たる被保険者を除きます。以下同じ。）と
する保険契約の被保険者が20名以上いる場合 

 (2) 前項の保険契約者と前号の被保険者が、名よせのうえ合算（同一人
の場合には１名として計算します。以下同じ。）して20名以上いる場
合 

 (3) 団体の事業所が２つ以上あるときは、１事業所においてこの特約の
人数要件を満たさなくても、前項および前２号のいずれかに該当する
事業所が他にある場合 

第２条＜契約日の特則＞ 
１ この特約の適用される保険契約の契約日は、主たる保険契約（以下、
「主契約」といいます。）の普通保険約款（以下、「主約款」といいま
す。）の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する月
の翌月１日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準とし
て計算します。ただし、「第２被保険者である子等の保障継続特則」を
付加して保険契約を締結する場合を除きます。 

２ 前項の規定にかかわらず、主契約の保険期間の始期から契約日の前日
までの間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、保険金等の
支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、主契約の保険
期間の始期の属する日を保険契約の契約日とし、保険期間および保険料
払込期間は、その日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば精
算します。 

第３条＜保険料率＞ 
  この特約を付加した保険契約の保険料率は、会社の定める団体保険料
率を適用します。 

第４条＜保険料の払込＞ 
１ 保険料は、団体の代表者がとりまとめて払い込んでください。 
２ 第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。以下、本条において
同じ。）については、つぎの日をもって払込のあった日とします。 

 (1) 団体が、第１回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う給与
から控除したうえで会社に払い込む場合には、第１回保険料を給与か
ら控除した日（会社と団体とが取り決めた日であることを要します。） 

 (2) 団体が、第１回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口
座（以下、本条において「指定口座」といいます。）から団体の口座
に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第１回保険料を指定口
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座から団体の口座に振り替えた日（会社と団体とが取り決めた日であ
ることを要します。） 

 (3) 前２号以外の場合には、会社または会社の指定した場所に払い込ま
れた日 

３ 給与から控除された第１回保険料または指定口座から団体の口座に振
り替えられた第１回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、
保険契約者または被保険者の申出により、その第１回保険料の控除また
は振替が取り消された場合には、前項第１号または第２号の控除または
振替がされなかったものとして取り扱います。 

４ 第２回以後の保険料は、会社または会社の指定した場所に払い込まれ
た日をもって払込のあった日とします。 

第５条＜保険料領収証＞ 
  団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する
領収証を団体に交付し、個 の々領収証は発行しません。 

第６条＜保険料の前納＞ 
   この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、
保険料の前納は取り扱いません。 

第７条＜特約の失効＞ 
  つぎの場合には、この特約は失効します。 
 (1) 保険契約者（団体の代表者が保険契約者の場合には被保険者）が、

団体の所属員でなくなったとき。ただし、団体の代表者がとりまとめ
て保険料を払い込むことのできる期間を除きます。 

 (2) 会社と団体が締結していた「団体取扱契約〔がん保険〕」が解約さ
れたとき 

 (3) 保険契約が失効したとき 
 (4) 保険料の払込を要しなくなったとき 
 (5) 第１条＜特約の適用範囲＞に定める保険契約者または被保険者の数

が20名未満となり、６か月を経過してもなお20名以上とならなかった
とき 

第８条＜特約の失効した保険契約の取扱＞ 
１ 前条第１号、第２号または第５号の規定によりこの特約が失効した保
険契約の保険料率は、普通保険料率となります。 

２ 前項の規定にかかわらず前条第５号によってこの特約が失効した場合、
残存する保険契約者または被保険者の数が10名以上であれば、残存保険
契約を「準団体取扱特約〔がん保険〕」の取扱に変更します。 

第９条＜主約款の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを
除き、主約款の規定を準用します。 

第10条＜一括保険証券＞ 
  会社は、団体または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属
員を被保険者とする保険契約については、個々の保険証券に代えて、保
険契約者に対し一括保険証券を交付することがあります。 

第11条＜新がん保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞ 
（記載省略） 
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第12条＜がん保険〔2000〕に付加する場合の特則＞ 
  この特約をがん保険〔2000〕に付加した場合には、つぎのとおりとし
ます。 
 (1) 主約款の第４条＜責任開始＞第１項を、つぎのとおり読み替えます。 

１ 会社は、つぎのいずれか遅い日を責任開始日とし、その日から
保険契約上の責任を負います。ただし、死亡払戻金の支払および
保険料の払込免除については、会社は、保険期間の始期から保険
契約上の責任を負います。 

 (1) 保険期間の始期の属する日からその日を含めて２か月を経過
した日の翌日 

 (2) 被保険者に関する告知の時の属する日からその日を含めて３
か月を経過した日の翌日 

 (2) 主契約の締結の際または締結後に保険期間の始期と責任開始日が異
なる特約を付加する場合には、その特約条項の責任開始に関する規定
については、前号の規定を準用します。 

 (3) 前号の規定にかかわらず、主契約の締結の際または締結後に女性疾
病特約〔がん保険〕を付加する場合には、女性疾病特約〔がん保険〕
の特約条項の第１条＜特約の締結および責任開始期＞第３項を、つぎ
のとおり読み替えます。 

３ 前項の規定にかかわらず、別表42に定める女性特定疾病（以下、
「女性特定疾病」といいます。）のうちの悪性新生物、上皮内新
生物または良性新生物のいずれかによる女性疾病入院給付金の支
払および別表43に定める乳房切除術（以下、「乳房切除術」とい
います。）による形成治療給付金の支払については、会社は、つ
ぎのいずれか遅い日からこの特約上の責任を負います。 

 (1) 前項の責任開始期の属する日からその日を含めて２か月を経
過した日の翌日 

 (2) この特約の被保険者に関する告知の時の属する日からその日
を含めて３か月を経過した日の翌日 

 

第13条＜がん保険〔無解約払戻金型〕等に付加する場合の特則＞   
（記載省略） 

第14条＜団体との取り決めによる取扱＞ 
  第２条＜契約日の特則＞、第４条＜保険料の払込＞、第11条＜新がん
保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞、第12条＜がん保険〔2000〕
に付加する場合の特則＞、第13条＜がん保険〔無解約払戻金型〕等に付
加する場合の特則＞またはその他の事項について、会社と団体とが特に
別の取り決めを行った場合には、その取り決めによるものとします。 
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準団体取扱特約〔がん保険〕 
 

（2018年４月２日制定） 

第１条＜特約の適用範囲＞ 
この特約は、会社と「準団体取扱契約〔がん保険〕」を締結した官公

署、会社、商店、組合、工場、連合会、同業団体等の団体（以下、「団
体」といいます。）に所属する役職員、組合員、会員等（以下、「所属
員」といいます。この場合、所属員が会社、商店等である場合には、当
該所属員の役職員等も含むものとします。また、組合、連合会、同業団
体等の団体において、所属員が組織である場合には、当該所属員の役職
員、組合員、会員等および組織を構成している会社、商店、組合、連合
会、同業団体等の役職員、組合員、会員等も含むものとします。）を保
険契約者とする保険契約の保険契約者の数が10名以上いる場合、または
団体もしくは団体の代表者が保険契約者となり、その団体の所属員を被
保険者（第２被保険者、従たる被保険者を除きます。以下同じ。）とす
る保険契約の被保険者の数が10名以上いる場合に、団体を通じて会社に
この特約の適用を申し出た保険契約に適用します。 

第２条＜契約日の特則＞ 
１ この特約の適用される保険契約の契約日は、主たる保険契約（以下、
「主契約」といいます。）の普通保険約款（以下、「主約款」といいま
す。）の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する月
の翌月１日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準とし
て計算します。ただし、「第２被保険者である子等の保障継続特則」を
付加して保険契約を締結する場合を除きます。 

２ 前項の規定にかかわらず、主契約の保険期間の始期から契約日の前日
までの間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、保険金等の
支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、主契約の保険
期間の始期の属する日を保険契約の契約日とし、保険期間および保険料
払込期間は、その日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば精
算します。 

第３条＜保険料率＞ 
この特約を付加した保険契約の保険料率は、会社の定める準団体保険

料率を適用します。 

第４条＜保険料の払込＞ 
１ 保険料は、団体の代表者がとりまとめて払い込んでください。 
２ 第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。以下、本条において
同じ。）については、つぎの日をもって払込のあった日とします。 

  (1) 団体が、第１回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う給与
（役員報酬を含みます。以下、本条において同じ。）から控除したう
えで会社に払い込む場合には、第１回保険料を給与から控除した日（会
社と団体とが取り決めた日であることを要します。） 

  (2) 団体が、第１回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口
座（以下、本条において「指定口座」といいます。）から団体の口座
に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第１回保険料を指定口
座から団体の口座に振り替えた日（会社と団体とが取り決めた日であ
ることを要します。） 

  (3) 前２号以外の場合には、会社または会社の指定した場所に払い込ま
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れた日 
３ 給与から控除された第１回保険料または指定口座から団体の口座に振
り替えられた第１回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、
保険契約者または被保険者の申出により、その第１回保険料の控除また
は振替が取り消された場合には、前項第１号または第２号の控除または
振替がされなかったものとして取り扱います。 

４ 第２回以後の保険料は、会社または会社の指定した場所に払い込まれ
た日をもって払込のあった日とします。 

第５条＜保険料領収証＞ 
団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する

領収証を団体に交付し、個 の々領収証は発行しません。 

第６条＜保険料の前納＞ 
この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、

保険料の前納は取り扱いません。 

第７条＜特約の失効＞ 
   つぎの場合には、この特約は失効します。 
  (1) 保険契約者（団体の代表者が保険契約者の場合には被保険者）が、

団体の所属員でなくなったとき。ただし、団体の代表者がとりまとめ
て保険料を払い込むことのできる期間を除きます。 

  (2) 会社と団体が締結していた「準団体取扱契約〔がん保険〕」が解約
されたとき 

  (3) 保険契約が失効したとき 
  (4) 保険料の払込を要しなくなったとき 
  (5) 第１条＜特約の適用範囲＞に定める保険契約者または被保険者の数

が10名未満となり、６か月（月払契約の場合は３か月）を経過しても
なお10名以上とならなかったとき 

第８条＜特約の失効した保険契約の取扱＞ 
前条第１号、第２号または第５号の規定によりこの特約が失効した保

険契約の保険料率は、普通保険料率となります。 

第９条＜主約款の準用＞ 
この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを

除き、主約款の規定を準用します。 

第10条＜一括保険証券＞ 
会社は、団体または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属

員を被保険者とする保険契約については、個々 の保険証券に代えて、保
険契約者に対し一括保険証券を交付することがあります。 

第11条＜新がん保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞ 
（記載省略） 

第12条＜がん保険〔2000〕に付加する場合の特則＞ 
この特約をがん保険〔2000〕に付加した場合には、つぎのとおりとし

ます。 
  (1) 主約款の第４条＜責任開始＞第１項を、つぎのとおり読み替えます。 

１ 会社は、つぎのいずれか遅い日を責任開始日とし、その日から
保険契約上の責任を負います。ただし、死亡払戻金の支払および
保険料の払込免除については、会社は、保険期間の始期から保険
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契約上の責任を負います。 
 (1) 保険期間の始期の属する日からその日を含めて２か月を経過

した日の翌日 
 (2) 被保険者に関する告知の時の属する日からその日を含めて３

か月を経過した日の翌日 

(2) 主契約の締結の際または締結後に保険期間の始期と責任開始日が異
なる特約を付加する場合には、その特約条項の責任開始に関する規定
については、前号の規定を準用します。 

(3) 前号の規定にかかわらず、主契約の締結の際または締結後に女性疾
病特約〔がん保険〕を付加する場合には、女性疾病特約〔がん保険〕
の特約条項の第１条＜特約の締結および責任開始期＞第３項を、つぎ
のとおり読み替えます。 

３ 前項の規定にかかわらず、別表42に定める女性特定疾病（以下、
「女性特定疾病」といいます。）のうちの悪性新生物、上皮内新
生物または良性新生物のいずれかによる女性疾病入院給付金の支
払および別表43に定める乳房切除術（以下、「乳房切除術」とい
います。）による形成治療給付金の支払については、会社は、つ
ぎのいずれか遅い日からこの特約上の責任を負います。 

 (1) 前項の責任開始期の属する日からその日を含めて２か月を経
過した日の翌日 

 (2) この特約の被保険者に関する告知の時の属する日からその日
を含めて３か月を経過した日の翌日 

 

第13条＜がん保険〔無解約払戻金型〕等に付加する場合の特則＞  
（記載省略） 

第14条＜団体との取り決めによる取扱＞ 
第２条＜契約日の特則＞、第４条＜保険料の払込＞、第11条＜新がん

保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞、第12条＜がん保険〔2000〕
に付加する場合の特則＞、第13条＜がん保険〔無解約払戻金型〕等に付
加する場合の特則＞またはその他の事項について、会社と団体とが特に
別の取り決めを行った場合には、その取り決めによるものとします。 
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集団取扱特約〔がん保険〕 
 

（2018年４月２日制定） 

第１条＜特約の適用範囲＞ 
 この特約は、つぎの条件を満たした保険契約について適用します。 
(1) 被保険者（第２被保険者、従たる被保険者を除きます。以下同じ。）
は、官公署、会社、商店、組合、連合会、同業団体等の集団（以下、
「集団」といいます。）に所属する役職員、組合員、会員等（以下、
「所属員」といいます。この場合、所属員が会社、商店等である場合
には、当該所属員の役職員等も含むものとします。また、組合、連合
会、同業団体等の集団において、所属員が組織である場合には、当該
所属員の役職員、組合員、会員等および組織を構成している会社、商
店、組合、連合会、同業団体等の役職員、組合員、会員等も含むもの
とします。）またはその所属員の配偶者、二親等以内の親族であるこ
と 

(2) 保険契約者は集団もしくは集団の代表者または集団の所属員である
こと 

 (3) 被保険者の数が20名以上であること 
 (4) 集団と会社との間に「集団取扱契約〔がん保険〕」が取りかわされ

ており、保険料の一括集金ができるものであること 

第２条＜契約日の特則＞ 
１ この特約の適用される保険契約の契約日は、主たる保険契約（以下、
「主契約」といいます。）の普通保険約款（以下、「主約款」といいま
す。）の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する月
の翌月１日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準とし
て計算します。ただし、「第２被保険者である子等の保障継続特則」を
付加して保険契約を締結する場合を除きます。 

２ 前項の規定にかかわらず、主契約の保険期間の始期から契約日の前日
までの間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、保険金等の
支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、主契約の保険
期間の始期の属する日を保険契約の契約日とし、保険期間および保険料
払込期間は、その日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば精
算します。 

第３条＜保険料率＞ 
  この特約を付加した保険契約の保険料率は、会社の定める集団保険料
率を適用します。 

第４条＜保険料の払込＞ 
１ この特約を付加した保険契約の保険料の払込方法（回数）は、集団を
通じて同一であることを要します。 

２ 保険料は、集団の代表者がとりまとめて払い込んでください。 
３ 第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。以下、本条において
同じ。）については、つぎの日をもって払込のあった日とします。 

 (1) 集団が、第１回保険料を、保険契約者または被保険者に支払う給与
（役員報酬を含みます。以下、本条において同じ。）から控除したう
えで会社に払い込む場合には、第１回保険料を給与から控除した日（会
社と集団とが取り決めた日であることを要します。） 

 (2) 集団が、第１回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口
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座（以下、本条において「指定口座」といいます。）から集団の口座
に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第１回保険料を指定口
座から集団の口座に振り替えた日（会社と集団とが取り決めた日であ
ることを要します。） 

 (3) 前２号以外の場合には、会社または会社の指定した場所に払い込ま
れた日 

４ 給与から控除された第１回保険料または指定口座から集団の口座に振
り替えられた第１回保険料が、実際に会社に払い込まれるまでの間に、
保険契約者または被保険者の申出により、その第１回保険料の控除また
は振替が取り消された場合には、前項第１号または第２号の控除または
振替がされなかったものとして取り扱います。 

５ 第２回以後の保険料は、会社または会社の指定した場所に払い込まれ
た日をもって払込のあった日とします。 

第５条＜保険料領収証＞ 
  集団から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する
領収証を集団に交付し、個 の々領収証は発行しません。 

第６条＜保険料の前納＞ 
  この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、
保険料の前納は取り扱いません。 

第７条＜特約の失効＞ 
  つぎの場合には、この特約は失効します。 
 (1) 保険契約者（集団の代表者が保険契約者の場合には被保険者）が死

亡または集団を脱退したとき。ただし、集団の代表者がとりまとめて
保険料を払い込むことのできる期間を除きます。 

 (2) 会社と集団が締結していた「集団取扱契約〔がん保険〕」が解約さ
れたとき 

 (3) 保険契約が失効したとき 
 (4) 保険料の払込を要しなくなったとき 
 (5) 第１条＜特約の適用範囲＞に定める被保険者の数が20名未満となり、

６か月を経過してもなお20名以上とならなかったとき 

第８条＜特約の失効した保険契約の取扱＞ 
  前条第１号、第２号または第５号の規定によりこの特約が失効した保
険契約の保険料率は、普通保険料率となります。 

第９条＜主約款の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを
除き、主約款の規定を準用します。 

第10条＜一括保険証券＞ 
  会社は、集団または集団の代表者を保険契約者とし、その集団の所属
員またはその所属員の配偶者、二親等以内の親族を被保険者とする保険
契約については、個 の々保険証券に代えて、保険契約者に対し一括保険
証券を交付することがあります。 

第11条＜新がん保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞ 
（記載省略） 

第12条＜がん保険〔2000〕に付加する場合の特則＞ 
この特約をがん保険〔2000〕に付加した場合には、つぎのとおりとし
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 (1) 主約款の第４条＜責任開始＞第１項を、つぎのとおり読み替えます。 

１ 会社は、つぎのいずれか遅い日を責任開始日とし、その日から
保険契約上の責任を負います。ただし、死亡払戻金の支払および
保険料の払込免除については、会社は、保険期間の始期から保険
契約上の責任を負います。 

 (1) 保険期間の始期の属する日からその日を含めて２か月を経過
した日の翌日 

 (2) 被保険者に関する告知の時の属する日からその日を含めて３
か月を経過した日の翌日 

 (2) 主契約の締結の際または締結後に保険期間の始期と責任開始日が異
なる特約を付加する場合には、その特約条項の責任開始に関する規定
については、前号の規定を準用します。 

 (3) 前号の規定にかかわらず、主契約の締結の際または締結後に女性疾
病特約〔がん保険〕を付加する場合には、女性疾病特約〔がん保険〕
の特約条項の第１条＜特約の締結および責任開始期＞第３項を、つぎ
のとおり読み替えます。 

３ 前項の規定にかかわらず、別表42に定める女性特定疾病（以下、
「女性特定疾病」といいます。）のうちの悪性新生物、上皮内新
生物または良性新生物のいずれかによる女性疾病入院給付金の支
払および別表43に定める乳房切除術（以下、「乳房切除術」とい
います。）による形成治療給付金の支払については、会社は、つ
ぎのいずれか遅い日からこの特約上の責任を負います。 

 (1) 前項の責任開始期の属する日からその日を含めて２か月を経
過した日の翌日 

 (2) この特約の被保険者に関する告知の時の属する日からその日
を含めて３か月を経過した日の翌日 

第13条＜がん保険〔無解約払戻金型〕等に付加する場合の特則＞ 
（記載省略） 
 

第14条＜集団との取り決めによる取扱＞ 
  第２条＜契約日の特則＞、第４条＜保険料の払込＞、第11条＜新がん
保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞、第12条＜がん保険〔2000〕
に付加する場合の特則＞、第13条＜がん保険〔無解約払戻金型〕等に付
加する場合の特則＞またはその他の事項について、会社と集団とが特に
別の取り決めを行った場合には、その取り決めによるものとします。 
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特別集団取扱特約〔がん保険〕 
 

（2018年４月２日制定） 

第１条＜特約の適用範囲＞ 
  この特約は、つぎの条件を満たした保険契約について適用します。 
(1) 被保険者（第２被保険者、従たる被保険者を除きます。以下同じ。）
は、預金利息を保険料に充当することをあらかじめ約束された預金者
集団、または集団の主たる目的が物品等の購入に際し信用供与を受け
るものである集団（以下、「集団」といいます。）に所属する者（以
下、「所属員」といい、所属員が会社、商店等である場合には、当該
所属員の役職員も含むものとします。）またはその所属員の配偶者、
二親等以内の親族であること 

(2) 保険契約者は集団もしくは集団の代表者または集団の所属員である
こと 

(3) 被保険者の数が20名以上であること 
(4) 集団と会社との間に「特別集団取扱契約〔がん保険〕」が取りかわ
されており、保険料の一括集金ができるものであること 

第２条＜契約日の特則＞ 
１ この特約の適用される保険契約の契約日は、主たる保険契約（以下、
「主契約」といいます。）の普通保険約款（以下、「主約款」といいま
す。）の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する月
の翌月１日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準とし
て計算します。ただし、「第２被保険者である子等の保障継続特則」を
付加して保険契約を締結する場合を除きます。 

２ 前項の規定にかかわらず、主契約の保険期間の始期から契約日の前日
までの間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、保険金等の
支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、主契約の保険
期間の始期の属する日を保険契約の契約日とし、保険期間および保険料
払込期間は、その日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば精
算します。 

第３条＜保険料率＞ 
  この特約を付加した保険契約の保険料率は、会社の定める集団保険料
率を適用します。 

第４条＜保険料の払込＞ 
１ この特約を付加した保険契約の保険料の払込方法（回数）は、集団を
通じて同一であることを要します。 

２ 保険料は、集団の代表者がとりまとめて払い込んでください。 
３ 第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。以下、本条において
同じ。）については、つぎの日をもって払込のあった日とします。 
(1) 集団が、第１回保険料を、保険契約者または被保険者の指定する口
座（以下、本条において「指定口座」といいます。）から集団の口座
に振り替えたうえで会社に払い込む場合には、第１回保険料を指定口
座から集団の口座に振り替えた日（会社と集団とが取り決めた日であ
ることを要します。） 

(2) 前号以外の場合には、会社または会社の指定した場所に払い込まれ
た日 

４ 指定口座から集団の口座に振り替えられた第１回保険料が、実際に会
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社に払い込まれるまでの間に、保険契約者または被保険者の申出により、
その第１回保険料の振替が取り消された場合には、前項第１号の振替が
されなかったものとして取り扱います。 

５ 第２回以後の保険料は、会社または会社の指定した場所に払い込まれ
た日をもって払込のあった日とします。 

第５条＜保険料領収証＞ 
   集団から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対す

る領収証を集団に交付し、個々 の領収証は発行しません。 

第６条＜保険料の前納＞ 
   この特約を付加した保険契約については、主約款の規定にかかわらず、

保険料の前納は取り扱いません。 

第７条＜特約の失効＞ 
   つぎの場合には、この特約は失効します。 

(1) 保険契約者（集団の代表者が保険契約者の場合には被保険者）が死
亡または集団を脱退したとき。ただし、集団の代表者がとりまとめて
保険料を払い込むことのできる期間を除きます。 

(2) 会社と集団が締結していた「特別集団取扱契約〔がん保険〕」が解
約されたとき 

(3) 保険契約が失効したとき 
 (4) 保険料の払込を要しなくなったとき 
(5) 第１条＜特約の適用範囲＞に定める被保険者の数が20名未満となり、
６か月を経過してもなお20名以上とならなかったとき 

第８条＜特約の失効した保険契約の取扱＞ 
   前条第１号、第２号または第５号の規定によりこの特約が失効した保

険契約の保険料率は、普通保険料率となります。 

第９条＜主約款の準用＞ 
   この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを

除き、主約款の規定を準用します。 

第10条＜一括保険証券＞ 
  会社は、集団または集団の代表者を保険契約者とし、その集団の所属
員またはその所属員の配偶者、二親等以内の親族を被保険者とする保険
契約については、個々 の保険証券に代えて、保険契約者に対し一括保険
証券を交付することがあります。 

第11条＜新がん保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞ 
（記載省略） 

第12条＜がん保険〔2000〕に付加する場合の特則＞ 
  この特約をがん保険〔2000〕に付加した場合には、つぎのとおりとし
ます。 

 (1) 主約款の第４条＜責任開始＞第１項を、つぎのとおり読み替えます。 

１ 会社は、つぎのいずれか遅い日を責任開始日とし、その日から
保険契約上の責任を負います。ただし、死亡払戻金の支払および
保険料の払込免除については、会社は、保険期間の始期から保険
契約上の責任を負います。 

 (1) 保険期間の始期の属する日からその日を含めて２か月を経過
した日の翌日 

 (2) 被保険者に関する告知の時の属する日からその日を含めて３
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か月を経過した日の翌日 

 (2) 主契約の締結の際または締結後に保険期間の始期と責任開始日が異
なる特約を付加する場合には、その特約条項の責任開始に関する規定
については、前号の規定を準用します。 

 (3) 前号の規定にかかわらず、主契約の締結の際または締結後に女性疾
病特約〔がん保険〕を付加する場合には、女性疾病特約〔がん保険〕
の特約条項の第１条＜特約の締結および責任開始期＞第３項を、つぎ
のとおり読み替えます。 

３ 前項の規定にかかわらず、別表42に定める女性特定疾病（以下、
「女性特定疾病」といいます。）のうちの悪性新生物、上皮内新
生物または良性新生物のいずれかによる女性疾病入院給付金の支
払および別表43に定める乳房切除術（以下、「乳房切除術」とい
います。）による形成治療給付金の支払については、会社は、つ
ぎのいずれか遅い日からこの特約上の責任を負います。 

 (1) 前項の責任開始期の属する日からその日を含めて２か月を経
過した日の翌日 

 (2) この特約の被保険者に関する告知の時の属する日からその日
を含めて３か月を経過した日の翌日 

第13条＜がん保険〔無解約払戻金型〕等に付加する場合の特則＞ 
（記載省略） 

第14条＜集団との取り決めによる取扱＞ 
  第２条＜契約日の特則＞、第４条＜保険料の払込＞、第11条＜新がん
保険、がん定期保険に付加する場合の特則＞、第12条＜がん保険〔2000〕
に付加する場合の特則＞、第13条＜がん保険〔無解約払戻金型〕等に付
加する場合の特則＞またはその他の事項について、会社と集団とが特に
別の取り決めを行った場合には、その取り決めによるものとします。 
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（2018年４月２日制定） 

第１条＜特約の適用＞ 
１ この特約は、保険契約の締結の際または保険料払込期間の中途におい
て、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適
用します。 

２ この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。 
(1) 保険契約者の指定する口座（以下、「指定口座」といいます。）が
会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等（会社が
保険料の収納業務を委託している会社の指定する金融機関等を含み
ます。以下、「提携金融機関等」といいます。）に設置してあるこ
と 

(2) 保険契約者が提携金融機関等に対し、指定口座から会社の口座へ保
険料の口座振替を委任すること 

第２条＜保険料率＞ 
  この特約を適用する月払の保険契約の保険料率は、口座振替保険料
率とします。 

第３条＜保険料の払込＞ 
１ 保険料は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の普通
保険約款（以下、「主約款」といいます。）の保険料の払込の規定にか
かわらず、会社の定めた日（第２回以後の保険料の場合は、払込期月中
の会社の定めた日。以下､｢振替日」といいます。）に指定口座から保険
料相当額を会社の口座に振り替えることによって会社に払い込まれるも
のとします。ただし、振替日が提携金融機関等の休業日に該当する場合
には、翌営業日を振替日とします。 

２ 前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。 
３ 同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振り替える場合に
は、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定できないものとしま
す。 

４ 保険契約者は、振替日の前日までに払込保険料相当額を指定口座に預
入しておくことを要します。 

５ この特約による口座振替によって払い込まれた保険料については、領
収証の発行は行いません。 

第４条＜保険料口座振替不能の場合の取扱＞ 
１ 第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料（第
１回保険料相当額を含みます。以下同じ。）の口座振替が不能となった
ときには、保険契約者は、振替日の属する月の末日までに、第１回保険
料を会社または会社の指定した場所に払い込んでください。 

２ 振替日に第２回以後の保険料の口座振替が不能となった場合には、つ
ぎのとおり取り扱います。 

 (1) 月払の保険契約の場合、翌月の振替日に翌月分の保険料と合わせて
保険料の口座振替を行います。 

 (2) 年払または半年払の保険契約の場合、振替日の翌月の応当日に再度
保険料の口座振替を行います。 

３ 前項の規定による保険料の口座振替が不能の場合には、保険契約者は、
主約款に定める猶予期間内に払込期月を過ぎた保険料を会社または会社
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の指定した場所に払い込んでください。 

第５条＜第１回保険料から口座振替を行う場合の契約日等の取扱＞ 
  第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料の
口座振替が行われたときには、つぎのとおりとします。 

 (1) この特約を新がん保険またはがん定期保険に付加した場合 
主約款の規定にかかわらず、第１回保険料の振替日を契約日とします。
ただし、「従たる被保険者である子等の保障継続特則」を付加して保
険契約を締結する場合を除きます。 

 (2) この特約を前号以外のがん保険に付加した場合 
  主約款の規定にかかわらず、第１回保険料の振替日を保険期間の始期

の属する日とします。ただし、「第２被保険者である子等の保障継続
特則」を付加して保険契約を締結する場合を除きます。 

 (3) この特約を前２号に掲げる保険種類以外の保険契約に付加した場合 
  主約款の規定にかかわらず、第１回保険料の振替日を会社の責任開始

の日とします。 

第６条＜指定口座または提携金融機関等の変更＞ 
１ 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関等の他の口座に変更す
ることができます。また、指定口座を設置している金融機関等を、他の
提携金融機関等に変更することができます。この場合、あらかじめ会社
および提携金融機関等に申し出てください。 

２ 保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社お
よび当該提携金融機関等に申し出て、他の払込方法（経路）を選択して
ください。 

３ 提携金融機関等が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社
は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は、
指定口座を他の提携金融機関等に変更するか、他の払込方法（経路）を
選択してください。 

４ 会社は、会社または提携金融機関等の止むを得ない事情により振替日
を変更することがあります。この場合、会社は、その旨をあらかじめ保
険契約者に通知します。 

第７条＜特約の消滅＞ 
  つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。 
 (1) 月払の保険契約の場合で、保険料の自動振替貸付が行われたとき 
 (2) 保険契約が消滅または失効したとき 
 (3) 保険料の前納が行われたとき 
 (4) 保険料の払込を要しなくなったとき 
 (5) 他の保険料払込方法（経路）に変更したとき 
 (6) 第１条＜特約の適用＞第２項に該当しなくなったとき 

第８条＜主約款の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないもの
を除き、主約款の規定を準用します。 

第９条＜契約日等の特則＞ 
  保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合で、保険契約者から
申出があり、かつ、会社がこれを承諾したときには、つぎのとおりとし
ます。この場合、第５条＜第１回保険料から口座振替を行う場合の契約
日等の取扱＞の規定は適用しません。 

 (1) この特約を新がん保険またはがん定期保険に付加した場合 
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  ① 第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料
の口座振替が行われたときには、主約款の規定にかかわらず、第１
回保険料の振替日（本号において「保険期間の始期」といいます。）
の属する月の翌月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込期
間は、その日を基準として計算します。この場合、主約款の従たる
被保険者の資格の得喪、責任開始日、死亡払戻金、保険料払込の免
除および保険契約を解除できない場合の規定中、「契約日」とある
のを「第１回保険料の振替日」と読み替えます。 

  ② 第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料
の口座振替が不能となり、振替日の属する月の末日までに第１回保
険料が会社または会社の指定した場所に払い込まれたときには、主
約款の規定にかかわらず、第１回保険料が会社または会社の指定し
た場所に払い込まれた日（本号において「保険期間の始期」といい
ます。）の属する月の翌月１日を契約日とし、保険期間および保険
料払込期間は、その日を基準として計算します。この場合、主約款
の従たる被保険者の資格の得喪、責任開始日、死亡払戻金、保険料
払込の免除および保険契約を解除できない場合の規定中、「契約日」
とあるのを「第１回保険料が会社または会社の指定した場所に払い
込まれた日」と読み替えます。 

  ③ 第２回以後の保険料から口座振替を行う場合には、主約款の規定
にかかわらず、会社が第１回保険料を受け取った日か、被保険者に
関する告知の日のいずれか遅い日（本号において「保険期間の始期」
といいます。）の属する月の翌月１日を契約日とし、保険期間およ
び保険料払込期間は、その日を基準として計算します。この場合、
主約款の従たる被保険者の資格の得喪、責任開始日、死亡払戻金、
保険料払込の免除および保険契約を解除できない場合の規定中、
「契約日」とあるのを「会社が第１回保険料を受け取った日か、被
保険者に関する告知の日のいずれか遅い日」と読み替えます。 

  ④ 主契約に子供特約、手術特約〔がん保険〕および上皮内新生物特
約の全部または一部が付加されている場合、子供特約、手術特約〔が
ん保険〕および上皮内新生物特約の特約条項については、前①から
③の規定を準用します。 

  ⑤ 上記①から③の規定にかかわらず、保険期間の始期から契約日の
前日までの間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、保
険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、
保険期間の始期を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、
その日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば精算します。 

 (2) この特約を前号以外のがん保険に付加した場合 
  ① 第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料

の口座振替が行われたときには、主約款の規定にかかわらず、第１
回保険料の振替日を保険期間の始期の属する日とし、その日の属す
る月の翌月１日を契約日とします。なお、保険期間および保険料払
込期間は、契約日を基準として計算します。 

  ② 第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料
の口座振替が不能となり、振替日の属する月の末日までに第１回保
険料が会社または会社の指定した場所に払い込まれたときには、主
約款の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する
月の翌月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、そ
の日を基準として計算します。 
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  ③ 第２回以後の保険料から口座振替を行う場合には、主約款の規定
にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する月の翌月１
日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準
として計算します。 

  ④ 前①から③の規定にかかわらず、保険期間の始期の属する日から
契約日の前日までの間に主約款または特約の特約条項に規定する給
付金、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた
ときは、保険期間の始期の属する日を契約日とし、保険期間および
保険料払込期間は、その日を基準として再計算し、保険料に過不足
があれば精算します。 

 (3) この特約を前２号に掲げる保険種類以外の保険契約に付加した場合 
  ① 第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料

の口座振替が行われたときには、主約款の規定にかかわらず、第１
回保険料の振替日を会社の責任開始の日とし、その日の属する月の
翌月１日を契約日とします。なお、保険期間および保険料払込期間
は、契約日を基準として計算します。 

  ② 第１回保険料から口座振替を行う場合で、振替日に第１回保険料
の口座振替が不能となり、振替日の属する月の末日までに第１回保
険料が会社または会社の指定した場所に払い込まれたときには、主
約款の規定にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の日の属
する月の翌月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、
その日を基準として計算します。 

  ③ 第２回以後の保険料から口座振替を行う場合には、主約款の規定
にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌
月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を
基準として計算します。 

  ④ 前①から③の規定にかかわらず、会社の責任開始の日から契約日
の前日までの間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、
保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、
責任開始の日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、そ
の日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば精算します。 

  ⑤ 主契約にがん特約が付加されている場合、がん特約の特約条項の
規定にかかわらず、「第１回保険料の振替日からその日を含めて３
か月を経過した日の翌日」をがん特約の責任開始日とします。 

第10条＜給付金等を支払う特約を中途付加する場合の特則＞ 
  主契約の締結後に給付金等（保険金、年金を含み、その名称の如何
を問いません。以下同じ。）を支払う特約を中途付加する場合には、
つぎのとおりとします。 

 (1) 当該特約の第１回保険料は、主契約の第２回以後の保険料と同時に
払い込んでください。この場合、主契約の第２回以後の保険料の払
込に関する規定を準用します。 

 (2) 当該特約の特約条項の中途付加する場合の付加日（特約の契約日を
含みます。以下同じ。）の規定にかかわらず、当該特約の付加日は、
つぎのとおりとします。 

  ① 月払契約の場合 
   当該特約の第１回保険料が振り替えられた日の属する月における主

契約の月単位の契約応当日（契約応当日のない月については、そ
の月の末日を契約応当日とします。以下同じ。） 

  ② 半年払契約の場合 
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   当該特約の第１回保険料が振り替えられた日の属する月における主
契約の半年単位の契約応当日 

  ③ 年払契約の場合 
   当該特約の第１回保険料が振り替えられた日の属する月における主

契約の年単位の契約応当日 
 (3) 当該特約の第１回保険料の口座振替が不能となり、第４条＜保険料

口座振替不能の場合の取扱＞第２項を準用して翌月に第１回保険料
の口座振替が行われた場合には、第１回保険料が振り替えられた日
の属する月の前月を第１回保険料が振り替えられた日の属する月と
みなして前号の規定を適用します。 

 (4) 第４条＜保険料口座振替不能の場合の取扱＞第３項を準用して当該
特約の第１回保険料が払い込まれた場合には、本条の規定は適用せ
ず、当該特約の特約条項の中途付加する場合の付加日の規定を適用
します。 
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保険料クレジットカード支払特約 
 

（2018年４月２日制定） 

第１条＜特約の適用＞ 
１ この特約は、保険契約の締結の際または保険料払込期間の中途におい
て、保険契約者から、会社の指定するクレジットカード（以下、「指定
カード」といいます。）により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、
会社（本特約を通じて「当保険会社」をいいます。）がこれを承諾した
場合に適用します。 

２ 前項の指定カードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカー
ド発行会社（以下、「カード会社」といいます。）との間で締結された
会員規約等（以下、「会員規約等」といいます。）にもとづき、カード
会社より貸与されたものまたは使用を認められたものであることを要し
ます。 

第２条＜保険料率＞ 
  この特約を適用する月払の保険契約の保険料率は、口座振替保険料率
とします。 

第３条＜保険料の払込＞ 
１ 保険料は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の普通
保険約款（以下、「主約款」といいます。）の保険料の払込の規定にか
かわらず、会社が指定カードの有効性の確認（利用限度額内であること
等の確認を含みます。以下同じ。）を得た上で、つぎの時に、指定カー
ドにより保険料相当額を決済すること（以下、「クレジットカード支払」
といいます。）によって会社に払い込まれるものとします。 

 (1) 第１回保険料（第１回保険料相当額を含みます。以下同じ。）の場
合は、会社がクレジットカード支払を承諾した時 

 (2) 第２回以後の保険料の場合は、払込期月中の会社の定めた日 
２ 同一の指定カードで２件以上の保険契約のクレジットカード支払を行
う場合には、保険契約者は、会社に対しその決済順序を指定できないも
のとします。 

３ 保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額を
カード会社に支払うことを要します。 

４ 会社が指定カードの有効性の確認を得た後で、会社がカード会社より
保険料相当額を領収できなかった場合には、その払込期月中の保険料（第
１回保険料を含みます。）については、第１項のクレジットカード支払
がなかったものとして取り扱います。 

５ この特約によるクレジットカード支払によって払い込まれた保険料に
ついては、領収証の発行は行いません。 

第４条＜第１回保険料について指定カードの有効性の確認を得ら
れなかった場合の取扱＞ 
  第１回保険料からクレジットカード支払を行う場合で、第１回保険料
について会社が指定カードの有効性の確認を得られなかったときには、
会社は、保険契約の申込がなかったものとして取扱います。 

第５条＜指定カードまたはカード会社の変更＞ 
１ 保険契約者は、指定カードを同一のカード会社が発行する他のクレジ
ットカードに変更することができます。また、指定カードを発行して
いるカード会社とは別のカード会社が発行しているクレジットカード
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に変更することができます。この場合、あらかじめ会社に申し出てく
ださい。 

２ 保険契約者が、保険料のクレジットカード支払の取扱を停止する場合
には、あらかじめ会社に申し出て、他の払込方法（経路）を選択してく
ださい。 

３ カード会社が保険料のクレジットカード支払の取扱を停止した場合に
は、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契
約者は、指定カードを別のカード会社の発行するクレジットカードに変
更するか、他の払込方法（経路）を選択してください。 

第６条＜特約の消滅＞ 
  つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。 
 (1) 第２回以後の保険料について、会社が指定カードの有効性の確認を

得られなかったとき 
 (2) 第２回以後の保険料について、会社がカード会社より保険料相当額

を領収できなかったとき 
 (3) 保険契約が消滅または失効したとき 
 (4) 保険料の前納が行われたとき 
 (5) 保険料の払込を要しなくなったとき 
 (6) 他の保険料払込方法（経路）に変更したとき 

第７条＜主約款の準用＞ 
  この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを
除き、主約款の規定を準用します。 

第８条＜契約日等の特則＞ 
  保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合で、保険契約者から申
出があり、かつ、会社がこれを承諾したときには、つぎのとおりとしま
す。 

 (1) この特約を新がん保険またはがん定期保険に付加した場合 
  ① 第１回保険料からクレジットカード支払を行う場合で、第１回保

険料について会社が指定カードの有効性の確認を得たときには、
主約款の規定にかかわらず、第１回保険料が会社に払い込まれた
日か、被保険者に関する告知の日のいずれか遅い日（本号におい
て「保険期間の始期」といいます。）の属する月の翌月１日を契
約日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準とし
て計算します。この場合、主約款の従たる被保険者の資格の得喪、
責任開始日、死亡払戻金、保険料払込の免除および保険契約を解
除できない場合の規定中、「契約日」とあるのを「第１回保険料
が会社に払い込まれた日か、被保険者に関する告知の日のいずれ
か遅い日」と読み替えます。 

  ② 第２回以後の保険料からクレジットカード支払を行う場合には、
主約款の規定にかかわらず、会社が第１回保険料を受け取った日か、
被保険者に関する告知の日のいずれか遅い日（本号において「保険
期間の始期」といいます。）の属する月の翌月１日を契約日とし、
保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
この場合、主約款の従たる被保険者の資格の得喪、責任開始日、死
亡払戻金、保険料払込の免除および保険契約を解除できない場合の
規定中、「契約日」とあるのを「会社が第１回保険料を受け取った
日か、被保険者に関する告知の日のいずれか遅い日」と読み替えま
す。 
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  ③ 主契約に子供特約、手術特約〔がん保険〕および上皮内新生物特
約の全部または一部が付加されている場合、子供特約、手術特約〔が
ん保険〕および上皮内新生物特約の特約条項については、前①およ
び②の規定を準用します。 

  ④ 上記①および②の規定にかかわらず、保険期間の始期から契約日
の前日までの間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、
保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、
保険期間の始期を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、
その日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば精算します。 

 (2) この特約を前号以外のがん保険に付加した場合 
  ① 第１回保険料からクレジットカード支払を行う場合で、第１回保

険料について会社が指定カードの有効性の確認を得たときには、主
約款の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属する
月の翌月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、そ
の日を基準として計算します。 

  ② 第２回以後の保険料からクレジットカード支払を行う場合には、
主約款の規定にかかわらず、主約款に定める保険期間の始期の属す
る月の翌月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、
その日を基準として計算します。 

  ③ 前①および②の規定にかかわらず、保険期間の始期の属する日か
ら契約日の前日までの間に主約款または特約の特約条項に規定する
給付金、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じ
たときは、保険期間の始期の属する日を契約日とし、保険期間およ
び保険料払込期間は、その日を基準として再計算し、保険料に過不
足があれば精算します。 

 (3) この特約を前２号に掲げる保険種類以外の保険契約に付加した場合 
  ① 第１回保険料からクレジットカード支払を行う場合で、第１回保

険料について会社が指定カードの有効性の確認を得たときには、主
約款の規定にかかわらず、会社の責任開始の日の属する月の翌月１
日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準
として計算します。 

  ② 第２回以後の保険料からクレジットカード支払を行う場合には、
主約款の規定にかかわらず、主約款に定める会社の責任開始の日の
属する月の翌月１日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間
は、その日を基準として計算します。 

  ③ 前①および②の規定にかかわらず、会社の責任開始の日から契約
日の前日までの間に主約款または特約の特約条項に規定する給付金、
保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じたときは、
責任開始の日を契約日とし、保険期間および保険料払込期間は、そ
の日を基準として再計算し、保険料に過不足があれば精算します。 

第９条＜給付金等を支払う特約を中途付加する場合の特則＞ 
主契約の締結後に給付金等（保険金、年金を含み、その名称の如何を

問いません。）を支払う特約を中途付加する場合には、つぎのとおりと
します。 
(1) 当該特約の第１回保険料は、主契約の第２回以後の保険料と同時に
払い込んでください。この場合、主契約の第２回以後の保険料の払込
に関する規定を準用します。 

(2) 当該特約の特約条項の中途付加する場合の付加日（特約の契約日を
含みます。以下同じ。）の規定にかかわらず、当該特約の付加日は、
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つぎのとおりとします。 
 ① 月払契約の場合 

   当該特約の第１回保険料が決済された日の属する月における主契約
の月単位の契約応当日（契約応当日のない月については、その月の
末日を契約応当日とします。以下同じ。） 

 ② 半年払契約の場合 
   当該特約の第１回保険料が決済された日の属する月における主契約

の半年単位の契約応当日 
 ③ 年払契約の場合 

   当該特約の第１回保険料が決済された日の属する月における主契約
の年単位の契約応当日 
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別表１ 請求書類 

（注） 会社は、下記以外の書類の提出を求め、または下記の書類
の一部の省略を認めることがあります。 

 
＜がん保険〔2000〕＞ 

項  目 必  要  書  類 

給付金 
・ 診断給付金 
・ 入院給付金 
・ 在宅療養給付

金 
・ 通院給付金 

・ 会社所定の請求書 
・ 会社所定の様式による医師の診断書 
・ 病理組織検査報告書 
・ 会社所定の様式による入院した病院
または診療所の入院証明書（入院給
付金、在宅療養給付金の場合） 

・ 会社所定の様式による通院した病院
または診療所の通院証明書（通院給
付金の場合） 

・ 当該被保険者が第１被保険者の場合
は、第１被保険者の住民票（ただ
し、受取人と同一の場合は不要。ま
た、会社が必要と認めた場合は、戸
籍抄本） 

・ 当該被保険者が第２被保険者の場合
は、当該被保険者の戸籍抄本 

・ 受取人（第10条第３項の規定により
代理請求人が請求する場合には、代
理請求人）の戸籍抄本と印鑑証明書 

・ 保険証券 

給付金 
・ 第１回から第

４回の診断給
付年金 

・ 会社所定の請求書 
・ 第１被保険者の住民票（ただし、受
取人と同一の場合は不要。また、会
社が必要と認めた場合は、戸籍抄
本） 

・ 受取人（第10条第３項の規定により
代理請求人が請求する場合には、代
理請求人）の戸籍抄本と印鑑証明書 

・ 保険証券 
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保険金等 
・ 死亡保険金 
・ 死亡払戻金 

・ 会社所定の請求書 
・ 会社所定の様式による医師の死亡証
明書（ただし、会社が認めた場合
は、医師の死亡診断書または死体検
案書） 

・ 病理組織検査報告書（死亡保険金の
場合） 

・ 当該被保険者が第１被保険者の場合
は、第１被保険者の住民票（ただ
し、会社が必要と認めた場合は、戸
籍抄本） 

・ 当該被保険者が第２被保険者の場合
は、当該被保険者の戸籍抄本 

・ 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 
・ 保険証券 

保険料の払込免除 ・ 会社所定の請求書 
・ 第１被保険者および第２被保険者の
住民票（ただし、会社が必要と認め
た場合は、戸籍抄本） 

・ 保険証券 

解約等 
・ 解約 
・ 給付金額等の

減額 

・ 会社所定の請求書 
・ 被保険者の住民票 
・ 保険契約者の印鑑証明書 
・ 保険証券 

復活 ・ 会社所定の請求書 
・ 被保険者についての会社所定の告知
書 

契約内容の変更 
・ 個人契約と家

族契約の相互
の変更 

・ 保険料の払込
方法（回数）
の変更 

・ 保険期間の変
更 

・ 保険料払込期
間の変更 

・ 会社所定の請求書 
・ 保険証券 
・ 被保険者についての会社所定の告知
書（会社が特に提出を求めた場合） 
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保険契約者等の変
更 
・ 保険契約者の

変更 
・ 受取人の変更 
・ 給付金受取人 

指定特則の付
加 

・ 法人契約特則
の付加 

・会社所定の請求書 
・保険契約者の印鑑証明書 
・保険証券 

未経過期間に対応
した保険料相当額
の払い戻し 

・会社所定の請求書 
・被保険者の住民票 
・保険契約者の戸籍抄本と印鑑証明書 

遺言による死亡保
険金受取人の変更 

・会社所定の請求書 
・保険契約者の相続人の戸籍抄本と印
鑑証明書 

・遺言書の写し 

受取人による保険
契約の存続 

・会社所定の請求書 
・受取人の印鑑証明書 
・受取人の戸籍抄本 
・債権者等への支払を証する書類 
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＜上皮内新生物特約〔2000〕＞ 

項  目 必  要  書  類 

特約給付金 
・ 特約診断給付

金 
・ 特約入院給付

金 
・ 特約在宅療養

給付金 
・ 特約通院給付

金 

・ 会社所定の請求書 
・ 会社所定の様式による医師の診断書 
・ 病理組織検査報告書 
・ 会社所定の様式による入院した病院
または診療所の入院証明書（特約入
院給付金、特約在宅療養給付金の場
合） 

・ 会社所定の様式による通院した病院
または診療所の通院証明書（特約通
院給付金の場合） 

・ この特約の被保険者の型が本人型の
場合は、当該被保険者の住民票（た
だし、受取人と同一の場合は不要。
また、会社が必要と認めた場合は、
戸籍抄本） 

・ この特約の被保険者の型が配偶者型
または子型の場合は、当該被保険者
の戸籍抄本（ただし、受取人と同一
の場合は不要） 

・ 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 
・ 保険証券 

特約の保険料の
払込免除 

・ 会社所定の請求書 
・ 主契約の第１被保険者の住民票（た
だし、会社が必要と認めた場合は、
戸籍抄本） 

・ 保険証券 

特約の被保険者
資格の申込 

・ 会社所定の当該被保険者の申込書 
・ 当該被保険者についての会社所定の
告知書 

・ 当該被保険者の戸籍抄本 
・ 保険契約者の印鑑証明書 
・ 保険証券 

特約の解約 
 

・会社所定の請求書 
・保険契約者の印鑑証明書 
・保険証券 
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＜新手術特約〔がん保険〕＞ 

項  目 必  要  書  類 

手術給付金 ・ 会社所定の請求書 
・ 会社所定の様式による医師の診断書 
・ 病理組織検査報告書 
・ 会社所定の様式による手術を受けた
病院または診療所の手術証明書 

・ この特約の被保険者の型が本人型の
場合は、当該被保険者の住民票（ただ
し、受取人と同一の場合は不要。ま
た、会社が必要と認めた場合は、戸籍
抄本） 

・ この特約の被保険者の型が配偶者型
または子型の場合は、当該被保険者の
戸籍抄本（ただし、受取人と同一の場
合は不要） 

・ 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 
・ 保険証券 

特約の保険料の払
込免除 

・ 会社所定の請求書 
・ 主契約の第１被保険者の住民票（た
だし、主契約が新がん保険またはがん
定期保険の場合は、主契約の主たる被
保険者の住民票。また、会社が必要と
認めた場合は、戸籍抄本） 

・ 保険証券 

特約の被保険者資
格の申込 

・ 会社所定の当該被保険者の申込書 
・ 当該被保険者についての会社所定の
告知書 

・ 当該被保険者の戸籍抄本 
・ 保険契約者の印鑑証明書 
・ 保険証券 

特約の解約等 
・ 特約の解約 
・ 特約給付金額

の減額 

・会社所定の請求書 
・保険契約者の印鑑証明書 
・保険証券 
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＜がん高度先進医療特約＞ 

項  目 必  要  書  類 

がん高度先進医
療給付金 

・ 会社所定の請求書 
・ 会社所定の様式による医師の診断書 
・会社所定の様式による療養を受けた保
険医療機関の療養についての証明書 

・ 病理組織検査報告書 
・ この特約の被保険者の型が本人型の
場合は、当該被保険者の住民票（ただ
し、受取人と同一の場合は不要。ま
た、会社が必要と認めた場合は、戸籍
抄本） 

・ この特約の被保険者の型が配偶者型
または子型の場合は、当該被保険者の
戸籍抄本（ただし、受取人と同一の場
合は不要） 

・ 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 
・ 保険証券 

特約の保険料の払
込免除 

・ 会社所定の請求書 
・ 主契約の第１被保険者の住民票（た
だし、主契約が新がん保険またはがん
定期保険の場合は、主契約の主たる被
保険者の住民票。また、会社が必要と
認めた場合は、戸籍抄本） 

・ 保険証券 

特約の被保険者資
格の申込 

・ 会社所定の当該被保険者の申込書 
・ 当該被保険者についての会社所定の
告知書 

・ 当該被保険者の戸籍抄本 
・ 保険契約者の印鑑証明書 
・ 保険証券 

特約の解約等 
・ 特約の解約 
・ 特約給付金額

の減額 

・会社所定の請求書 
・保険契約者の印鑑証明書 
・保険証券 
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＜特定治療通院特約＞ 

項  目 必  要  書  類 

特定治療通院給
付金 

・ 会社所定の請求書 
・ 会社所定の様式による医師の診断書 
・ 会社所定の様式による医師の治療証
明書 

・ 病理組織検査報告書 
・ この特約の被保険者の型が本人型の
場合は、当該被保険者の住民票（ただ
し、受取人と同一の場合は不要。ま
た、会社が必要と認めた場合は、戸籍
抄本） 

・ この特約の被保険者の型が配偶者型
または子型の場合は、当該被保険者の
戸籍抄本（ただし、受取人と同一の場
合は不要） 

・ 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 
・ 保険証券 

特約の保険料の払
込免除 

・ 会社所定の請求書 
・ 主契約の第１被保険者の住民票（た
だし、主契約が新がん保険またはがん
定期保険の場合は、主契約の主たる被
保険者の住民票。また、会社が必要と
認めた場合は、戸籍抄本） 

・ 保険証券 

特約の被保険者資
格の申込 

・ 会社所定の当該被保険者の申込書 
・ 当該被保険者についての会社所定の
告知書 

・ 当該被保険者の戸籍抄本 
・ 保険契約者の印鑑証明書 
・ 保険証券 

特約の解約等 
・ 特約の解約 
・ 特約給付金額

の減額 

・会社所定の請求書 
・保険契約者の印鑑証明書 
・保険証券 
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＜緩和ケア特約＞ 

項  目 必  要  書  類 

特約給付金 
・ 在宅緩和ケア

初期給付金 
・ 在宅緩和ケア

給付金 

・ 会社所定の請求書 
・ 会社所定の様式による医師の診断書 
・ 会社所定の様式による医師の在宅緩
和ケアについての証明書 

・ 病理組織検査報告書 
・ この特約の被保険者の型が本人型の
場合は、当該被保険者の住民票（ただ
し、受取人と同一の場合は不要。ま
た、会社が必要と認めた場合は、戸籍
抄本） 

・ この特約の被保険者の型が配偶者型
または子型の場合は、当該被保険者の
戸籍抄本（ただし、受取人と同一の場
合は不要） 

・ 受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 
・ 保険証券 

特約の保険料の払
込免除 

・ 会社所定の請求書 
・ 主契約の第１被保険者の住民票（た
だし、主契約が新がん保険またはがん
定期保険の場合は、主契約の主たる被
保険者の住民票。また、会社が必要と
認めた場合は、戸籍抄本） 

・ 保険証券 

特約の被保険者資
格の申込 

・ 会社所定の当該被保険者の申込書 
・ 当該被保険者についての会社所定の
告知書 

・ 当該被保険者の戸籍抄本 
・ 保険契約者の印鑑証明書 
・ 保険証券 

特約の解約等 
・ 特約の解約 
・ 特約給付金額

の減額 

・会社所定の請求書 
・保険契約者の印鑑証明書 
・保険証券 
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＜子供特約〔2000〕＞ 

項  目 必  要  書  類 

特約給付金 
・特約診断給付

金 
・特約入院給付

金 
・特約在宅療養

給付金 
・特約通院給付

金 

・会社所定の請求書 
・会社所定の様式による医師の診断書 
・病理組織検査報告書 
・会社所定の様式による入院した病院ま
たは診療所の入院証明書（特約入院給
付金、特約在宅療養給付金の場合） 

・会社所定の様式による通院した病院ま
たは診療所の通院証明書（特約通院給
付金の場合） 

・当該被保険者の戸籍抄本（ただし、受
取人と同一の場合は不要） 

・受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 
・保険証券 

特約死亡保険金 ・会社所定の請求書 
・会社所定の様式による医師の死亡証明
書（ただし、会社が認めた場合は、医
師の死亡診断書または死体検案書） 

・病理組織検査報告書 
・当該被保険者の戸籍抄本 
・受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 
・保険証券 

特約の保険料の払
込免除 

・会社所定の請求書 
・主契約の被保険者の住民票（ただし、
会社が必要と認めた場合は、戸籍抄
本） 

・保険証券 

特約の解約 ・会社所定の請求書 
・保険契約者の印鑑証明書 
・保険証券 

特約給付金受取
人指定特則の付
加 

・会社所定の請求書 
・保険契約者の印鑑証明書 
・保険証券 
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＜健康支援特約〔がん保険〕＞ 

項  目 必  要  書  類 

健康支援金 ・会社所定の請求書 
・この特約の被保険者の住民票（ただ
し、受取人と同一の場合は不要。ま
た、会社が必要と認めた場合は、戸籍
抄本） 

・受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 
・保険証券 

特約の保険料の払
込免除 

・会社所定の請求書 
・受傷事情書および交通事故証明書（交
通事故の場合） 

・受傷事情書（交通事故以外の不慮の事
故の場合） 

・会社所定の様式による医師の診断書 
・この特約の被保険者の住民票（ただ
し、会社が必要と認めた場合は、戸籍
抄本） 

・保険証券 
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＜指定代理請求特約＞ 

項  目 必  要  書  類 

指定代理請求に
よる給付金等の
支払 

・主約款または付加特約の特約条項
に定める給付金等の請求書類 

・指定代理請求人の住民票と印鑑証
明書 

・被保険者（５年ごと利差配当付こ
ども保険またはこども保険〔200
9〕の保険料の払込免除の場合は保
険契約者。以下同じ。）と指定代
理請求人の続柄が確認できる戸籍
謄本 

・被保険者または指定代理請求人の
健康保険被保険者証の写し 

・指定代理請求人が契約にもとづき
被保険者の療養看護または財産管
理を行っているときは、その契約
書の写し 

・給付金等の受取人が給付金等を請
求できない特別な事情の存在を証
明する書類 

代理請求による
給付金等の支払 

・主約款または付加特約の特約条項
に定める給付金等の請求書類 

・代理請求人の住民票と印鑑証明書 
・被保険者と代理請求人の続柄が確
認できる戸籍謄本 

・被保険者または代理請求人の健康
保険被保険者証の写し 

・給付金等の受取人が給付金等を請
求できない特別な事情の存在を証
明する書類 

・指定代理請求人が給付金等を請求
できない特別な事情の存在を証明
する書類 

指定代理請求人
の変更等 
・ 指定代理請求

人の変更 
・ 指定代理請求

人の撤回 
・ 特約の解約 

・会社所定の請求書 
・保険契約者の印鑑証明書 
・保険証券 
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別表３ 対象となる高度障害状態                            

対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。 
１．両眼の視力を全く永久に失ったもの 
２．言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 
３．中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要する

もの 
４．胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 
５．両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失っ

たもの 
６．両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失っ

たもの 
７．１上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったか

またはその用を全く永久に失ったもの 
８．１上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失った

もの 
 
＜備考＞ 
〔別表３ 対象となる高度障害状態〕について 
１．眼の障害（視力障害） 
 (1) 視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力

について測定します。 
 (2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって

回復の見込のない場合をいいます。 
 (3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったもの

とはみなしません。 
２．言語またはそしゃくの障害 
 (1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの３つの場合

をいいます。 
  ① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４

種のうち、３種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない
場合 

  ② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通
が不可能となり、その回復の見込がない場合 

  ③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合 
 (2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外の

ものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。 
３．常に介護を要するもの 
  「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後
始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではでき
ず、常に他人の介護を要する状態をいいます。 

４．上・下肢の障害 
  「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機
能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢に
おいてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および手
関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の完全強直
で、回復の見込のない場合をいいます。 
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身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。 
 
 
 

 
 

別
表
3



― 223 ―

別表４ 対象となる身体障害状態                            

対象となる身体障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。 
１．１眼の視力を全く永久に失ったもの 
２．両耳の聴力を全く永久に失ったもの 
３．１上肢を手関節以上で失ったかまたは１上肢の用もしくは１上肢の

３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの 
４．１下肢を足関節以上で失ったかまたは１下肢の用もしくは１下肢の

３大関節中の２関節の用を全く永久に失ったもの 
５．10手指の用を全く永久に失ったもの 
６．１手の５手指を失ったかまたは第１指（母指）および第２指（示指）

を含んで４手指を失ったもの 
７．10足指を失ったもの 
８．脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの 
 
＜備考＞ 
〔別表４ 対象となる身体障害状態〕について 
１．眼の障害（視力障害） 
 (1) 視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力

について測定します。 
 (2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって

回復の見込のない場合をいいます。 
 (3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったもの

とはみなしません。 
２．耳の障害（聴力障害） 
 (1) 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行ない

ます。 
 (2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,0

00ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれａ・ｂ・ｃデシベルとした
とき、１／４（ａ＋２ｂ＋ｃ）の値が90デシベル以上（耳介に接し
ても大声語を理解しえないもの）で回復の見込のない場合をいいま
す。 

３．上・下肢の障害 
 (1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動

機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下
肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節お
よび手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節）の
完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。 

 (2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、
回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置
換した場合をいいます。 

４．手指の障害 
 (1) 「手指を失ったもの」とは、第１指（母指）においては指節間関

節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。 
 (2) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の２分の

１以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節
間関節（第１指（母指）においては指節間関節）の運動範囲が生理
的運動範囲の２分の１以下で回復の見込のない場合をいいます。 

５．足指の障害 
  「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 
６．脊柱の障害 
 (1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用して

も外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。 
 (2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頚椎における完全強直の場合、
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または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の３種の運
動のうち、２種以上の運動が生理的範囲の２分の１以下に制限され
た場合をいいます。 

 
身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。 
 
身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。 
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別表21-1 病院または診療所                     
 
「病院または診療所」とは、つぎのいずれかに該当したものとします。 
１．医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有 
する診療所 

２．上記１の場合と同等の日本国外にある医療施設 
 
 
別表22-1 入院                           
 
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難
なため、別表21-1に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下に
おいて治療に専念することをいいます。 
 
 
別表23-1 通院                          
 
「通院」とは、医師による治療が必要であり、別表21-1に定める病院また
は診療所（ただし、患者を収容する施設を有しない診療所を含みます。）
において、外来による診察、投薬、処置、手術、その他の治療を受けるこ
とをいいます。（往診を含みます。） 
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別表25 特定部位一覧                     

 

身体部位 

１．食道 

２．胃および十二指腸（当該部位の手術に伴い空腸の手術を受けた

場合には空腸を含む。） 

３．小腸（十二指腸を含む。） 

４．盲腸（虫垂突起を含む。） 

５．大腸（直腸、盲腸を含む。） 

６．直腸および肛門 

７．肝臓、胆嚢および胆管 

８．膵臓 

９．腹膜 

10．肺臓、胸膜、気管および気管支（当該部位の手術に伴い胸郭の

手術を受けた場合には胸郭を含む。） 

11．鼻（副鼻腔を含む。） 

12．咽頭（扁桃を含む。）および喉頭（声帯を含む。） 

13．口腔、歯、舌、歯肉、顎下腺、耳下腺および舌下腺 

14．耳（外耳、鼓膜、中耳、内耳および聴神経を含む。）および乳

様突起 

15．眼球および眼球付属器（眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内

組織を含む。） 

16．腎臓および尿管 

17．膀胱および尿道 

18．前立腺 

19．乳房（乳腺を含む。） 

20．子宮（妊娠もしくは分娩の異常が生じた場合または帝王切開を

受けた場合を含む。） 

21．卵巣、卵管および子宮付属器 

22．睾丸、副睾丸、精管、精索および精嚢 

23．甲状腺 

24．頚部（頚椎、椎間板、関節、筋肉、腱および当該神経を含

む。） 

25．胸部（胸椎、椎間板、関節、筋肉、腱および当該神経を含

む。） 

26．腰部（腰椎、椎間板、関節、筋肉、腱および当該神経を含

む。） 

27．仙骨部および尾骨部（当該神経を含む。） 

28．左肩関節部および左鎖骨 

29．右肩関節部および右鎖骨 

30．左股関節部 

31．右股関節部 

32．左上肢（左肩関節部を除く。） 
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身体部位 

33．右上肢（右肩関節部を除く。） 

34．左下肢（左股関節部を除く。） 

35．右下肢（右股関節部を除く。） 

36．鼠径部（鼠径ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生

じた場合に限る。） 

37．趾骨および中足骨 

38．皮膚（頭皮および口唇を含む。） 

39．上顎骨、下顎骨および顎関節 

40．股関節 

41．膝関節 

42．脊柱（脊椎、椎間板および当該神経を含む。） 

43．縦隔 

44．膣・外陰部 

45．肋骨、胸骨およびその他の胸郭 

46．骨盤骨 

47．頭蓋骨 

48．陰嚢部（陰嚢水腫が生じた場合に限る。） 

49．副腎 

50．副甲状腺（上皮小体） 

51．上肢 

52．下肢 
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別表26-1 対象となる手術および給付倍率表         

「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、

摘除などの操作を加えることをいい、下表の手術番号１～８を指しま

す。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。 

手術の種類 

給 付 倍 率

の 型 ： Ⅰ

型 

給 付 倍 率

の 型 ： Ⅱ

型 

§悪性新生物の手術   

１．悪性新生物根治手術（ファイバースコ

ープまたは血管・バスケットカテーテ

ルによる手術を除く。） 

１ ４ 

２．悪性新生物温熱療法(施術の開始日から

60日の間に１回の給付を限度とする。) 

１ １ 

３．悪性新生物根治放射線照射（50グレイ

以上の照射で、施術の開始日から60日

の間に１回の給付を限度とする。） 

１ １ 

４．ファイバースコープまたは血管・バス

ケットカテーテルによる悪性新生物手

術（検査・処置は含まない。施術の開

始日から60日の間に１回の給付を限度

とする。） 

１ １ 

５．その他の悪性新生物手術 １ ２ 

   

§上皮内新生物の手術   

６．上皮内新生物の開胸・開腹術 １ ４ 

７．ファイバースコープまたは血管・バス

ケットカテーテルによる上皮内新生物

手術（検査・処置は含まない。施術の

開始日から60日の間に１回の給付を限

度とする。） 

１ １ 

８．その他の上皮内新生物手術 １ ２ 
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別表27 悪性新生物                                              

１．悪性新生物とは、平成27年２月13日総務省告示第35号にもとづく厚生

労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 Ｉ

ＣＤ－10（2013年版）準拠（以下、「ＩＣＤ－10」）」に記載された分

類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものをいいま

す。 

なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計

分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場

合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。 

分類項目 
基本分類 
コード 

口唇の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ00 

舌根＜基底＞部の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ01 

舌のその他および部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ02 

歯肉の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ03 

口（腔）底の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ04 

口蓋の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ05 

その他および部位不明の口腔の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ06 

耳下腺の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ07 

その他および部位不明の大唾液腺の悪性新生物＜腫

瘍＞ 

Ｃ08 

扁桃の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ09 

中咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ10 

鼻＜上＞咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ11 

梨状陥凹＜洞＞の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ12 

下咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ13 

その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭の

悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ14 

食道の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ15 

胃の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ16 

小腸の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ17 

結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ18 

直腸Ｓ状結腸移行部の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ19 

直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ20 

肛門および肛門管の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ21 

肝および肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ22 

胆のう＜嚢＞の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ23 
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分類項目 
基本分類 
コード 

その他および部位不明の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ24 

膵の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ25 

その他および部位不明確の消化器の悪性新生物＜腫

瘍＞ 

Ｃ26 

鼻腔および中耳の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ30 

副鼻腔の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ31 

喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ32 

気管の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ33 

気管支および肺の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ34 

胸腺の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ37 

心臓、縦隔および胸膜の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ38 

その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓

器の悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ39 

（四）肢の骨および関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ40 

その他および部位不明の骨および関節軟骨の悪性新

生物＜腫瘍＞ 

Ｃ41 

皮膚の悪性黒色腫 Ｃ43 

皮膚のその他の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ44 

中皮腫 Ｃ45 

カポジ＜Kaposi＞肉腫 Ｃ46 

末梢神経および自律神経系の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ47 

後腹膜および腹膜の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ48 

その他の結合組織および軟部組織の悪性新生物＜腫

瘍＞ 

Ｃ49 

乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ50 

外陰（部）の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ51 

腟の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ52 

子宮頚部の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ53 

子宮体部の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ54 

子宮の悪性新生物＜腫瘍＞、部位不明 Ｃ55 

卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ56 

その他および部位不明の女性生殖器の悪性新生物＜

腫瘍＞ 

Ｃ57 

胎盤の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ58 
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分類項目 
基本分類 
コード 

陰茎の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ60 

前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ61 

精巣＜睾丸＞の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ62 

その他および部位不明の男性生殖器の悪性新生物＜

腫瘍＞ 

Ｃ63 

腎盂を除く腎の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ64 

腎盂の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ65 

尿管の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ66 

膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ67 

その他および部位不明の尿路の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ68 

眼および付属器の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ69 

髄膜の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ70 

脳の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ71 

脊髄、脳神経およびその他の中枢神経系の部位の悪

性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ72 

甲状腺の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ73 

副腎の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ74 

その他の内分泌腺および関連組織の悪性新生物＜腫

瘍＞ 

Ｃ75 

その他および部位不明確の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ76 

リンパ節の続発性および部位不明の悪性新生物＜腫

瘍＞ 

Ｃ77 

呼吸器および消化器の続発性悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ78 

その他の部位および部位不明の続発性悪性新生物＜

腫瘍＞ 

Ｃ79 

悪性新生物＜腫瘍＞、部位が明示されていないもの Ｃ80 

ホジキン＜Hodgkin＞リンパ腫 Ｃ81 

ろ＜濾＞胞性リンパ腫 Ｃ82 

非ろ＜濾＞胞性リンパ腫 Ｃ83 

成熟Ｔ/ＮＫ細胞リンパ腫 Ｃ84 

非ホジキン＜non‐Hodgkin＞リンパ腫のその他およ

び詳細不明の型 

Ｃ85 

Ｔ/ＮＫ細胞リンパ種のその他の明示された型 Ｃ86 

悪性免疫増殖性疾患 Ｃ88 
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分類項目 
基本分類 
コード 

多発性骨髄腫および悪性形質細胞性新生物＜腫瘍＞ Ｃ90 

リンパ性白血病 Ｃ91 

骨髄性白血病 Ｃ92 

単球性白血病 Ｃ93 

細胞型の明示されたその他の白血病 Ｃ94 

細胞型不明の白血病 Ｃ95 

リンパ組織､造血組織および関連組織のその他および

詳細不明の悪性新生物＜腫瘍＞ 

Ｃ96 

独立した（原発性）多部位の悪性新生物＜腫瘍＞ Ｃ97 

（注）分類項目中の代替可能な用語は山括弧＜＞で表示されます。例えば、

「新生物＜腫瘍＞」とは、「新生物」の代替可能な用語が「腫瘍」で

あることを表しており、「悪性新生物」と「悪性腫瘍」は同義となり

ます。 

 

２．上記１において「悪性新生物」とは、厚生労働省政策統括官編「国際

疾病分類－腫瘍学 第３.１版」中、新生物の性状を表す第５桁コード

がつぎのものをいいます。 

なお、厚生労働省政策統括官編「国際疾病分類－腫瘍学」において、

診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第５

桁コードによるものをいいます。 

第５桁性状コード番号 

／３ ・・・悪性、原発部位 

／６ ・・・悪性、転移部位 

        悪性、続発部位 

／９ ・・・悪性、原発部位又は転移部位の別不詳 

 

上記１には該当しないものの、２に該当する場合には、この保険契約

において対象となる悪性新生物とします。例えば、「ＩＣＤ－10」に記

載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるも

のは、上記１には該当しないものの、２に該当するため、この保険契約

において対象となる悪性新生物となります。 

分類項目 
基本分類 

コード 

真性赤血球増加症＜多血症＞ Ｄ45 

骨髄異形成症候群 Ｄ46 

慢性骨髄増殖性疾患 Ｄ47.1 

本態性（出血性）血小板血症 Ｄ47.3 

骨髄線維症 Ｄ47.4 
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分類項目 
基本分類 

コード 

慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] Ｄ47.5 

（注）「悪性新生物」には、国際対がん連合（ＵＩＣＣ）により発行され

た「ＴＮＭ悪性腫瘍の分類」で病期分類が０期に分類されている病変

は、含まれません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内

癌等は、悪性新生物に該当しません。 
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別表28 上皮内新生物                                              

１．上皮内新生物とは、平成27年２月13日総務省告示第35号にもとづく厚

生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 

ＩＣＤ－10（2013年版）準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分

類コードに規定される内容によるものをいいます。 

なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計

分類提要」において、診断確定日以前に新たな分類提要が施行された場

合は、新たな分類の基本分類コードによるものとします。 

分類項目 
基本分類 
コード 

口腔、食道および胃の上皮内癌 Ｄ00 

その他および部位不明の消化器の上皮内癌 Ｄ01 

中耳および呼吸器系の上皮内癌 Ｄ02 

上皮内黒色腫 Ｄ03 

皮膚の上皮内癌 Ｄ04 

乳房の上皮内癌 Ｄ05 

子宮頚（部）の上皮内癌 Ｄ06 

その他および部位不明の生殖器の上皮内癌 Ｄ07 

その他および部位不明の上皮内癌 Ｄ09 

 

２．上記１において「上皮内新生物」とは、厚生労働省政策統括官編「国

際疾病分類－腫瘍学 第３.１版」中、新生物の性状を表す第５桁コー

ドがつぎのものをいいます。 

なお、厚生労働省政策統括官編「国際疾病分類－腫瘍学」において、

診断確定日以前に新たな版が発行された場合は、新たな版における第５

桁コードによるものをいいます。 

第５桁性状コード番号 

／２ ・・・上皮内癌 

上皮内 非浸潤性 非侵襲性 
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●受付時間　月曜日～金曜日  9：00～18：00
　　　　　　土曜日　　　　  9：00～17：00

（祝日・年末年始は除く。月曜日は電話が込み合うことがございます。）



はじめに

この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したも
のです。保険証券とともに大切に保存し、ご活用ください。
また、このご契約について必ずご家族にもお知らせください。

ご契約についての重要事項、
お手続などをわかりやすくご説明しています。

「ご契約のしおり」は

ご契約についてのとりきめを、
詳しくご説明しています。

「約款」は

給付金等ご請求手続きの流れ
給付金等の支払事由に該当された場合は請求のお手続きが必要で
す。万一、給付金等の支払事由に該当された場合は、次のとおりお手
続きください。

アフラック保険金コンタクトセンターで承っています

アフラックホームページから、いつでも簡単・スピーディに
給付金・保険金請求のお手続きができます。

●こちらからアクセス ●キーワードで検索

●受付時間 9:00～17:00　●月曜日～金曜日（祝日を除く）
※月曜日は電話が込み合うことがございます。

0120-555-877 通話料無料 携帯OK

アフラック 給付金 検索アフラック 給付金 検索アフラック 給付金 検索アフラック 給付金 検索アフラック 給付金 検索アフラック 給付金 検索アフラック 給付金 検索

お客さま 担当代理店
またはアフラック

1 請求のご連絡請求のご連絡
担当代理店またはアフラックまでご担当代理店またはアフラックまでご
連絡ください。連絡ください。
※患者様に病名を告知されていない
場合など、ご心配な点はご相談く
ださい。

2 請求のご案内
請求に必要な書類をお送りします。

3 書類の準備・提出書類の準備・提出
請求書類をご準備のうえ、アフラック請求書類をご準備のうえ、アフラック
へご返送ください。へご返送ください。

4 請求書類の確認
請求書類が到着後、アフラックで内容
を確認します。

5 お支払い
給付金等をお支払いします。

6 給付金等のお受取り給付金等のお受取り

アフラック
784294（00）
19/10/31 表 3

アフラック
784294（00）
19/10/31 表 2



アフラック
784294（00）
19/10/13 　表紙

説明事項ご確認のお願い

募集代理店

この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものです。

必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し
込みください。

  特に
●クーリング・オフ制度（お申込の撤回または解除について）
●給付金・保険金・年金などをお支払いできない場合について
●告知義務について
●保障の開始について　
●保険料のお払込方法について
●保険料払込の猶予期間と失効について
●ご契約の復活について
●解約と解約払戻金について
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、
告知および保険料の受領など募集代理店の役割も含めて、ご説明
の中でわかりにくい点がございましたら当社にお問い合わせくださ
い。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存し、ご活用く
ださい。

2019年11月作成

ご
契
約
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し
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AF商開2-2019-0004 10月29日資 784294（00）MCK.19.12.3A（新）

この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを
記載したものです。保険証券とともに大切に保存
し、ご活用ください。
また、このご契約について必ずご家族にもお知らせください。

無配当〈がん保険〔2000〕〉

ご契約のしおり・約款
やっかん
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